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１ 議 事 日 程（初日） 

   〔平成25年太宰府市議会第４回（12月）定例会〕 

                                    平成25年11月29日 

                                    午 前 1 0時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１       会議録署名議員の指名 

 日程第２       会期の決定 

 日程第３       諸般の報告 

 日程第４ 議案第77号 財産の取得（太宰府市緑地保護地区内）について 

 日程第５ 議案第78号 筑紫地区障害程度区分等審査会の共同設置に関する規約の変更について 

 日程第６ 議案第79号 太宰府市いきいき情報センターの指定管理者の指定について 

 日程第７ 議案第80号 太宰府歴史スポーツ公園の指定管理者の指定について 

 日程第８ 議案第81号 太宰府市立大佐野スポーツ公園の指定管理者の指定について 

 日程第９ 議案第82号 太宰府市体育センターの指定管理者の指定について 

 日程第10 議案第83号 太宰府市民図書館の指定管理者の指定について 

 日程第11 議案第84号 太宰府市立共同利用施設の指定管理者の指定について 

 日程第12 議案第85号 大宰府展示館の指定管理者の指定について 

 日程第13 議案第86号 太宰府市文化ふれあい館の指定管理者の指定について 

 日程第14 議案第87号 太宰府市女性センタールミナスの指定管理者の指定について 

 日程第15 議案第88号 太宰府市立老人福祉センターの指定管理者の指定について 

 日程第16 議案第89号 太宰府市公文書館条例の制定について 

 日程第17 議案第90号 太宰府市情報公開条例の一部を改正する条例について 

 日程第18 議案第91号 太宰府市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について 

 日程第19 議案第92号 太宰府市いきいき情報センター条例の一部を改正する条例について 

 日程第20 議案第93号 太宰府市公園条例の一部を改正する条例について 

 日程第21 議案第94号 太宰府市立小学校及び中学校施設使用料条例の一部を改正する条例につ

いて 

 日程第22 議案第95号 太宰府市立運動公園条例の一部を改正する条例について 

 日程第23 議案第96号 太宰府市体育センター条例の一部を改正する条例について 

 日程第24 議案第97号 太宰府市立太宰府史跡水辺公園条例の一部を改正する条例について 

 日程第25 議案第98号 太宰府市中央公民館使用料条例の一部を改正する条例について 

 日程第26 議案第99号 太宰府市文化ふれあい館条例の一部を改正する条例について 

 日程第27 議案第100号 太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第28 議案第101号 太宰府市地域活性化複合施設太宰府館条例の一部を改正する条例につい

て 
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 日程第29 議案第102号 太宰府市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 

 日程第30 議案第103号 太宰府市自動車駐車場条例の一部を改正する条例について 

 日程第31 議案第104号 太宰府市水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

 日程第32 議案第105号 太宰府市下水道条例の一部を改正する条例について 

 日程第33 議案第106号 筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計条例の制定について 

 日程第34 議案第107号 太宰府市手数料条例の一部を改正する条例について 

 日程第35 議案第108号 太宰府市女性センタールミナス条例の一部を改正する条例について 

 日程第36 議案第109号 太宰府市人権センター施設使用条例の一部を改正する条例について 

 日程第37 議案第110号 太宰府市畜犬の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

 日程第38 議案第111号 太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

 日程第39 議案第112号 平成25年度太宰府市一般会計補正予算（第４号）について 

 日程第40 議案第113号 平成25年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

 日程第41 議案第114号 平成25年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

 日程第42 議案第115号 平成25年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について 

 日程第43 議案第116号 平成25年度太宰府市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 日程第44 議案第117号 太宰府市事務分掌条例の全部を改正する条例について 

 日程第45 議案第118号 太宰府市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定につい

て 

２ 出席議員は次のとおりである（１８名）        

  １番  陶 山 良 尚 議員         ２番  神 武   綾 議員 

  ３番  上     疆 議員         ４番  芦 刈   茂 議員 

  ５番  小 畠 真由美 議員         ６番  長谷川 公 成 議員 

  ７番  藤 井 雅 之 議員         ８番   田 久美子 議員 

  ９番  後 藤  晴 議員         10番  不 老 光 幸 議員 

  11番  渡  美 穂 議員         12番  門 田 直 樹 議員 

  13番  小 栁 道 枝 議員         14番  大 田 勝 義 議員 

  15番  佐 伯   修 議員         16番  村 山 弘 行 議員 

  17番  福 廣 和 美 議員         18番  橋 本   健 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 会議録署名議員 

  ８番   田 久美子 議員         ９番  後 藤  晴 議員 
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５ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１８名） 

  市    長  井 上 保 廣        副  市  長  平 島 鉄 信 

  教  育  長  木 村 甚 治        総 務 部 長  三 笠 哲 生 

  市民生活部長  古 川 芳 文        健康福祉部長  中 島 俊 二 

  建 設 部 長  辻   友 治                松 本 芳 生 

  教 育 部 長  今 泉 憲 治        教育部理事  堀 田   徹 

  総 務 課 長  友 田   浩        経営企画課長  濱 本 泰 裕 

  市 民 課 長  宮 原 広富美        福 祉 課 長  阿 部 宏 亮 

  都市計画課長  今 村 巧 児        上下水道課長  石 田 宏 二 

  教 務 課 長        井 上   均        監査委員事務局長  関   啓 子 

６ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  坂 口   進        議 事 課 長        櫻 井 三 郎 

  書    記  白 石 康 子        書    記  松 尾 克 己 

  書    記  力 丸 克 弥 

        

 

 

会計管理者併
上下水道部長 
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              開会 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は18名です。 

 定足数に達しておりますので、平成25年太宰府市議会第４回定例会を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しているとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（橋本 健議員） 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 今回の会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、 

    ８番、田久美子議員 

    ９番、後藤 晴議員 

   を指名します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定 

○議長（橋本 健議員） 日程第２、「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から12月17日までの19日間にしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり決定しました。 

 なお、会期内日程については、お手元に配付しております会期内日程表によって運営を進め

たいと思います。また、本会議、委員会とも改めて通知を差し上げませんので、よろしくご協

力をお願いいたします。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 諸般の報告 

○議長（橋本 健議員） 日程第３、「諸般の報告」を行います。 

 お手元に報告事項の一覧表を配付しております。監査関係、議長会関係及び行政視察関係の

資料につきましては、事務局に保管しておりますので、必要な方はごらんいただきたいと思い

ます。 

 これで諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４と日程第５を一括上程 
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○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第４、議案第77号「財産の取得（太宰府市緑地保護地区内）について」及び日程第５、

議案第78号「筑紫地区障害程度区分等審査会の共同設置に関する規約の変更について」を一括

議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 井上保廣 登壇〕 

○市長（井上保廣） 皆様、おはようございます。 

 本日ここに、平成25年第４回太宰府市議会定例会を招集をいたしましたところ、議員の皆様

方におかれましては年の瀬を控え、公私とも大変ご多忙中にもかかわりませずご参集をいただ

きましたこと、厚く御礼を申し上げます。 

 第４回定例議会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 平成25年も残すところ１カ月余りとなりましたけれども、11月に入り急に肌寒く感じる日が

多くなったような気がいたしております。市民の皆様方を初め、議員各位におかれましても、

体調管理には十分留意の上、日々お過ごしいただきたいと思っております。 

 さて、10月17日の官報告示におきまして、太宰府市と筑紫野市にまたがります宝満山が国史

跡として指定をされました。市内におきましては８番目の国史跡指定であり、昭和45年９月に

大宰府学校院跡と観世音寺境内及び子院跡附老司瓦釜跡が指定されて以来43年ぶりの指定とな

っております。今年は宝満山で初めての祭祀が行われまして1,350年に当たりまして、節目の

年に指定されたことは大変意義深く、また喜ばしいと考えておる次第でございます。今後にお

きましては、史跡の整備や登山客の増加に伴います環境保全にも取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 また、同日、太宰府市消防団女性消防団員の皆様方が福岡県内46団体の女性消防団の代表と

いたしまして第21回全国女性消防操法大会に出場をされました。女性消防団員の皆様方は、家

事や育児、また仕事で大変忙しい中、長期間にわたりまして訓練を続けられ、中でも今大会に

おいて４番員として出場されました元田選手は優秀選手賞を受賞され、名実ともに日本一の４

番員になられたと伺っております。このことは、ご本人の努力もさることながら、女性消防団

員全員が一丸となって日々の訓練を続けられたたまものでございまして、太宰府市の名を全国

に知らしめていただいたことに対しましても深く感謝を申し上げる次第でございます。女性消

防団員の皆様方には、今後におかれましても、これまでの訓練成果を生かし、防災防火活動に

努めていただき、引き続き市民の皆様方の安全・安心のためにお力添えをいただきますように

お願いを申し上げておきたいと思います。 

 また、10月20日の松川運動公園オープン記念式典におきましては、市民の皆様方、あるいは
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議員の各位、関係各位におかれましては、大変お忙しい中に多数ご臨席を賜りましたこと、厚

くお礼を申し上げます。同施設のオープンに際しましては、学校法人国士舘様を初め、多くの

皆様方のご協力をいただきましたことに改めて感謝を申し上げる次第でございます。皆様方も

既にご承知のとおりだと思いますが、2020年には東京でのオリンピック、あるいはパラリンピ

ック開催も決まりまして、太宰府市におきましても今後市民の皆様方のスポーツに対する関心

がますます高まることと思っております。松川運動公園が市民の皆様方のスポーツへの関心の

高まりに応える新たな場といたしましてスポーツの推進の一助になればと期待をしておるとこ

ろでございます。 

 さらに、今後は、総合体育館早期建設に関する請願や体育複合施設建設基本計画をもとに、

向佐野の県立看護学校跡地エリアに、総合体育館機能、防災施設機能、避難施設機能を含めま

した体育複合施設を平成27年度中に供用開始する予定にいたしております。子どもから中高年

に至るまで気軽に健康づくりとスポーツに親しめる施設としての整備を行い、生涯スポーツの

場、生涯健康づくりの場、また文化的な催しを行える場としても大いに市民の皆様方に活用し

ていただける施設にしていきたいと、このように考えております。 

 また、今回議案として改正案を上程をさせていただいておりますけれども、太宰府市水道料

金等審議会におきまして下水道使用料の改定について議論をしていただきまして、10月21日に

答申をいただいたところでございます。私といたしましても、下水道事業の運営が安定したこ

とや審議会の答申内容を真摯に受けとめまして、来年４月から平均約７％の引き下げを行うべ

く改正案を上程をさせていただいておりますので、議員の皆様方におかれましては慎重審議、

よろしくお願いを申し上げておきたいと思います。 

 来年も、市民の皆様方及び議員各位のご理解、ご支援とご協力をいただきながら、「歴史と

みどり豊かな文化のまち」の実現に向けまして、私自身先頭に立ち、全職員の英知を結集を

し、邁進していく所存でございますので、どうぞよろしくお願い申し上げておきたいと思いま

す。 

 それでは、早速提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第77号及び議案第78号を一括してご説明を申し上げます。 

 最初に、議案第77号「財産の取得（太宰府市緑地保護地区内）について」ご説明を申し上げ

ます。 

 本件は、大佐野地区緑地保護地区内の土地取得に関する案件でございます。 

 この土地取得につきましては、皆様方のご理解とご協力によりまして着実に進んでいるとこ

ろでございまして、深く感謝を申し上げる次第でございます。 

 今回、買収をいたします土地につきましては、18筆、面積2万6,127㎡、買収金額4,964万

1,300円でございます。 

 詳細につきましては、財産（太宰府市緑地保護地区内）の取得一覧表をご参照いただきたい

と思います。 
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 次に、議案第78号「筑紫地区障害程度区分等審査会の共同設置に関する規約の変更につい

て」ご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部が改正

をされまして、障がい程度区分が障がい支援区分に改められましたことに伴い、筑紫地区障害

程度区分等審査会の共同設置に関する規約の一部を変更するものでございます。 

 よろしくご審議賜りますようにお願いを申し上げます。 

○議長（橋本 健議員） 説明は終わりました。 

 質疑は12月３日の本会議で行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６から日程第１５まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第６、議案第79号「太宰府市いきいき情報センターの指定管理者の指定について」から

日程第15、議案第88号「太宰府市立老人福祉センターの指定管理者の指定について」までを一

括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 井上保廣 登壇〕 

○市長（井上保廣） 議案第79号から議案第88号までを一括してご説明を申し上げます。 

 最初に、議案第79号「太宰府市いきいき情報センターの指定管理者の指定について」から議

案第83号「太宰府市民図書館の指定管理者の指定について」までは関連がございますので、一

括して説明を申し上げます。 

 太宰府市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条の公募によらない候補

者として、公益財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団を平成26年度から３年間にわたり太宰

府市いきいき情報センター、太宰府歴史スポーツ公園、太宰府市立大佐野スポーツ公園、太宰

府市体育センター及び太宰府市民図書館の指定管理者の候補者に選定いたしましたので、地方

自治法第244条の２第３項の規定に基づき指定するに当たり、同法同条第６項の規定により議

会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第84号「太宰府市立共同利用施設の指定管理者の指定について」のご説明を申し

上げます。 

 太宰府市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条の公募によらない候補

者として、各自治会を平成26年度から５年間にわたり太宰府市立共同利用施設の指定管理者の

候補者に選定いたしましたので、地方自治法第244条の２第３項の規定に基づき指定するに当

たり、同法同条第６項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 



－8－ 

 詳細につきましては、別紙一覧表をご参照いただきたいと思います。 

 次に、議案第85号「大宰府展示館の指定管理者の指定について」ご説明を申し上げます。 

 太宰府市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条の公募によらない候補

者として、財団法人古都大宰府保存協会を平成26年度から３年間にわたり大宰府展示館の指定

管理者の候補者に選定いたしましたので、地方自治法第244条の２第３項の規定に基づき指定

するに当たり、同法同条第６項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第86号「太宰府市文化ふれあい館の指定管理者の指定について」及び議案第87号

「太宰府市女性センタールミナスの指定管理者の指定について」は関連がございますので、一

括してご説明を申し上げます。 

 太宰府市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条の公募によらない候補

者として、公益財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団を平成26年度から３年間にわたり、太

宰府市文化ふれあい館及び太宰府市女性センタールミナスの指定管理者の候補者に選定をいた

しましたので、地方自治法第244条の２第３項の規定に基づき指定するに当たり、同法同条第

６項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第88号「太宰府市立老人福祉センターの指定管理者の指定について」ご説明を申

し上げます。 

 太宰府市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条の公募によらない候補

者として、社会福祉法人太宰府市社会福祉協議会を平成26年度から３年間にわたり太宰府市老

人福祉センターの指定管理者の候補者に選定をいたしましたので、地方自治法第244条の２第

３項の規定に基づき指定するに当たり、同法同条第６項の規定により議会の議決を求めるもの

でございます。 

 よろしくご審議賜りますようにお願いを申し上げます。 

○議長（橋本 健議員） 説明は終わりました。 

 質疑は12月３日の本会議で行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１６から日程第２６まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第16、議案第89号「太宰府市公文書館条例の制定について」から日程第26、議案第99号

「太宰府市文化ふれあい館条例の一部を改正する条例について」までを一括議題にしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 井上保廣 登壇〕 



－9－ 

○市長（井上保廣） 議案第89号から議案第99号までを一括してご説明を申し上げます。 

 最初に、議案第89号「太宰府市公文書館条例の制定について」ご説明を申し上げます。 

 太宰府市公文書館の設置及び管理に関する基本的な事項を定めるために条例制定をする必要

性が生じましたので、地方自治法第96条第１項第１号の規定によりまして議会の議決を求める

ものでございます。 

 次に、議案第90号「太宰府市情報公開条例の一部を改正する条例について」ご説明を申し上

げます。 

 太宰府市公文書館の設置に伴い、情報公開条例の対象となる情報を変更し、あわせまして電

磁的記録を公開の対象とするために条例の一部を改正する必要が生じましたので、地方自治法

第96条第１項第１号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第91号「太宰府市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について」から議案

第99号「太宰府市文化ふれあい館条例の一部を改正する条例について」までは関連がございま

すので、一括してご説明をいたします。 

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正

する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税

法及び地方交付税法の一部を改正する法律が公布されまして、同法に基づく消費税法及び地方

税法の改正によりまして、平成26年４月１日から消費税及び地方消費税法を合わせた税率が

８％に改正をされることに伴いまして条例の一部を改正する必要が生じましたので、地方自治

法第96条第１項第１号の規定によりまして議会の議決を求めるものでございます。 

 よろしくご審議を賜りますようにお願いを申し上げます。 

○議長（橋本 健議員） 説明は終わりました。 

 質疑は12月３日の本会議で行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２７から日程第３２まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第27、議案第100号「太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例につい

て」から日程第32、議案第105号「太宰府市下水道条例の一部を改正する条例について」まで

を一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 井上保廣 登壇〕 

○市長（井上保廣） 議案第100号から議案第105号までを一括してご説明を申し上げます。 

 最初に、議案第100号「太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例につい
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て」ご説明を申し上げます。 

 太宰府市公文書館の設置に伴い、太宰府市公文書館構想調査研究委員会の名称及び所掌事務

を変更するため、並びに子ども・子育て支援法第77条第１項の規定に基づき関係団体の代表者

や識見者で組織する太宰府市子ども・子育て会議を設置しますために条例の一部を改正する必

要が生じましたので、地方自治法第96条第１項第１号の規定により議会の議決を求めるもので

ございます。 

 次に、議案第101号「太宰府市地域活性化複合施設太宰府館条例の一部を改正する条例につ

いて」から議案第104号「太宰府市水道事業給水条例の一部を改正する条例について」までは

関連がございますので、一括してご説明を申し上げます。 

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正

する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税

法及び地方交付税法の一部を改正する法律が公布されまして、同法に基づく消費税法及び地方

税法の改正によりまして、平成26年４月１日から消費税及び地方消費税を合わせました税率が

８％に改正されることに伴い、条例の一部を改正する必要が生じましたので、地方自治法第

96条第１項第１号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第105号「太宰府市下水道条例の一部を改正する条例について」ご説明を申し上

げます。 

 今回の改正は、下水道使用料の額について、水道料金等の審議会の答申がありましたので、

これを尊重をした内容で引き下げを行うもの、並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制

の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確

保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律

が公布をされまして、同法に基づく消費税法及び地方税法の改正によりまして、平成26年４月

１日から消費税及び地方消費税を合わせた税率が８％に改正されることに伴い、条例の一部を

改正する必要が生じましたので、地方自治法第96条第１項第１号の規定によりまして議会の議

決を求めるものでございます。 

 よろしくご審議賜りますようにお願いを申し上げます。 

○議長（橋本 健議員） 説明は終わりました。 

 質疑は12月３日の本会議で行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３３から日程第３８まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第33、議案第106号「筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計条例の制定につい

て」から日程第38、議案第111号「太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正

する条例について」までを一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 井上保廣 登壇〕 

○市長（井上保廣） 議案第106号から議案第111号までを一括してご説明を申し上げます。 

 最初に、議案第106号の「筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計条例の制定につい

て」ご説明を申し上げます。 

 この条例は、筑紫地区障害程度区分等審査会の共同設置に関する規約第３条第２項の規定に

より平成26年度から２年間、太宰府市が審査会の庶務担当市になりますことから、同規約第７

条及び地方自治法第209条の規定に基づき、会計を特別会計とする必要が生じましたために制

定するものでございます。 

 次に、議案第107号「太宰府市手数料条例の一部を改正する条例について」のご説明を申し

上げます。 

 市が指定及び指導監督を行うこととなっております地域密着型サービス事業者からの指定及

び指定更新申請に伴う審査事務手数料を地方自治法第227条に基づきまして平成26年度から徴

収することといたしましたために太宰府市手数料条例の一部を改正する必要が生じましたの

で、地方自治法第96条第１項第１号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第108号「太宰府市女性センタールミナス条例の一部を改正する条例について」

から議案第110号「太宰府市畜犬の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

て」までは関連がございますので、一括してご説明を申し上げます。 

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正

する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税

法及び地方交付税法の一部を改正する法律が公布され、同法に基づく消費税法及び地方税法の

改正によりまして、平成26年４月１日から消費税及び地方消費税を合わせた税率が８％に改正

をされることに伴い、条例の一部を改正する必要が生じましたので、地方自治法第96条第１項

第１号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第111号「太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例に

ついて」ご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、手数料に関する規定の取り扱いに関して、福岡県より、市町村または一部事

務組合がし尿または浄化槽汚泥の収集、運搬を委託を含み直営で行っていない場合には当該手

数料に関する規定の削除が必要であるとの指導があり、当該手数料に関する規定を削除する必

要が生じましたために、並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う

ための消費税法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本

的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律が公布され、同法に基

づく消費税法及び地方税法の改正により、平成26年４月１日から消費税及び地方消費税を合わ
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せた税率が８％に改正されることに伴い、条例の一部を改正する必要が生じましたので、地方

自治法第96条第１項第１号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 よろしくご審議賜りますようにお願いを申し上げます。 

○議長（橋本 健議員） 説明は終わりました。 

 質疑は12月３日の本会議で行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３９から日程第４３まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第39、議案第112号「平成25年度太宰府市一般会計補正予算（第４号）について」から

日程第43、議案第116号「平成25年度太宰府市下水道事業会計補正予算（第１号）について」

までを一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 井上保廣 登壇〕 

○市長（井上保廣） 議案第112号から議案第116号までを一括してご説明を申し上げます。 

 最初に、議案第112号「平成25年度太宰府市一般会計補正予算（第４号）について」ご説明

を申し上げます。 

 今回の補正予算は、歳入歳出総額に歳入歳出それぞれ3億4,563万8,000円を追加をし、予算

総額を228億5,408万4,000円にお願いをするものでございます。 

 主な内容といたしましては、匿名による寄附行為が２件ございましたので、寄附の意向に沿

い、１件につきましては福祉分野で使うことを目的として地域福祉基金に積み立て、もう一件

につきましてはコミュニティバス関係費に充当すべく歳入予算を計上いたしております。さら

に、九州情報大学相撲部からもまちづくりに貢献したいとされましてイベント等の売上金を本

市に寄附されております。こちらにつきましては一般寄附として歳入予算を計上いたしており

ます。 

 その他につきましては、近年多発いたします不審者犯罪の抑止を目的といたしました防犯カ

メラ設置工事費、県の緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用して行うまち歩き散策による観光

推進支援事業委託費、介護・訓練給付費や生活保護費などの扶助費の不足分の追加、子ども・

子育て支援事業計画策定に向け、子育てに関する地域のニーズを反映するための子ども・子育

て会議開催に要する経費、あるいは生活道路における歩行者等の安全な通行の確保を目的とい

たしまして、区域を定めて時速30キロの速度規制を実施するゾーン30の指定に伴います路面標

示工事費、また減債基金を財源といたしまして起債の繰上償還を行うための費用などを計上さ

せていただいております。 
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 あわせまして、子ども・子育て支援システム等委託料の繰越明許費の追加を１件、さらには

松川公共施設（庁舎分）の総合管理業務委託料やいきいき情報センター、文化ふれあい館など

の指定管理に伴います債務負担行為の追加を15件計上をさせていただいております。 

 次に、議案第113号「平成25年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて」ご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、歳入及び歳出予算にそれぞれ1億3,874万4,000円を追加をし、予算総額を

83億8,431万5,000円にお願いをするものでございます。 

 歳出につきましては、後期高齢者支援金及び介護納付金の決定によります増額と、平成24年

度に交付されていました療養給付費等国庫負担金などの確定によります精算返還金が主な内容

でございます。 

 歳入につきましては、前期高齢者交付金の概算交付額及び前々年度交付額の確定によります

増額でございます。 

 次に、議案第114号「平成25年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て」ご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、保険事業勘定の歳入歳出それぞれ180万円を追加をし、予算総額を43億

6,715万1,000円にお願いをするものでございます。 

 歳出の内容といたしましては、平成25年度太宰府市紙おむつ給付サービス事業におきまして

給付対象者が増えたことによります給付額を増額するものでございます。 

 次に、議案第115号「平成25年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について」ご説

明を申し上げます。 

 今回の補正は、来年度に予定をいたしております水道メーター取りかえの時期を考慮いたし

まして、前倒しいたしましてメーター器を購入いたしたく、棚卸資産購入限度額を改めるもの

でございます。 

 次に、議案第116号「平成25年度太宰府市下水道事業会計補正予算（第１号）について」ご

説明を申し上げます。 

 補正の内容といたしましては、下水道使用料の引き下げ改定に伴いまして、収益的支出及び

債務負担行為をそれぞれ増額をし、追加するものでございます。 

 よろしくご審議賜りますようにお願いを申し上げます。 

○議長（橋本 健議員） 説明は終わりました。 

 質疑は12月３日の本会議で行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４４と日程第４５を一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第44、議案第117号「太宰府市事務分掌条例の全部を改正する条例について」及び日程

第45、議案第118号「太宰府市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定につい
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て」を一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 井上保廣 登壇〕 

○市長（井上保廣） 議案第117号及び議案第118号を一括してご説明を申し上げます。 

 最初に、議案第117号「太宰府市事務分掌条例の全部を改正する条例について」ご説明を申

し上げます。 

 今後の少子・高齢化はもとより、予想されます人口減少社会の進行に対応し、元気で生き生

きとした市民、地域づくりに視点を置いた簡素で効率的な行政運営を図り、従来からの行政課

題にも今まで以上に迅速かつ効果的に対応できるよう、平成26年４月１日に組織機構の改革を

実施いたしますことから、条例の改正を行うものでございます。 

 次に、議案第118号「太宰府市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定につ

いて」をご説明申し上げます。 

 平成26年４月１日付組織機構改革におきまして、地域活動と人権政策、健康、スポーツ、文

化、環境を有機的に機能させるため部を設置するため、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第23条に規定されております教育委員会の職務権限に属する事務のうち、学校における体

育に関することを除くスポーツに関すること、文化財の保護に関することを除く文化に関する

ことを市長部局に移管させるために、同法第24条の２に基づき新たな条例を制定するものでご

ざいます。 

 よろしくご審議賜りますようにお願いを申し上げます。 

○議長（橋本 健議員） 説明は終わりました。 

 質疑は12月３日の本会議で行います。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 以上で本日の議事日程は全て終了しました。 

 次の本会議は、12月３日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午前10時43分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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１ 議 事 日 程（２日目） 

   〔平成25年太宰府市議会第４回（12月）定例会〕 

                                    平成25年12月３日 

                                    午 前 1 0時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 議案第77号 財産の取得（太宰府市緑地保護地区内）について 

 日程第２ 議案第78号 筑紫地区障害程度区分等審査会の共同設置に関する規約の変更について 

 日程第３ 議案第79号 太宰府市いきいき情報センターの指定管理者の指定について 

 日程第４ 議案第80号 太宰府歴史スポーツ公園の指定管理者の指定について 

 日程第５ 議案第81号 太宰府市立大佐野スポーツ公園の指定管理者の指定について 

 日程第６ 議案第82号 太宰府市体育センターの指定管理者の指定について 

 日程第７ 議案第83号 太宰府市民図書館の指定管理者の指定について 

 日程第８ 議案第84号 太宰府市立共同利用施設の指定管理者の指定について 

 日程第９ 議案第85号 大宰府展示館の指定管理者の指定について 

 日程第10 議案第86号 太宰府市文化ふれあい館の指定管理者の指定について 

 日程第11 議案第87号 太宰府市女性センタールミナスの指定管理者の指定について 

 日程第12 議案第88号 太宰府市立老人福祉センターの指定管理者の指定について 

 日程第13 議案第89号 太宰府市公文書館条例の制定について 

 日程第14 議案第90号 太宰府市情報公開条例の一部を改正する条例について 

 日程第15 議案第91号 太宰府市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について 

 日程第16 議案第92号 太宰府市いきいき情報センター条例の一部を改正する条例について 

 日程第17 議案第93号 太宰府市公園条例の一部を改正する条例について 

 日程第18 議案第94号 太宰府市立小学校及び中学校施設使用料条例の一部を改正する条例につ

いて 

 日程第19 議案第95号 太宰府市立運動公園条例の一部を改正する条例について 

 日程第20 議案第96号 太宰府市体育センター条例の一部を改正する条例について 

 日程第21 議案第97号 太宰府市立太宰府史跡水辺公園条例の一部を改正する条例について 

 日程第22 議案第98号 太宰府市中央公民館使用料条例の一部を改正する条例について 

 日程第23 議案第99号 太宰府市文化ふれあい館条例の一部を改正する条例について 

 日程第24 議案第100号 太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について 

 日程第25 議案第101号 太宰府市地域活性化複合施設太宰府館条例の一部を改正する条例につい

て 

 日程第26 議案第102号 太宰府市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 

 日程第27 議案第103号 太宰府市自動車駐車場条例の一部を改正する条例について 

 日程第28 議案第104号 太宰府市水道事業給水条例の一部を改正する条例について 
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 日程第29 議案第105号 太宰府市下水道条例の一部を改正する条例について 

 日程第30 議案第106号 筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計条例の制定について 

 日程第31 議案第107号 太宰府市手数料条例の一部を改正する条例について 

 日程第32 議案第108号 太宰府市女性センタールミナス条例の一部を改正する条例について 

 日程第33 議案第109号 太宰府市人権センター施設使用条例の一部を改正する条例について 

 日程第34 議案第110号 太宰府市畜犬の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

 日程第35 議案第111号 太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

 日程第36 議案第112号 平成25年度太宰府市一般会計補正予算（第４号）について 

 日程第37 議案第113号 平成25年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

 日程第38 議案第114号 平成25年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

 日程第39 議案第115号 平成25年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について 

 日程第40 議案第116号 平成25年度太宰府市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 日程第41 議案第117号 太宰府市事務分掌条例の全部を改正する条例について 

 日程第42 議案第118号 太宰府市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定につい

て 

 日程第43 意見書第９号 消費税の軽減税率制度の導入を求める意見書 

 日程第44 意見書第10号 企業減税等から確実な賃金引上げを求める意見書 

 日程第45 意見書第11号 特定秘密保護法の制定に反対する意見書 

２ 出席議員は次のとおりである（１７名）        

  １番  陶 山 良 尚 議員         ２番  神 武   綾 議員 

  ３番  上     疆 議員         ４番  芦 刈   茂 議員 

  ５番  小 畠 真由美 議員         ６番  長谷川 公 成 議員 

  ７番  藤 井 雅 之 議員         ８番   田 久美子 議員 

  ９番  後 藤  晴 議員         11番  渡  美 穂 議員 

  12番  門 田 直 樹 議員         13番  小 栁 道 枝 議員 

  14番  大 田 勝 義 議員         15番  佐 伯   修 議員 

  16番  村 山 弘 行 議員         17番  福 廣 和 美 議員 

  18番  橋 本   健 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである（１名） 

  10番  不 老 光 幸 議員 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１８名） 

  市    長  井 上 保 廣        副  市  長  平 島 鉄 信 
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  教  育  長  木 村 甚 治        総 務 部 長  三 笠 哲 生 

  市民生活部長  古 川 芳 文        健康福祉部長  中 島 俊 二 

  建 設 部 長  辻   友 治                松 本 芳 生 

  教 育 部 長  今 泉 憲 治        教育部理事  堀 田   徹 

  総 務 課 長  友 田   浩        経営企画課長  濱 本 泰 裕 

  市 民 課 長  宮 原 広富美        福 祉 課 長  阿 部 宏 亮 

  都市計画課長  今 村 巧 児        上下水道課長  石 田 宏 二 

  教 務 課 長        井 上   均        監査委員事務局長  関   啓 子 

５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  坂 口   進        議 事 課 長        櫻 井 三 郎 

  書    記  白 石 康 子        書    記  松 尾 克 己 

  書    記  力 丸 克 弥 

        

 

 

会計管理者併
上下水道部長 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は17名で定足数に達しておりますので、休会中の第４回定例会を再開

します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しているとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第７７号 財産の取得（太宰府市緑地保護地区内）について 

○議長（橋本 健議員） 日程第１、議案第77号「財産の取得（太宰府市緑地保護地区内）につい

て」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本案は委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、委員会付託を省略します。 

 直ちに質疑、討論、採決を行います。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第77号を可決することに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第77号は可決されました。 

              〈可決 賛成16名、反対０名 午前10時01分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第７８号 筑紫地区障害程度区分等審査会の共同設置に関する規約の変更につ 

              いて 

○議長（橋本 健議員） 日程第２、議案第78号「筑紫地区障害程度区分等審査会の共同設置に関

する規約の変更について」を議題とします。 

 お諮りします。 
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 本案は委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、委員会付託を省略します。 

 直ちに質疑、討論、採決を行います。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第78号を可決することに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第78号は可決されました。 

              〈可決 賛成16名、反対０名 午前10時02分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３から日程第１０まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第３、議案第79号「太宰府市いきいき情報センターの指定管理者の指定について」から

日程第10、議案第86号「太宰府市文化ふれあい館の指定管理者の指定について」までを一括議

題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 議案第79号から議案第86号までは総務文教常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１１と日程第１２を一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第11、議案第87号「太宰府市女性センタールミナスの指定管理者の指定について」及び

日程第12、議案第88号「太宰府市立老人福祉センターの指定管理者の指定について」を一括議

題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 
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 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 議案第87号及び議案第88号は環境厚生常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１３から日程第２３まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第13、議案第89号「太宰府市公文書館条例の制定について」から日程第23、議案第99号

「太宰府市文化ふれあい館条例の一部を改正する条例について」までを一括議題にしたいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 議案第89号から議案第96号までについて、ただいまのところ通告がありませんので、質疑な

しと認めます。 

 次に、議案第97号について通告があっていますので、これを許可します。 

 ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） 議案第97号「太宰府市立太宰府史跡水辺公園条例の一部を改正する条

例について」質疑を申し上げます。 

 太宰府史跡水辺公園の使用料が変更しているものとしていないものがありますが、その理由

と使用料の算定方法について教えていただけませんでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） ただいまのご質疑についてご説明を申し上げます。 

 今回の料金改定につきましては、ご承知のとおり５％から８％に消費税が引き上げられるこ

とにつきまして改正するものでございます。この８％に引き直して計算いたしまして数字を上

げておりますけれども、10円未満を切り捨てにしております。その関係上、変わるものと変わ

らないものが出てくるものでございます。10円未満を切り捨てする理由といたしましては、事

務の簡素化、それと利用者の利便性に配慮したものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） よろしいですか。 

 次に、議案第98号及び議案第99号について、ただいまのところ通告がありませんので、質疑

なしと認めます。 

 議案第89号から議案第99号までは総務文教常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２４ 議案第１００号 太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例につ 

                いて 
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○議長（橋本 健議員） 日程第24、議案第100号「太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を

改正する条例について」を議題とします。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 議案第100号は総務文教常任委員会及び環境厚生常任委員会に分割付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２５から日程第２９まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第25、議案第101号「太宰府市地域活性化複合施設太宰府館条例の一部を改正する条例

について」から日程第29、議案第105号「太宰府市下水道条例の一部を改正する条例につい

て」までを一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 議案第101号から議案第105号までは建設経済常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３０から日程第３５まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第30、議案第106号「筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計条例の制定につい

て」から日程第35、議案第111号「太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正

する条例について」までを一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 議案第106号から議案第111号までは環境厚生常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３６ 議案第１１２号 平成２５年度太宰府市一般会計補正予算（第４号）について 

○議長（橋本 健議員） 日程第36、議案第112号「平成25年度太宰府市一般会計補正予算（第４

号）について」を議題とします。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 議案第112号は各常任委員会に分割付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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  日程第３７と日程第３８を一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第37、議案第113号「平成25年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）について」及び日程第38、議案第114号「平成25年度太宰府市介護保険事業特別会計補正

予算（第２号）について」を一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 議案第113号及び議案第114号は環境厚生常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３９と日程第４０を一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第39、議案第115号「平成25年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について」

及び日程第40、議案第116号「平成25年度太宰府市下水道事業会計補正予算（第１号）につい

て」を一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 議案第115号及び議案第116号は建設経済常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４１と日程第４２を一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第41、議案第117号「太宰府市事務分掌条例の全部を改正する条例について」及び日程

第42、議案第118号「太宰府市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定につい

て」を一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 議案第117号について通告があっていますので、これを許可します。 

 ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） この議案第117号「太宰府市事務分掌条例の全部を改正する条例につ

いて」、第五次太宰府市総合計画の中の生涯学習の推進について、今回の条例の新旧対照表の

中に軸が見当たらないのはなぜなのか、お聞きいたします。 
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○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 生涯学習につきましては、昭和62年の第二次太宰府市総合計画におきま

して初めてその必要性はうたっております。平成３年には第三次太宰府市総合計画の中で生涯

学習の確立を示し、第四次においては生涯学習社会の創造、第五次においては生涯学習の推進

と、変遷を遂げながら進めてまいりました。また、ライフスタイルや価値観、雇用形態の多様

化など、さまざまな環境の変化や新たな課題に対応しながら生涯学習社会のさらなる創造を図

るために平成23年第三次太宰府市生涯学習推進基本計画を策定しまして、生涯学習課を中心と

した全庁的に取り組んでいるところであります。 

 今回の機構改革では、文化やスポーツ、地域づくりや健康づくりを一体化させた市民の生き

がいづくりを推進するための部として地域健康部を位置づけ、事務分掌条例の中で文化、スポ

ーツなどの生涯学習に関する事務を定めているところであります。文化学習、スポーツ、社会

教育、人権啓発や環境、地域活動など、生涯学習と非常に幅広いものでありまして、今後とも

担当課だけではなく、それぞれの視点を持った中で関係部署が相互に連携を図りながら進めて

まいります。 

 なお、現在は、教育委員会事務局等組織規則の中で生涯学習課生涯学習係の事務分掌として

生涯学習の推進や生涯学習基本計画に関することが規定されており、機構改革後も職務執行規

則の中で具体的な事務といたしまして生涯学習というものを定めていく予定にいたしておりま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） この機構改革の中の新旧対照表の中には文化学習係となっております

けれども、条例にはカというところがありまして、文化に関することと書いてありますけれど

も、これは文化だけではないと思うんですよね。もしかして学習というものを考えておられる

のか、お聞きいたします。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 生涯学習の概念、考え方につきましては、先ほどご答弁申し上げたとお

りです。今回の条例につきましては、太宰府市の事務分掌条例の全部を改正する条例の提案で

ございまして、この条例の主な内容としましては部の設置、それとその部のですね、事務分掌

を定めております。これを今、全部改正として提案をさせていただいています。この生涯学習

という言葉そのものにつきましては、先ほど答弁しましたように事務規則の中で生涯学習課と

いう組織の中に生涯学習係と位置づけまして、先ほど言いました生涯学習という文言が出てお

ります。条例の中には従来から生涯学習というものはあっておりません。教育委員会について

は教育委員会の職務の法令あるいは規則がございまして、その中で定めておりますので、今回

の条例の中に今質疑をされました生涯学習という字句が表記をされていないということでござ

います。生涯学習というのは先ほど答弁したところで進めてまいります。 
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 以上です。 

○議長（橋本 健議員） よろしいですか。 

 次に、議案第118号について、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 議案第117号及び議案第118号は総務文教常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４３ 意見書第９号 消費税の軽減税率制度の導入を求める意見書 

○議長（橋本 健議員） 日程第43、意見書第９号「消費税の軽減税率制度の導入を求める意見

書」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 ５番小畠真由美議員。 

              〔５番 小畠真由美議員 登壇〕 

○５番（小畠真由美議員） ただいま議長の許可をいただきましたので、意見書第９号「消費税の

軽減税率制度の導入を求める意見書」について趣旨説明をさせていただきます。 

 提出者は、私、小畠真由美、賛成者は福廣和美議員です。 

 案文の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。 

 厳しい財政状況のもと、一層本格化する少子・高齢社会にあって、社会保障の費用を安定的

に確保し、将来にわたって持続可能な社会保障制度を維持強化していくために社会保障と税の

一体改革関連８法案が昨年８月に成立しました。そして、安倍総理は法律どおり明年４月１日

から消費税率を５％から８％へ引き上げる決断をしました。法律ではさらに平成27年10月には

10％へ引き上げられる予定となっております。 

 消費税率の引き上げは、国民の暮らし、特に中堅、低所得者層の生活に大きく影響を与える

ことから、８％引き上げ段階では簡素な給付措置が実施されます。しかし、これはあくまでも

一時的な給付措置であり、抜本的かつ恒久的な対応が求められております。食料品など生活必

需品に軽減税率制度の導入を図ることは、逆進性対策としても国民の消費税に対する理解を得

るためにも必要な制度であり、各種世論調査でも約７割が導入を望んでいます。 

 与党の平成25年度税制改正大綱では、消費税10％への引き上げ時に軽減税率制度を導入する

ことを目指すとし、本年12月予定の2014年度与党税制改正決定時までに関係者の理解を得た上

で結論を得るものとすると合意されています。 

 よって、政府においては、下記の事項について、速やかに実施することを強く求めます。 

 １、軽減税率制度の導入へ向けて、年内に結論を得るよう、その議論を加速し、軽減税率を

適用する対象、品目、中小、小規模事業者等に対する事務負担の配慮などを含めた制度設計の

基本方針について、鋭意検討を進め、その実現へ向けての環境整備を図ること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

 提出先は、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣でございます。ご審議のほどよろしくお願い
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申し上げます。 

○議長（橋本 健議員） 説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 自席へどうぞ。 

 これで質疑を終わります。 

 意見書第９号は総務文教常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４４ 意見書第１０号 企業減税等から確実な賃金引上げを求める意見書 

○議長（橋本 健議員） 日程第44、意見書第10号「企業減税等から確実な賃金引上げを求める意

見書」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 ５番小畠真由美議員。 

              〔５番 小畠真由美議員 登壇〕 

○５番（小畠真由美議員） ただいま議長の許可をいただきましたので、意見書第10号「企業減税

等から確実な賃金引上げを求める意見書」についての趣旨説明をさせていただきます。 

 提出者は、私、小畠真由美、賛成者は福廣和美議員です。 

 案文の朗読をもって趣旨説明とかえさせていただきます。 

 内閣府が発表した今年４月から６月期の国内総生産の改定値は、実質で前期（１月から３月

期）比0.9％増となり、年率換算では3.8％増と、８月発表の速報値から大幅に上方修正しまし

た。実体経済の現状を示す数多くの指標が改善し、企業の景況感が上向いている一方で、賃金

上昇を実感する国民は少なく、賃上げ要請が高まっています。 

 10月１日に決定した税制改正大綱には企業減税が盛り込まれていますが、これらが賃上げな

ど景気浮揚に向けた動きとなるかどうかは、企業自身の判断に委ねられ、内部留保にとどまる

懸念も拭えません。 

 また、同じく税制改正大綱の中で所得拡大促進税制の要件緩和方針が決定しましたが、さら

なる支援策として最低賃金の引き上げに取り組む企業への助成金として中小企業の最低賃金引

上げ支援対策費補助金（業務改善助成金）の拡充を図ることや、業界を挙げた賃金底上げの環

境整備を支援する助成金（業種別中小企業団体助成金）などの拡充を図ることも検討すべきと

考えます。 

 そこで、９月に始まった政府、労働者、企業経営者の各代表による政労使会議では賃金の引

き上げが経済成長に必要不可欠との認識を労使間で共有し、企業が賃金を引き上げしやすい環

境を整えるための実行力が求められます。 

 アベノミクスによる景気回復の兆しから、実感が伴う景気回復を実現するためにも、減税等
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による業績好転から得た収益を確実に賃金上昇に反映させるための賃金の配分に関するルール

づくりもポイントと言えます。 

 よって、政府におかれては、実効的な賃上げに結びつくような施策を講じるとともに、具体

的な道筋を示すことを求めます。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

 提出先は、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣でございます。 

 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（橋本 健議員） 説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 意見書第10号は総務文教常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４５ 意見書第１１号 特定秘密保護法の制定に反対する意見書 

○議長（橋本 健議員） 日程第45、意見書第11号「特定秘密保護法の制定に反対する意見書」を

議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 16番村山弘行議員。 

              〔16番 村山弘行議員 登壇〕 

○１６番（村山弘行議員） 意見書第11号「特定秘密保護法の制定に反対する意見書」の提案につ

いて案文を朗読してご提案にかえさせていただきたいと思います。 

 提出者は、私、村山弘行、賛成者は渡美穂議員であります。 

 「特定秘密保護法の制定に反対する意見書」。 

 安倍政権は10月25日、特定秘密の保護に関する法律案を閣議決定し、国会に提出した。しか

し、同法案は、特定の情報を政府が恣意的に秘密指定できるようにするもので、後世の検証も

担保されておらず、国民にはそもそも何が特定秘密なのかすら明らかにされない。国民の知る

権利や表現、言論の自由、取材、報道の自由を著しく制限しかねず、拙速な制定は将来に大き

な禍根を残すものである。 

 最大の問題点は、特定秘密の定義が極めて曖昧で、行政機関の長の判断次第で恣意的に秘密

の範囲が際限なく拡大する危険性が高いことである。秘密を取得した者や漏えいを教唆した

者、漏えいや取得を共謀、扇動することも処罰対象となり、処罰範囲がどこまでも広がるおそ

れがある。どの情報が特定秘密に指定されたのかも秘密とされれば、その情報が特定秘密かど

うかを知らないまま強く開示を求めた市民や市民運動家、市民ジャーナリスト等が罪に問われ
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るケースもあり得る。 

 また、最高懲役10年という厳罰化によって公務員が記者との接触を過度に避けたり、調査活

動をしている研究者や市民が政府情報に近づくことに慎重になり、民主主義の基本である国民

の知る権利が侵害されるおそれが強い。知る権利や報道、取材の自由への配慮が法案に盛り込

まれたとはいえ、強制力のない努力規定にとどまる上、報道の正当な義務と著しく不当な方法

の境界線が不明であり、取り締まる側が自由に解釈できる余地がある。 

 さらに、秘密指定の基準づくりに有識者会議の意見を聞くとされるが形だけのもので、個々

の秘密指定の妥当性をチェックする権限はないこと、内閣が認めれば30年を超えて永続的に情

報開示を拒むことができること、特定秘密取り扱いも適正評価のため、行政機関職員や都道府

県警察職員、民間業者などの個人情報調査が可能となり、著しいプライバシー侵害のおそれが

あること、国会への特定秘密を提供するかどうかは行政機関の判断に委ねられ、提供された情

報を漏らせば国会議員も処罰対象になり、国会の国政調査権が大きく損なわれかねないことな

ど、懸念される点は数多い。 

 国として特に厳格な管理が必要な情報があることは否定しないが、その場合も後世に検証可

能な制度とすべきであり、政府が持っている情報は本来国民が共有すべき財産であることが大

前提である。特定秘密保護法案には、そうした民主主義の基本理念が根本的に欠落している

上、情報公開法や公文書管理法の拡充も進んでいない。 

 何よりも、日弁連を初めとする法曹界、学者、研究者、言論界などから多くの反対の声が上

がっている。パブリックコメントの８割が法制定に反対であり、マスコミ各紙の調査でも反対

意見や慎重意見が多数であり、市民の理解を得ているとは到底言えない。 

 よって、福岡県太宰府市議会は、国会及び政府に対し、国民の権利を大きく侵す危険性を含

んでいる特定秘密の保護に関する法律を制定しないよう強く求める。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 提出先につきましては列記しているとおりでございます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本 健議員） 説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 意見書第11号は総務文教常任委員会に付託します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 以上で本日の議事日程は全て終了しました。 

 次の本会議は、12月11日午前10時から再開します。 
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 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午前10時27分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 



－29－ 

１ 議 事 日 程（３日目） 

   〔平成25年太宰府市議会第４回（12月）定例会〕 

                                    平成25年12月11日 

                                    午 前 1 0時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 一般質問 

一般質問者及び質問項目一覧表 
 

順位 
質 問 者 氏 名 

( 議 席 番 号 ) 
     質     問     項     目 

１ 
芦 刈   茂 

（４） 

1. 体育複合施設について 

 （１） 11月21日に議会あてに体育複合施設建設事業の凍結・中止

    を求める陳情が提出され、その中には6,478名の署名があっ

    た。そのことに市長はどのように思われるか。 

 （２） 11月12日の総合体育館建設問題特別委員会で基本計画に基

    づき設計競技採用作品の説明があったが、水害対策と道路渋

    滞対策について改めて伺う。 

 （３） 財政的裏付けを伺う。 

２ 
長谷川 公 成 

（６） 

1. 安全・安心のまちづくりについて 

  犯罪減少を目指すため、中学校区に交番は必要だと考える。交番

 設置の考えを伺う。 

2. 市内公共施設の指定管理について 

 （１） 今12月議会の議案で財団に戻す体育施設があるが、現在、

    財団が指定管理者ではない市民プール、北谷運動公園の将来

    的な考えを伺う。 

 （２） 松川運動公園の管理は将来的にどうしていくのか伺う。 

３ 
 田 久美子 

（８） 

1. 市民農園について 

 （１） 平成２年に市民農園整備促進法が制定され、同法では「市

    町村は、市民農園区域を指定したときは遅滞なくこれを公表

    しなければならない」となっているが、本市では公表されて

    いるのか伺う。 

 （２） 市内の市民農園の箇所数と、それぞれの利用契約や利用者

    の利用期間と利用料について伺う。 

2. 市内のバスの運行について 

 （１） まほろば号高雄回りの利用者数と、その補助金はいくらに

    なっているのか伺う。 

 （２） まほろば号高雄回りは右回り、左回りとも国道３号線を通

    るルートであるが、どちらか一方を太宰府高校から、東中、
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    東小を通り、五条駅を通るルートに変更できないか伺う。 

 （３） 西鉄路線バスの運行について、西鉄二日市駅から、太宰府

    高校方面に行く路線は太宰府高校入口で折り返す便と緑台公

    民館を経由し西鉄五条駅に行く便がある。折り返し便は１時

    間に多い時は６台も走っているが、五条駅行きは１時間に１

    台も通らない時間帯がある。 

     西鉄五条駅始発も同様で、高校生のための時刻表になって

    いるようだが、五条駅方面を利用する方から、台数を増やし

    てほしいと要望があっている。 

     何か方法がないか伺う。 

3. 佐野東まちづくりについて 

 （１） 佐野東地区まちづくり構想検討委員会の今後の方針につい

    ての考え方を伺う。 

 （２） 佐野東まちづくりと総合体育館との関連性について伺う。

４ 
藤 井 雅 之 

（７） 

1. 国民健康保険税について 

 （１） 厚労省が示した来年度からの上限額の引き上げについて 

 （２） 来年度の国保運営について 

 （３） 新しい単位での国保運営の対応について 

５ 
後 藤  晴 

（９） 

1. 公共施設等の利用にかかる相互扶助精神の醸成について 

 （１） 市民への相互扶助理解のための行政施策について 

     各種施設で自己中心的な発言をされる人がいるが、人前で

    感化されれば、相互扶助の精神が薄いものにもなりかねな

    い。 

     市民への正しい理解を深めるために行政として具体的な推

    進手段を考える時期ではないかを伺う。 

2. 体育施設の整備について 

 （１） 松川運動公園の整備について 

     排水設備が機能していないため、利用者の日程に支障をき

    たしているので、何とか改修整備できないか伺う。 

 （２） 大佐野スポーツ公園の整備について 

     外野後方の草繁茂部分の有効利用をするためには除草が必

    要だが、可能かどうかを伺う。 

3. 市施設の衛生面について 

 （１） トイレの悪臭がする施設がある。市民図書館のトイレはか

    なりの悪臭があるが解消できるかを伺う。 

 （２） 市内各所のトイレの点検と対処をしていただきたいが、可

    能かどうかを伺う。 
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６ 
渡  美 穂 

（11） 

1. 介護保険制度の改変に対する市の対応について 

  制度が変わることによって懸念されることはどのようなものと考

 え、その対応については、どう考えているのか。 

2. 総合体育館の建設について 

  現在、他市では資材、事業者等の不足により入札が成立しない事

 態となっている。このような時期に不急の建設が必要なのか、市の

 見解を伺う。 

２ 出席議員は次のとおりである（１７名）        

  １番  陶 山 良 尚 議員         ２番  神 武   綾 議員 

  ３番  上     疆 議員         ４番  芦 刈   茂 議員 

  ５番  小 畠 真由美 議員         ６番  長谷川 公 成 議員 

  ７番  藤 井 雅 之 議員         ８番   田 久美子 議員 

  ９番  後 藤  晴 議員         11番  渡  美 穂 議員 

  12番  門 田 直 樹 議員         13番  小 栁 道 枝 議員 

  14番  大 田 勝 義 議員         15番  佐 伯   修 議員 

  16番  村 山 弘 行 議員         17番  福 廣 和 美 議員 

  18番  橋 本   健 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである（１名） 

  10番  不 老 光 幸 議員 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２７名） 

  市    長  井 上 保 廣        副  市  長  平 島 鉄 信 

  教  育  長  木 村 甚 治        総 務 部 長  三 笠 哲 生 

  市民生活部長  古 川 芳 文        健康福祉部長  中 島 俊 二 

  建 設 部 長  辻   友 治                松 本 芳 生 

  教 育 部 長  今 泉 憲 治        教育部理事  堀 田   徹 

  総 務 課 長  友 田   浩        経営企画課長  濱 本 泰 裕 

  管 財 課 長  久保山 元 信                藤 田   彰 

          原 口 信 行        市 民 課 長  宮 原 広富美 

  納 税 課 長  伊 藤   剛        福 祉 課 長  阿 部 宏 亮 

  高齢者支援課長  平 田 良 富        国保年金課長  永 田   宰 

  都市計画課長  今 村 巧 児        建 設 課 長  眞 子 浩 幸 

  商工農政課長  大 田 清 蔵        上下水道課長  石 田 宏 二 

  教 務 課 長        井 上   均        生涯学習課長  木 原 裕 和 

  監査委員事務局長  関   啓 子 

５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

会計管理者併
上下水道部長 

協働のまち
推 進 課 長 

公 共 施 設 
整備推進課長 
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  議会事務局長  坂 口   進        議 事 課 長        櫻 井 三 郎 

  書    記  白 石 康 子        書    記  松 尾 克 己 

  書    記  力 丸 克 弥 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 皆さん、おはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第４回定例会

を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本定例会での一般質問通告書は、12人から提出されております。 

 そこで、一般質問の日程は、さきの議会運営委員会におきまして２日間で行うことに決定い

たしておりますことから、本日11日、６人、12日、６人の割り振りで行います。 

 議事日程はお手元に配付しているとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（橋本 健議員） 日程第１、「一般質問」を行います。 

 ４番芦刈茂議員の一般質問を許可します。 

              〔４番 芦刈茂議員 登壇〕 

○４番（芦刈 茂議員） 皆様、おはようございます。 

 議長から許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

 体育複合施設を中心にしてお尋ねいたします。 

 11月21日に、議長宛てに、体育館建設に反対する市民の会から、体育複合施設建設事業の凍

結・中止を求める陳情が6,478名の市民の署名を添えて提出されました。現実には、基本計画

の提示、パブリックコメントを経て、梓設計による体育複合施設建設設計競技の作品が最優秀

作品として採用されている段階で、市民の間にこれだけの反対の意見があるということは、議

会としても深刻に受けとめなければならないと考えます。 

 そこでまず第１に、市長は、これだけの反対署名があったことをどのように思われますか、

お聞きいたします。 

 体育館問題については、おととし12月に体育館建設についての提案があり、３つの候補地の

提示、予算案の修正、昨年12月議会での補正予算の議員提案による実施設計費用の可決と進ん

できたわけですが、実際に基本計画が提示されたのは６月議会終了後の今年７月でした。 

 そこで私は、９月議会において基本計画について質問しました。また、議会の中で議論され

てきた水害問題、渋滞道路問題、維持運営費の問題は明確な回答をいただいていないと考えま

すので、改めてお伺いします。 

 １、11月12日の総合体育館建設問題特別委員会で採用作品説明がありました。床を高くす

る、想定外の大雨による河川氾濫時でも浸水しない入り口高さを確保しますと書かれてありま

す。また、別のところには、長寿命な100年建築を実現と書いてありますが、地球環境の変化
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により想定外の自然災害が21世紀になってあちこちで起こっていますが、御笠川、鷺田川の合

流地点の落合橋付近の洪水が可能性は最も高いのではないでしょうか。 

 水害は建物で守るというような外周部分での防御、あるいは全体に地上げをしないような楽

観的な態度でいいのでしょうか。 

 ２、道路の渋滞問題についても、車両出口北側１カ所、混雑しない車両出入り口、イベント

のときのみ東側から出入りすると書いてありますが、大きなイベントのときに、先が詰まって

駐車場から出れないような渋滞が起こるのではないでしょうか。 

 以上、100年と言わず、10年、20年の間に超こると予想される事態について、議会として責

任を持たなければならないと考え、お聞きします。 

 第３に、財政上の問題としてお尋ねします。 

 11月中旬、ＪＩＡＭ全国市町村国際文化研究所での議員研修会に参加しました。大きなテー

マは自治体における公共施設老朽化の現状把握と更新手続についてでした。参加51市町村議員

の自治体の現状の分折がありました。提出している資料をご参照ください。 

 それを見ると、太宰府市の可住地、住むことができるところの面積に対する人口密度は、１

当たり3,995人で51自治体中４番目です。実質市民１人当たり歳入は31万3,000円で、51自治

体のうち45位です。１人当たりの箱物面積は1.85㎡で、何と51自治体のうち50位でした。これ

はどのように考えたらいいのでしょうか。狭いところにたくさんの人が住んでいる。太宰府市

は収入が少ない。今まで市民のための施設が少なかった。全国的な議論では、とりわけ市町村

合併をしたまちにとっては、公共施設の老朽化問題と統廃合の問題が避けて通れない危機感を

持たざるを得ない大きな問題として浮上してきます。 

 財政問題からお尋ねします。 

 １、体育複合施設の年間収入は幾らと計算されてありますか。２、これからの市債の発行を

見ると、体育複合施設14億2,050万円、五条保育所土地購入費2億2,200万円、建設工事約５億

円、それに10年間で公共施設の老朽化にどのくらいの金額を考えてあるのでしょうか。それに

体育複合施設の維持運営費を真ん中をとって年間6,500万円とすると、約10年間で７億円、合

計40億円から50億円の金額が必要になってくるのではないでしょうか。 

 高齢化に伴う収入減が予想される中、太宰府はどんな道を歩いていったらいいのでしょう

か。 

 以上です。 

 再質問は議員発言席でさせていただきます。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（井上保廣） ご回答申し上げます。 

 行政課題を解決していきます上におきましては、市民の中にはいろいろなご意見あるいはご

要望があることは当然のことであると認識をいたしております。また、今回の体育複合施設の

建設につきましては、賛成や反対といったそれぞれの立場から考え方があることも十分承知を
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しておるところでございます。 

 現在進めております体育複合施設整備事業でございますけれども、このことにつきましては

長年にわたる市民の念願であるとともに、本市の大きな行政課題の一つであったわけでござい

ます。今後、次世代を担う若者に夢と目標を与える競技スポーツ等ヘの対応はもとよりでござ

いますけれども、少子・高齢社会に対応した子どもたちから中高年に至りますまで、気軽に健

康づくりとスポーツに親しめる施設として建設することにつきましては、その必要性があるわ

けでございます。 

 私は、計画どおり建設を進めてまいりたいと、このように考えております。 

 なお、市民の中にはさまざまな不安や疑問を持っておられる方もおられますので、ただいま

ご質問をいただきました事項につきまして、詳細について担当部長のほうから説明をさせます

のでよろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） ご質問の詳細につきましてご説明をいたします。 

 先ほど市長が述べましたように、体育複合施設、いわゆる総合体育館の建設は、長年の市民

の念願であるとともに大きな行政課題であります。 

 平成６年６月には総合運動公園プロジェクトを発足させ、総合運動公園の建設候補地や用地

取得費などの検討を行いましたが、当時は、佐野土地区画整理事業、地区道路整備事業、学校

教育施設大規模改修事業、梅林アスレチックスポーツ公園整備事業、歴史の散歩道整備事業な

どの都市基盤整備事業を推進しており、財政状況を勘案しつつ計画を推進する必要があるとし

て、平成８年度に総合運動施設等整備基金を設けて、今日までさまざまな努力を続けてまいり

ました。 

 この間、平成11年９月には、太宰府市体育協会から紹介議員19名による太宰府市総合体育館

早期建設に関する請願が議会に提出され、全員一致で採択をされました。また、平成18年３月

には、当時の議会からの働きかけもございまして、当時の県立看護学校の跡地を体育施設、社

会福祉施設、防災施設の用に供するものとして利用することを条件といたしまして、県から払

い下げを受けております。その後、太宰府市運動・スポーツ振興従事者アンケートの実施、太

宰府市スポーツ振興審議会からの答申を受けるとともに、平成22年１月には太宰府市総合体育

館早期建設に関する陳情書が提出されたところでございます。 

 これらの経緯を経まして、既に取得済みの県立看護学校跡地及び隣接する県有地である保健

環境研究所の一部エリアを、総合体育館機能や防災機能だけではなく、子どもから高齢者まで

広く市民の健康づくりの場といたしまして、総合体育館建設関連予算を平成24年３月議会に上

程をいたしました。しかしながら、結果といたしましては、議会での一般質問や予算特別委員

会等におけるさまざまな議論を行った末に、総合体育館建設関連予算を減額修正する議決がな

されたところでございます。さらに、平成24年６月議会におきまして、同様の提案をさせてい

ただきましたが、同じく否決をされました。これにより、市といたしましては、総合体育館の
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早期建設を断念したところでございます。 

 このような状況の中、昨年の平成24年12月議会におきまして、一般会計補正予算に係る総合

体育館建設関連予算の増額修正動議が議員提案され、可決をされました。従前の市の予算案と

同額の建設関連予算が確保されたことをもちまして、体育複合施設の建設が再び俎上に上るこ

とになりました。 

 現在、市民の負託を受けられた議会のご意思、また体育複合施設の実現を願われている市民

の声に応えるため、全力で事業を進めているところでございます。 

 また、平成25年７月には、体育複合施設の実現を総合行政として進めるため、市の総務部

門、市民生活部門、建設部門、健康福祉部門、教育部門の職員で構成する太宰府市総合体育館

建設委員会を設置し、太宰府市体育複合施設建設基本計画（案）を作成したところでありま

す。 

 その後、平成25年７月から翌８月にかけて、パブリックコメントを実施いたしました。パブ

リックコメントでは290人の方々から603件ものご意見をいただき、そのうち約８割が施設の整

備に対する要望や期待のご意見であり、このパブリックコメントを参考に、太宰府市体育複合

施設建設基本計画を策定いたしました。 

 そして、平成25年10月には、福祉や体育などいろいろな分野に造詣が深い市民６名を含む太

宰府市体育複合施設建設設計協議審査委員会によりまして、太宰府市体育複合施設建設設計競

技の審査を行い、基本プランを決定したところでございます。 

 この基本プランは議会にも報告し、市ホームページに掲載するとともに、新聞各社等でも報

道され、広く市民の皆さんにも周知されたところでございます。 

 今後は、この基本プランに一部修正を加え、基本設計として確定させた上で、実施設計、建

築工事を進め、平成27年度中の完成、供用を目指しているところであります。 

 また、議会に対しましては、全議員で構成された総合体育館建設問題特別委員会に随時説明

を行いながら進めてきたところでございまして、今年に入りましても、３月11日開会された第

６回特別委員会におきまして、用地購入に係る協議経過及び建設スケジュールの説明を行い、

７月２日の第７回では、基本計画（案）に係るパブリックコメントの説明、９月12日の第８回

では、パブリックコメントの結果報告及び基本計画の説明並びに基本プラン策定のスケジュー

ルの説明、そして11月12日の第９回では建設設計競技の結果報告を行ってきたところでありま

す。 

 このような経過を踏まえながら、太宰府市体育複合施設の整備建設を進めていくという考え

でございます。 

 次に、２項目めの水害対策と渋滞対策につきましては、先ほど芦刈議員も述べられましたよ

うに、前回の９月議会におきまして同様の内容のご質問をいただいております。答弁もさせて

いただいたところではございますが、改めてご回答させていただきます。 

 水害につきましては、過去にこの敷地に関する被災履歴はなく、また福岡県が平成22年５月
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28日に策定いたしました浸水想定区域及び太宰府市ハザードマップでは浸水は想定されており

ませんので、安全性が確保されているものと考えております。 

 また、平成15年７月の九州北部豪雨災害の後は、御笠川の河川改修も実施されているところ

でございますが、施設自体は防災・避難施設として万全の浸水対策を実施するとともに、万が

一の水害に対しましても被災者の受け入れが十分できるように万全の構造と設備で対応するこ

とにいたしております。 

 次に、渋滞対策についてでございますが、既にご報告いたしております太宰府市体育複合施

設建設基本計画で示しておりますとおり、建設地は幅員９ｍの関屋・向佐野線と幅員10ｍの水

城駅・口無線の一級市町村道の角地にありまして、市内の各方面から車でのアクセスにすぐれ

た立地となっておると考えております。 

 また、西鉄都府楼前駅から約520ｍの距離に位置するとともに、コミュニティバスまほろば

号の路線に隣接しておりますので、公共交通機関の利便性は高いものがあります。長期的な交

通対策は佐野東地区のまちづくりで対応することといたしまして、短期・中期的には公共交通

の利便性を最大限生かした施設運用を心がけていくものといたしております。 

 また、緊急時には、仮設駐車場といたしまして国道３号高架橋下の活用も検討することにい

たしております。 

 次に、３項目めの体育複合施設建設に係る財政的裏づけについてご回答申し上げます。 

 まず、体育複合施設の年間収入でございますが、皆様のご理解とご協力を得ながら、基本計

画から基本プラン、そして実施設計へと着実に進めているところでありまして、運営の形態や

使用料金の設定につきましては、今後、検討を進めていく予定にいたしております。 

 ただし、現在整備を進めております体育複合施設は、子どもたちから高齢者まで多くの方々

に利用していただける公共施設として計画をいたしておりますので、市民の健康づくりや生き

がいづくり、また市民サービスの向上という観点から使用料の設定をしたいと考えておりま

す。 

 次に、これから10年間の市内の全ての公共施設老朽化に対する費用でございますが、ご存じ

のとおり、学校施設などを初めといたしまして、現在の市内の公共施設のほとんどが、太宰府

市が大きく発展いたしました昭和の時代に建設されたものでございまして、その改修には大き

な費用がかかるものと思っております。 

 このため、平成25年度には、本年度でございますけれども、公共施設整備推進課を設置いた

しまして、ファシリティーマネジメントの考えを取り入れ、経営的視点から、不要な施設、不

足する施設、不適当な施設の利用などを明らかにしまして、最適な施設の維持管理を図るとと

もに、国の補助金や市債、基金なども有効に活用しながら計画的な改修を行うことにいたして

おります。 

 次に、体育複合施設の総事業費についてでございますが、概算では22億1,000万円を予定い

たしておりまして、その財源につきましては、国庫補助金が2億3,400万円、地方債が14億
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2,050万円、また総合運動公園整備基金の繰り入れが5億5,550万円を予定しております。 

 そのほかにも、総合子育て支援センターの整備や、学校施設、道路、公園などの整備も行っ

てまいりますので、それに伴う市債の借り入れなどもございます。 

 ここで、体育複合施設建設に伴う市債借り入れが本市の財政運営に及ぼす影響についてご説

明をいたします。 

 １点目が、市債借り入れ後の償還についてでございます。 

 体育複合施設建設に伴う市債の発行につきましては、建設事業費債の住民負担の均衡化を図

ることなどを目的とするものとして、地方財政法第５条において認められた行為でありまし

て、その借り入れにつきましては、各市町村の実質公債費比率に応じて、県知事の同意もしく

は許可が必要になります。 

 実質公債費比率は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律において定められた指標でご

ざいまして、自治体が負担する元利償還金等の標準財政規模を基本とした額に対する割合を示

すものでございまして、本市の平成24年度決算では5.5％であります。この数値は、地方債発

行に際して県知事の同意から許可に変更となる基準の18％を大きく下回っていることはもちろ

んのことですけれども、政令市を除く県下26市の平均の9.8％も下回っております。 

 体育複合施設建設に係る約14億円の地方債につきましては、平成25年度から事業の進捗に合

わせて借り入れを行い、その後、償還期間を15年から20年の間で設定し、償還していくことに

なりますけれども、仮に年利1.5％で借り入れ20年で償還することとした場合、１年当たりの

償還額は利息込みで約8,600万円と試算しております。また、この金額は平成24年度の実質公

債費比率の計算上は0.8％に相当するにすぎず、実質公債費比率に大きな影響を与えるもので

はないと考えております。 

 一方、本市の公債費は、平成19年度をピークに年々、決算でも報告しておりますけれども、

減少しております。特に近年では、文化ふれあい館、太宰府東中学校、いきいき情報センター

などの整備に係る起債の償還が終了いたしました。このため、体育複合施設建設に係る起債の

借り入れを含めても、平成27年度の公債費は24億3,000万円となる見込みであり、平成24年度

決算と比較し、3億3,000万円減となることから、体育複合施設建設に係る起債の償還を含めて

も実質公債費比率が大きく増加することはありません。 

 ２点目が、市債借り入れに伴う市債の残高についてでございます。 

 体育複合施設建設完了予定の平成27年度末における市債残高は、五条保育所の建設に係る起

債なども合わせまして約235億円となる見込みであります。これは、平成24年度決算と比較い

たしますと約35億円程度の増額となります。 

 しかしながら、平成24年度決算における市債残高の約200億円の内訳、これは国が地方交付

税の代替財源としてその償還に要する費用の全額を後年度の地方交付税として措置する臨時財

政対策債を初めといたしまして、後年度交付税措置されるものが約64％、史跡地公有化事業な

どの償還に対し補助金などの交付が国からあるものが22％を占めており、実際に一般財源で負
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担しなければならない市債は約14％、金額にしまして27億9,000万円程度となっています。 

 また、このことを裏づける指標といたしまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律

における将来負担比率があります。将来負担比率は、自治体が将来負担すべき実質的な負債の

標準財政規模を基本とした額に対する割合を示す指標でございまして、家計に例えるならば、

給与収入の何年分の借金があるのかということを示すものであります。将来負担比率は350％

が早期健全化基準とされていますが、本市の平成24年度決算では、企業会計や一部事務組合を

含めた市債残高等の将来負担額に対し、先ほど述べました交付税措置や償還に対する補助金、

さらに平成24年度末で総額が40億円を超える基金などの充当可能財源のほうが上回っているた

め、実質的な将来負担額はマイナスとなり、額は表示されません。 

 政令市を除く県下26市の将来負担比率の平均は36.4％でございますが、本市の将来負担比率

をあえて表示いたしますとマイナスになります。マイナス58.6％となっております。 

 このため、単純計算では、これから先、62億8,000万円の借り入れを追加して初めて将来負

担比率がプラスに転じるものであり、まだ十分に借り入れの余地は残されているものと試算は

いたしております。 

 以上のことから、体育複合施設建設に際しましては14億円ほどの起債の借り入れを予定いた

しておりますけれども、ただいまご説明、ご報告いたしましたように、このようなことから本

市の財政状況が悪化することはないと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ４番芦刈茂議員。 

○４番（芦刈 茂議員） ありがとうございました。再質問は、１番目を後に回しまして、２番、

３番目から再質問させていただきたいというふうに思います。 

 ９月議会でも聞きまして、今もご回答いただき、あるいは基本計画、採用されたプランにも

あるわけですが、ハザードマップによれば浸水は想定されておらずというふうになって、十分

な安全性が確保されているということでございますが、現実的に合流地点のちょっと上の左側

のマンションの護岸が壊れていると。壊れたというふうなことがあるわけでして、一番洪水の

可能性が高いのはあの合流地点であると考えるわけですが、今の現状でいいのかということ

で、９月議会でも質問しまして、落合橋前後に砂がたくさんたまっていると。それが大きな洪

水の原因になるんではないかということでお尋ねして、平成15年の梅雨洪水から平成18年の完

成した後、一回もしゅんせつがあの地域においてされていないということをはっきりと私は聞

きまして、そのことをお尋ねしましたら、後になって県のしゅんせつの予定があるということ

を個人的に聞いたわけですが、そのあたりの県のしゅんせつの予定はどんなふうになっている

のでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 河川のしゅんせつのご質問でございますので、私のほうから回答させて

いただきます。 
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 ９月議会のときにですね、芦刈議員さんからご質問があったときはですね、ちょっと私のほ

うも、あそこが、しゅんせつの要望はしておりましたけれども、時期的なことをはっきり聞い

ておりませんでしたが、その後、県のほうと調整しましたところ、発注をしとりますというこ

とで、今現在、しゅんせつ工事が始まっていると思います。 

 しゅんせつの土量とかの関係で少し時期的に遅れましたけれども、今始まっておりまして、

大体年度内には終わるんではないかということを考えております。ということも報告があって

おります。 

 それとですね、しゅんせつにつきましては、今後、御笠川、鷺田川も含めてですね、毎年県

のほうには要望してまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ４番芦刈茂議員。 

○４番（芦刈 茂議員） 済いません、私まだ確認してないんですが、どこからどこの間をしゅん

せつするんでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 今現在ですね、下川原橋、同朋園のところがございますですね、あそこ

のところは終わっておりまして、今ちょうど吉松の区画整理事業の前あたりのしゅんせつを行

っておりまして、それからずっと上流まで、ちょうど今、芦刈議員さんが言われました災害が

あったところですね、あそこまで、付近のしゅんせつを行う予定にしております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ４番芦刈茂議員。 

○４番（芦刈 茂議員） 全体的に、あそこが問題だというふうに思うわけですが、地球的な気象

異変で想定外ということが随分あちこちで起こっております。東北大震災における原発事故は

もちろんですが、私としては、やはり一番水害の可能性があるところはあの落合橋前後、合流

地点だと思っておるわけですが、建築に当たりまして、床を高くするとか、ポンプ室に水が入

らないように設計するとかというふうなことがあるわけですが、私が９月議会で聞きましたと

ころの敷地を守るための何か方策をするとか、そういうことは何にもこの計画あるいはその後

の採用されたプランにもなって、書いていないと思います。また、先日の体育館特別問題委員

会でも、洪水が起こったとしても建物の外壁で守るというふうな回答があったんですが、それ

でよろしいのでしょうかということをあえてお聞きしたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 今後のスケジュールでございますけれども、先ほどご報告いたしました

ように、このプランに基づきまして基本設計を行います。敷地については、当然その基本設計

の中で行ってまいりますが、現地、芦刈議員もご存じだと思いますけれども、水害が起こっ

て、溢水するとおっしゃっているんですか、それとも護岸が崩壊すると言ってあるんですか

ね。ちょっとその辺で何か答弁が変わるんですけれども、よろしくお願いします。 
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○議長（橋本 健議員） ４番芦刈茂議員。 

○４番（芦刈 茂議員） 私は水があふれると言っているんです。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 先ほどもご報告しましたように、当該敷地の溢水による浸水の被災履歴

はないと思っておりますし、当時の県立看護学校のときからもそのような報告は受けてないと

いうことの報告があると思いますし、隣の保健環境施設についてもないと思っております。 

 護岸といいますよりも、その河川の幅員の改修がまだ一部残っておるところがありますけれ

ども、当時の倍以上に拡幅をされておりますのでね、前回あそこに、落合橋のところに県のほ

うが水位計を設置しているけれどもとはおっしゃっておりましたけれども、県の考え方は、あ

そこの水位がどこまで上がったらその下流のどことは公表できないけれども、その辺が溢水す

る危険性が出てくるよというようなための表示ということでございまして、回答としては、今

まで被災履歴がないということで、建物の設計に当たってはですね、いろんなリスクについて

対応できるような準備をするということで万全の態勢をとるということでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ４番芦刈茂議員。 

○４番（芦刈 茂議員） 私は、想定外ということが起こってからでは遅いわけで、そういう意味

では、この基本計画の水害のところは私は弱いのではないかというふうに思っております。 

 時間もありませんので、道路渋滞問題に進みたいんですが、基本計画、先ほど質問の中でも

しましたように、出入り口は１カ所、混雑するときは東側をあけるというふうになっておりま

すが、慢性的に西鉄の踏切の信号周辺での渋滞というのが非常に慢性的に起こっているわけで

して、基本計画では佐野東地区のまちづくりで対応することとしとなっておるわけですが、現

実的に佐野東地区のまちづくりの議論というのは余り私は進んでいないような印象を持ってお

ります。 

 とにかく駐車場に入るのが入れない、入ったものの出れないという状況が非常に起こるよう

な抜本的な道路問題の解決というのは長期的なことではと、中・短期的なところではどうだと

いうことで書いてありますが、抜本的なことについては何も解決に具体的にどうするというこ

とがないような気がするわけですが、いかがでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 設計の専門的な業者の方々を指名させていただきまして、プロポーザル

でコンペを行ったわけです。いわゆる設計競技を行ったわけです。あのプランにつきまして

は、敷地内の人と車を明確に分離して安全を保つということで、そういう施設であればどのよ

うな車両の進入あるいは人の進入、出入りが一番安全なのかということでプランがされており

ます。 

 ただいま芦刈議員がご質問されていただいているような内容につきましては、今後、体育館

の運営をどう行っていくかという運営計画の中で、今所管の教育部のほうで検討を鋭意されて
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おります。 

 例えば大きな中規模体育館、それぞれ大きな大会とかあるときにですね、どのように車を誘

導するのかとかですね、それから通常の利用のするときにどのような形態で交通網を利用され

るのか。そういうものについては、運営計画の中できちっと明確にし、利用者についてもその

交通の手段と、あるいは進入方法とかですね、経路については他市でも行われておりましたよ

うに、大会がある場合はそういうふうな周知をするというのは当然必要になってくるだろうと

思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 道路渋滞対策でございますので、私のほうからも回答させていただきた

いと思っておりますが、９月の議会でもですね、話させていただいておりますが、水城駅・口

無線、御笠川の河川沿いにつきましては、筑紫保育園から先をですね、ちょうど高速道路のボ

ックスがございますが、そこまでの改良計画を平成27年度に完成したいということで考えてお

ります。そうすることによりましてですね、福岡・日田線の国分寺前交差点ですかね、あそこ

からですね、大型車両も入ってくるような状況もできますし、今のところちょっと一部狭いと

ころがございますので、その辺の改良もしたいと。そうすることによって、水城駅・口無線か

らですね、吉松を通じて大野城のほうには行けますし、国分のほうにも行けるということを考

えております。 

 また、関屋・向佐野線につきましてはですね、今のところ、今後、検討課題にはなりますけ

れども、あそこの歩道幅員を含めてですね、広げていけたらというふうなことも考えていきた

いというふうに考えております。 

 道路渋滞ということが何度も言われておりますけれども、これだけですね、どこからでも来

れる、どこからでも入ってこられる、どこでも逃げていかれるというようなですね、アクセス

のある道路は、この候補地といいますか、建物、この敷地、この体育館の道路形態といいます

かね、そういうところはなかなかないんじゃないかというふうに私のほうは考えております。 

 例えば大野城市の体育館とかですね、は１カ所しか入れない。今後、春日の体育館につきま

してもですね、５号線のほうからしか入れないというような状況を考えますと、これだけの立

地のいい体育館はないんじゃないかというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ４番芦刈茂議員。 

○４番（芦刈 茂議員） どこからも来れるという立地のいい体育館はないんじゃないかというよ

うな形ですが、ほかのところは余り渋滞になるような要素はないような気がするわけですが、

私はどこからも来れにくい、どこに向かっても出にくい構造になっているんじゃないかという

ふうに思う次第でございます。 

 時間もないので財政の問題に入っていきたいんですが、平成24年度決算で市債残高が199億
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2,000万円、基金残高が41億円、市債の発行が29億4,000万円、公債費として元金25億円、利子

2億9,000万円という形で出されておるわけで、11月の市の広報にも、先ほどの答弁にあったよ

うに、市が実際に負担する割合は約14％ですというふうに書いてあります。 

 そこで私が一番取り上げたいのは、利子で約３億円の利子を払っているということ、普通、

企業を経営する者にとっては、金利というのは土曜日も日曜日も祭日もつくということでござ

いまして、必要経費というよりも、どうやってこれを減らすかということが企業経営者にとっ

ては最大の課題の一つになるわけですが、３億円の利息金利を払っているということ、仮に

200億円市債残高とすれば、３億円というのは約1.5％ぐらいになるということでもって、それ

自身の金額というのが私はどうなのかなというか、本当に財政状態がいいというなら金利なり

利息なりをもっと減らすというか、このお金はもうまるまま出ていくわけですから、利息、金

利の問題はとっても大きいんじゃないかと思うんですが、これについてはどのようにお考えで

しょうか。 

○議長（橋本 健議員） 副市長。 

○副市長（平島鉄信） 起債というのはですね、どういうことかといいますと、さきに述べました

ように、今、体育館をつくる人が全部負担するのがいいのか悪いのか。今から、体育館はやは

り30年、40年使用していきますので、その人たちにも受益はありますので、その人たちにもあ

る程度の負担をさせるのが公平ではないかという考え方のもとに、起債というのはあります。 

 そうしますと、例えば今回22億円の体育館をつくりますと、22億円、使わない人が、ずっと

何十年も使って、自分が使うときにはもう使えないような年齢になってしまったということも

ありますので、やはり世代間の負担公正を図るために起債という制度を利用するのが地方公共

団体の務めだというふうに考えております。 

 利子の問題ですけれども、現在1.5％というのは高いか、安いのか、よく考えていただきた

いと思いますが、昭和47、８年ごろには起債の利率が７％か８％ございました。そういうもの

について、近年少し財政事情がよくなった時点において、繰り上げの償還をしようということ

で、現在までよい財源がある場合についてはそういう起債の高いものについて償還をしてまい

っております。現在も、やはりまだ３％前後の起債がありますので、もし起債の繰上償還をす

るとなればその辺からしていきたいと思います。 

 今、その起債が先ほど言いましたように世代間の負担を公平化するためにあるという時期で

ございまして、その金利がですね、今1.5％を見ていますが、それが非常に安いということを

考えておりまして、私としてはいい機会ではないかと、そういうふうに捉えているところでご

ざいます。 

○議長（橋本 健議員） ４番芦刈茂議員。 

○４番（芦刈 茂議員） 私としては、３億円というお金が金利利息として出ていくということを

もうちょっと大きく、例えば会社だったら手形を割引しないで回し手形にするとか、いろんな

形で経営を考えるわけでして、３億円という金額は、私は1.5％が低いか高いかは別にしてで
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すね、金額的には大きい問題ではないかというふうに思います。 

 時間もないので、東風アリーナの作品図面というのは、とても私自身は見ますと魅力的に思

えますが、東北大震災の復興工事や東京オリンピック工事が予定される中、工事費19億

1,700万円でこれは建設できるんでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 先ほど申しましたように、これから基本設計を行いまして、実施設計を

積み上げます。その設計額に基づきまして、発注をしていくわけでございます。設計額で建て

ます。 

○議長（橋本 健議員） 副市長。 

○副市長（平島鉄信） 今、非常に皆さん関心があるのは消費税の増税でございます。５％が８％

になるということです。現在、アベノミクスの効果があるかないかと、その辺は定かでありま

せんが、景気は非常によくなって、東北の震災等の復興も順調にできております。しかしなが

ら、この消費税が来年４月に実施されますと、景気が低下するというんですかね、腰を折ると

いうんですか、そういうことを政府は考えておりまして、昨日の新聞によりますと経済対策で

5.5兆円の経済対策をしないと腰折れしてまたもとの経済の停滞下にあるというふうに言われ

ております。そういった意味で、いろんな経済対策もやろうということです。 

 それに、今回は工事の発注については夏前後と考えておりますので、そういうふうな腰折れ

にも対応できるような形になると思いますし、消費税の増税の前で、今建てなければというよ

うなことで皆さん建てられますので、非常にそういう資材とか人夫とかいうのもありますけれ

ども、今からはそれが少し下がっていくんじゃないかと。そういうふうなことでございますの

で、私どもは今でも建設できると思いますが、さらに建設ができるんじゃないかと、応札も多

いんじゃないかというふうに考えておりますので、そういうことで進めたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） ４番芦刈茂議員。 

○４番（芦刈 茂議員） いみじくも、消費税の問題言われましたので、約20億円の消費税アップ

３％というのは6,000万円に当たるわけですよね。それ自身がいろんなものに上乗せするとい

う形になってくるんじゃないかという不安があるんじゃないかというふうに私は思っておりま

す。 

 全体的な話ですが、いろんなことから考えましてというか、非常に私たちも正直な話をしま

すと混乱しております。なぜなら、第１候補だった看護学校跡地の前に第２候補だった国士舘

を買った。そして、いろいろあって、看護学校跡地に総合体育館も建てるという形でもって、

何かその場その場のことで進んでいて、全体的なことについての議論というのが何かなされて

いなくて、私たちも何か一つ一つの対応に追われてきたというような感じがしておるのです

が、私は、具体的に言うと国士舘は買った、あるいは市内の体育館、４つ目の体育館にするの

かということもあるわけですが、いろんな大学にも体育館はあるわけで、太宰府市民の方がい

ろいろと使っていただいて結構ですという話も聞きますし、財政問題、いろんな点から含め
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て、私はこの建設には反対したいというふうに考えております。 

 最後に、市長にお聞きいたしますが、6,478名の署名を伴って議会には陳情という形で出さ

れておるわけですが、この数字について、先ほど将来を考えてやるんだということでございま

したが、お話を聞くと地域的にやれていない地域もあった、本当に全市でやれるとすればもっ

ともっと数字は大きかったんじゃないかという話も聞くわけですが、このことについて市長と

しては、再度、どのようにお考えになるのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 大きな事を起こす場合にあっては、全員賛成ということはほど難しいという

ように思います。ある人は、立っている位置あるいは立っている視点から異なる意見もあるで

しょう。どれが正しいかどうかの問題ではないと思います。いずれも立っている場所、位置等

によってその評価はまちまちであろうというふうに思います。 

 要は、私どもは、いろんな行政は継続でございます。今日まで市民の要望、意見等々も聞き

ながら、そのままにしておった部分もございます。総合計画あるいは実施計画、そのとおりに

いけば、これは首長も為政者も要らないであろうというように思います。どれが今の時期に優

先して行わなきゃならないのかどうかという判断、このことについては最高責任者である首長

が判断、最終的にはすべき事項であると。それだけの責任を持って今市の行政を担わせていた

だいておるというふうに私は思っております。 

 市民の皆様方等々については、私は次世代を担う若者に対しまして夢と目標を与えることが

大事だと、体力の増進あるいは競技スポーツ等振興を図っていくということ、あるいは高齢

者、少子・高齢化に対応した子どもから高齢者までに至るまで、気軽に健康増進できるよう

な、市民の皆様方が本当に健康になってほしいと、その先に医療費の赤字が解消できるものと

いうふうに思っておるところでございます。 

 あえて申し上げますけれども、私は平成23年４月の統一地方選挙におきましてマニフェスト

について市民の皆さんとお約束をいたしました。このことが公の約束事項でございます。その

中に、生涯スポーツの振興と総合体育館の建設を実現しますということを明確に約束をし、そ

してここに立っております。私は、市民の幸せのために、市の発展のために、この総合体育館

建設については邁進をしていきたいというように思います。 

 それから、今、他大学等にも体育館があるのではないかと、今も活用をさせていただいてお

ります。しかしながら、ご存じでしょうか、1,000人規模、それを超える大会も太宰府市にお

いては多く行われております。太宰府市にはそういった体育館はございません。市民の多くの

方からそういった大会に対応できるような体育館の要望等が今日まであるわけです。 

 私のマニフェスト、まにまに日記をごらんになれば、土曜日、日曜日に活動している中にお

いて、1,000人規模の体育館でのそういった大会が開催されておること、場所がどこでされて

いるかといいますと、筑紫台高校でありますとか、あるいはほかの大学、あるいは他市町村ま

で、大野城市まで行って開催されておる。こういったことも私は解消していきたいと。今回の
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建設につきましての私の思いの中にございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ４番芦刈茂議員。 

○４番（芦刈 茂議員） 総合計画等あるわけですが、まだいいでしょう。 

○議長（橋本 健議員） はい、あと10秒あります。 

○４番（芦刈 茂議員） はい。私は、まちづくりということを太宰府市50年に向けて議論をして

いきたいというふうに思っております。 

○議長（橋本 健議員） これで、４番芦刈茂議員の一般質問は終わりました。 

 ここで11時15分まで休憩をいたします。 

              休憩 午前11時01分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時15分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ６番長谷川公成議員の一般質問を許可します。 

              〔６番 長谷川公成議員 登壇〕 

○６番（長谷川公成議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告してお

りました２件について質問させていただきます。 

 今年の７月１日、２日の夕方、２日続けて太宰府南小学校の児童が不審者に暴行を受けると

いう事件が起こりました。地元地域住民は衝撃的な話を聞かされ、怒りと悔しい思いで南小校

区防犯部会は、急遽夏休みまでの約20日間、自治会の協力のもと、児童・生徒の下校時間にパ

トロールを行いました。 

 事件以降今日まで、不審者情報はなく、少し安心した日々を過ごせるようになりました。し

かし、犯人はいまだ捕まらず、この事件の話も風化されそうになっております。 

 私たち南小校区防犯・防災部会は、事件を未然に防ぐようパトロールを行うことができます

が、当然ながら犯人逮捕や捜査等もできません。警察の方に話を伺うと、初動捜査がとても大

切で、記憶の新しいうちに話を聞き、捜査に生かすと言われておりました。今回の事件では、

家に帰り、まずは家族に報告、それから学校に報告をして、そして教師に促されてようやく警

察に連絡と、事件が発生して警察に連絡するまでに数時間から１日はかかっています。これで

は、記憶も定かではなく、ましてや子どもならばうろ覚えになって当たり前です。もし近くに

交番があれば、駆け込んだり、相談に行ったり、記憶の新しい状態でうまく伝えられたはずで

す。そうすれば、犯人逮捕まで時間はかからないと思います。 

 現在、本市の人口も７万人を超えておりますが、各校区協議会や白治会の皆さんの積極的な

パトロール活動により、このような事件は減少傾向にあると思われますが、人口増加に伴い、

交番が２カ所というのは余りにも少な過ぎます。 

 この件は、過去の一般質問でも出ておりましたが、今後、安全・安心のまちづくりの視点か
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ら、犯罪減少を目指すため市内中学校区に交番の設置が必要だと考えますが、市の見解を伺い

ます。 

 次に、市内公共施設の指定管理について質問させていただきます。 

 今12月議会において、指定管理期間が満了となり、民間から財団に戻すという議案が提出さ

れておりますが、納得いく説明を受け、今後は市民の健康増進のために企画、立案等積極的に

活動を行うよう期待するものであります。 

 そこで、現在、財団が指定管理者ではなく、来年度まで契約期間が残っている水辺公園と北

谷運動公園は、今後、どのように管理を行っていくのか、伺います。 

 また、松川運動公園の管理は、将来的にどのように行っていかれるのか、見解をお伺いいた

します。 

 以上２件３項目、質問させていただきます。 

 なお、答弁は件名ごとに、再質問は発言席にて行います。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） １件目の安全・安心のまちづくりについてご回答いたします。 

 現在、福岡県内の交番数は222カ所、駐在所数は107カ所で、平成15年の交番統廃合以降、福

岡県下における交番の新設はないとのことであります。交番統廃合につきましては、交番の高

機能化を柱としたもので、あわせて機動力を向上させてパトロール回数を増やすなどの取り組

みがなされております。 

 なお、県において交番を新設する場合には、その必要性と理由など十分な資料の準備が必要

であるとともに、土地の購入あるいは建築費用及び人件費等の予算確保が困難であるため、特

段の理由が必要であるとなっているということでございます。 

 一方、市内の犯罪件数を見てみますと、重点抑止犯罪種別件数は平成20年で725件、平成

22年505件、平成24年461件、平成25年10月末現在では320件と年々減少している状況でありま

す。これは、筑紫野署による警ら活動の強化と、先ほど報告されましたように地域の防犯委員

の方々のご協力や地域の見守り活動による防犯活動の成果であると捉えております。 

 また、平成24年度から筑紫野警察署と協議の上、地域見守りカメラとして防犯カメラの設置

を進めております。現在、７基14台により性犯罪等の街頭犯罪抑止にも効果を上げているとこ

ろでございます。 

 来年４月には、筑紫野警察署が分割され、春日市に新たな警察署が新設されますけれども、

筑紫野警察署の管轄は、太宰府市と筑紫野市の２市となり、新体制となります。新たな筑紫野

警察署が身近な警察署となるように、さらに連携を強化し、安全・安心の地域づくりのため、

交番設置を含む今後のあり方については、必要に応じまして要望、協議をしていかなければな

らないと思っております。 

 なお、現在も協議の中ではいろんな地域の課題を警察のほうにもお知らせしながら、進めて

いるところでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ６番長谷川公成議員。 

○６番（長谷川公成議員） 理由はよくわかりましたが、まずちょっと話を戻しますが、この事件

の話はですね、協働のまち推進課や、恐らく教育部のほうから総務部長の耳に入ったと思いま

すが、その後、その後、後ですね、そういった事件があって、例えば市民の皆さんにですね、

この事件の情報発信や啓発や協力、例えば自治協議会の中でですね、議題として上げて、こう

いった事件が起こりましたので、そういった対処してください、パトロール強化してください

とか、そういったことは総務部の中で何か考えてやられましたか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 学校から通報等にあわせましてですね、関係自治会等にもお知らせして

いますし、メールの配信していますよね、それでお知らせをし、協働のまちの職員も一緒にな

って地域の見守りに携わったと思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ６番長谷川公成議員。 

○６番（長谷川公成議員） なかなかですね、その情報発信がないものですから、地元の地域の人

たちもこういった事件が起こったこと、わかってないんですね。ですから、もうちょっとやっ

ぱり皆さんに協力していただくためにはですね、情報発信が必要なのではないかなと私は考え

ているんですよ。ですから、今後、隠すとかそういうことではなくてですね、情報発信、こう

いった事件発生していますので皆さん協力をお願いしますといったことをですね、ちょっと強

く訴えてもらいたいなと、そういうように思っております。これは要望しておきます。 

 質問に入ります。 

 私が聞いたところによりますと、本市の交番は２カ所ですね。恐らく、年代でいうと昭和

30年ごろにできて、その後人口が増加したのにもかかわらず、新たな増設はされていないと。

昭和30年といえば人口は１万数千人ぐらいですかね、１万人、ちょっと定かじゃないのです

が、の時代で、私は生まれるどころかですね、総務部長先ほどちょっとお年、何年に生まれま

したかとお聞きしたら昭和28年と、まだ総務部長もわずか２歳ということで、約半世紀は増設

していないわけですね。 

 なぜ、その当時からですね、増設していないのか、不思議でならないわけです。ちょっと理

由がわかれば教えていただきたいんですが。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 私が生まれた、坂本地区で生まれたのですけれども、近所に水城派出所

というのがあります。交番というのか、ちょっと正式にはわかりませんが、いつもそこにお巡

りさんがおられました。お巡りさんがそこにいるだけで安心を子どもながらに感じたもので

す。物心ついて思春期になって交番を避けて通るようになった経験もあるなあと今思い起こし

ました。 
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 これは、私も、なぜ交番がその後設置されないのかということについては正式に調査したわ

けではございませんが、太宰府町が編成されるきっかけとなった昭和30年代の合併のときに、

旧水城村に１カ所、太宰府町に１カ所、太宰府町は当然天満宮という門前町でにぎわいもある

ところですし、西鉄太宰府駅があるというところであったんだろうと思います。 

 その後、今、長谷川議員がご指摘になりましたように、山間地のですね、大型団地造成があ

りまして人口が急増いたしました。私が昭和48年に入庁しましたときは、まだ３万人なくて市

になれないというような状況で、近隣の春日市、大野城市が先に市になられたということで、

その後、太宰府がなったということです。 

 ただですね、交番というのは世界の共通語にもなるように、一つの日本の警察機構の中では

その役割が大きいということで評価されておりますけれども、やはり人口急増で、やはり福岡

県下、福岡市の近郊に人口集中してきた関係で、そういう先ほど申しましたように人件費とか

維持経費の関係で統廃合の見直しが県警の中で行われまして、先ほど言いましたように、だか

ら交番をつくらないから地域には見守りしないとかじゃなくて、皆さんもご存じだと思います

けれども、かなり普通車のパトカー以外に軽のワゴンのパトカーとかがですね、夕方とか、か

なり巡回をしていただいていると思っております。そういうことで対応されているんだろうと

思います。 

 ご質問のなぜできたのか、なぜできないのかという回答にはなりませんが、重要なことだろ

うと思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ６番長谷川公成議員。 

○６番（長谷川公成議員） 壇上でも申し上げましたが、とにかくですね、事件が発生してから警

察に情報が行くのが遅いんですよ。答弁の中で、今機動力という話がありましたが、交番に行

ったらですね、誰もおらず、結局は筑紫野署に連絡をしなければいけなかったという話も聞い

ております。交番数がやっぱり余りにも少ないからですね、恐らく機動力重視になってくるの

ではないでしょうか。 

 最低でもですね、中学校校区に１交番ずつあればですね、その範囲も狭まり、犯罪も減少

し、よく目が行き届き、地域住民も安全に安心した生活が送れると考えますが、なかなか予算

面とかの面で交番は増設というか、新設されていないということなのですが、やはり三笠部長

の答弁でもありましたように、やはり小学校のとき交番があれば安心したと。やっぱり、地域

住民も交番があるだけで安心した暮らしができると思うんですね。 

 ですから、これは強く要望して訴えていただきたいんですが、分署なんですけれども、筑紫

野署、ちょっと私も調べてないんで申しわけないんですが、例えば今、筑紫野署に何人体制で

分署したら何人体制になるとか、そういった情報入っていますか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 私のところにまだ、そういう分割されてどのような体制になるかという
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のは、正式な数字というのはまだご報告いただいてないんですけれども、職員体制として春日

のほうにできる警察署のほうに警視正が配属されるということで、筑紫野署は警視ということ

になるということだということは伺っております。 

 ただですね、先ほど言いましたように、太宰府市と筑紫野市が管轄になります。この筑紫野

警察署はですね、全国でも刑法犯罪が一番とかですね、管轄が広いというのもあって、それか

ら交通事故も多いし、それから死亡事故もですね、県下２番とかですね、テレビの報道等で新

宿何とか署がという犯罪が多いように言いますけれども、筑紫野署が一番多いと。それが分割

されて身近な警察になっていくと思います。 

 それで、これまでの一般質問でもお答えをしていると思います、私のみならずですね、前任

もですね。警察のほうに、私どものほうもそういう希望を伝えておりますけれども、例えば正

式な文書で要望されると正式にできないという回答しかできないというようなお話もあるんで

す、実情はですね。 

 だから、先ほど申してますように、地域と一体となってですね、いろんな取り組みの強化、

そして結果としてそういう交番あるいは派出所なりのですね、施設が要るというところを積み

上げていかないと、ただ交番をつくってくれということではなかなかですね、難しいような状

況であります。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ６番長谷川公成議員。 

○６番（長谷川公成議員） 正直申し上げますと、私たちもですね、パトロール活動をやっている

んですが、やはり最近ちょっと限界を感じてきていまして、一生懸命パトロール活動をやって

いてもこのような事件があると、正直なところ意味があるのかとかですね、やっぱり何のため

にやっているのか、気持ちがですね、萎えるのですね。やはり、これは正直言いますと、現場

で活動している人にしかわかりませんが、こういった思いをですね、ぜひ警察と協議が行われ

た際にですね、ぜひ伝えていただきたいと思います。 

 それと、地域のことを上げますと、今、千葉県がですね、物すごく犯罪が多かったんです

が、今コンビニにですね、派出所というか、交番じゃないですけれども、警察ＯＢの方にお願

いしてちょっとしたポリスボックスというのですか、勤務時間は朝から夕方か夜ぐらいまで、

そういったポリスボックスがコンビニに設置してあるらしいのですね。そしたら、それはコン

ビニのオーナーに土地代とか、ちょっと安くというか、協力をさせてもらって建てているそう

です。そうすると、千葉県の犯罪率がですね、激減したらしいです。 

 子どもたちは、交番の場所はわからなくても、恐らくコンビニの場所だったらわかると思う

ので、そういったことも今後ちょっと調べてですね、ぜひ前向きに設置の検討をしてはいかが

でしょうか。私が言いたいのは、とにかく地域住民は一生懸命パトロール活動行っていますの

で、そこは評価してください。お願いします。 

 あともう一つお願いしたいのが、事件が起こったときにですね、先ほども申しましたけれど
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も、親に、保護者に行って、それから学校に連絡が行くらしいんですね。それを逆に保護者に

言ったらすぐ警察にですね、連絡していただくか、これは教育部になると思うんですが、そう

いったですね、子どもたちに啓発活動をぜひ行っていただきたいと思います。 

 この２件あったうちの１件の事件はですね、お姉ちゃんが、お姉ちゃんがですね、これはも

う学校の先生に言いつけに行こうと言って、一緒に弟を連れていったらしいのですよ。できた

ら、その犯人ももう何か見つけて捕まえてやるぐらいの意気込みで学校に行ったらしいのです

ね。ですから、それは２次被害というか、そういったことにもなりかねませんので、ぜひ何か

登下校中に起こったらですね、とにかくすぐに警察に連絡しなさいと、そういった啓発をぜひ

行っていただきたいと思います。これで１件目は終わります。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） 続きまして、２件目の市内公共施設の指定管理についてご回答いたしま

す。 

 まず、１項目めでございますけれども、現在、両施設とも、指定管理者による施設管理を行

っております。 

 市民プールにつきましては、シンコースポーツ株式会社が指定管理者となっておりまして、

年間を通し、プールを活用いたしました水泳教室を開催しております。 

 北谷運動公園につきましては、太宰府市体育協会が指定管理者となっており、テニス教室を

開催しております。 

 市の考え方でございますけれども、市では、これからのスポーツ行政のあり方といたしまし

て、現在、現にスポーツをしている人だけではなくて、これまで余りスポーツに親しむことの

なかった市民、特に高齢者を中心として考えておりますけれども、生きがいづくり、健康づく

りという総合的な観点で、スポーツ部門と健康・福祉部門が連携しながら、積極的に主催事業

を展開していくことで、医療費の抑制にもつなげていきたいと考えております。 

 現在、両部門で会議を行っておるところでございます。 

 このような考え方を基本といたしまして、今後の指定管理につきましては、市民プール、北

谷運動公園とも、健康、スポーツの中核となります体育複合施設の管理を含めた上で、総括、

検討をしてまいりたいと考えておるところでございます。 

 次に、２項目めについてご回答いたします。 

 松川運動公園の管理につきましては、現在、太宰府市直営にて管理を行っております。 

 今後の運営につきましては、状況を見ながら、先ほど申しました基本的な考え方をベースに

し、状況を見ながら検討してまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ６番長谷川公成議員。 

○６番（長谷川公成議員） まず、１件目の今議会で、12月議会でですね、財団管理になるという

ふうになっているんですが、今のこの現段階で財団管理になったときにですね、それだけ人員
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がですね、相当数必要になってくると思うんですね。そういったときに、どのような管理体制

になるのかですね、例えば財団の人員じゃ足りないので、例えば嘱託で誰かをまた雇うとか、

そういった感じとかを考えてあるのか、もう財団できますから、人員が少ないように思うんで

すね。ちょっとその管理体制を教えてください。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） そもそも文化スポーツ振興財団は、太宰府市内のこういった文化関係、

スポーツ関係の管理といいますか、管理運営をしていこうということで発足しております。市

からも出資金を出しておりますので、市と両輪になって運営していこうというのがそもそもの

スタートでございました。 

 指定管理者制度ができまして、民間のノウハウとか効率性というのも考えて導入してきまし

たけれども、今回、３つの施設につきまして総括をしましたところ、民間ではなくて、本来想

定しておりました財団のほうがいいだろうということで、こういうような形にしたというとこ

ろでございます。 

 それと、今おっしゃいましたように、人を雇うというところについても、財団で指定管理を

していただくと、市民を優先的に雇用していただけるんじゃないかと。ということは、金のめ

ぐりが市税に戻ってくるという循環も考えますと、総合的にスポーツ振興財団が好ましいだろ

うというふうに判断をしたところでございます。 

 現体制の中で不足するのであれば、当然優先的に市民の中から雇用し、そしてノウハウを蓄

積していただいて、今後とも継続して管理運営をしていただきたいというふうな願いも込めて

決定したところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ６番長谷川公成議員。 

○６番（長谷川公成議員） ほかのグラウンドとかはですね、まだいいと思うんですが、市民プー

ルなんですが、私もですね、一人でとか子どもたちを連れてですね、泳ぎに行くんですが、非

常に今ですね、すばらしい管理運営を行っております。私も今こんな体をしておりますが、大

学時代と、二十四、五歳のときは水泳のコーチをやっておりましてですね、その後ちょっと腰

を痛めて、やはり泳ぐのがいいだろうということで市民プールに通いました。 

 ちょっと失礼な言い方させていただきますけれども、その当時の管理はですね、はっきり言

って私からすれば余りにもちょっとずさんな管理状態で、監視員を何度かですね、注意したこ

とがあるんです。水温も今みたいにしょっちゅうしょっちゅうはかるわけでもなく、水質検査

もするわけでもない、監視台に足乗せてですね、ちゃんと泳いでいる人たちを監視しているか

というと、全くそんな感じがなかったんですね。ですから、ちょっとおりておいでと言ってか

ら、ちょっと何度か注意したことがあります。 

 その当時はどこが管理していたとは言いませんが、非常に心配なのはですね、今民間がこの

ように非常にすばらしい管理運営を行っていて、これは決定ではないんでしょうけれども、財
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団に戻った場合にですね、果たして今の民間のようなですね、管理ができるかどうかです。プ

ールというのはですね、ご承知のとおりプールというのはほかの施設と違って常に命の危険性

が伴い、緊張感を持ってですね、管理に当たらないと最悪な事故が起こります。市が管理運営

できるところと民間が管理運営がですね、できるところは、私はあってもいいのではないかと

考えるのですね。これはいかがでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） 数年前から、プールの死亡事故とかというのも発生しておりまして、そ

の都度当時の指定管理、民間の指定管理でございましたけれども、注意喚起をし指導に当たる

ようにということで指導してまいりました。そういうこともございます。 

 それと、民間のノウハウというのも当然あるかと思いますけれども、スポーツ振興財団のそ

もそものスタートになった理念というのがございますので、民間のそういうふうなサービスと

いうのは十分参考にしながら、今後も財団はそういうふうな道を歩むべきだというふうに考え

ております。 

 それと、このプールにつきましては、今するとかしないとかということをこの場で申し上げ

る時期ではございませんので、そういう面も含めて必要であれば、民間の一部委託というのも

想定されるでございましょうし、民間でいくかもしれませんし、直営もしくは財団の指定管理

という、いろんな選択肢がございますけれども、そこら辺は総括を整理いたしまして、一番い

い方法で考えていきたいというように考えております。 

○議長（橋本 健議員） ６番長谷川公成議員。 

○６番（長谷川公成議員） はい、わかりました。市民プールもですね、やっぱり市民の皆さんが

安全・安心にしてですね、利用できるような施設になってもらいたいと思いますので、なるべ

く市民ニーズに合ったですね、管理運営をお願いしたいと思います。 

 松川運動公園の管理につきましてはですね、今教育部長のご答弁でもありましたが、動き出

してからですね、市民の皆さんの意見を尋ねながら、もし何かあれば、またそのときにです

ね、質問させていただきますのでよろしくお願いします。 

 最後になりますが、市民の皆さんがですね、安全・安心して生活ができ、施設利用ができる

よう強く要望して、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（橋本 健議員） ６番長谷川公成議員の一般質問は終わりました。 

 次に、８番田久美子議員の一般質問を許可します。 

              〔８番 田久美子議員 登壇〕 

○８番（田久美子議員） ただいま議長の許可をいただきましたので、通告しております３件に

ついて質問いたします。 

 １件目は、市民農園についてです。 

 市民農園は、一般的に、市民がレクリエーションの目的などで小さな区画の農地を利用して

自家用の野莱や花などを育てるための農園です。自然志向を背景に、農業体験に対する市民の



－54－ 

関心が高まり、余暇活動としてだけではなく、子どもの教育や高齢者の生きがいづくりなど、

多様な目的で、自然や土との触れ合いを求め、利用する人々が増えております。 

 そこで、１項目めですが、平成２年に制定された市民農園整備促進法は、市町村は、市民農

園区域を指定したときは遅滞なくこれを公表しなくてはならないとなっておりますが、本市は

市民農園区域を指定したとき公表されているのか、お伺いいたします。 

 ２項目めは、太宰府市民農園に関する要綱に基づいた市民農園の箇所数と、それぞれの利用

契約内容や利用者の利用期間と利用料などについてお伺いいたします。 

 ２件目は、市内バスの運行について伺います。 

 運行については、幾度も質問をさせていただきましたが、今回は３項目について質問をいた

します。 

 １項目めは、市内に走っている８コースの中のまほろば号高雄回りの利用者数とその補助金

は幾らになっているのか、お伺いいたします。 

 ２項目めは、まほろば号高雄回りのルートについてですが、まほろば号高雄回りは右回り、

左回りとも国道３号線を通るルートでございます。どちらか一方を太宰府高校から東中、東小

を通り、五条駅を通るルートに変更できないか、お伺いいたします。 

 ３項目めは、西鉄路線バスの運行についてです。 

 西鉄二日市東口から太宰府高校方面に行く路線は、太宰府高校入り口で折り返す便と緑台公

民館を経由し五条に行く便があります。この路線の周辺住民の交通手段として、自家用車がな

い人や高齢者はこの路線バスを頼るしかありません。その中、緑台公民館前は、１時間に多い

ときは６台も走っておりますが、五条駅行きは１時間に一台も通らない時間帯があります。西

鉄五条駅始発も同様で、高校生のための時刻表になっているようです。五条駅方面を利用する

方から、台数を増やしてほしいという要望があっておりますけれども、何か方法がないかお尋

ねいたします。 

 ３件目は、佐野東まちづくりについてです。 

 まず１項目めは、昨年、市の附属機関として、佐野東地区まちづくり構想検討委員会が立ち

上げられ、議論されておりますが、この委員会は今日まで３回しか行われていません。佐野東

地区まちづくり構想検討委員会の今後の方針について、お考えをお伺いいたします。 

 ２項目めは、この佐野東地区まちづくりのエリアに建設予定の総合体育館は、既に基本設計

も終わり、今後、実施設計から建設へと進んでいきます。 

 昨年、12月議会の答弁の中で、市長は、総合体育館は土地区画整理予定地のエリア内でスポ

ーツ、文化ゾーンと位置づけると言われましたが、現在の状況は、全体のまちづくりではな

く、体育館建設のみが進んでいるように思います。 

 私は、佐野東まちづくりの中の総合体育館であり（仮称）ＪＲ太宰府駅であると認識してお

ります。 

 平成10年３月は、都市計画マスタープランで新太宰府駅周辺を市の西部の拠点と位置づけら
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れております。また、平成16年は、（仮称）太宰府駅及び駅前広場建設基本構想も制定されて

おることから、（仮称）ＪＲ太宰府駅についても地権者との協議、測量等を早く進めるべきと

考えます。 

 まちづくりであるので、簡単にいかないことは理解しますが、（仮称）ＪＲ太宰府駅と総合

体育館の関連性についてお伺いいたします。 

 また、総合体育館に関連してですが、総合体育館建設問題特別委員会等で何度も申し上げて

いるように、防災、避難機能を持つ総合体育館だからこそ、スロープは絶対に必要だと思いま

す。このことは要望しておきたいと思います。 

 以上３件について、件名ごとに答弁をお願いします。再質問は議員発言席から行います。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） １件目の市民農園についてご回答いたします。 

 まず、太宰府市での市民農園の開設におきましては、利用者の利便性や農園への親しみやす

さ、利用者間のコミュニケーションなどを考え、市街地を中心に開設しているところでありま

す。 

 また、農作業を気楽に楽しむことができ、レクリエーションなどの目的で農作業を体験でき

るように、農園利用方式により実施しているところであります。 

 本市における市民農園は、お尋ねのように、使用及び収益を目的とする複雑な権利等の設定

を伴う市民農園整備促進法に基づくものではないため、区域指定の公表等は必要なく、当然行

っておりません。ただ、先ほど述べましたように、より多くの市民の皆様に気軽に農作業に親

しんでいただくために、市民農園の利用促進として、更新時や空き区画が発生した場合などに

は、随時、市広報等によりＰＲ、募集を行っております。 

 続きまして、市民農園の利用状況については、現在、市内の９カ所に開設し、総区画数は

212区画となっております。 

 なお、太宰府市民農園に関する要綱に基づき、利用者には１世帯につき１区画を利用してい

ただいており、利用期間は１年更新の通算５年を限度とさせていただいております。 

 利用料につきましては、全区画において年額4,000円として農園用地所有者に納付をしてい

ただいております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） 今、部長の答弁では、市民農園整備促進法ではなく、農園利用方式で

しているということですけれども、では農園利用方式についてちょっとお聞きしたいんですけ

れども、これは法律の規制がないということで理解してよろしいんですか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） そのとおりでございます。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 
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○８番（田久美子議員） わかりました。 

 そしたら、それで一応２項目に入らせていただきますけれども、先ほど、今部長が言われた

ように、農園の箇所は９カ所であって、212カ所があるということになっておりますけれど

も、行政区としては一応平成24年度の事務報告書を見させていただいたんですけれども、３行

政区しか提供がなっていないような感じがしますけれども、今後、ほか、44行政区あるところ

の３行政区ですので、まだほかにも今後増やすという考えはありますでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 利用者の申し込み状況もありますけれども、限られた農園の活用用地で

ございますので、なかなか44行政区ということは困難ではあろうと思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） では、その行政区は関係なく増やすおつもりはありますか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 先ほども申し上げましたように、利用者の状況によりましては増園も考

える必要があろうと思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） 農地の確保は、先ほど広報紙などでＰＲをしていってあるということ

ですけれども、それは年に何回ほどの広報紙に出されていますでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 農園の区画にあきが発生した場合については、随時ＰＲを行っておりま

す。広報紙に掲載したのは年１回でございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） この農地の確保についてなのですけれども、市役所のほうにちょっと

この前聞きに行ったのですけれども、農事関係者のほうにお願いしているというようなことを

聞きましたけれども、農地関係者だけではなく、市民にもそういうふうに広報を、年に１回の

広報で呼びかけているということで間違いありませんでしょうか。もう一度お願いします。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 利用者の方々にＰＲさせていただいております。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） 利用者ではなくて、農地を提供していただく方にはどのようにされて

いますか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 農業委員会等々を通じまして、活用できる分についてはお願いをしてい
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るところです。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） それでは、農地の条件について質問させていただきます。 

 太宰府市民農園に関する要綱についてなんですけれども、用配水の管理が適正になっている

こととなっておりますけれども、現在、既存している農地につきましては適正に行われていま

すでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 農園でしょう。 

（８番田久美子議員「はい」と呼ぶ） 

○総務部長（三笠哲生） 農園についてはですね、市民農園の利用の契約の際に、苗、農機具、肥

料、水などは各自で準備、管理をしてくださいというお願いと契約のもとに行っていただいて

おります。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） であればですね、この要綱に各自でという言葉を入れていただかない

と、用配水の管理が適正になされていることということになると、その土地を提供した人がし

なきゃいけないのか、それとも自分で水も、もう一つですね、４番に区画割りが容易であるこ

ととやっていますけれども、水と区画割り、誰がするのでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 要綱の表現の中でわかりにくい部分はあると思いますが、先ほど言いま

したように、市民農園の利用の注意ということで契約の時点にはわかりやすいようなチラシで

お知らせをいたしております。 

 それで、当然農園の利用者の方にお願いをしますし、初期の農園の区画の関係につきまして

は、担当者とも現地で確認をしながら利用者とともに進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） あるところで水を、近くの公園で水をとって水をまいてある方に遭遇

しましたけれども、そういうような方もいらっしゃるということで、雨水タンクなどを市のほ

うで用意していただくわけにはいきませんでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） この市民農園は、先ほど答弁させていただきましたように、作物の耕作

を目的にしてはおりませんので、農業体験とかですね、そういうふうにしていただいていると

いうことでございます。 

 私は直接百姓じゃございませんけれども、畑作についてはですね、基本は天水だろうと思っ
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ております。市民農園の目的からして、水があったら便利だということは十分理解できますけ

れども、そういう施設整備をしてやるという計画は現時点では持っておりません。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） そしたら、区画の面積についてちょっとお聞きします。 

 例えばですね、観世音寺の１と観世音寺の４、面積が4.6ａで、19区画をされております。

そして、観世音寺の４の場合は4.7ａで12の区画をされておりますけれども、これは19区画と

12区画では、金額が、１人がその農園に持つ面積がちょっと違うと思うんですけれども、ここ

で4,000円を取るということにちょっと私は矛盾しているんじゃないかと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 農園を開設する場合に用地のご協力をいただかなくちゃいけない部分が

多くあります。区画をどう割るか、30㎡ぐらいを平均に区画を割っているということでござい

ますので、箇所によっては均一の区画がとれていない部分もあるだろうと思います。 

 料金がどうなのかという話ですけれども、そういう体験をしていただく区画がですね、何

で幾らというような単価を決めたわけではなくて、用地の協力していただける方々との協議の

中で、そのぐらいでというお話で決めている部分もあります。 

 利用者の方々のいろんな要望があると思いますので、今後も声を聞きながら本来の市民農園

の目的が達成されるように担当者と一緒になって頑張っていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） ではですね、先ほど部長がおっしゃいました施設についてちょっとお

伺いしたいんですけれども、市民農園の耕うん整地というのはどういうふうなものでしょう

か。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 私もよくわかりません。耕うん整地というのは耕すことだそうです。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） 耕すことを施設に入れられているんですか。意味がわかりませんけれ

ども。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 申しわけございませんが、もう一度質問、よろしいでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） 先ほど言われたのは、耕うん整地と標柱と農具車と農具一式が各８カ

所には設置しているということを言われたと思いますけれども、その中の耕うん整地というの

はどういうふうなものか。 
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 それともう一つ、標柱というのはどういうふうなものか。私は行きましたけれども、何が耕

うん整地で標柱かわからなかったので、今日質問しているんですけれども。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） おっしゃっていることと私のほうの手持ちの資料はちょっと違うようで

ございますので、大田商工農政課長に状況の説明をさせます。 

 以上。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） それじゃ、この件は、また後で私が個人的に聞きに行きますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 先に進みます。 

 １世帯１区画の区割りは、どのようにされておられますでしょうか。区画をどういうふうに

されていますでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 区画をどのようにされていますかというのは。 

（８番田久美子議員「区割りをどうしていますかと」と呼ぶ） 

○総務部長（三笠哲生） じゃあ、実務のところでございますので、担当課長に答弁させます。 

○議長（橋本 健議員） 商工農政課長。 

○商工農政課長（大田清蔵） 当初、市民農園に提供していただいた場合、そういう田んぼのです

ね、田んぼも長方形とかいろいろあります。ちょっとひし形とか、そういう状況を見ながら、

おおむね30㎡前後を勘案して、四角であれば四角に切れるのですけれども、長方形とか、ちょ

っと台形という形があるので、それを見ながら線を引いて区割りをしてですね、当初区割りを

決定してから提供しているところです。区割りを決定してですね、そういう形で行っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 田久美子議員、この１件目の質問はまだありますか。何点かあります

か。１件目の質問数。 

○８番（田久美子議員） はい、あります、あります。 

○議長（橋本 健議員） ありますか。 

 ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） 済いません。時間が来たようで、何か延びる、延びたらいけないんで

すかね、いいんですか、このまま。 

○議長（橋本 健議員） いいですよ。 

○８番（田久美子議員） ちょっと聞きたいんですけれども、結局５年間借りることができる

と。区画整理をですね、きちんと個人でするの、使用者がすればわからないわけですね、どこ

からどこまでが自分の一区画かというのが。だから、やはりこういうふうな初めに貸すときに
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区割りをしてなかったせいで、上が雨とかでですね、少しずつ隣の土地までこう来て、隣の人

が結局侵食されているんですよ。そして、狭くなっている状態がありまして、その困っている

人から私に連絡がありまして、実際に見に行きました。 

 そして、それはひどくてですね、４区画あったのに４区画の左側と右側を自分の土地にして

いるわけです。畝を変えているわけです。だから、その人は２区画を自分のものにもうなって

いるんですよ。だから、そういうふうなことでということで、隣の人に言ったそうです。おた

く２区画分を使っているでしょうって。そうしたら、市役所に言ったと。そしたら、市役所が

何も使っていないから使っていいと。それはもう隣の土地は何も使っていませんでした。空地

でした。空白な土地でした。でも、隣の土地は違ったんですよ。狭い土地で同じ4,000円を払

って、１年間に4,000円を払って使っているのですよね。そうでしょう。 

 それで、やはり私としたら、結果、早く進めなきゃいけないので、ちょっと早く進めますけ

れども、やはりまずは５年間借りられるかもしれませんけれども、初めに区画整理をきちんと

市のほうがここから何m、この区画は12区画しかできませんので、12区画をきちんとしてやっ

て、個人的には自分たちではかって、市役所に聞いて、自分、ここの土地はどこからどこまで

ですかと聞いて、きちんと板を張ったりしてされていますけれども、貸し出しされるときには

そういうふうなことをきちんと区画を整理をしてから貸すということはできませんでしょう

か。それまでにしますから。 

○議長（橋本 健議員） 商工農政課長。 

○商工農政課長（大田清蔵） 当初ですね、開園するときには線を引いて、区画を割って貸してい

ると思います。私も担当になってから１カ所したのですけれども、やはり当初区画を割って、

畝溝をつくって、貸し出しをしております。 

 どの分かちょっとわからないのですけれども、四角だったらいいのですけれども、ちょっと

長方形とか変な台形の土地とかになると、配置している区画も、変形の区画もあります。中に

は割っている区画も、そういう関係もあるかもしれませんけれども、それについては定期的に

草刈りとかも見回りとかも行っているので、ひどいのが、そういうちょっとどういう状況かわ

かりませんけれども、もう一回ちょっと見回って、点検して、もしそういうのがあれば、また

今後指導していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） １件目の継続質問はできますので、ここで休憩に入らせていただきま

す。 

 13時まで休憩をいたします。 

              休憩 午後０時06分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時00分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 ８番田久美子議員の再質問、許可します。どうぞ。 

○８番（田久美子議員） 途中でありましたけれども、簡素にということですので、ちょっと言

いますけれども、途中でやめられた方の空き地、土地の利用についてはどのようにされていま

すでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 先ほど答弁いたしましたように、一定の区画数ができまして、その判断

の中で随時募集をしているということでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） 待機されている既存の人数を教えていただきたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 待機という理由の中に少しいろいろあります。先ほど言いましたよう

に、自分が住んである地域に近い農園がいいとかですね、いや、ここは嫌だとかですね、そう

いうのがいろいろありましてですね、現在、申し込みをされて市民農園を利用されていない方

については42名です。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） 先ほどの質問でちょっと重複するかもしれませんけれども、利用者に

貸す前の区画整理はされるかされないか、お願いします。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 先ほど田議員のほうからご質問があった事務報告の中で施設というこ

とで書いています。耕うん整地、これがそういう貸し出す前の一定の区画割りをしているとい

うことだそうです。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） 最後になりますけれども、トラブルがないようにですね、今後とも、

今も現地調査をされているということで言われていましたので、現地調査をですね、していた

だきたいと思いまして、１件目は終わらせていただきます。 

 ２件目をよろしくお願いします。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） ２件目の市内のバスの運行についてご回答いたします。 

 １項目めの高雄回りの利用者数についてですが、直近の調査による本年10月21日月曜日から

27日日曜日までの利用者数が224人、１日平均32人、１便平均5.3人となっております。運行負

担金につきましては、路線ごとに負担するのではなく、まほろば号の運行総事業費から運賃収

入などを差し引いた経費を負担しております。平成24年度決算では1億3,568万1,243円となっ

ております。 
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 ２項目めの高雄回りのルートについてですが、高雄回り開設時に既存路線を運行する西日本

鉄道株式会社と協議を行った際に、後発バスについては原則競合路線への乗り入れは行わない

といった基本原則のもと運行開始した経緯があり、先ほど田議員が要望されるような現時点

でのルート変更は考えられないと思っております。 

 ３項目めの星ヶ丘線の五条駅行きの増便についてですけれども、この路線は、ご存じのよう

に西日本鉄道株式会社が運行される路線であり、利用者の状況や経営状況により運行ダイヤを

設定され、西鉄の企業理念でありますけれども、「出逢いをつくり、期待をはこぶ事業を通し

て、“あんしん”と“かいてき”と“ときめき”を提供し続け、地域とともに歩み、ともに発

展する」というような企業理念を掲げられた会社でありますので、利用者の声をですね、直接

会社へ伝えられ、また地域の皆様でですね、支えていただくことが重要だろうと思っておりま

す。なお、西日本鉄道株式会社とは、まほろば号の運行に関しまして担当者のほうが協議の場

を持っておりますので、田議員のご要望についてはお伝えをしたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） 今、部長の答弁がちょっと早口で言われたんでわかりませんでしたけ

れども、利用者は224名、補助金につきましては、高雄回りの便につきましては1億5,000幾ら

幾らと言われましたけれども、それだけの補助金を出されているということですかね。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 事業費につきましては、まほろば号全体の総事業費の運賃を引いた金額

で1億3,568万1,243円となっております。調査人数につきましては、224人でございます。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） 私通告に書いていましたように、８コースの中のまほろば号の高雄回

りの利用数とその補助金は幾らですかと聞いていますので、その高雄線だけは出ないんです

か。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 人数につきましては、高雄回りの調査を先ほど申し上げましたように

10月21日から27日までの利用者数が224名、１日平均32名、１便平均5.3人となったという結果

をご報告させていただきました。 

 なお、事業費につきましては、全体の事業費の中で経費を計算しますので、明快なですね、

路線ごとの事業費については計算ができない状況です。例えば総運行距離をですね、例えば高

雄回りの路線の距離数で割るとかという概算的なことは試算ができるかもわかりません。な

お、これがなぜできないかといいますと、高雄回り線を個別に運行しているわけじゃないので

すね。バスは、その全体のダイヤの中で動いておりますし、運転手もその中で動いておりま

す。 

 それから、総係費についてもですね、全体を見ておりますので、路線ごとについてはです
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ね、この間何回か議会のほうでも質問いただきましたけれども、路線ごとの数字が出せないと

いうのはそういう状況でございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） 私はですね、先ほど人数32人で、１日５人、5.3人と言われましたけ

れども、５人の利用者がないところの３号線をなぜ往復左回り、右回りをなぜバイパスを通ら

なくて、その分を１回だけ、資料見ていただきたいんですけれども、私が出している資料です

ね。この丸のところがですね、結局路線バスも左、丸の左側のほうしか通っていないわけで

す。今度、高雄公園ができまして、高雄公園までぐらいはやはりバスを通してあげるのが普通

じゃないかと思います。 

 それで、その高雄線のところまで行くと、東中の前に行きますので、あそこも冬場は特に車

が少ないので、バスが通ることで先ほど長谷川議員が言われたように不審者とかの予防にもな

ると思いますので、できればそちらを通って、利用者が少ないところはやはり継続的に運行を

行っていくよりも見直ししてはどうかということで、私がそちらのほうを変更できないかと言

ったわけです。 

 今、直接できないということですので、この質問につきましてはまた改めて試行錯誤で頑張

って質問させていただきます。 

 そしてですね、結局、私は３号線を往復しているということよりも、一人でも多くの方が乗

っていただけるような路線をしてほしいということがまず１点です。 

 それと、協働のまち推進部長であった三笠部長、同じ総務部長でございますけれども、その

ときにですね、答弁では、今後ますます進展します高齢者社会を見据えたとき、まほろば号で

の直接乗り入れが困難な地域の新たな交通システムの研究会、既に内部で組織し、調査研究を

開始しているところでございますということで、答弁がありました。 

 調査研究、どのようにされたか、お答えください。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 最後のご質問でよろしいですかね。調査研究会ということでよろしいで

すか。 

 健康福祉部のほうで、以前ご回答しておりますけれども、いろいろな検討して、内容につい

てはですね、デマンドタクシーとかデマンドバスという内容で調査研究をしたけれども、その

一定の方向性についてはですね、現状のまほろば号ということで、現在についてはそういう結

論で終了いたしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） そしたらですね、コミュニティバスのですね、継続的運行への指針作

成というのがあると思いますけれども、路線の存廃の基準設定というガイドラインがあると思
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いますけれども、運行継続条件があるようですけれども、どのようなことか、おわかりでしょ

うか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） そのことについては、了知いたしておりません。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） 結局ですね、少しでも赤字が少なくなるように、事業性を考えたルー

ト、そういったものをしていくということがガイドラインに示されております。ぜひですね、

今後とも、されているということですけれども、調査研究をしていっていただきたいと思いま

すけれども、まずはですね、やはり廃止するということもありますので、廃止にならないよう

に、バスに乗っていただくことがコミュニティバスの目的だと思いますので、調査研究をして

路線を変更できるのであればですね、変更していただきたいと重ねてお願い、これはお願い、

要望をしておきます。 

 ３項目に行かせていただきます。 

 デマンドタクシー、先ほど言われましたように、調査も始められているということですけれ

ども、高雄線開通に伴って老人センターのバスの運行の取りやめ、それから高齢者のための手

軽な交通手段が、星ヶ丘、東ヶ丘、そういうようなところはなくなっているのですよ。緑台公

民館を経由して五条に行く場合ですね、何も交通手段がない方につきましては、先ほど、西日

本鉄道株式会社のほうにまた検討については話し合いをしていくということで、それはお願い

したいと思いますけれども、その件について市のほうは一本もない部分についてはどのように

西日本鉄道のほうに言われるんでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） このコミュニティバスにつきましてはですね、先ほどのガイドラインは

内容がどうのこうのということで、私としては直接的には内容を了知していないとご回答いた

しました。これはなぜかといいますと、平成元年からですね、取り組みを始めまして、平成

10年ですかね、九州で初めてのコミュニティバスということで、創業者ということで自負いた

しております。 

 先ほど田議員がご指摘のように、運行経費の問題とかですね、いろんな効率的な問題につ

いては５つの運行方針を掲げながら運行しているのは皆さんご存じのところだと思います。そ

ういうふうにして行っておりますので、まずご報告させていただきます。 

 それから、先ほどからご質問されています星ヶ丘線につきましては、西日本鉄道株式会社が

独自に運行されている営業路線であります。先ほど言いましたように、西鉄の経営状況あるい

は利用者の状況の中でですね、あるいは西鉄二日市東口との電車との連結あるいは五条駅の電

車の連結等も考慮しながらされていっているものと思います。 

 私も星ヶ丘線を利用しながら通勤をさせていただいておりますので、現時点では通勤時間帯

についてはですね、不自由なく利用させていただいております。土曜日に１便だけですね、走
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っていない時間帯があるようでございますけれども、その前後にですね、何分か、何十分後ぐ

らいには出ていると思っておりますので、協議をするということじゃなくてですね、田議員

のほうからそういうご要望があったということはお伝えをいたしたいということでございま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） ありがとうございます。そのように、要望としてお願いします。 

 では次、３件目に移らせていただきます。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 次に、３件目の佐野東まちづくりについて回答いたします。 

 まず、１項目めの佐野東地区まちづくり構想検討委員会の今後の方針についてですが、現

在、附属機関として佐野東地区まちづくり構想検討委員会を設置し、ＪＲ新駅を含めた佐野東

地区まちづくり構想の策定を平成26年中の完了を目途に行っているところであります。 

 今回の佐野東地区まちづくり構想につきましては、主に農地である現況から、都市的土地利

用への転換が前提にあります。 

 そこで、平成26年２月開催を予定しております次回の構想検討委員会において、まず土地利

用転換の基本となる土地利用イメージについてご議論をいただくこととしております。 

 これまでの構想検討委員会における土地利用に関するご意見として、高層化と景観、開発と

農業との調和など、捉え方によりましては対極にあるような課題もございますので、土地利用

イメージにつきまして、田園案、中層案、高層案３案を提示しご意見をいただき、その後の委

員会におきまして、交通体系を初め、順次、審議項目を明確にし、ご意見を受けつつ、平成

26年中の構想取りまとめに向け、進めてまいります。 

 （仮称）ＪＲ太宰府駅設置を含む佐野東地区のまちづくりにつきましては、第五次総合計画

において整備を検討すべき地域と位置づけており、その実現に向けましては、民間手法を基本

とした周辺のまちづくりとあわせて進めるものと考えております。 

 次に、２項目めの佐野東まちづくりと総合体育館との関連につきましてご回答いたします。 

 佐野東地区につきましては、新駅がまちづくりの大きな魅力となると考えております。 

 これに、新たに体育複合施設、総合体育館が加わることは、本区域の魅力をさらに高めるも

のとなり、佐野東地区のまちづくりの具現化に向けた機運の高まりに寄与するものと期待して

おります。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） 構想委員会の開催の日時につきましては、この前、全議員によります

佐野東まちづくり、仮称でございますけれども、ＪＲ特別委員会が開かれたときにも部長のほ

うから丁寧なる答弁をいただきました。この件につきましてはもう再質問はありませんけれど
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も、２項目めからちょっとさせていただきます。 

 結局、まずですね、初めにエリア内の（仮称）ＪＲ太宰府駅の件で伺いますけれども、（仮

称）ＪＲ太宰府駅の場所ですね、場所についてもう一度、どこにできるのか、一応予定されて

いるのか、お伺いいたします。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） この待避線はですね、今現在、待避線というのは、平成15年３月に太宰

府信号所利用開始ということで、今、大佐野のほうにできておりますけれども、その箇所に決

定しているというふうに考えております。 

 先日の特別委員会の中でそういう質問がございました。いろいろ変更があるんじゃないかな

というふうなご質問もありましたので、構想委員会の中にですね、検討委員会の中にＪＲの委

員さんもおられますので、再度そちらの委員さんのほうにもですね、確認をさせていただいて

おります。場所的には、あの場所でＪＲのほうも考えているというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） 先ほど誰の質問だったかな、前、市長がですね、マニフェストのこと

を言われましたので、市長がいつも出されているマニフェストにはですね、ＪＲ太宰府駅の建

設についてはいつも書いてあるとおりでございますので、それは信じまして、されるというこ

とでお願いしたいと思います。 

 それと、私、平成16年10月に、基本構想というのができていると思いますけれども、１つ質

問したいのですけれども、筑紫野市との協議ですね、道路を含めて。道路の問題が一番だと思

いますので、道路の問題も含めて、筑紫野市との協議がどこまで進んでいるのか、お伺いした

いと思います。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 筑紫野市とはですね、いろいろ非公式ではございますけれども、話し合

いは持たせていただいております。さまざまな協議会、例えば西鉄二日市駅周辺整備協議会と

かですね、都市計画の審議会のメンバーにもですね、それぞれの担当課長が入っておりまし

て、その中で日ごろ、非公式でありますけれども打ち合わせをさせていただいておるというこ

とでございます。 

 仮に市のほうとしてですね、正式にやるということになればですね、その前提としてやはり

地元の太宰府のほうがですね、一つに機運が盛り上がってやっていこうよと、そういうことの

高まりができてくればですね、正式に杉塚区とかですね、行政のほうの話し合いもですね、持

ってこれるのじゃないかと思っておりますが、また構想案も提示してなるべく早い時期にです

ね、そういう機運を盛り上げて、そして筑紫野市ともですね、正式な協議を進めていきたいと

考えております。 

 以上でございます。 



－67－ 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） まちづくりというのは、結局、駅をつくる、その佐野東まちづくりと

いうのは、駅をつくるだけ、体育館ができる、そういうふうなことも必要なんですけれども、

やはりその街を、西の玄関口をどうしていくかというところに私は自分がＪＲ特別委員会のま

ちづくりの副委員長もさせていただいておりますけれども、やはり駅をつくるためには、やは

り道路計画が一番大事だと思っておりますので、そういうふうな基本計画の中にですね、道路

の件につきましてはくれぐれも計画の中にまずは道路の計画をどういうふうにされるのか、し

ていただきたいと思っております。 

 私、建設経済常任委員会の視察に１カ月前、11月８日のことでございますけれども、愛知県

春日井市に建設経済常任委員会で、ＪＲ勝川駅の整備総合事業に行政視察に参りました。やは

り、春日井市は、やはり太宰府と一緒で、西部の地域の拠点地区として位置づけられておられ

て、やはり春日井市の西の玄関づくりをされておりました。ずっと話を聞くときにですね、や

はり６つの基本方針をつくられてですね、それで着々と進んでおりました。今はもう魅力ある

町に変身して、居住空間とかマンションができていまして、そして駅前の近くには駐車場を利

用して、それを駐車場を貸しているのですよね。マンションができ、人が住めばやはり車も駐

車場も要りますので、そうした高架を利用して駐車場にされていたことを本当に実感、駅がで

きれば街ができるんだなというのをですね、実感させていただきました。 

 次にですね、ＪＲの駅、（仮称）ＪＲ太宰府駅のことにつきましてはちょっとわかりまし

た。体育館について、ちょっと私の意見をまとめさせていただいて、お聞きしたいんですけれ

ども、同じエリア内に先に建つ総合体育館については、太宰府市には整備が整った総合体育館

というのは一つもないと私は思っております。 

 スポーツというのは、する人ばっかりのスポーツではなくて、観客席が整備されて、見る人

のスポーツも必要だと思っております。この前、11月30日に、太宰府小学校の140周年の記念

式典に出席しましたけれども、最後に記念コンサートがありまして、筑紫台高校の吹奏楽部の

演奏で記念式典が行われたんですけれども、子どもたち580名の方がその記念式典の音楽を聞

かれました。高校生の演奏を聞いて子どもたちが、音楽に関心持った子がたくさんいたと思う

んですよね。私も感動しました。 

 それで、スポーツも同じで、そういうふうに立派な体育館ができて観客席が見れる体育館が

できれば、そういった子どもたちが大きくなって、そういうふうなスポーツをしたいとか、体

が不自由な方は自分はできないけれども見るだけでも自分に元気つけられるんだとか、そうい

うふうな体育館をつくっていただけるということで、私は体育館のほうを賛成したわけでござ

います。 

 例えばですね、太宰府東小学校のわくわく発表会というのが毎年行われているのですけれど

も、生徒さんが316人で、そこに保護者、家族の方がついてくれば、３人ついてくれば、おじ

いちゃん、おばあちゃんもついてきたとして、948名ほどになるわけですね。そしたら、３学
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年ごとに保護者が入れかえているのですよ。今、プラム・カルコアは、中央公民館ですね、そ

こで保護者が交代しなきゃいけないのですね。 

 そういったことも、結局リスクの解消というんですかね、そういったこともできると思う

し、太宰府吹奏楽団も、クリスマスコンサートが今年12月22日に２回ほどあります。毎年あっ

ています。あれも１回で済むわけですよ。だから、そういった利用者が、今の既存している体

育館は本当に総合体育館と私は思っておりません。それで、ほかにもやっぱり財政が非常に厳

しいときになぜこんな総合体育館を建設するのかというような声もあっておりますけれども、

私は、今子育てとか介護、福祉に投入するべきという声も上がっておりますけれども、それも

大事なことです。でも、10年先の財源を考えると、高齢者も進み、大幅にですね、増収も見込

めないと思います。だからですね、今ある規模の大きなですね、整った体育館を建てることで

維持費の一部を確保するとともに、佐野東まちづくりとあわせて将来増収をしていただきたい

と思っておりますけれども、副市長でよろしいですかね、お聞きしたいと思います。市長、よ

ろしいですか。私、そういうふうに考えておりますけれども、いかがですか。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 佐野西の、東のまちづくりあるいはＪＲ太宰府駅のありようについて、そし

て福祉等の発言がございました。 

 今ご指摘、お話がされたとおりでありまして、私はこのＪＲ太宰府駅等々については、全国

のダイヤに、ＪＲのダイヤに、太宰府駅が載るということ、また駅ができるということ、これ

は今の1,300年、1,350年、あるいは100年後も誇りに思えるような、そういった太宰府を目指

しております。 

 この周辺景観は、恐らく4,000年も5,000年も太宰府市にありましてはこの様相は一つも変わ

らないと思います。この美しい景観を送っていくこと、後世に送っていくことができると思い

ます。 

 天満宮もまた4,000年も5,000年も恐らく続くだろうと。九州国立博物館も同様でございま

す。また、市内には特別史跡と言われる大宰府政庁跡、水城跡、そして大野城跡等々がござい

ます。これは日本あるいは世界に誇るべき文化遺産、歴史文化遺産を有しておる市でございま

す。 

 唯一全国の中においても、このような市はないというふうに思っております。そこを中心に

考えるならば、時間がかかったとしても、ＪＲ太宰府駅の設置あるいはそれを含めた形でのま

ちづくりの必要性は、私はこれは当然消えるべき問題ではないと。課題の追及を行っていく必

要があると。そして、ＪＲ太宰府駅に外国の方あるいは九州各県から来られた方々がそこの駅

におりられ、そしてガイダンス的な形、ジオラマ的な形、太宰府全体がわかるような、どこに

どういうふうに行けば自分の目指すところに行けるというふうなこと。そういったことがわか

るような、そういったまちづくりを含めて行っていく必要があるというふうに思います。 

 それから同時に、西鉄二日市駅も同様に考えておるところでございます。今、客館跡が出て
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おります。これも大宰府政庁跡の鴻臚館的な、要人が来られた場合にそこに宿泊し、そして奈

良のほうにお連れすると、行かれるというようなこと。あるいは、単独でここだけで客館跡だ

けで用事が終わり、そして帰られるというふうなことも1,350年にはあったわけでございま

す。そこに客館跡が出ております。西鉄操車場跡。これもまた、国の歴史から見ても、あるい

は特別史跡的な形に恐らく、今文化庁で協議中でございますけれども、その方向になるという

ふうに思っております。また、その取り組みをしておるところでございます。 

 そういった中で、この西鉄西の駅前についても、太宰府駅と同じようなジオラマ的あるいは

ガイダンス的な形、太宰府の玄関口として、それぞれの玄関口として機能を果たすように、そ

ういったまちづくりを計画しておりますし、実現に向けて一つ一つ積み上げていきたいという

ふうに思っております。 

 もちろん、福祉の問題、大事です。これも議会の中でお話ししましたように、今、筑紫地

区、都市圏の中におきましても、福祉、教育の問題、諸施策についてはよその市町村に劣るこ

とはありません。全て同一条件の中で今行っております。遜色がないというふうに思っており

ます。 

 基本的には、この福祉の問題あるいは教育の問題は、国あるいは県のお仕事でございます。

それを私どもは補完する意味におきまして、できる限りの努力をしておるということをここで

お話し、説明をしておきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） 市長、ありがとうございました。 

 最後になりましたけれども、体育館の内容につきましてですね、再度要望としておきたいの

が、とにかくエレベーターだけではなくてですね、スロープの設置を要望して、私の一般質問

を終わりたいと思っておりますので、ありがとうございました。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員の一般質問は終わりました。 

 次に、７番藤井雅之議員の一般質問を許可します。 

              〔７番 藤井雅之議員 登壇〕 

○７番（藤井雅之議員） ただいま議長から発言の許可をいただきました。通告書に記載しており

ます国民健康保険税について３点伺います。 

 まず、上限額の引き上げについて伺います。 

 厚生労働省は、国民健康保険の上限負担の限度額を現在の65万円から２万円引き上げ67万円

にする案をまとめ、諮問機関である社会保障審議会の部会に示すと報道が2013年11月７日付の

西日本新聞で報道されています。 

 今回の対応は、政府が国会に提出をした社会保障制度改革に関するプログラム法案に明記さ

れたもので、国保だけでなく、国保に加入する40歳から64歳の方がまとめて国保におさめてお

られる介護保険の保険料も現行から引き上げられます。さらに、75歳以上の高齢者が加入する
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後期高齢者医療制度においても上限額の引き上げが行われる方針が示されておりますが、現段

階において、これらの対応について、太宰府市はどのような形でタイムスケジュール等を進め

ていくのか、また対象となる方の人数はどれぐらいになるのか、お聞かせください。 

 次に、平成26年度の国保の運営について伺います。 

 この２点目につきましては、国民健康保険事業特別会計の予算編成という点を中心に伺わせ

ていただきます。 

 ９月議会の決算審査の特別委員会でも、審査資料で要求をし対応していただきましたが、過

去３カ年分の繰上充用の金額を出していただきました。繰上充用とは、当年度に入ってくる保

険税を使って前年度の赤字だった場合、穴埋めをする形ですが、こういった財政運営が当年度

の収入を食い潰す形となり、当年度の国保事業に影響が出ないのか、懸念しておりますが、現

在の認識をお聞かせください。 

 ９月議会の決算の審査の際に、担当課長は、保険給付費は非常に伸びている中、社会情勢等

を反映して保険税のベースとなる所得が伸びていないということを述べられておられます。 

 太宰府市の国民健康保険税の収納率を見ても、９月議会の決算審査の際に配付をされた事務

報告書62ページには、現年分においては93.97％と高い状況です。このことからも、国民健康

保険事業特別会計の運営のあり方として、一般会計からの法定外の繰り入れを実施するべきと

きに来ているのではないでしょうか。 

 この後質問する３点目にも関連いたしますが、新たな枠組みで運営が行われる際に、現在の

状況を清算した上で移行する形になると思いますが、その際に一般会計から一括して財政を投

入するよりも、今から計画的に対応していく、そういったときが来ていると考えますが、見解

を伺います。 

 ３点目に、新しい単位での国保運営について、広域化への対応について伺います。 

 今年４月に、福岡県は既に策定していた福岡県市町村国保広域化支援方針を改定しました。

国会に提出されていた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律、

いわゆるプログラム法案では、国保の運営主体を現在の市町村から都道府県に移すことなどが

盛り込まれていますが、国保の加入者の方にとっては、近くの市役所から実施の機関が県など

の広い範囲に移行すれば、相談等の対応など利便性においても著しい低下が懸念されることに

なると思いますが、広域化において国保に加入されておられる方の不安解消の手だてはどのよ

うに考えておられるのか、現状の対策をお示しください。 

 再質問については発言席で行わせていただきます。 

○議長（橋本 健議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中島俊二） １項目めの厚労省が示しました来年度からの上限額の引き上げにつ

いてですが、まず国民健康保険税は、国保被保険者の医療費などに充てられる医療保険分、後

期高齢者医療制度の医療費を支援するための後期高齢者支援金等分及び40歳から64歳の介護保

険制度の第２号被保険者保険料に充てられる介護納付金の３つで構成されております。 
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 それぞれの年額賦課限度額は、現在は、医療保険分は51万円、後期高齢者支援金等分は14万

円、介護納付金分は12万円の合計77万円となっております。国民健康保険被保険者の高齢者の

増加、医療技術の高度化等による医療費の増加に加え、近年、全国的な後期高齢者医療費及び

介護給付費の増加に伴い、医療保険者が社会保険診療報酬支払基金へ納付する後期高齢者支援

金等及び介護納付金が大きく伸び、国保財政悪化の要因となっております。 

 ご質問の賦課限度額の引き上げについてですが、現在、国において、医療保険分は据え置

き、後期高齢者支援金等分は14万円を２万円引き上げ16万円に、介護納付金分は12万円を２万

円引き上げ14万円に、合計81万円とする方向で検討がなされております。今後、平成26年度税

制改正大綱の閣議決定、地方税法等の改正等を経て、本市国民健康保険税条例の改正が必要と

なってまいります。なお、本市国民健康保険で、この対象となる世帯数は、現時点で、国保総

世帯数1万243世帯のうち、後期高齢者支援金等分は200世帯、介護納付金分は101世帯となって

おります。 

 次に、２項目めの来年度の国保運営についてですが、これまでも医療費の適正化等の適正運

営に向けた取り組みを進めておりますが、高齢者や非正規雇用者あるいは無職の方などの低所

得者が多いなどの構造的問題から、赤字決算となり、繰上充用を行っている状況でございま

す。 

 今後も、国民健康保険事業の適正運営のために、資格適用の適正化、レセプト点検、ジェネ

リック医薬品の促進等の医療費適正化に努めつつ、特定健診・特定保健指導の取り組み強化に

加え、文化、スポーツを含む健康づくり事業を全庁的に進め、医療費の伸びの抑制につながる

よう取り組んでまいります。 

 当該年度の事業に影響を及ぼすようなことがないのかというご質問でございますけれども、

保険給付を初め、特定健診などの保健事業等につきましても、適切な予算計上を行いまして、

適正な国保運営を行ってまいります。また、今後、国民健康保険に対する国の財政支援の拡充

及び国民健康保険の財政上の構造的な問題を解決することとした上で、国民健康保険の運営に

ついては、財政運営を都道府県が担うことが予定されておりますことから、財政支援拡充の動

向を十分注視しながら、その影響を勘案しながら、法定外繰り入れについては、時期も含めて

判断していく必要があると考えております。 

 次に、３項目めの新しい単位での国保運営の対応についてですが、国保の広域化に関しまし

ては、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律、いわゆるプログ

ラム法案で、財政運営は都道府県が担うことを基本とし、保険料の賦課徴収、保健事業の実施

等に関する市町村の積極的な役割が果たされるよう措置を講ずることとされております。 

 今後、国と地方の協議等を経て、それぞれがどう役割分担するか、はっきりしてくるものと

考えております。懸念されているような相談等の対応につきましては、利便性の著しい低下が

ないような配慮がなされるものと考えておりますけれども、どのような役割分担となるのか、

その動向に注視しながら、必要に応じて、市町村の役割が十分果たせるよう、県、市長会等を
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通じ、国に要望してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ７番藤井雅之議員。 

○７番（藤井雅之議員） (1)から(3)、ちょっと幾つか順を追って再質問をさせていただきたいと

思いますが、まずこれは全体的に１から３に全体の部分にかかわることですので、まず健康福

祉部長にお伺いしたいのは、６年前、私が議員になったときにちょうど部長は国保の係長でお

られて、今日、健康福祉部長として国保のことを議論できるのも、何か時がたつのは早いなと

思いながら、今回答を聞いていたのですけれども、国保の部分について、部長の認識としては

国保というのはそもそも運営のあり方として社会保障の一環として運営されているものとお考

えなのか、それとも別の意味合いを持つものとして考えておられるのか。まず、その基本的な

認識のところをお聞かせください。 

○議長（橋本 健議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中島俊二） 私の認識としましては、国民皆保険制度、国民皆年金制度というの

がございますけれども、国民健康保険といいますのは、昔はですね、第１次産業の農業者の方

とかですね、自営業の方が主に入ってありましたけれども、現在では、お仕事をおやめになっ

てですね、加入してある方が多くなっております。そういう面ではですね、最後のとりでと言

われますこの保険制度を社会保障制度としてぜひ維持をしていかなくてはいけないというふう

に認識しております。 

○議長（橋本 健議員） ７番藤井雅之議員。 

○７番（藤井雅之議員） その答弁を聞いて安心いたしました。国保法の第１条の中にも、この法

律は国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与する

ことを目的とするということが冒頭の入り口に書いてありますので、今後、これは新たな枠組

みですね、県単位の部分に行くことになったとしても、当面市町村で担っていく間はその社会

保障の一環として当然運営を太宰府市ではされていくということは今の答弁で認識をいたしま

したが、じゃあまずその限度額のこの引き上げの部分は今後３月議会には一定の形で出てくる

のか、それとも年度を超えて６月あるいは専決という形でまた提案されてくるのか、現状の見

通しはどうなりそうなのかということを、現状の見通しで結構ですのでお聞かせください。 

○議長（橋本 健議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中島俊二） はっきりしたスケジュールは決まっておりませんけれども、これま

でのですね、国の税制改正につきまして、平成25年の例でいきますと、年明けてですね、月末

ぐらいに税制改正大綱が閣議決定されまして、その後、概要が把握でき、実際の地方税法の一

部を改正する法律が成立するのは３月末になる予定でございます。 

 ですから、前回の例でいいますと、３月議会の最終日に内容説明、そして専決ということに

なるんではなかろうかというふうに考えております。 

○議長（橋本 健議員） ７番藤井雅之議員。 
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○７番（藤井雅之議員） わかりました。 

 それとあわせて、今対象となる世帯、現状の国が示している部分でのとおりいけばこれだけ

太宰府市ではという具体的な数字もありましたけれども、あわせて国保税ですね、その算定に

当たって、今資産割というような、そういった算定のあり方の部分も、これは算定している自

治体、していない自治体と対応が分かれているようなところがあると思いますが、この資産割

についての対応は太宰府市としてはどのようにされておくのか。ここまであわせて答弁をお願

いします。 

○議長（橋本 健議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中島俊二） おっしゃいますように、４方式というのがございますけれども、本

市におきましては３方式で行っております。資産割につきましては、全国的にそれほどないと

いうふうに認識しております。ですから、このまま３方式で考えております。 

○議長（橋本 健議員） ７番藤井雅之議員。 

○７番（藤井雅之議員） わかりました。それでは、(1)の部分は、また何か情報がありましたら

３月議会までにも当然１月、２月と議員協議会もありますので、そのときに何か示していただ

けるものがありましたら、出していただきたいということを要望しておきます。 

 それで、(2)のところの国保財政のところに話を持っていきたいと思うんですが、医療費の

適正なそういった繰上充用が及ぼす影響ですね、国保の事業の中でいろいろ特別今繰上充用で

対応はしているけれども、当年度の事業には影響が出ていないというような、そういうふうな

答弁と理解しますが、ただ３カ年の繰上充用の推移を見ると増えていっているんですけれど

も、本当に影響がないというふうにお考えですか。 

○議長（橋本 健議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中島俊二） 予算編成におきましては、特に影響は出てないというふうに考えて

います。といいますのは、例えばですね、保険給付は当然のことですけれども、任意給付であ

ります葬祭費の、葬祭費は違いますね、済いません、針きゅう助成とかですね、そういった任

意給付を行っておりますけれども、そういったものも全て継続して行っておりますので、確か

に当該年度の赤字というのはですね、私自身も気にはなりますけれども、予算編成に当たって

はですね、特に影響はないというふうに考えております。 

○議長（橋本 健議員） ７番藤井雅之議員。 

○７番（藤井雅之議員） それで、これは健康福祉部長、今、法定外の繰り入れのところにも話は

移るんですけれども、先ほども時期も含めて判断をしたいというような法定外の繰り入れにつ

いては答弁がありましたけれども、当然、今市役所の中では各予算編成の行われている最中だ

と思います。当然、課長さんのところで査定するもの、部長のところで査定するものというよ

うなところで、最後、副市長、市長というような流れで、予算が来年度の部分決まっていくと

思うんですけれども、健康福祉部長の認識としては、じゃあ平成26年度の国保会計の部分で法

定外の繰り入れは今求めると考えておられるのか、求めないと考えておられるのか、その辺の
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ところはいかがでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中島俊二） まず、法定外繰り入れがありますけれども、その前にですね、当然

一般会計からいただいている法定繰り入れというのがございます。それはですね、国保事業を

運営するに当たっての国保に関する職員の給与費とかですね、そういったベースになるものは

一般会計からいただいております。法定外繰り入れにつきましてはですね、例えばその法定外

繰り入れをしますと、それは一般の市民の方の税でですね、補うことになりますので、例えば

国民健康保険の方も国保税を納めつつご自分の市税とかそういったものでですね、補填される

ということになりますので被用者保険も含めまして二重払いになるということがありますの

で、その辺は慎重に考えていきたいというふうに考えております。 

○議長（橋本 健議員） ７番藤井雅之議員。 

○７番（藤井雅之議員） 国保の二重払いというのはよく執行部が言われる一つの答弁の中の常套

手段といいますかね、というようなところだなというのは思うのですけれども、これは私過

去、これは後で質問しますが、副市長と一回議論したことがありますが、その国保の負担の部

分ですね、要は一般の会社等で社会保険に入っておられる方の税金を使って国保の部分を補填

するというようなことですけれども、社会保険に入っておられる方というのは労使折半という

形で社会保険料、その保険の部分が負担されていますよね。要は、使用者が半分は払ってい

る。だけれども、国保に入っておられる国保の方というのは、そういった国保の加入者が全部

払っているわけですよ、保険税の部分が。 

 だから、その今の健康福祉部長の答弁といいますかね、その論法というのは一方では何かち

ょっと認識が違うんじゃないかなというような、私は気がするのですけれども、いや、それは

私のほうが間違いだと言われればそこは指摘していただければ結構ですし、そういった部分の

お考えというのは、もう少し。 

○議長（橋本 健議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中島俊二） 済いません。説明不足で申しわけありません。当然、この国保事業

を行うに当たりまして、国、県からですね、補助金とか調整交付金とかですね、そういったも

のがありますので、議員がおっしゃるような事業主負担というのはですね、その辺でカバーさ

れているのではなかろうかというふうに認識しております。 

○議長（橋本 健議員） ７番藤井雅之議員。 

○７番（藤井雅之議員） その上でも出ている数字を見ますと、ただ国保における国保とか協会け

んぽとか組合健保とかいろいろそういった保険の枠組みがありますけれども、それでも国保に

おける保険料負担というのは2011年度の資料を見ましても、国保が9.7％に対して組合健保は

５％、これは所得に占める１人当たりの割合の数字でありますけれども、そういったような数

字も出ておりますので、やはり国保に、これは答弁でもありましたけれども、加入しておられ

る方の所得に対して国保の負担額というのが決して今容易に払えるというようなですね、そう
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いうような状況には私はなっていないんじゃないかなというふうにも思いますし、ただ太宰府

市の場合、収納の状況を見ても93.97％というのは当然一定の努力をされて、これは私は高い

水準であるというふうに思っています。 

 要は、払える人というのはきちんと払った上で、そういった市も徴収をされるという努力を

された上での数字になっておられますから、残りのもうここに入っていない、要は払えていな

いというような国保の税を払うのが難しいという方は、恐らく私はこの収納率で見る限りはも

う本当に困っておられるといいますかね、負担が重たいと感じておられる方なんじゃないかな

というふうにも思ったりもするのですけれども、これで新たな当然これ枠といいますか、広域

化の今後運営になっていくということで、やはりその国保の部分の法定外の繰り入れというの

は過去副市長にも議論した中で、副市長も今部長と言われたように、時期を含めて判断したい

というような答弁をいただいたのを覚えておりますけれども、私はそういった新しい広域化へ

の枠組みという部分が入ってくる具体的なタイムスケジュールももう見えてきたときですね。

だから、国保の法定外の繰り入れも判断するときというのは、私はもう来ていると思います

し、それこそ今時節のはやりの言葉を言わせていただければ、いつ判断するの、今でしょとい

うふうに私は考えるのですけれども、これは過去議論した副市長の見解をお聞かせいただきた

いと思います。 

○議長（橋本 健議員） 副市長。 

○副市長（平島鉄信） この赤字の原因はですね、やはり高齢者の支援金がもとになっているとい

うふうに思っております。平成18年度からですかね、平成20年度から後期支援制度が始まりま

して、そのときに太宰府市は特に高齢者、65歳、特に筑紫地区でも高齢者、65歳以上の高齢化

率というのは高うございます。その人たちはほとんどが会社を勤めを終えられて国民健康保険

に入られているような方が多うございます。そのほかの市町村は、割と市町はですね、割とこ

れが少ないほうな形でございます。 

 国民健康保険税というのは、先ほど説明しましたように、皆さんは一つの税金だろうと思っ

てありますが、本来ですと医療にかかる部分、皆さんがお医者にかかる部分、それから高齢者

に対する支援、介護に対する支援金という３段階で分かれていまして、それぞれ収支計算を見

てみますと、やはり少し収支が足らないなという部分あるいは収支が全然とれてない部分とか

というふうなことがわかってきております。 

 本来ですと、太宰府市は高齢者が多うございますので、介護保険料の金額は高くなければな

らないのに、なかなか上げれない。これは、なぜかといいますと、先ほど言いましたように、

簡単に一般会計から繰り入れすると、常套手段とおっしゃっていますけれども、どうにかして

くれるんだというような担当の部署、徴収においても、あるいは給付するにおいても、緊張感

がなくなるんではないかなと思っています。 

 筑紫地区で、今参考にしているのは６億円ぐらい一般会計から１年間に繰り入れしたところ

もあります。平成20年度では、３億円しているところもあります。私ども、今のところ6億
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6,000万円ですけれども、そんなふうに安易にすると、安易になるじゃないかというようなこ

とも思っておりまして、最大限の努力をしていただこうというように思っています。 

 目標は、今のところ、年度はかわりますけれども、平成28年度ぐらいに県等で一括するとい

うことになります。そうしますと、保険料をみずから給付と保険料というのが出てきますの

で、あるところでは一般会計から多額の繰り入れを今しています。我々はできるだけ保険制度

を続けようということで、努力で頑張っていこうということでやっています。そうしますと、

筑紫地区の皆さんはですね、太宰府市は上げますと、保険料上げますと、高いじゃないかと。

たしかよその市町村は一般会計から繰り入れていますから安いじゃないかということをおっし

ゃるわけですね。実際はそうじゃなくて、自分たちの税金で補填をしているというのは変わら

ないんですよ。保険者だけが高い安いということであって、一般全体からいいますと、やはり

その保険料というのは皆さんの税金で賄っているということになります。 

 いずれにしても、今大体のこの介護保険の清算が２年後にしますので、それを見てみます

と、やっと今のところ１年度の、１年間の収支バランスが約1億6,000万円ぐらいかなというふ

うにやっと確定しました。それ以前は２億円も赤字だったり、9,000万円も黒字になったり、

いろいろしておりましたけれども、この1億6,000万円については、やはり保険料で賄うべきな

のか、あるいはそこに一般会計からの幾らかの状況判断をして入れるのか、それは私どもも徴

収を私したことがありますが、本当に低所得者に対しての保険料というのはかなりのウエート

を占めるということは私も知っております。一生懸命に払っていただいていることも知ってい

ます。 

 そういうことも含めましてですね、もうそろそろその判断をする時期にいよいよ来ているの

かなと、特に平成28年度までにはやはりゼロにして、やはり加入をしなければいけないという

ふうに思っておりますので、それを見詰めながら、ここ二、三年のうちに判断をして繰り入れ

をしていく。一度にできませんから、その辺は今のところ私どもは財政調整基金でその分を含

めながら補填できるような積み上げを今行っているところでございまして、財政負担が一度に

ないような形では考えて判断をしようと。そういうことで思っておるところでございます。 

○議長（橋本 健議員） ７番藤井雅之議員。 

○７番（藤井雅之議員） その平成28年度に向けての判断のところがまだ、いずれはされるという

ような回答ではあるかなと思いますけれども、例えば財政のところでも、部分から少し話をさ

せていただければ、午前中、芦刈議員のほうからは、市の財政、一般会計の収支の状況、起債

に対する利息の金額、３億円というような発言も出ておりましたが、私は例えば当年度の事業

の中でもですね、今年度は支払いが発生するけれども、来年度はそれが発生しないというよう

な、そういった部分もあるかというふうに思います。 

 その一つが筑慈苑に加入する際に負担しておりました加入負担金の支払いが今年度で終わる

と。来年度からはもう支払わなくてよくなるというような、当然構成市の負担金は引き続き払

わないといけませんが、筑慈苑に加入する際に分割して払っていた負担金の支払いがちょうど
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今年度で終わるということで、そういった部分ではこれが、ちょっと済いません、正確な数字

がちょっと出ておりませんが、４億円近くの部分がまだ今まで毎年払ってきた分がこれで払わ

なくてよくなるという部分では、そういった部分も財政の部分として一つ使えるあり方として

あるのかなというふうには私はこれは考えますので、この部分は検討していただきたいという

ふうに思います。 

 それと、もうちょっとあと３項目め、基本的なところの認識をお聞きして、伺い、終わらせ

ていただきたいと思いますが、３項目めのこれから具体的にじゃあ新たな単位になったとき

に、国保に加入しておられる方が不便にならないようにというのは引き続き意見、対応を上げ

ていただきたいということは、これは要望しておきます。 

 それで、やはり一年最後の私も質問ですので、これは先ほど副市長に答えていただいて、今

度は市長にお伺いしたいと思いますが、私、市長のまにまに日記を見ておりましたら、市長

が、私知らなかったんですけれども、今年度、国保連合会の理事長にご就任されたという、ま

にまに日記見まして、ご就任おめでとうございます。 

 それで、早速東京への陳情等にも行かれたというような日記を見させていただきましたが、

やはりこの国保の部分としては、今市長も答弁でもありましたけれども、国や県の部分を市町

村が補完して行っているという部分に鑑みて言うならば、私はこれは過去議会でも申し上げて

きました国庫補助金、国保に対する国庫補助金が減らされ続けてきているという部分ですね。

これは、やはり改めていく必要があるのではないかと。どういう新しい広域化に向けての単位

になっていくに従って清算が必要になってくるにしても、やはり国の補助金はきちんと市町村

に対して増やしていくべきじゃないかというふうに考えを持っておりますし、これはさきの９

月議会でも地方財政充実を求める意見書というのを全会一致で議会からも上げさせていただき

ましたけれども、その中の一文にですね、国保会計への補助を増やせというような要望も一言

盛り込ませて、太宰府市議会としては全会一致で盛り込ませて関係機関に提出をさせていただ

いております。 

 まさに、この部分では国保会計の補助の増額というのは、議会も市長も執行部サイドも先頭

に立って両輪となってやっていける部分であるというふうに私は考えますけれども、市長の見

解を最後お聞きしまして、一般質問を終わらせていただきたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 今、国におきましては、社会保障制度改革国民会議の中での結論、報告書も

平成25年８月６日に出ておるところでございます。その中に、70歳以上の医療費の２割負担が

かかるということ、あるいは国民健康保険の運営主体を市町村から都道府県に移行すること、

市の経営的な形で見てみますと、今、担当部長あるいは福祉部長のほうから回答いたしました

国保の経営、これは本当に厳しい状況があります。そして、昭和35年、皆保険制度になって以

降、本当に制度疲労はあるというふうに言えるのが今の国保の現状ではないかなというふうに

思います。 
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 地域によって高齢化率が違う、若い人たちが多く集まっている自治体、あるいは過疎的な形

の中で高齢者60％超えておるところと、日本全体に見ればいろんな形態があるわけでございま

す。私は、福祉保障、社会保障等については、北海道から沖縄まであるいは津々浦々、教育問

題もそうですけれども、ひとしく国民に享受しなければならない。ひとしく享受することが基

本であるというふうに私は思っております。 

 この国保等についても、お金の有無によって医療が受けられる受けられない、これもあって

はいけないというふうに思っておるところでございます。 

 そういった平準化、経営の平準化する上においても、もっと国において今考えられておりま

す県レベルでもって保険者となり、そして市町村が応分の役割、汗を流していくと。こういっ

た姿が今からの保険制度等について、社会保障制度についても必要だというふうに思っておる

ところでございます。 

 今、国保の繰り入れ、法定外繰り入れ等の問題もあっております。私は、市民の皆さん方に

も、あるいは被保険者の皆さん方にも、この経営状態を目で見える形でもって行う、赤字であ

れば赤字、どこに問題があるのかというようなことをやはり分析をし、そして今、福岡県市長

会あるいは九州市長会、全国市長会に、市長会の立場からも陳情訴えを起こしていったからこ

そ、この社会保障制度改革国民会議の中でやはり手をつけられ、そして方向性がやがて示され

ておるというような状況があるというふうに思っております。 

 私は、この法定外繰り上げ等々についても、副市長が言いましたように、集結の平成28年に

なります、一元化される際においては清算の必要性があるというように思っております。その

分については、積み上げ、財政基金等の措置の中に繰り入れながら、積み入れしながら、その

措置等については市に負担をかけないように、あるいは被保険者に負担をかけないような形で

もって行っていきたいと。 

 ただ、今上限の最高限度額の問題等々についても、これは国の制度として今も動いておりま

す。太宰府市だけがそれを行わないというようなことであれば、その赤字幅がさらに大きくな

るというような形があります。したがって、いろんな課税の方法等はありますけれども、従来

から３方式でもって、資産税は加えておりませんけれども、やはり経営的には万全の経営に近

い形を努力しなければならないというふうに思っておるところでございます。 

○議長（橋本 健議員） これで７番藤井雅之議員の一般質問は終わりました。 

 ここで14時25分まで休憩します。 

              休憩 午後２時08分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後２時25分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ９番後藤晴議員の一般質問を許可します。 

              〔９番 後藤晴議員 登壇〕 
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○９番（後藤晴議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告に従い、

質問させていただきます。 

 まず、１件目の公共施設等の利用に係る相互扶助精神の醸成についてお伺いします。 

 本市においては、公共の施設は数多く設置され、それぞれの目的を持って管理運営をされて

いますが、最近よく耳にすることの一例を挙げてみますと、あの施設は若い人が利用するだけ

で我々高齢者は利用することがない、たくさんの税金を使っているけれどもあの施設は不要だ

とか、片や逆に、あの施設は高齢者向けで我々は使えないとか、あの施設は子育て世代しか利

用されないのに貴重な税金を使って不公平だとか、言ってみれば切りがないほどです。 

 もちろん、ごく一部の人だと思います。また、そのようなことを意図的に吹き込む人はいな

いと信じますが、ある意味相互扶助の精神に反したお考えの人がおられるのが現実です。 

 それぞれの施設は、人々の人生の中で、ある時期絶対的に必要な施設であるにもかかわら

ず、お互いさまの認識が薄れてしまい、自己中心的な考えのもとでこのような発言になってい

ると思われます。 

 全ての施設においては、利用する人がたとえ自分でなくとも、必要な人には大切な施設だと

いうことを理解する相互扶助の精神を持つことは地域に住む人として重要なルールの一つだと

考えます。このことは決して箱物だけではなく、健康保険や税金などにも広く言えることで

す。 

 幸いにして、健康保険や税金の本質と負担については多くの市民から理解を得られていると

思われますが、予算執行において箱物には敏感に反応する傾向にあるのは全国どこでも同じで

あろうと思います。 

 必要な施設には必要な投資をしても無駄ではないという基本的なこと、また需要度が高い施

設においては、複数の建設、設置も必要だということ、このことは市民のほとんどの方が理解

されているはずです。 

 しかし、その中でひょっこり顔を出してくるのが、自分は利用しない、同じような施設は幾

つも要らないという自己中心型の考えです。 

 そこでお尋ねいたしますが、この考え方を払拭すべく、市民の誰かが必要な施設という理解

を持っていただけるような相互扶助に関する市民の醸成施策が必要だと思いますが、いかがで

しょうか。市長のお考えをお伺いします。 

 次に、２件目の社会体育施設の整備についてお伺いします。 

 主にグラウンドの整備に関してですが、まず松川運動公園のバックネット、ベンチ、ネット

フェンス、備品倉庫と立派なものを設置していただき、心から感謝申し上げます。念願のグラ

ウンドがまた１つ増え、関係者一同大変喜んでいます。 

 ところが、１つだけ水はけの問題があります。一たび雨が降れば透水での排水はほとんど難

しく、当日のグラウンドは使用不可能となり、翌日もぬかるみが残ってしまいます。 

 国士舘開校のときは、地下の排水施工も機能をし、そのような問題はありませんでしたが、
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恐らく網型の排水溝が長年の使用により土砂が詰まってしまい、効果を発揮しなくなったので

はないかと思われます。 

 せっかく立派なグラウンドができていますので、改良の必要があるように思いますが、いか

がお考えでしょうか、お伺いいたします。 

 また、大佐野スポーツ公園の外野後方に草が繁茂している土地があります。ここは、グラウ

ンドとの高低差がなく、ただ単に草が繁茂しているだけで、何も利用されずにもったいないス

ペースです。利用関係者から、ぜひ除草を行って、試合の待ち時間などで、キャッチボールや

ウオーミングアップ場として使用、活用させてほしいとの声があります。 

 私も現地を確認してまいりましたが、費用対効果に照らしても、その効果は大きく、費用は

それほどかからないと思われますので、ぜひ整備していただきたいと思います。執行部のお考

えをお伺いします。 

 次に、３件目の市施設の衛生面についてお伺いします。 

 どこの施設においても、まず利用する頻度が高いのがトイレです。家族で憩える遊具公園

や、運動公園、屋内の各施設などは、いつもきれいに清掃されていますが、時として悪臭がす

るものがあるように思います。 

 最近の話ですが、図書館を頻繁に利用されている市民の方から、いつもきれいに掃除をされ

ているのになぜか悪臭がしてイメージダウンだとお聞きしていましたので、ついでのときに私

も確認してまいりました。 

 確かに、下水の香りがしましたので、職員の方にお聞きしたところ、この件は認識されてい

ました。しかし、建物の地中規模の問題で、簡単には解決が難しいとのことでした。 

 予算の懸念があるかもしれませんが、毎日たくさんの人が利用するものです。一日でも早く

解消していただきたいと思いますが、いかがお考えでしょうか。 

 あわせて、市内各施設のトイレも少なからず悪評がありますので、いま一度点検して、問題

があれば早急に対処していただきたいと思いますが、執行部のお考えをお伺いします。 

 以上３件にわたり一般質問をさせていただきますが、回答は件名ごとにお願いいたします。 

 あとは議員発言席にて再質問をさせていただきます。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（井上保廣） １件目の公共施設等の利用に係る相互扶助精神の醸成についてのご質問にご

回答申し上げます。 

 子育ての世代や障がいのある方あるいは高齢者、子どもたちから大人まで、それぞれ必要と

する施設の機能や目的の違いはございますけれども、いろんな方々がいろんな形で利用できる

ようにすることで、みんなが共有できるような施設整備や運用を図り、多様な価値観あるいは

生き方の違いをお互いが理解できるようにしていきたいと考えているところでございます。 

 このことによりまして、生きがいづくりや健康づくりはもちろんのことでございますけれど

も、市民の相互扶助の精神も自然とそのことによって培われてくるものだと思っております。 
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 なお、詳細につきましては担当部長のほうから回答させます。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 本市におきましては、松川運動公園の開園や体育複合施設の整備、プラ

ム・カルコア太宰府の事業の充実など、市のスポーツや文化に対する環境は大きく変わりつつ

あります。 

 また、現在、市民の方々には、それぞれの目的を持って、自分のライフスタイルに合った形

で施設を利用していただいているところではありますが、これからは、さらに文化、芸術、そ

してスポーツなどの学習活動など、大きく生涯学習という視点を持って、今まで参加する機会

を持てなかった方々にも参加してもらえるような事業を展開していきたいと考えているところ

でございます。 

 多くの方々に利用していただくことによりまして、価値観の違いやそれぞれの生き方を認め

合い、お互いの気持ちを分かち合いながら、さまざまな施設を必要としている人たちがいると

いうことを共有できるようになっていただけると思っております。 

 今回、この大きく変わりつつある状況の変化に対応するため、平成26年４月１日には、市民

の総合的な生きがいづくりと健康増進を図るといった視点をもって組織機構改革を予定してい

るところであり、今後、多くの市民に参加してもらいながら、市民と一体となって元気で生き

生きとした地域づくりを行いたいと考えているところであります。 

 この中で、先ほど市長答弁にもございましたように、生きがいづくりや健康づくりはもちろ

んでございますが、市民の相互扶助の精神も自然と培われていくものではないかと思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ９番後藤晴議員。 

○９番（後藤晴議員） ありがとうございました。今、市長からと部長からの回答をいただきま

したのですけれども、やはり市民の生きがいづくり、スポーツ、文化面、芸術、いろんな面に

関してもそういうふうな面で生きがいづくりをぜひやってほしいと思いまして、そして私がこ

の質問項目を提出する前に、退室した後に、機構改革というものが、教えていただいたのです

けれども、それが何で私、スポーツ課というものが欲しいな、今、生涯学習課ってあるのです

けれども、スポーツ課というものも欲しいなと、私は文化面はちょっと苦手なものですから、

スポーツの面でちょっと思いまして。 

 といいますのが、10月に、延岡にシニアのソフトボール大会に行ったのですね。そのとき

に、スポーツ課ってありまして、スポーツ課長が来賓として挨拶されまして、そしてそこに小

学生、中学生の子どもさんがプラカード持つ、ゲーム中にはグラウンド整備をしていただく、

ファウルボールがあれば球拾いに行っていただく、そしてそれを私たちも見よって感心しまし

て、ありがとうねというお礼をするとにこにこ笑って会釈するんですよね。だから、本当にい

いつながりができているなと思いまして、その担当の方にお話ししますと、質問しますと、い
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や、私たちはいつもこんなことをやっていますよというような簡単な返事が返ってきたんで

す。いいなあって、太宰府でもこういうスポーツ課をつくってほしいなというようなことを一

つ思うと、この前の機構改革で発表があったもんですから、ありがたいなと思いましてです

ね。 

 それに基づきまして、私たち体育協会があるのですけれども、この中でも体育協会から県民

大会に選抜で陸上の選手が出るのですけれども、この方が今度、体育協会に報告がありまし

て、全国の壮年マスターズ大会というものに出場されましてですね、それの50歳から54歳の部

で日本新記録をつくられているのです。10種競技で。２日間の10種競技で日本新記録をつくら

れてですね、それとかソフトボールのオリンピック選手とか、プロ野球の選手とかいろいろ出

られていますよね。今日のお昼休みにちょっと見まして、途中からだったのですけれども、築

女の女性の方の障がい者の方だったと思うのですけれども、世界バドミントン大会で優勝され

ているのですよね。それも、それだけだったらいいのですけれども、やはりそこに太宰府、太

宰府、太宰府ってやはりテレビで放映していただくものですから、やはりそういうスポーツ課

ができたというものは本当にいいことやなと思いまして、それはありがたいことですけれど

も、そういうものに対してでも、いろんな面に対してやはり市民の方に説明して納得していた

だけるようなその課というものを設けていただきたいと思ったのが、本当にスポーツ課の一つ

の考えだったんですよ。 

 それにもちまして、もう今２人から、市長と部長から回答いただきましたので、最後に、

私、今同じような、壇上でしゃべった同じようなことをしゃべらせていただきまして、１項目

めを終わりたいと思います。 

 人は感化されやすい。例えばあなたもあの施設は使わないのに、大きな税金をつぎ込んでい

る。おかしいと思わないかと、短い言葉ですがかなり説得力があると思われます。こんなとき

に、いや、あの施設を必要としている人がたくさんいるのだから、充実させることはいいこと

だというように回答ができるような市民理解が必要であることから、何らかの意識推進を図る

必要があるのではないかと私は思います。 

 何をおいても、施設の目的、意義、必要性を行政は、市民に自信を持って訴えていかなけれ

ばならない。必要とされている人のために、全ては市民のために、相互扶助とは何かをその必

要性を理解してもらうには、一時的ではなく、長く重ねてこそ市民の意識に浸透します。 

 また、自己中心に物事を考えるのではなく、自分には関係しないものであっても、一つ一つ

を自己分析しながら、町規模での考えを持ち、本当にお互いさまの気持ちを大事にするため

に、そして市民のみんなに理解してもらうための施策を行政は推進していき、正しく認識し、

実行していただくことを願い、この質問を終わります。 

 次に、２件目をお願いします。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） 次に、２件目の体育施設の整備について回答いたします。 
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 まず、１項目めの松川運動公園の整備についてでございますけれども、雨が降った後、私も

現地に行って確認をしてきました。ご指摘のとおり、グラウンドの排水設備が機能していない

部分が数カ所ございました。 

 原因といたしましては、国士舘が整備された昭和54年ごろの整備の際に、グラウンドの地下

に埋設された暗渠管が部分的に目詰まりしている状況になっているのではないかというふうに

思われます。 

 当面、応急処置を行いたいというふうに考えております。今後につきましては、その応急処

置の状況を見ながら検討してまいりたいというふうに考えております。 

 次に、２項目めの大佐野スポーツ公園の外野の後方部分について、ご回答申し上げます。 

 このグラウンドの草刈り作業は、年に３回、５月、７月、９月に実施をしております。グラ

ウンド外の除草剤の散布につきましても年に１回実施をしておるところでございます。 

 ホームランゾーンは施錠等もしておりませんので、ウオームアップやランニング、それから

キャッチボールなど、十分活用していただけるものと思っておりますので、現地に掲示板を設

置する等して利用の促進を図ってまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ９番後藤晴議員。 

○９番（後藤晴議員） 今、応急処置って言われましたけれども、この中身をちょっと詳しく教

えてほしいのです。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） 技師にもちょっと相談をしておりますけれども、今すぐ思いつくのは、

少し掘って砂を埋めて当面様子を見るというのがとりあえずすぐ思い浮かぶところでございま

す。今後につきましては、技師と相談しながら、現地を確認して何ができるか検討してまいり

たいというふうに思っております。 

○議長（橋本 健議員） ９番後藤晴議員。 

○９番（後藤晴議員） 今、応急処置のその技師と相談してすき取るということは、あそこのグ

ラウンド全体のことを考えられておるんですか。一部、ポイントポイントというような考えで

すか。どうですか。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） ポイントというふうには考えておりません。水が少したまっているとこ

ろが数カ所ございますので、そこの部分を少し削って砂を入れて、状況を見たいなというふう

には考えております。 

○議長（橋本 健議員） ９番後藤晴議員。 

○９番（後藤晴議員） せっかくしていただけるんだったらですね、それではちょっと何も役に

立たないと私は思うんですよ。私も、前日、雨が降ったときに、次の日にどのくらいたまって

いる、大して雨が降らんかったのですけれども、どのくらいたまっているのかなと思って現地
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を見に行ったのですけれども、そのときにたまたま消防団の訓練もある予定になっていたので

す。 

 そしたら、消防団の方も水がたまっていてどうしようもないからということで、車での市内

パトロールということに切りかえられたのですけれども、それはほんの前日大して降っていな

いのに水たまりがかなりあったのですね。そして、最近は大人のソフトボールの大会もあった

のですけれども、試合があったのですけれども、大して降っていないのに、降り出してしばら

くするともうべちゃべちゃでゲームができないで、途中で中止になったのですけれども、どう

せお金をかけてしていただけるのだったら、部長が今言われましたように、すき取り、これは

私も技術者の方とお話ししたことがあるのですけれども、30㎝ぐらいのすき取りを一旦して、

土がもし真砂土のようなやつだったら一切持ち出しはする必要はないと。違うものと何か混合

すれば、浸透性ができる、もちろん溝を少し掘りますけれども、そういうふうな余り費用がか

からなくてできるよと。その方たちは、福大のテニスコートとか、何かサッカー場とか、そう

いうこともやられている方なのですね。もちろん太宰府の業者の方なのですけれども。それ

は、逆に選手の方が朝降りよるから今日は練習ないだろうと思うと、ちょっと上がるとゲーム

が、練習ができるものだから、逆に選手の方は悔やまれよるぐらいの水の透水性がいい方法だ

そうなんです。 

 だから、思い切ってやられるのだったら、やっていただけるのだったら、もう思い切って全

部を考えられて、ポイントポイントだけじゃなくて、やっていただきたいなと。私の考えはそ

れを思っております。いかがでしょうか。もう一度。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） あそこのグラウンドは、今年の初めに、４月に国士舘から安く譲り受け

まして、なるべく早く一般に開放したいという思いがございましたので、必要最小限の予算で

改修してまいりました。その改修予算も、今大分整備をしておりますから、それがどれぐらい

かかるかどうかというのはちょっとよくわかりませんけれども、具体的には今のご意見等も参

考にしながらですね、どこまで可能かというのは相談しながら、検討をまずさせてください。 

○議長（橋本 健議員） ９番後藤晴議員。 

○９番（後藤晴議員） 今の件はぜひ検討をよろしくお願いいたします。 

 そしてあと、トイレ、水、電気等の設置というか設備というか、それはどのように考えられ

ておるのですか。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） トイレにつきましては、下水道管を下のほうまでするには少し時間がか

かりますので、当面はグラウンドの中央部に１カ所仮設のトイレを置きまして、行く行くは下

水が管が埋設できるような形にしたい、していきたいというふうには考えております。 

 そのときにあわせまして、当然手洗いもそのような管理をしてまいります。 

 当面は仮設でトイレと手洗い場ができるというような形になるとは思います。 
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 現時点で電気設備については、計画はございません。 

○議長（橋本 健議員） ９番後藤晴議員。 

○９番（後藤晴議員） 市の管理でされるのだったら、私たち何十年も前ですけれども、大佐野

のスポーツ公園のときに、あそこは上が調整池になって、火葬場の下の、調整池というものに

なっていて、それをグラウンドにして、あそこにバックネットを建てたときの最初のころです

ね、私たち軟式野球連盟に所属しておったんですけれども、そのときはトイレ水がないから市

としての管理ができないので連盟としての管理をしていただきたいということで指導されたこ

とがあるのですけれども、今またこの考えが変わっておるかもしれませんけれども、やはり

水、そして電気、電気もどうしても必要だと私は思うのですけれども、トイレですね、これは

ぜひ早く解決していただきたいと思いますけれども。 

 そして、もう一つのそれはもう要望しておきます。できるだけ早く、要望しておきます。 

 それと、この前あそこで、グラウンドでゲームをしたのですけれども、立派なバックネット

とネットをつくっていただいているのですけれども、やはりファウルボールが車のほうにかな

り飛んでいったのですよ、ファウルボールが。だから、そこまでの保障というものはないかも

わかりませんけれども、やはり車に傷つくんじゃないかという意見がかなり出てきたのです。

私も飛んでいったのを見たのですけれども。それで、今の費用がかからないような状況で、例

えばポールか何かを建てておいて、ゲームをするときだけネットをつり上げるというかね、高

く持っていくとかという、何かそういう簡素的なものができないかなあと思うのですけれど

も、今の高さだとほとんど出ていくんですよ。ちょっと強い打球が上がり過ぎると、ファウル

ボールですね。それをちょっと一回現地を見ていただいて、課長のほうからもよろしく検討し

ていただきたいと思います。 

 それと、これは将来的ですけれども、せっかく２面のグラウンドが、野球、ソフトボールが

できるようになっていますけれども、あれを外野のフェンスといいますかね、移動式のフェン

スのようなものをもしつくっていただければ、予算ができて、これは将来的な要望なのですけ

れども、いただければ、その間で子どもさんたちが遊ぶことができるのじゃないかなと思うの

ですよ。今の状態では、中でゲームしておれば子どもさんたちが遊ぶことはできませんけれど

も、フェンスを設けていただければ、その外で練習もできますけれども、子どもさんたちの遊

び場もできるのじゃないかと思いますので、それもちょっと検討していただければと思いま

す。 

 そして次、２項目めの大佐野の外野の先なのですけれども、これは私が見る限りは余り草刈

りされているところは一回も見たことないような感じなのですね。そして、これは子どもの指

導されている指導者の方から要望があったのですけれども、私たち大人とかのゲームされてい

るときに、その次の時間に自分たちが借りていると。そこで、そこの待ち時間が少しあります

ので、その外野をちょっと整備していただければ、待って、準備運動とかそういうものができ

ると。 
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 だから、今部長もおっしゃったけれども、草刈り機で一回草刈るだけじゃなく、一回重機だ

とか入れていただいて、ちょっと一回だけ整備していただければ、後、みんなでやっていくの

じゃないかなと思うのですけれども、その考えもちょっと持っとっていただけますか。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） 数日前に、現場を見てきたのですけれども、かなり短く刈り込んであり

ましてですね、十分に使える状況だと私は思いました。時期を見まして、そういうことも視野

に入れて、少し表土を剥いでみるとかということは状況を見ながら検討してまいりたいと思い

ます。 

 いずれにしましても、あそこは数日前見たところは十分にキャッチボール、ランニングがで

きる状況になっておりましたので、十分活用していただきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ９番後藤晴議員。 

○９番（後藤晴議員） 松川公園のほうですけれども、これはちょっと話が戻りますが、北谷運

動公園もちょっと一緒に入れさせていただきたいのですけれども、前回私質問したときに、バ

ックネットとバックネットの下のコンクリート部分にラバーを張っていただけるということを

一応了承いただいていたのですけれども、いつごろ予定されているのかなと思って、それをち

ょっと聞きたいなと思います。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） 毎年、修繕費の予算をある程度確保しておりますけれども、その中で、

大佐野スポーツ公園のバックネットの塗装についてはシーズンオフにやろうというふうに思っ

ています。 

 それと、今言われましたネットのラバーについてはですね、その修繕料の予算の範囲内で検

討させていただきたいというふうに思っております。 

○議長（橋本 健議員） ９番後藤晴議員。 

○９番（後藤晴議員） ありがとうございました。今、そのラバーの件なのですけれども、松川

運動公園のバックネットにラバー張っていただいていますよね。あれなんか立派なラバーを張

っていただいていますので、あれを見るとなおさら早く整備していただきたいなというものは

ありますので、よろしくお願いしておきます。 

 それで、２番は終わります。 

 ３件目、お願いします。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 次に３件目、市施設の衛生面についてご回答させていただきます。 

 現在、ファシリティー・マネジメントの視点により、施設を統括管理する部署として公共施

設整備推進課を本年４月から総務部に位置づけておりますので、私のほうから回答させていた

だきます。 
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 市民図書館は昭和61年に建築された施設であり、既に築27年を経過し、不都合を生じている

箇所も発生してきている状況がございます。 

 ご質問にありますように、トイレにつきましては気温や湿度などの影響により悪臭が不定期

に発生しており、今夏は暑かったために臭いが強かったようでございます。 

 特に男性トイレからのにおいが強く、その解消のため、清掃に当たりまして小便器の尿石取

りや小便器回りのタイル床の目地にしみ込んだ尿汚れの除去などの対応を行いました。その結

果、一時期に比べ、大分悪臭が弱くなっているように感じておりますが、完全に解消されてい

るわけではございませんので、今後、抜本的な原因を究明しまして、対処法を検討してまいり

たいと考えております。 

 次に、市内各所のトイレの点検の対応についてお答えをいたします。 

 市内には、建築物に附属するトイレだけでなく、公園のトイレなど多数が存在しています。

基本的には、行政財産として各所管が管理しており、不都合が出た場合は各管理所管が対処す

ることとしております。 

 今後は、市長もご報告しましたように、ミシュラン・グリーンガイドの二つ星の栄誉に恥じ

ぬよう、職員一同おもてなしの精神で大切にするとともに、トイレを使用する市民や来訪者の

目線で点検を徹底してまいりたいと思っております。ご迷惑かけております。申しわけござい

ません。 

○議長（橋本 健議員） ９番後藤晴議員。 

○９番（後藤晴議員） 部長が言われましたのであれですけれども、実際私も現場を見たのです

けれども、その前に今部長が言われましたように、今年の夏が暑かったために特に異臭がした

かもわかりませんけれども、３人ぐらいから私言われましてですね、おまえ、あの図書館のト

イレへ行ったことあるかと言われまして、何でかなと思うと、あれだけのにおいがするのに、

いろんな苦情はおまえたち知らないのかと言われまして、それから現場を見に行ったのですけ

れども、そのときは、掃除はきれいにされています。本当に掃除はきれいにされています。だ

けれども、今言われましたように、古いものだからああいうふうなどこかの異臭が出てくるの

かなとも思ったのですけれども、それプラスあそこが、すぐトイレの横が皆さんの憩いの場な

のですよね。だから、なおさら近いからそのにおいが来るのかなと思うのですけれども、ひと

つ改修をちょっと急いでいただくとか、検討されて余り費用のかからないようなあれでしてい

ただければと思うのです。 

 例えば換気扇一つでも、逆方向にダクトか何かを逃がして、とりあえず応急処置をしていた

だくとか、あそこの扉をちゃんとしていただくとか、そうしないとあそこが一番皆さん休憩さ

れる場所、本、新聞なんかを読まれる場所、そこの横がトイレなものですから、やはりにおい

がするのは当たり前だなと思うのです。ぜひ改修をしていただきたいのですけれども、いろん

な予算的な都合もあるでしょうから検討していただいて、とりあえず市民の皆様に余り異臭の

においの迷惑がかからないようにお願いをいたしまして、私の質問を終わります。 
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○議長（橋本 健議員） ９番後藤晴議員の一般質問は終わりました。 

 次に、11番渡美穂議員の一般質問を許可します。 

              〔11番 渡美穂議員 登壇〕 

○１１番（渡美穂議員） ただいま議長より許可をいただきましたので、通告に従って２項目に

わたり質問いたします。 

 まず、１項目めは、介護保険制度の改変について市の考え方を伺います。 

 平成27年度を目途に改変される介護保険制度の中で、厚労省からこれまでに示されたもの

は、利用者の負担額の変更、要支援者向けのサービスが予防給付から市町村主催の介護予防、

日常生活支援事業へ移行、特別養護老人ホームの入所者が中・重度へ重点化、デイサービスの

利用対象を縮小、所得が低い高齢者の保険料軽減といった特徴があります。 

 わかりやすく言うと、収入によって利用料が値上げされる人と値下げされる人があり、さま

ざまなサービスの権限が自治体へ移譲され、特別養護老人ホームには介護認定３以上でないと

入れないというような内容です。これらが一度に実施されるわけではなく、一定の経過措置を

とった上での実施ではありますが、自治体によっては、この制度改正に合わせて、市の組織を

強化したり地域包括支援センターの増設を計画するなど、自治体が担うべき責任が大きくなる

ことを予想しているところがあります。 

 本市でも、第６期介護保険事業計画を策定しなければなりませんが、それに当たっては、新

しい制度の課題や懸念材料について問題意識を持っておくべきだと考えます。 

 そこでまずお尋ねしたいのは、この事業計画について、どのような手順と人員で策定される

予定なのか、既に計画がおありでしたらお示しください。 

 ２項目めは、総合体育館建設について、現在の状況などを踏まえた上での市の見解をお伺い

したいと思います。 

 この12月議会に市民から6,478筆の署名を添えて建設反対の陳情が議会へ行われました。こ

のように多くの市民から反対の意見が表明されたのは、少なくとも私が議員になって初めての

ことです。 

 先日の特別委員会の中でも申し上げましたが、春日市では60億円以上の総合体育館を建設さ

れていますが、その入札に当たってわずか一社しか参加がなかったそうです。現在、資材不足

による値段高騰などにより、公共事業への入札参加が少ないため、高い値段で落ちている現状

があります。来年は消費税が８％となり、資材はさらに値上がりします。事業費が大きければ

大きいほど、数％の違いは大変大きな金額になります。例えば予定価格22億円として１％違え

ば2,200万円変わることになります。恐らく来年以降、東京オリンピックのインフラ整備が始

まり、状況はさらに悪化するものと思われます。 

 総合体育館は、あったらいいけれども市民の生命と財産にかかわる絶対に必要なものではな

いと私は思います。現在、市民からのこれだけの反対の声が上がり、入札環境も非常に悪い状

況です。流行語ではありませんが、なぜ今なのでしょうか。 
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 回答は項目ごとにお願いいたします。 

 再質問は議員発言席にて行います。 

○議長（橋本 健議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中島俊二） １件目の介護保険制度の改変に対する市の対応についてご回答いた

します。 

 今回の介護保険制度改正につきましては、団塊の世代が75歳以上になる2025年を見据え、高

齢者や高所得者に経済力に応じた負担を求め、サービスの重点化、効率化を図り、持続可能で

安定的な介護サービスを確保する観点から改正が検討されているものでございます。 

 主な内容としましては、１点目に、要支援者への予防給付によるサービスのうち、訪問介

護・通所介護のみを地域支援事業に移行するというもの、２点目に、低所得者の第１号被保険

者の保険料を軽減するというもの、３点目に、一定以上の所得者の利用者負担１割を２割にす

るというもの、４点目に、特別養護老人ホーム入所者を要介護３以上に限定するなどの改正案

が出されております。 

 これらの改正によりまして、要支援認定者へのサービスの低下、財源の確保、利用者の負担

増、軽度な要介護者への対応などが懸念されるところでございます。 

 しかしながら、要支援者への予防給付につきましては、訪問介護と通所介護サービスは新し

い総合事業として実施し、それ以外は従来どおり予防給付で対応することになりますので、現

在と同様のサービスを受けることができると考えております。 

 また、低所得者への保険料軽減による財源につきましては、現在の給付費の公費負担５割と

別枠に公費が投入される見込みとなっております。 

 利用者負担増につきましては、利用料負担が２倍になるものの、負担額が多い場合は、高額

介護サービス費に該当することで負担の伸びが抑えられることになると考えております。 

 特別養護老人ホーム入所につきましては、要介護３以上に限定される見込みですが、要介護

１、２の軽度の要介護者であっても、在宅での生活が著しく困難であると認められる場合は、

特例的に入所を認めることも検討されておりまして、また入所中の要介護３以上の方が要介護

１、２に改善した場合についても、同様に、特例的に継続入所を認めることができるように検

討されております。 

 これらの改正案につきましては、来年の通常国会に提出され、平成27年度から順次施行予定

となっております。 

 厚生労働省からガイドラインが明示された時点で、法改正に伴うさまざまな課題に対応でき

るよう、本市の第６期介護保険事業計画策定の中で詳細について検討してまいります。 

 なお、事業計画につきましては、平成26年度早々に高齢者の方を対象にニーズ調査を行い、

７名で構成しております介護保険運営協議会のご意見を賜りながら策定してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員。 
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○１１番（渡美穂議員） まず、ちょっと総務部長にお伺いをしたいのですが、先日の総務文教

常任委員会で付託された機構改革に伴う条例改正の議案審議の際、私、今回この介護保険制度

改変の目玉であります、先ほど部長の答弁にもありました総合事業なのですけれども、ここの

所管はどこになるのかということをお伺いをいたしました。 

 再度確認しますけれども、機構改革後はですね、地域健康部地域づくり課いきいき推進係が

所管だという回答をいただいております。 

 先ほどから申し上げておりますように、この総合事業は介護保険制度の一つで地域包括支援

センターも当然かかわることになってくると思うのですが、地域福祉部の介護保険課ではな

く、この回答でいいということでよろしいですね。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 事務分掌の条例提案に伴いまして、その所管業務をどこがやるかという

ことで、まだ決定ではないですけれども、このような機構改革の課と係の設置を考えていると

いうことでご報告をさせていただいております。 

 まだそれぞれの課の係の事務分掌については決定はいたしておりませんけれども、基本的に

は今あります高齢支援課の中のですね、介護保険係、包括支援センターについては市民福祉部

という形で残しておりますけれども、高齢者の高齢支援の部分ですね、については今議員がお

っしゃいました地域健康部の中の元気づくり課の中で整理をしていくものだろうと思っており

ます。 

 なお、まだ最終決定はいたしておりませんので、いろんな法の制度改正とかですね、そのも

のに整合するようには当然事務分掌を位置づけていくものとなります。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員。 

○１１番（渡美穂議員） 総務部長、この総合事業は先ほど福祉部長の答弁でもあったようにで

すね、これまで予防給付で行われていた訪問介護や通所介護をですね、元気な高齢者と一緒に

自治体が担うというような事業の趣旨になっているわけです。 

 この総合事業に移行されることで一番懸念されるのは、さっき部長もおっしゃっていました

が、自治体の取り組み方次第で起こる自治体間格差というものです。 

 そこで、私はまずこの所管がですね、地域包括とか介護保険課から外れてですね、このいき

いき健康推進課に移行するかもしれないということで、この太宰府市のサービスの低下を非常

に懸念したので、まず聞いているのですけれども、例えばですね、要支援の認定は地域包括支

援センターで行うわけなのですが、その認定を受けた人も一緒に部をまたがっていきいき推進

係で総合事業を実施するということになると思いますが、お一人お一人の情報を共有した上で

事業を進めることが果たしてできるのだろうかという疑問が１つ。 

 それから、所管のいきいき推進係が予防給付と事業の総額で個人の限度額の管理を行うこと

になるというふうに私は思うのですが、その財源となる保険料は介護保険の中に入っているわ
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けですね。したがって、その部をまたがって財源を共有して、果たしてそういった事業がやれ

る、やることが現実的なのでしょうかという疑問が２つ目。 

 総合事業はですね、私は地域包括支援センターが所管することが一番自然だというふうに思

うのですけれども、いかがでしょうか。 

 それから、もしですね、所管を今後そのままいきいき健康推進係でやるというふうになれば

ですね、当然これは介護の一端も担うわけですから、その係にはですね、社会福祉士とか保健

師などの配置が必要になると思いますが、現在のところで結構ですので考えをお示しいただ

き、まだ決定ではないということなのですが、まだ十分考え方を変える余地はあるということ

で考えていてよろしいでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中島俊二） 機構改革にかかわった人間としてご回答申し上げますけれども、私

の認識ではですね、議員がおっしゃるように、市民福祉部ですね、のほうでその事務は行うと

いうふうに認識をしております。おっしゃるように、地域包括支援センターですね、その辺が

この事務を行いますので、済いません、申しわけありませんけれども、私としては市民福祉部

というふうに思っております。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 少しふくそうした発言をしているように聞こえるかもわかりませんけれ

ども、まだ事務分掌についてはですね、最終決定をいたしておりません。申し上げたいのはで

すね、法制度とかそういう部分で当然かかわらなくてはいけない部分については市民福祉部の

そういう制度とか保険とか、そこら辺については集約をしていきますよという、窓口を一本化

するということですね。そういう事業と一体となってやる高齢者の支援の健康づくりとかとい

う部分についてはね、どちらかがやるかというのは当然協議しながら、運用の中で決めていく

ものだろうと思っております。 

 地域健康部の中で行いますのは、いわゆるそういう制度に基づくものではなくてですね、ス

ポーツとか余暇とか芸術とか文化を通じながら生きがいづくり、健康づくりをしていくところ

のですね、ソフト面的なところと一緒に連携をしていこうということです。当然、この前回の

総務文教委員会でもご報告しましたように、組織と運用のところについてはですね、きちっと

整理をしながら、運用については市民の方にわかりにくくならないように、明確に運用を決め

ていきたいとは思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員。 

○１１番（渡美穂議員） 今、福祉部長のご回答いただいたので、ちょっと安心したのですが、

それを私確認したくて総務文教常任委員会でこの事業についての所管がどこになるのかという

ことを確認をさせていただいたら、私の思ったところと全然違う回答が来たのでですね、これ

が所管から外れていいんだろうかという非常に疑問があったために、今、今回させていただき
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まして、今総務部長がおっしゃったようにですね、今回の機構改革の根本的な考え方から見て

もですね、市ではですね、地域包括支援センターの役割を単に要支援者の認定などを行ってい

る事務手続とか法的な整備の場所というふうに何か考えておられるように思うのですが、では

ですね、この太宰府市の第５期の介護保険事業計画の中で、この指針となる厚労省が出された

資料、この中でこの太宰府市の場合はですね、地域包括支援センターが担うべきじゃないかと

私自身が思ったものの内容についてちょっと考えてみたいと思うのですが、地域包括ケアシス

テムのですね、24時間対応の定期巡回、随時対応サービス、複合型サービス、これらは現在実

施をされておりません。こういったものは何かこの計画の中ではニーズ調査をしますというふ

うに、まだ太宰府にはそれ、まだ極端な言い方をすれば余り必要じゃないのじゃないかという

ような書き方をされているのですけれども、現在、そのニーズ調査がですね、どの程度、実際

されたのかどうかですね、こういった24時間対応の巡回サービスとか、定期巡回サービスです

ね、こういったニーズ調査をされたのかということ。 

 それから、地域との連携を図るというふうに書かれていますが、地域包括支援センターと民

生委員さん、自治会との情報交換が平成24年度何回行われたかということ。 

 それからさらにですね、地域包括支援センターで開催するというふうにされています。これ

も厚労省のほうから指導が来ているんですけれども、自治体職員、包括職員、ケアマネージャ

ー、介護事業者、民生委員、ＯＴ、ＰＴ、ＳＴ、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養

士、歯科衛生士などの参加による地域ケア会議というのは既に稼働しているのかどうか。 

 この３点をお伺いします。 

○議長（橋本 健議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中島俊二） まず、１点目の24時間サービスでございますけれども、ニーズ調査

は行っております。事業所につきましてもですね、参入の意思があるかどうかというのを聞い

たこともございますけれども、なかなかこれ24時間ですね、介護、訪問介護するにはですね、

いろんな介護報酬等の問題がありまして、事業参入がですね、なかなか難しいというふうに聞

いております。 

 それから、２点目ですけれども、民生委員、自治会との会議ですかね。どれぐらいしました

かということですけれども、民生委員につきましては８月の民生委員の定例会で包括支援セン

ターについて説明をしまして、２月には民生委員と包括支援センターのケアマネとの交流会の

開催、そのほか５月に民生委員学業院部会との交流会などを開催しております。 

 ３点目のケア会議の話ですけれども、おっしゃるように、国のほうではですね、地域包括ケ

アシステムというのをですね、以前から言っておりまして、これは高齢者の方が住みなれた地

域でですね、安心して暮らし続けられるように医療、介護、予防、住まい、生活支援のサービ

スがですね、切れ目なく行われるというふうな一体的に提供されるシステムというふうなこと

になっています。 

 本市のほうではですね、そのシステムを構築したということにはなりませんけれども、実務
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としてですね、例えばこの医療と介護の連携につきましては医師会とですね、研修会をした

り、筑紫野市が在宅医療に関しましてそういう運営委員会を既に開催してありますので、それ

に太宰府市のほうもですね、参加をしたり、それから居宅のケアマネージャーと困難事例検討

会を行っております。ですから、困難事例ごとにケア会議をしているという状況でございま

す。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員。 

○１１番（渡美穂議員） 現在、ある人的あるいは設備的な中でですね、健康福祉部としては今

精いっぱいの努力をされているのだろうなというふうに今思いますけれども、現実的には厚労

省が言っているようにですね、この地域ケア会議というのは本来は地域性があるので、中学校

区ごとに開くべきだと、高齢化率が進んでいるところもあれば全くそうじゃないところもある

ので、中学校区ごとにやんなさいよということ。 

 それから、先ほど言いましたように、24時間の定期巡回とか随時対応サービス、複合型サー

ビスですね、こういったものは本市ではこれを見ても予算がゼロですから、今のところされて

いないということはわかるんですけれども、以前本市が地域包括支援センターを民間の事業所

に委託していたとき、あそこは病院でもあり高齢者施設でもあったためにですね、24時間

365日稼働していたわけです。こういった高齢者の支援を行うときにですね、今おっしゃった

ように事業者が24時間対応して定期巡回に行きなさいと言っても、それは非常にやっぱり事業

者としては困難だろうと。そこをやはりフォローする、担うというのが地域包括支援センター

の役割になってくるわけで、したがってこの地域包括支援センターというのは24時間365日で

稼働すべきではないかというふうに思います。 

 この地域包括支援センターの役割、これからますます介護保険制度が変わりますから広範囲

になってきます。福岡市では、今回のこの介護保険制度の改変に当たって、総合事業が地域包

括支援センターの役割となって、その範囲がさらに広くなるため、現在、これは福岡市ですけ

れども、高齢者人口6,000人に１カ所しかないということを問題視して、今後18カ所の増設を

行って合計57カ所、原則中学校区に１つの地域包括支援センターを計画しています。 

 太宰府市はですね、平成25年５月現在、高齢者人口1万6,482人に地域包括支援センター１カ

所しかありません。日本の人口推移からいくと、先ほど部長おっしゃったように、2025年ごろ

から本格的な高齢化社会となります。あと10年しかないわけなんですね。その前に、十分なイ

ンフラの基盤整備を終えてなければなりませんが、その中核的役割を担うのが地域包括支援セ

ンターとなります。 

 福岡市と同様な考えでいけば、太宰府市には４カ所、この地域包括支援センターが必要とな

るということになりますが、この増設を今真剣に考えるべきだというふうに思いますが、部

長、いかがでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中島俊二） 24時間、地域包括ケアシステムを補完するもの、そして地域包括支
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援センターをですね、補完する事業としてですね、高齢者の方の夜間休日電話相談というのを

行っております。その辺から始めております。 

 あとは、地域包括支援センターの増設ということなんですけれども、確かにおっしゃるよう

に、3,000人から6,000人に対して１カ所という、日常生活圏域の中、いわゆる中学校区です

ね、その中で設定したらということで国のほうは言っておりますけれども、現状を見てです

ね、果たしてそこまで必要なのかどうかということですね。 

 今後、コミュニティセンターもできていきますんで、そういうところを活用しながらです

ね、地域力も活用しながらできていったらいいのかなというふうに現状では考えております。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員。 

○１１番（渡美穂議員） この第５期のですね、介護保険事業計画の中に統計がございまして、

これを見てもですね、本市の高齢者の介護度が上がってきています。特に、要介護４ですね、

この割合が全国とか福岡県の平均より高いという現状になっています。この調査されたときよ

り既にもう数年が経過していますから、今後認知症を含めた重度化した高齢者へのサービスが

重要な課題になることは間違いありません。しかし、新しい介護保険制度では、要介護１、２

の方が特別養護老人ホームに原則入所できなくなります。また、高齢化率が上がるということ

は、要介護１、２の方の数も当然増えるということです。 

 したがって、特に認知症を発症された場合の要介護１、２の方をですね、地域全体で見守る

ことが必要になると思います。本市では、この厚労省の認知症対策施策検討プロジェクトチー

ムですね、これが発表しておりますオレンジプランにのっとった計画というのは市民後見人制

度以外ですね、例えば認知症支援地域支援推進員の設置とか、認知症サポーターキャラバンの

継続的な実施とか、家族に対する支援とかですね、こういったことが上げられているのです

が、この市民後見人制度以外は何か具体的に今進めておられますでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中島俊二） ものわすれ相談事業としましてですね、ものわすれ相談員、かかり

つけ医の先生がその認知症の気づきを行っていただくということで、医師会のほうにお願いし

てやっておる事業。それから、徘回高齢者等家族支援サービス事業、ペンダントで位置の検索

できるシステム、それから包括支援センターでの相談事業、それからおっしゃいましたけれど

も、認知症サポーター養成講座、徘回高齢者捜索事業とか後見人制度ですね、社会福祉協議会

のほうでは、あんしん相談事業、ほのぼのサービス、それから今回ですね、今現在進行中でご

ざいますけれども、高齢者等の見守り協定ということで、太宰府郵便局さんとか新聞販売店さ

んですね、それとかセブン－イレブンさんと協定を結んでですね、そういう日ごろの見守り活

動をしていただこうということでですね、事業を計画しておるところでございます。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員。 

○１１番（渡美穂議員） こういった事業ももちろん進めていただくべきことですが、同時に、

やはり地域の中にですね、認知症に対する理解というのをやはり深めていかなければならない
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と思います。認知症にかかってある方はともすればですね、差別に遭ってしまいがちな状況に

なるんですが、近くで言えば大牟田市の駛馬南小学校で実施されている認知症の方の見守り、

これはこのオレンジプランが目指すところでもありますし、既に10年以上の経過、歴史があり

ます。 

 オレンジプランでは、認知症サポーターの育成などを掲げられていますが、この駛馬南小学

校では小学生を含めてですね、地域の子どもたちも含めた認知症への理解を促進して、認知症

の民間のですね、認知症コーディネーターの育成を行っておられます。 

 そのほか、認知症の高齢者や家族へ支援を行う認知症カフェというのの普及に努めておられ

ますけれども、こういった事業もですね、全て地域包括支援センターが中核になって進めてお

られます。もちろん、市も一緒にやっておられるわけですが、地域の実情をわかっておられる

という意味で、地域包括がやはり主体の一つに入っています。 

 そこで市長にちょっとお伺いしたいんですが、今後もですね、本市も高齢化率はますます上

がっていきますので、認知症を含めた高齢者対策は喫緊の課題だと思いますが、福岡市は申し

上げたように中学校区ごとに、筑紫野市も原則中学校区に１つという基準で４カ所地域包括支

援センターがあります。 

 地域の特性に合った高齢者対策を行うために、先ほどから申し上げているように、厚労省も

地域包括ケアシステムですね、これは中学校区ごとに組織を構成すべきだというふうに言って

います。この中核を担う地域包括支援センターは太宰府はこのまま１カ所でいいというふうに

お考えでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 包括支援センターの数の問題をおっしゃいました。 

 多ければ多いほどいいだろうと思います。全体的に、今1万6,000人余りの方が65歳以上、そ

してそのうち約3,000人近くの方が要介護１から５までの間にいらっしゃる。1万3,000人の方

はほぼ元気であるわけでございます。1万3,000人。病気とかすれば一病息災とかありますよ、

しかしながら介護にかかられていないというような方々が1万3,000人以上おられるというこ

と。 

 要は、そういった方々が介護にならないよう、そういった総合行政で行うことが私は大事で

あるというふうに思っております。 

 包括支援センターは、今、渡市議ご指摘のように、私も24時間の体制で行うべきだと、将

来的にはそういった方向でいくべきだというように思っております。私も、97歳になる母と同

居をいたしております。いつ何どき、一日中排便をします。あるいはそのときによって異なり

ます。私の名前も忘れます。そういった母の姿によって、私は高齢福祉を考えておりますし、

市民の幸せのために、どうすることが一番大事かというようなことを追及をいたしておるとこ

ろです。 

 その結果として、私は文化面、スポーツ課を創設することもその一つであるわけです。市民
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の皆さん方がいかに介護になられる前に体力を増進していくというようなこと、あるいは予

防、介護にならない、あるいは病気にならない前の手だてをどうするかというようなこと、そ

れには健康になっていただく、あらゆる文化面、あるいはスポーツ面、あるいはその方々方々

の一人一人の目的に沿って、目的を持ってエンジョイしてもらう、あるいはサロンで活動して

もらう、外に外に出てもらう、まほろば号もその一つであるわけです。私の知っている知人、

かつて今は通勤、まほろば号を使用しておりませんけれども、使用していたときの仲間もいら

っしゃいます。一日中、高齢者の方でまほろば号を利用しながらずっと全路線乗って回られて

いる方々もいらっしゃいます。 

 そういった方々一人一人に応じた形で、画一的なものはしなくていいというように思いま

す。行政は後方支援です。条件整備をいかにつくり、そして市民の幸せをいかにはかっていく

か、余病、介護にならない前の多くの市民の方々のそういった総合的な行政に努めていきたい

というふうに思っております。 

 なってらっしゃる方等々については、当然のことながら給食サービス事業でありますとか、

あるいは緊急通報装置給付事業でありますとか、あるいは介護予防そのもののサロン活動補助

金でありますとか、あるいは老人の憩いの家の事業でありますとか、あるいは住みよか事業を

活用してのもの、あるいは外国人の高齢者に対しましての福祉手当も、その創設もその一つで

ございます。 

 そういったもろもろの長寿に対して、やはり私どもは今まで高齢者の皆様方は太宰府市を支

えていただいた、今日まで導いていただいた方々であるわけです。その方々に対する敬意を払

いながら、あらゆる形の中で福祉サービスを行っていく、それに近い、一遍ではできませんけ

れども、そういうふうにするのは為政者の努めであるというふうに思っております。 

 繰り返しますけれども、福祉、教育の分野については、一義的には家庭にあります。少子・

高齢化、子育てにしてもそうです。家庭が一番大事です。そして、国が、北海道から沖縄ま

で、津々浦々同じように給付ができるように努力すべきだというように思います。市ももちろ

ん行いますけれども、国、県、市、そういったところが一体となって同じ目標に向かって私は

行くべきだというふうに思っております。月日とともに、改善、改革しながら行っていくこと

が私は大事だというふうに思っております。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員。 

○１１番（渡美穂議員） ありがとうございます。以前もたしか何かの問題でお伺いしたときに

そのように全国一律の給付サービスでなければならないというお話をされたことを思い出して

おりますが、今おっしゃいましたように、地域包括支援センターはですね、今後、今要介護の

方が3,000人とおっしゃいましたが、基本的には要支援を中心的に扱うのが地域包括支援セン

ターで、要支援の方の人口のほうがですね、介護人口よりはるかに恐らく太宰府の場合も多い

のじゃないかなというふうに思います。 

 したがって、この方々がですね、今後やはり重度化をさせないために、やはり市が全面的
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に、特に痛いところに手が届くというサービスはやはり国、県では難しいので、そういった部

分が行えるのはやはり市であり、その中核、地元に出ていく中核となるのが地域包括支援セン

ターであるというふうに私は思っておりますので、ぜひですね、地域包括支援センターの増

設、そして今市長おっしゃいましたが、24時間365日体制ということを実現していただきたい

ということと。 

 それから、新しいこの介護保険制度になってですね、この制度から取り残される市民ができ

るだけ出ないように、医療、介護、地域との連携を十分に図って、しかも事業者ですね、事業

者の現場の意見をきちんと聞いた上で、この第６期介護保険事業計画の策定をされること。ま

た、この計画に上げられたことはですね、粛々と実行していただくということを強く要望いた

しまして、１項目めを終わります。 

○議長（橋本 健議員） ２件目の回答をお願いします。 

 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 次に２件目、総合体育館の建設についてご回答いたします。 

 特に、関東方面の公共事業におきまして、東日本大震災の影響による入札会の不調が報道さ

れておりますけれども、本市においては特段そのような状況とはなっておりません。 

 来年４月の消費税増税以降については、増税の反動による需要の落ち込みにより景気の冷え

込みが懸念されている状況であり、国においては、この影響を緩和するため5.5兆円規模の経

済対策が閣議決定され、予定されているということであります。 

 体育複合施設建設を初め、総合子育て支援施設建設、小・中学校施設大規模改修など、この

経済対策とも歩調を合わせながら事業推進を図ってまいりたいと考えております。 

 なお、持続可能な地域社会の実現のためには、地域のことは地域内で完結させていくという

視点に立って、施工者の選定に当たってはジョイントベンチャーの活用や地元企業の積極的活

用を視野に入れながら建設を進めてまいる所存でございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員。 

○１１番（渡美穂議員） お手元に写真を配らせていただいていますけれども、私は震災後です

ね、毎年東北に出かけています。今年は岩手に行ったのですが、特に沿岸部の復興というのは

全くと言っていいほど進んでいません。先ほど副市長はですね、東北も随分復興が進んだとい

うふうにおっしゃっていましたが、実際現場に行かれるとですね、本当に復興が進んでいない

ことはわかります。変わったことはですね、瓦れきの撤去が済んだことぐらいでした。 

 お渡ししている写真は、釜石市のメイン通りにある大手の携帯ショップです。私が宿泊した

ホテルの真ん前にあったのですが、３年たってもごらんのように被災したときのそのまんまの

状態で放置されています。その下にある写真はですね、そのホテルの裏側の状況で、これが沿

岸をずっとですね、北に上がっていく状況がこのまんま続いていくような状態です。これはも

ともとこういう状態だったわけじゃなくて、ここは市街地で非常に建物とか居酒屋とかがいっ
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ぱいあったところなのですが、現在もまだこういう状況のまんまなのです。 

 市の担当者にお伺いするとですね、国から復興予算は交付されてお金は十分にあると。しか

し、資材と事業者が決定的に不足しているからどうしようもないのですというような回答でし

た。今でも、23万人の方々が仮設住宅にお住まいです。私は、少なくとも仮設住宅にお住まい

の方々の今後の目途がつくぐらいまではですね、日本が一丸となって東北を応援すべきだとい

うふうに思っています。 

 先ほど後藤議員が相互扶助とおっしゃいましたが、その市内の相互扶助も大切ですが、やは

り日本規模、日本全体での相互扶助というのも私は非常に重要だと思います。今ですね、全国

で道路橋梁などの長寿命化計画が実施されていまして、太宰府市においてもその資材を確保さ

れているのですが、一部大変な困難なときがあるというふうにも伺っています。その上です

ね、各自治体が急ぎでない公共事業を行うことで、不足している資材や事業者がますます不足

して東北へは回らず、深刻な状況が東北では続いています。 

 本市でもいまだに継続されていますが、東北を忘れないという意味で募金を行うことは大切

ですし、市民の生命と財産にかかわる事業は実施しなければなりません。しかし、私はもし市

長がですね、東北沿岸部を見に行かれてあの悲惨な現状を目の当たりにされれば、きっと私と

同じ思いを持たれるのではないかというふうに思います。 

 本市の不急な公共工事を凍結して、全国の市町へむしろ資材と事業者をまず東北へと呼びか

けるような運動を起こしてもらいたいと思っているくらいですが、市長のご所見をお伺いした

いと思います。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（井上保廣） この件については、いろんな入札制度の中において、時期においてもいろん

なことがあるでしょう。しかしながら、私は、今総務部長のほうが回答しましたように、一定

程度の時期は来年の６月以降、７月以降を着工等に計画しておりますので、それまでの間等に

ついては鎮静化ないしは、私も東京あるいは福岡近辺いろいろ行っておりますけれども、今の

ような状況下でもいろんなビル建築等々はラッシュであります。 

 そういった状況でありますので、全体的な供給そのものが損なわれることはないというふう

に私は思っております。 

 また、景気対策、地元の景気浮揚のためにも、私は今回の建設等々についても必要だと。そ

のほか一般土木事業等についても積極的に行っていきたいというふうに思っております。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員。 

○１１番（渡美穂議員） 来年、消費税が８％に上がりますけれども、22億円という予算は当然

その消費税値上げ分が考慮されているというふうに考えておいてよろしいのでしょうか。 

 先ほど芦刈議員の質問のときにありましたが、そのうちの借金が、当総合体育館に関しては

14億円ぐらいということでございました。 

 総務部長にお伺いしたいのはですね、現在市の借金が200億円程度ということなのですが、
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そのうちの臨時財政対策債は幾らぐらいあるのか、教えていただきたいと思います。 

 ２点、お願いします。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 臨時財政対策債でございますけれども、これは地方債の一種に位置づけ

られてしておりますけれども、国の交付税等の財源が不足した折にですね、一時肩がわりで市

のほうで市債を位置づけてくれということ。その償還に当たっては全額国のほうから面倒見る

というような内容で、国が裏書きをした100％振出人が負債をしないような、民間で言えばそ

ういう債権だろうということで、額にしましてはですね、臨時財政対策債として平成24年度

11億1,595万5,000円ということに、足さないかん、ちょっと待って、額についてはですね、ち

ょっと待ってください、別の資料を見ます。済いません。 

 建設費についてはですね、先ほど芦刈議員のときにご答弁させていただきましたように、建

設費については実施設計の中で積み上げを行いますので、当然発注の時期が消費税の増額分を

見込む設計になってまいります。 

 なお、市債残高における実負担額については、この間お話をしていますように、平成24年度

末残高では199億2,000万円ほどでございますけれども、その中の63.8％が交付税措置額、それ

から22.2％が史跡地買い上げ等の補助金交付額で、実負担額につきましては約14％の27億

8,000万円ほどになっております。これがいわゆる真水とかという表現をされますけれども、

市民が負担しなくてはいけないようなことになっております。 

 申しわけございませんでした。臨時財政対策債85億円ということだそうです。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員。 

○１１番（渡美穂議員） これで最後にしたいと思うのですけれども、この臨時財政対策債につ

いてですね、鳥取県の公式ホームページ上のトップでこのように述べられています。 

 過去に景気対策として実施した公共事業の財源として発行した交付税措置のある地方債の返

済が本格化している昨今、普通交付税総額を見ると現実には減額になっています。これは、普

通交付税の基準財政需要額が毎年見直されて約束した借金返済以外の部分が削減されているか

らだと考えられますが、同様の事態が臨時財政対策債の返済時にも起こることは十分に考えら

れます。 

 わかりやすく申し上げると、本来国が太宰府市に支払わなければならないお金がないため、

その場をしのぐために太宰府市が借金したこのお金のことを先ほど部長おっしゃったように臨

時財政対策債というわけですが、これは後から国が返してくれる予定のお金です。しかし、鳥

取県は、国が返してくれない可能性も十分にありますよとはっきり言っておられます。 

 この借金が本市には今おっしゃったように85億円以上あります。これはですね、元総務大臣

の片山氏が、市議会議長会の基調講演で明言されました。その際あわせて、やはり議会のほう

もですね、この臨時財政対策債を含めた優良起債という言葉だけを信じずに、やはり自分たち
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で国の財政とかそういったことをきちんとチェックをしなさいというふうな内容の基調講演で

ございました。 

 万一ですね、この国からの返済が滞ったら一体どうなるのか、これはもう太宰府市だけの問

題じゃなくて、ほとんどの自治体がそうなると思いますけれども、私はですね、市民のほうが

この国の財政状況が危機的なものであるということを肌で感じておられるような気がします。

だから、これ以上太宰府市も借金を増やさないでくれと。子どもや孫にツケを回さないでくれ

というふうにこの署名を通じておっしゃっておられるように思います。 

 資材の高騰により、余計な費用が発生し、東北も再建が遅れ、大勢の市民の反対を押し切っ

て、今進めることの意味が私にはわかりません。どうか、断念とは言いませんけれども、せめ

て凍結に向けてご検討いただくように心からお願いを申し上げまして質問を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員の一般質問は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 以上で本日の議事日程は全て終了しました。 

 次の本会議は、12月12日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

 お疲れさまでございました。 

              散会 午後３時40分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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１ 議 事 日 程（４日目） 

   〔平成25年太宰府市議会第４回（12月）定例会〕 

                                    平成25年12月12日 

                                    午 前 1 0時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 一般質問 

一般質問者及び質問項目一覧表 
 

順位 
質 問 者 氏 名 

( 議 席 番 号 ) 
     質     問     項     目 

１ 
小 栁 道 枝 

（13） 

1. 友好都市について 

  合併に伴い中津市となった旧耶馬渓町との行政間の交流は自然消

 滅となったが、民間交流は現在でも根強く続けられている。 

  今後、中津市との友好都市締結の考えについて伺う。 

２ 
神 武   綾 

（２） 

1. 土砂災害特別警戒区域について 

 （１） 該当区域である三条１丁目の市有地の対応について 

 （２） 警戒、避難体制について 

2. 五条保育所の保育士採用について 

 （１） 平成27年度200人定員で移転開園にむけての採用計画につ

    いて 

 （２） 雇用形態について 

3. 中学生におけるスマートフォンの影響について 

  スマートフォンのトラブルが増えてきており、教育現場での対応

 が困難になってきている現状がある。 

  市として対策がとれないものか伺う。 

３ 
福 廣 和 美 

（17） 

1. 空き家条例について 

 （１） この条例の考え方について 

 （２） 現状について 

 （３） 今後の進め方について 

2. 小・中学校の安全・安心対策について 

 （１） 子どもたちを犯罪・災害・いじめから守るための「みまも

    りメール」システムについて 

 （２） 通学路における大きな交差点（国分寺前交差点・五条交差

    点）の安全対策について 

４ 
上     疆 

（３） 

1. 太宰府天満宮の湯の谷駐車場のトイレ改修及びかまど神社の駐車

 場及び渋滞対策等について 

 （１） 湯の谷駐車場のトイレ改修等について 

     この駐車場は太寿連の運動会や高齢者が多く利用されてい
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    るが、トイレが和式であることから洋式に改修されるよう強

    い要望がある。市としてどのように考えているのか伺う。 

 （２） かまど神社の駐車場及び渋滞対策について、どのように考

    えているのか伺う。 

2. 松川運動公園について 

 （１） 10月22日オープン以来11月末までに利用団体及び利用者数

    は、体育館で３件、98名、グラウンドで３件、100名と利用

    が少ないようであるが、どのように考えているのか伺う。 

 （２） 体育館には、卓球台が少なくとも20台以上及びバトミント

    ンやバレーボール・バウンドテニス等の支柱・ネットが、ま

    た、少年用のミニバスケットボールの用具が必要と思うが、

    どのように考えているのか伺う。 

 （３） グラウンドにはサッカーゴールが必要と思うが、どのよう

    に考えているのか伺う。 

3.  コミュニティバスまほろば号について 

 （１） 高雄回り線や都府楼回り線等について 

     高雄回り線や都府楼回り線については、毎月１週間だけ乗

    務員が乗降客調査をされているが、10月は往復で高雄回り線

    １便当たり5.3人、都府楼回り線１便当たり2.7人と通常乗降

    客はこのような状況である。 

     費用対効果から考えると、連歌屋線のように「地域サポー

    トカーまほろば号」に変更すれば、かなり節減ができると思

    うが、如何か伺う。 

５ 
村 山 弘 行 

（16） 

1. 長浦台１号公園付近の五差路への信号機の設置について 

  この場所は、すでに20年以上の要望を出している。現地では小さ

 な事故は少なからず起きている。いつ死亡事故が起きてもおかしく

 ない状況である。一日も早く信号機の設置を求める。 

2. 佐野東地区のまちづくりについて、今日の状況では遅々として進

 まない。ダイナミックな前進を求める。 

  すでに構想検討委員会で議論されているが、１年近くなって３回

 程である。エリアについては大体決まっていて、その位置付けも決

 まり、スポーツゾーンや駅の位置も決まり、総合体育館建設の場所

 も決定されていて基本設計もでき上がっている。駅の建設は20年以

 上も前に決まっている。 

  一日も早く駅の基本設計くらいは地権者と協議をして進めるべき

 である。そうすれば地権者の方々もまちづくりへ奮起されると思う

 が、その具体的方策を問う。 
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６ 
門 田 直 樹 

（12） 

1. WindowsXPのサポート終了について 

  2014年４月９日にWindows
ウィンドウズ

XP及びMicrosoftOffice
マ イ ク ロ ソ フ ト オ フ ィ ス

2003の製品サポ

 ートが終了する。 

  サポート終了時はセキュリティ更新プログラム、問題発生時のサ

 ポートなどが受けられず、安全なＩＴ環境の維持が困難となる。 

  この件につき本市の移行計画と進捗状況、費用等について伺う。

  また、これに関連して本市のＩＴ環境全般について伺う。 

２ 出席議員は次のとおりである（１７名）        

  １番  陶 山 良 尚 議員         ２番  神 武   綾 議員 

  ３番  上     疆 議員         ４番  芦 刈   茂 議員 

  ５番  小 畠 真由美 議員         ６番  長谷川 公 成 議員 

  ７番  藤 井 雅 之 議員         ８番   田 久美子 議員 

  ９番  後 藤  晴 議員         11番  渡  美 穂 議員 

  12番  門 田 直 樹 議員         13番  小 栁 道 枝 議員 

  14番  大 田 勝 義 議員         15番  佐 伯   修 議員 

  16番  村 山 弘 行 議員         17番  福 廣 和 美 議員 

  18番  橋 本   健 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである（１名） 

  10番  不 老 光 幸 議員 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２８名） 

  市    長  井 上 保 廣        副  市  長  平 島 鉄 信 

  教  育  長  木 村 甚 治        総 務 部 長  三 笠 哲 生 

  市民生活部長  古 川 芳 文        健康福祉部長  中 島 俊 二 

  建 設 部 長  辻   友 治                松 本 芳 生 

  教 育 部 長  今 泉 憲 治        教育部理事  堀 田   徹 

  総 務 課 長  友 田   浩        経営企画課長  濱 本 泰 裕 

          藤 田   彰                百 田 繁 俊 

  市 民 課 長  宮 原 広富美        税 務 課 長  吉 開 恭 一 

  環 境 課 長  田 中   縁        福 祉 課 長  阿 部 宏 亮 

  高齢者支援課長  平 田 良 富        子育て支援課長  小 嶋 禎 二 

  都市計画課長  今 村 巧 児        建 設 課 長  眞 子 浩 幸 

          篠 原   司        上下水道課長  石 田 宏 二 

  教 務 課 長        井 上   均        学校教育課長  森 木 清 二 

  生涯学習課長  木 原 裕 和        監査委員事務局長  関   啓 子 

５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

会計管理者併
上下水道部長 

協働のまち 
推 進 課 長 

情報・公文書館
推 進 課 長 

観光交流課長 
兼太宰府館長 
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  議会事務局長  坂 口   進        議 事 課 長        櫻 井 三 郎 

  書    記  白 石 康 子        書    記  松 尾 克 己 

  書    記  力 丸 克 弥 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 皆さんおはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第４回定例会

を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しているとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（橋本 健議員） 日程第１、「一般質問」を行います。 

 13番小栁道枝議員の一般質問を許可します。 

              〔13番 小栁道枝議員 登壇〕 

○１３番（小栁道枝議員） おはようございます。 

 ただいま議長より許可をいただきましたので、通告いたしておりました友好都市についてお

伺いいたします。 

 太宰府市では、現在大韓民国忠清南道扶餘郡と昨年新たに姉妹都市盟約を交わし、交流が行

われております。国内では、奈良県奈良市、宮城県多賀城市と友好都市盟約が交わされており

ます。特に、多賀城市おいては東日本大震災で莫大な被害を受けましたが、行政、市民一体と

なった支援が行われております。このように行政、民間での交流が深められていることはとて

も喜ばしいことであり、本当にすばらしいことだと思います。 

 友好都市として親密な関係を続けていく中で、平成17年３月の町村合併により、より身近で

あった大分県耶馬溪町が中津市となったことで友好都市関係が自然消滅をし、行政間の交流は

途絶えてしまいました。しかしながら、市民間の交流はいまだに根強く続いています。 

 平成４年９月の友好都市盟約から現在の中津市となるまでの約13年間を振り返ってみます

と、年間を通し春夏秋冬、季節ごとの行政間、市民間の交流がありました。春の若葉のもみじ

祭り、グリーンツーリズム事業、茶摘みフェスタ、１泊２日の民泊体験、家族ぐるみでの田舎

料理を囲み、心からのおもてなしを受け、親戚の家で過ごしているような雰囲気の中で、まる

で実家に帰ったような気分になります。新緑の茶畑では自然を満喫でき、太宰府からの参加者

が帰り際、また来年もぜひ参加したいと翌年の参加を楽しみにいたしておりましたことが思い

出されます。夏には太宰府ジュニアリーダーズクラブで主宰するキャンプ、太宰府の小・中学

生が約100人規模で２泊３日のキャンプをしながら、地元のボランティアリーダーと交流をし

たり、秋には太宰府市民政庁まつりの協賛により、貸し切りバス数台で耶馬溪ふるさと祭りに

参加、そのほかスポーツ交流もあり、バレーボールの交流試合も行われるなど、年間を通して

行政間、民間の交流は充実しておりました。より身近で心と心、自然で気取ることのない交流
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が行われていたように感じます。およそ13年間、友好都市であった旧耶馬溪町との交流は、現

在も市民を中心に息づいていることから、いま一度これを全市民レベルの交流に広めていける

よう、中津市との友好都市盟約締結のお考えはないのか、お伺いいたします。 

 再質問につきましては、発言席で行います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 友好都市につきまして、現状も含めて、まず私のほうから中津市との友

好都市締結の考え方についてご回答を申し上げたいと思います。 

 平成17年３月の旧耶馬溪町が中津市との合併によりまして、平成４年９月に締結した友好都

市としての協定は自然消滅ということになっております。しかし、旧耶馬溪町との友好都市と

してのえにしによりまして、現在においても先ほど議員おっしゃいましたように相互に民間交

流が継続をされているところであります。 

 しかし、旧耶馬溪町との交流が中心であることなどから、直ちに大分県中津市との友好都市

締結ということは難しいのではないかとは現時点では考えております。今後の方向性といたし

ましては、これまでの民間主導の草の根交流で培われたネットワークを生かしながら、さらに

交流の輪が広がり、地域間交流が深まることを願うものであります。 

 また、行政間交流といたしましては、個別の目的ごとの協定の提携等については当然視野に

は入れておりますけれども、今後におきましては先ほど申しました草の根交流の裾野を、市民

交流をですね、広げていければと考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 13番小栁道枝議員。 

○１３番（小栁道枝議員） ただいまご答弁いただきました。 

 私がこの一般質問で、平成18年に一度一般質問をさせていただいたときの答弁とまるで同じ

ではないかなというふうに感じております。その折にもただいまの答弁のように地域振興部長

が市民レベルの応援をすると、市民レベルで地域間交流を今後とも継続し、支援していくとい

う答弁をいただいております。 

 それから、今のところは全然進展がないというふうに受けとめますが、それでお伺いいたし

ますが、友好都市を平成４年に結ばれて、そして自然消滅するまでの間の民間交流、行政間交

流、それが自然となくなったと、解消されたということですが、１回盟約を結ばれて、そして

じゃあもうこうだからこれで終わりですよということもなく、何かその間に、例えば行政間で

旧耶馬溪町が合併するに当たっての中津市とですかね。旧耶馬溪町と太宰府との間での何か消

滅する、解消するに当たっての要因があったのか、そしてまたそういう中で書面で交わされた

のか、解消をですね。その辺はいかがでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 先ほど申しましたようにこの盟約締結の内容からいきまして、対象であ
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る自治体が存続しなくなるということになりましたので、自然消滅ということになったという

ことでございます。特に、解約の締結を結ぶというような手続については行われておりませ

ん。 

 ただ、その後もですね、私も当時、市民まつり等の担当もしておりました関係で、当時は耶

馬溪のほうから議員さんも含まれて、私たちの市民まつりにおいでいただく。それから、耶馬

溪祭りには市民まつりの実行委員会を初め、市民にも広く募集して耶馬溪祭りに訪れて交流を

交えるというようなこと、それから行政間交流も行っておりましたし、議員さんたちの議会を

挙げての交流も行われておりました。思い起こしましたけれども、山国川の川のたもとでです

ね、懇談をしたのを今間近に思い起こすような、記憶がよみがえってきますけれども、その際

耶馬溪町としては訪問団という形にはならないけれども、中津市になるんでですね。耶馬溪町

の実行委員会だったと思いますけれども、これからも太宰府市の市民まつりに訪れたいという

ことでおいでいただいておりましたけれども、中津市のほうのいろいろな行政手続の中で、職

員の方が、旧耶馬溪町の職員の方がその実行委員会にも多く含まれておりましたもんですか

ら、いろんな行政手続の中で問題があるので、公な形ではですね、今後訪れることができなく

なりますということで報告は受けた経緯があります。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 13番小栁道枝議員。 

○１３番（小栁道枝議員） 今、やっぱり行政間では書面上はできてないということではあります

けれども、人の心というのは一遍つながったものはずっとつながっていくと思うのですよね。

行政では、確かに書面上で、紙１枚で行ったり来たりできるけれども、だけれどもその中にそ

れをつくっていただいた市ですよ、行政ですよね。行政間がお互いに交わっていく、それが合

併によって自然消滅した。それはもうしょうがないことだけれども、その中に人と人とのつな

がりというのがあると思うのですよ。心と心、私はそういう関係で太宰府にないものを耶馬溪

でいただき、それが中津市となった。中津市となりますと、今度は広域になります。３つの町

と１つの村とで中津市、大きい中津市に吸収合併という形なのか、そこのところはよく理解で

きませんけれども、その山国川流域をずっとさかのぼり、下っていきますと中津の豊後水道に

行き着くんじゃないでしょうか。そうなりますと、人口からしても向こうのほうが8万5,000人

ぐらい、面積にしますとそれはもう莫大な面積です。でも、そのような中で、よりよく耶馬溪

町を中心に中津市と友好都市を結ぶことが、広域的に太宰府の市民に対してはメリットがある

んじゃないかなと私は思います。 

 と申しますのも、市民遺産第１号木うそ保存ですね。木うそが助けられているのはもうご存

じですよね、皆さん方ね。市民の方もご存じだと思います。そういう面からいっても、いま一

度中津市と広域に、提携に向けての条件とかいろいろあると思うんですよ。その条件に満たな

いから今のままの民間交流で続けていくというお考えなのでしょうか。何かそこに原因があり

ましたら教えてください。 
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○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） ただいま小栁議員がおっしゃいましたように耶馬溪町が中津市と合併す

るとき、いろいろな地域の方の考え方の中で町長選が行われたということも事実です。平成

17年２月20日に耶馬溪町が町の閉式というんですかね。町が中津市になって、耶馬溪町そのも

のが閉じますというような式典がございました。そのときにご招待にあずかりまして、当時の

佐藤市長と私、一緒に参りました。そのときに、挨拶の中で中津市長がこういう発言をされま

した。ここの式典に来たときに、耶馬溪町、人口何千人だったと思いますけれども、あの全国

的に有名な６万余の市民がおられる太宰府市と耶馬溪町が友好都市を結んで、こういう交流を

されていたというのが大変驚きましたと。これから合併によって地域の活力とか何かを中津市

の中で広げていっていただきたい。このような太宰府市との友好都市があったということを皆

さんも心の中に持って、中津市と合併するけれども、地域の中で地域力を培って、その力を広

めていっていただきたいと。そして、中津市全体に耶馬溪の方々の思いが広がることを願いま

すというような大変ありがたいお言葉をいただいた記憶があります。10年近く前ですけれども

ね。だから、先ほど答弁させてもらいましたように旧耶馬溪町との民間交流は、先ほど小栁議

員がおっしゃいましたように、まだ根強くきずなでつながれながら交流されているというのは

事実だと私たちも認識をいたしております。 

 その耶馬溪町の方々の思いが、本年はたしか現中津市市議会の方とも議会、一部交流をされ

たというようなお話も伺っておりますので、そういうふうに中津市全体の中に太宰府市との友

好を願う市民の方々の思いが、そのことを受けまして、当然太宰府としては耶馬溪町との交流

が歴史としてありますから、ゼロからスタートじゃないと思いますので、そういう先ほど言い

ました地域間交流がですね、裾野が広がりながら全体のものになっていくのを願っているとい

うところでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 13番小栁道枝議員。 

○１３番（小栁道枝議員） 地域間交流というお言葉を強調されているようでございますけれど

も、友好都市でちょっと話飛びますが、せんだって多賀城市のほうに訪問させていただきまし

た。やっぱり多賀城市も大災害を受けました。その中で、友好都市であるということで、太宰

府の行政ならず、議員ならず、市民が多賀城市を訪ねたときでも本当に大歓迎を受けておりま

す。本当に友好都市、お友達、兄弟というその意味合いからすれば、多賀城市、奈良市、忠清

南道の扶餘、３つ姉妹都市、友好都市がありますけれども、より身近に、市民が気軽に行け

る、交流できる、人と人とが交わっていくというのは、距離にも問題があるのではないかなと

私は感じます。多賀城市に行く、奈良市に行く、忠清南道扶餘に行きます。二、三年後には太

宰府市が結んでいただいたおかげで少年の船協会、青少年が５年一度、交流をさせてもらって

おります。多賀城市とは太宰府ジュニアリーダーが30周年を機に友好都市に訪ねました。とい

うのは、私ちの世代ではなく、次の世代により身近に、そして心ある交流ができる、助けてく
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ださい、大変なことが起きました。今、太宰府市では多賀城市と本当にきずなで結ばれており

ます。 

 昨年、同じ耶馬溪町が大災害に遭いました。友好都市でないという観点なのかどうかわかり

ませんが、お見舞いの電報は市長が中津市耶馬溪町のほうに出しているようでございますが、

一声かけましたら市民は去年のあの暑いさなかに、市の職員も中にＯＢもいました。ああ大変

だ、前の友好都市だったからちょっと何かできないかということで、皆さんで手伝いに行きま

した。そういうことが中津市議会の中に波及いたしました。そういうことから、中津市の議員

団が８月に会派で太宰府市の交流という形でお見えになりました。 

 その後、もう皆さんご存じのとおり市民政庁まつりの折には15名という市議団がお見えにな

りまして、私ども議員団との交流もさせてもらいました。より身近で、そしてお互いに助け合

うことができるような距離であり、そしてまた心であり、風景であり、食であり、教育である

と思います。そのような観点をお考えになったことはございますでしょうか。市民が身近に近

寄って、より深く交流を深められていけるような友好都市をお考えになったことはございませ

んか、お尋ねいたします。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 行政間の友好都市というお話よりも、市民の思いとかですね、地域住民

の思い、あるいは他市との連携、住民間の連携というようなお話ですので、ちょっと私のほう

から答弁しにくい部分もあるのですけれども、先ほど申しましたように、耶馬溪町との交流に

ついては先ほどお話ししましたように、私の心の中にも深く残っております。議員さんの中に

も、当時交流をされていた議会の中におられた議員さんについては、やっぱり深く心に残って

おるものと思います。 

 当然、太宰府市民政庁まつりにおきましても耶馬溪町の存在を市民の方に記憶がなくなった

ことではないということが、実行委員会の中でもそういう耶馬溪町のコーナーがあるというこ

と、それからそこには多くの市民の方が出店されているところにも訪れられて、もうまつりが

終わる前にですね、もう全部販売しましたので帰らせていただきますというような大変人気が

あるような商品も持っていただいて、そういう市民間交流はすばらしいものだと思っておりま

す。そういうものが広がりを見せまして、中津市全体がやはり太宰府市を認知していただい

て、太宰府市とのそういう友好な契りを結びたいというような機運の盛り上がりがですね、行

政の中では必要ではないかと思っております。 

 本日、小栁議員のほうから改めましてですね、締結についてどうなのかというご質問をいた

だいておりますので、全国市長会等、市長も中津市長とお顔を合わせることもあると思います

ので、そういうお話の中から進んでいくものでは、行政間交流は進んでいくものではないかな

と思っております。 

○議長（橋本 健議員） 13番小栁道枝議員。 

○１３番（小栁道枝議員） どうもありがとうございます。本当に民間交流を行政間が支えていた
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だいていることには感謝申し上げます。 

 ただし、民間だけではできないところがあるのですよね。そこに行政と民間がお互いに歩み

寄り、行政が友好都市ということを締結をされますと、本当に市民は心強く思います。その中

で、中津市も山国町からずっと中津市までの渓谷を眺めながら、私たち市民としては一つでも

広く、そして広い視野で、そして今テレビドラマでもあります、官兵衛さんですかね、の映画

もあります。太宰府の天満宮には如水の井戸もまだ残っております。そしてまた、学問の神

様、福沢諭吉様の記念館も中津市にあります。条件的にいろんな多方面でご苦労はあると思い

ますが、その辺の条件整備をいま一度考慮していただいて、市民、そしてまた中津市の市民、

太宰府の市民、そして今機運が盛り上がればという話でございますので、どうぞその辺を時間

をかけてでも皆さん方が行政間の橋渡しをいま一度お願いしたいと思いますが、その辺はいか

がでございましょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 今、総務部長のほうから回答をいたしましたけれども、私は中津市の意向を

推しはかりながら、行政間交流の役割等を含めまして、両市の交流のあり方、あるいは方向性

を見定めたいというふうに思っております。 

 しかしながら、今、小栁議員のほうからお話がございました。８月には議会で訪問された

と。それから、市民政庁まつりのときについては、私も懇親会の中で挨拶をさせていただいた

中での経過、あるいは雰囲気等々も五感で感じておるような状況です。そうした中で、私は中

津市、耶馬溪町との今までのありよう等について、やはり大切にしていく必要があるというふ

うに思っております。木うそ保存協会でのホオノキの植樹等々をお世話をした経緯もあります

し、私はどちらのほうから働きかけるかというようなこともあろうと思いますが、私はできれ

ば私のほうから中津市のほうに出向き、市長と直接お話しし、意向を確かめたいというふうに

思っている気持ちには変わりありません。近く行動を起こしていきたいというように思いま

す。 

○議長（橋本 健議員） 13番小栁道枝議員。 

○１３番（小栁道枝議員） どうも本当にありがとうございます。 

 今、市長の答弁をお伺いいたしまして、執行部の皆さん方にはさまざまな問題点もあるとは

思いますが、どうぞ太宰府市民と中津市民が今以上に深く、そして交流ができ、そして人と人

とのつながりができ、子どもたちに、そして次世代を担う子どもたちにしっかりと身近で感じ

るような友好都市を一日も早く結ばれればいいのですけれども、問題があると思いますので、

それを切にお願い申し上げまして、私の一般質問を終わりたいと思います。本当にありがとう

ございました。 

○議長（橋本 健議員） 13番小栁道枝議員の一般質問は終わりました。 

 次に、２番神武綾議員の一般質問を許可します。 

              〔２番 神武綾議員 登壇〕 
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○２番（神武 綾議員） 議長から質問の許可をいただきましたので、通告しております３件につ

きまして質問いたします。 

 １件目は、土砂災害特別警戒区域についてお伺いいたします。 

 土砂災害から国民の命を守るため、土砂災害防止法により、土砂災害警戒区域（イエローゾ

ーン）と特別警戒区域（レッドゾーン）の指定を行っています。今回は、そのうちの特別警戒

区域、いわゆるレッドゾーンにかかる三条一丁目について伺います。 

 この場所は、平成15年の大雨により市有地である山が崩れ、麓の住民の方が自宅は半壊、土

砂が流れ込み、お風呂が壊れるなどの被害を受けました。その際、市の措置としては流入土砂

の除去をし、県、国からの補助としてのり面の工事などをされました。平成17年には反対側の

崖が崩れ、ここは民有地ですので、対応としてはブルーシートがかぶされたままです。この山

の上には、お墓があり、転がり落ちてくる可能性があることや、のり面に金網が張ってありま

すがさびたりしていることから、間から草が生えてきており、落石防止になるのか、不安に思

っていらっしゃいます。この区域の今後の対応について伺います。 

 ２件目は、五条保育所の保育士採用についてです。 

 第五次総合計画の中で、施策として上げられている待機児童ゼロ作戦の達成に向けて、五条

保育所が平成27年度、200人定員で移転開園されます。ハード面に関しては着々と計画が進ん

でいますが、あわせて検討すべき問題として、保育士の採用についてお伺いいたします。 

 現在の定員が90名ですが、開園にあわせて園児が200人と倍以上になることから、４月開園

時の混乱が予想されます。来年度、平成26年度から採用して、保育内容を引き継いでいくべき

だと考えますが、来年度、採用予定者に保育士の方は見当たりません。採用計画がどのように

なっているのか、また採用の際の雇用形態をどう考えておられるのか、伺います。 

 ３件目は、中学生におけるスマートフォンの影響についてお伺いいたします。 

 内閣府の平成24年度青少年インターネット利用環境実態調査によると中学生の携帯電話の所

有者が51.6％、そのうちのスマートフォンの所有者が25.3％となっています。スマートフォン

の所有率だけを見てみると、昨年度から５倍にも増えています。スマートフォンのアプリのＬ

ＩＮＥですが、よく耳にされていると思います。無料通話やメールや写真投稿などの機能があ

ります。このＬＩＮＥの中で会話が長時間になりやすく、またクラス、学校内だけでなく、他

校生徒と親しくなり、トラブルが増えたり、また精神的にも不調を訴える子どもたちが増えて

いる現状があります。市内の中学校でも同じようなことを耳にすることがあります。中学生の

スマートフォンの所持について、市として、または教育委員会として情報発信や啓発などの対

策がとれないものか、お伺いいたします。 

 再質問は、議員発言席にて行います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（橋本 健議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（古川芳文） それでは、１件目の土砂災害特別警戒区域について、私のほうから
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ご回答を申し上げます。 

 ご質問の該当区域である三条一丁目の市有地の対応についてですが、この土地は地目が墓地

になっておりまして、周辺の住宅開発以前から地元の住民の方々が累代の墓所として使用され

ている土地でございます。 

 市内にはこのような登記上、太宰府市、または大字持ち分として墓地となっている箇所が約

54筆ほどございます。そのほとんどがご質問の土地と同様、山手の高台に位置しているのが現

状でございます。 

 管理につきましては、長年の墓地使用に係る経緯から、基本的に墓地の使用者に行っていた

だいているところですけれども、周辺住民の皆様の生活環境の保全上、必要と認められる樹木

の伐採等については市が行っているところでございます。 

 ご質問の三条一丁目の墓地につきましては、平成15年７月の豪雨災害によりましてのり面崩

落がございましたので、擁壁を設置し、その上にフェンスを張り、のり面には種子吹きつけ

等、災害復旧工事を行っております。その後、10年ほど経過いたしておりますけれども、平成

21年及び平成22年の大雨時にも土砂流出や崩落等は見受けられておりません。したがって、今

は安定した状態であると考えております。 

 また、ご指摘の南側ののり面につきましては、平成22年の大雨時にブルーシート張りをした

ものでございまして、あわせてそのときにのり面の上の墓石が点在いたします箇所に雨水の集

水ますを設けまして、そこから排水パイプを通し、のり面の下に排水できるように施工いたし

たところでございます。さらに、ブルーシートにつきましては、平成25年に張りかえを行い、

補強をいたしております。 

 なお、大雨や台風によります災害警戒本部が設置された場合などにつきましては、地元自治

会長や関係機関への連絡を初め、現地を巡回点検し状況確認を行うとともに、安全確保のため

の情報共有を行っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ２番神武綾議員。 

○２番（神武 綾議員） 何点か、お伺いしたいと思います。 

 先ほど回答いただきましたお墓の件なのですけれども、この山の上のほうにですね、実際に

管理されて、お参りにも来られているお墓が何カ所かあって、そしてもうそのまま放置されて

いるようなお墓があるのですけれども、放置されているお墓のほうが墓石が倒れたりとか、あ

ともう山のですね、崖の縁まで来ているようなものもありますので、そこのところがですね、

崖が崩れないにしても、雨が降ったときにですね、地盤が緩んだときに落ちてくるのではない

かというふうに心配されているのですけれども、この部分に関しては少し移動させるとか、そ

ういうふうなことはできるのでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（古川芳文） 私も梅雨時期には大体行っておりますし、年に二、三回は現場に行
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っております。今回のご質問を受けて、改めて現地を全て確認をしてまいりました。 

 ご指摘のように北側のり面のですね、端付近の墓石が１カ所倒れておりまして、確認をして

きました。この墓石といいますか、お墓の石をやっぱり勝手に動かすということはできないだ

ろうと。やはりその墓守をしてある使用者といいましょうか、管理者といいましょうか、その

方の確認が要るだろうというふうに思っております。 

 したがいまして、勝手に動かすことはできませんけれども、その墓石が落下するような危険

性が出た場合はですね、緊急的に落下防止のための対応を市のほうで行うということは考えて

おりますので、その点、よろしくお願いしたいと思っております。 

○議長（橋本 健議員） ２番神武綾議員。 

○２番（神武 綾議員） では、そこのところをですね、よろしくお願いいたします。 

 それから、山の上の木なのですけれども、随分伸びてきていまして、先ほど山自体がです

ね、今安定しているので手を入れないほうがいいのではないかという判断をされているようで

すけれども、住民の方がですね、テレビがきれいに映らないとか、電波障害を起こしてありま

すので、そこのところはですね、住民の方と少し話をしていただいて、できる限りの間伐です

ね、がお願いできないかと思いますけれども、そのところはいかがでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（古川芳文） 今年の８月でしたか、地元の方の要望でこの指定に当たっての説明

会を開催をいたしております。その場に所管の環境課のほうからも出席をさせていただきまし

て、いろいろとやりとりをさせていただいたところでございます。 

 ご質問の高木、それから電波受信の状態が悪いというお話もそのときに出たということでご

ざいます。先ほど申しましたように現地を確認いたしましたが、高木として倒木といいます

か、倒れる危険性のある木は見受けられない状況を確認してまいりました。見渡しますと大体

高台の樹木並木、また普通の山のですね、並木の状態で、高さは恐らく樹木の樹高が５ｍから

６ｍぐらいではなかろうかというふうに思っておるところでございます。 

 それから、テレビの受信状況につきましては、そういう木々との因果関係がはっきりいたし

ませんので、今のところ、対応はいたしていないという状況でございます。 

○議長（橋本 健議員） ２番神武綾議員。 

○２番（神武 綾議員） お尋ねですけれども、その木の状態と受信状況の因果関係がはっきりし

ないというお答えでしたけれども、そこの部分はどこで、個人の住民の方がそれを調べるとい

うか、調査するようなことになるのでしょうかね。市側では行ってはいただけないでしょう

か。 

○議長（橋本 健議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（古川芳文） 因果関係をつかむというのは非常に難しいかなというふうに思って

おりますが、普通のビルが横に建つとかですね、建築基準法といいましょうか、そういう規定

の中では電波障害に関するものもあるようでございますが、通常の高台の木々について、電波
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障害になるという話もちょっと聞いたことはないかなというふうには思いますけれども、そこ

ら辺の調査を市が行うということにはならんだろうというふうに思います。 

○議長（橋本 健議員） ２番神武綾議員。 

○２番（神武 綾議員） わかりました。 

 もう一点ですけれども、平成15年度に豪雨災害のときにですね、崖崩れがありまして、その

後にのり面の工事をされています。これが擁壁工事と、あとフェンスを建ててあるのですけれ

ども、恐らく、恐らくというか、国と県の災害時のですね、対策としてされていると思うんで

すけれども、住民の方、ちょうどレッドゾーンにかかっている住宅が５軒ありますので、その

うちの３軒が擁壁に守られているのですけれども、あとの２軒がいざこう流れ込んできたとき

に両側に土砂が流れていって危険だということで心配してあるのですけれども、その部分の工

事の予定はありますでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（古川芳文） 今のご質問は、現在ついています擁壁の延長といいますか、それが

計画されているかということでよろしいでしょうか。 

 平成15年の災害箇所につきましては、ご存じのようにかなりの箇所数が出てまいりました。

緊急を要するところから優先して工事を行ってきたというところでございますけれども、この

箇所につきましても土砂の崩落しておる箇所をですね、災害復旧工事として実施をしておりま

すけれども、あれを下まで延長するとかということではなくて、災害の実際に被害に遭った部

分を擁壁をついて、これ以上の崩落が起きないようにという復旧工事を行っておるところでご

ざいます。 

 先ほど申しましたように現在の擁壁、それからフェンス、それから種子吹きつけのほうもか

なり植生が進んでおりますので、のり面のほうも安定した状態ではないかなというふうに考え

ております。今後の状況を見ながら、必要があればその辺もあわせて検討をしていきたいとい

うふうに思っております。 

○議長（橋本 健議員） ２番神武綾議員。 

○２番（神武 綾議員） このレッドゾーンが太宰府市内で126カ所あるということで、世帯とし

ては434世帯にかかっているというお話を聞いたのですけれども、そこ全ての住民の方がレッ

ドゾーンに自分の家がかかっているということで不安に思ってらっしゃると思うのですけれど

も、そこの部分を全て対策をとるというのは、予算的にも無理なところがあると思います。そ

れで、何か方法がないかというふうに考えていかないといけないと思うのですけれども、県の

ほうで危険箇所については順次工事に入っているというふうに聞いているのですけれども、県

のほうもその把握している危険箇所が1万5,000カ所あるということで、年に10カ所から20カ所

ぐらい対応しているという話を聞いたのですけれども、この工事の中に太宰府市のレッドゾー

ンにかかっている場所は入っているかということは把握してありますか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 
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○総務部長（三笠哲生） 今、お尋ねのこの土砂災害防止法につきましては、それまでの今言われ

ました急傾斜地法とか、土砂災害防止法とか、そういう法律に基づいてハード整備を国、ある

いは県で行われてきております。市内にも、急傾斜地法で２カ所ほどやっていただいたところ

があります。これは工事をするためにそういう指定をして、工事をして、その区域指定が外れ

るということではございません。 

 この土砂災害防止法が出ましたのは、いつやったですかね。広島でかなりの災害が発生し

て、とうとい人命が奪われたということ、平成13年やったですかね。そういうのを契機にしま

してですね、国のほうで、やはりハード整備については順次、鋭意やっているけれども、なか

なかそれが追いつかないということで、人命、あるいは財産等を保護するために、生命をまず

優先するということで、そういう避難体制をですね、確立しながら、人命を守っていくという

ことが趣旨としてつくられておりまして、ハード対策としての対策工事ではなくてですね、警

戒避難体制の整備等のソフト対策を中心とした法律ということになっております。 

 今回、県のほうがレッドゾーンの見直しといいますか、追加を行いましたのは、当時まだ法

律がなかなか国民に浸透されていないということで、何か区域指定をされると、そこが危険じ

ゃなくて被害が発生するおそれがあるというような趣旨が伝わってないところがありまして、

当時レッドゾーンにかかってあるところの居住されている方々、あるいは財産所有されている

方々が、やはりそれを理解できないので反対をするというようなことであれば、県のほうとし

てはイエローゾーンでということで、当時区域指定がされた経緯があります。 

 この間議会でもたくさんのご質問をいただいていますけれども、地球規模の気象異常の影響

かどうかはわかりませんけれども、今までには考えられないような集中的な豪雨が発生してお

ります。県のほうで改めまして、当初レッドゾーンであったところと新たに追加するところに

ついて、今回見直しを行うということになっております。 

 今、お尋ねの工事については、この土砂災害防止法に基づく工事ということではなくて、他

の法律に基づく工事がされているものだろうと思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ２番神武綾議員。 

○２番（神武 綾議員） 土砂災害防止法のですね、理念については、警戒避難体制の整備や一定

の行為の制限を行うものということで、そこのところは理解しております。県が指定しており

ますので、やはりそこの部分はですね、指定に関しては高さ５ｍ、傾斜が30度以上というよう

なことで、地層とかですね、強度については問うていませんので、そこの部分はですね、県の

ほうに、法津では別のものになりますけれども、危険箇所として、ぜひここの工事をというこ

とで要望をしていただきたいと思います。 

 続いて、２項目めですけれども、このレッドゾーンにお住まいの方に対しての対策ですけれ

ども、警戒と避難体制についてですね。ここの部分についてお願いします。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 
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○総務部長（三笠哲生） この三条一丁目の件ではなくて、全体的な市の避難体制のお話ですね。 

 土砂災害特別警戒区域についてはですね、本市では土砂災害防止法の制定以前より毎年出水

期前の５月中旬ごろに災害発生予想危険箇所を市の関係課、消防署、自衛隊などで現地調査を

しまして、現況の確認と情報の共有化により、災害発生時の迅速な対応に備えておるところで

ございます。また、気象庁による大雨、洪水及び台風接近時の暴風雨警報発令時には、直ちに

災害警戒本部を設置いたしまして、消防、警察、自衛隊、自治会長などへの関係機関に連絡す

るとともに、速やかに災害警戒本部会議を開催し、気象状況を含めた状況の確認と情報の共有

を図り、同時に警戒本部各班による危険箇所等の巡回を行っておるところでございます。 

 雨量、河川水位、土壌雨量指数等の気象状況と現場の状況、あるいは通報、連絡等を総合的

に判断しまして、市内に災害の発生が予想されると判断した場合には、市長を本部長とする災

害対策本部を設置し、対応をいたしております。避難が必要と判断した場合には、太宰府コミ

ュニティ無線や防災メール、あるいは市の広報車、職員や消防団、あるいは自主防災組織によ

る戸別訪問によりまして避難を誘導することといたしております。 

 避難体制につきましては、行政だけではなく、自助としてまずは自分の生命を守ることを、

共助として自主防災組織の自立強化を図り、地域と行政が一体となった災害予防、あるいはそ

のような知識を得ていただくための講話や、あるいは実地訓練等を通じましてそういう意識を

醸成することが必要であると考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ２番神武綾議員。 

○２番（神武 綾議員） 防災の対策について、自主防災組織ということがずっとここのところ力

を入れて進めてあると思います。今の自主防災組織の組織されている箇所数はどのようになっ

ているか、お願いいたします。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 自主防災組織につきましては、各行政区の自治会に協議をお願いをして

おりまして、現在26組織が編成されているということで報告を受けております。 

○議長（橋本 健議員） ２番神武綾議員。 

○２番（神武 綾議員） この自主防災組織が自治会のほうではぜひ立ち上げて、やはり住民の皆

さんの安心・安全に役立ちたいという思いはあるのですけれども、なかなかそこまで、立ち上

がりまでですね、力が及ばないとおっしゃっている自治会長さんもいらっしゃるのですけれど

も、防災専門官の方が今ずっと指導に入ったりとか、相談に乗ったりとかで進めてあると思う

のですけれども、ここの部門ですね、防災担当の部署の人員の増員というか、そういうことは

考えておられますか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 人員の配置につきましては、その業務量に合った人事配置をということ

では基本に考えております。 
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 なお、来年４月からの機構改革におきましても地域とともに、いわゆるそういう防災意識の

醸成、あるいはそういう組織化については市民とともにやる部で所管し、あるいは消防署、自

衛隊等の関係機関との連絡調整等、あるいは災害対策本部とか、そういう全体的なものを課と

して、防災安全課というような課に格上げをしまして対応することと予定をいたしておりま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ２番神武綾議員。 

○２番（神武 綾議員） 自治会長ももちろんそうなのですけれども、住民の方も何か役に立ちた

いというふうに思っている方もたくさんいらっしゃいますので、そういう方たちに啓発したり

とか、あと力をかしていただけるような組織づくりを進めていく上でもですね、職員の皆さん

の安全対策についての部門をですね、きちんと確立していただいて援助していただきたいと思

います。 

 住民の皆さんが、この豪雨災害というか、ゲリラ的な大雨の中、いつ自分の家が流されるの

じゃないかとかというような不安の中でですね、何か市で補助できるようなことがないかと思

って調べてみたのですけれども、レッドゾーンに指定されている危険区域の住宅の建てかえや

移転に関して補助制度を設けている自治体があるのですけれども、こういう制度についてはご

存じでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 太宰府市が、この土砂災害防止法の区域指定の対象になるときに、先ほ

どこの法の趣旨は申し上げましたけれども、とはいっても地域住民がお住みになっている私た

ち基礎自治体においてですね、法律の趣旨がそうだから何もできないのですよということで

は、なかなか住民の不安は払拭できないだろうということで、当時いろんな調査をしました。

いろんな工事に関する補助制度を持ってあるところもあります。ただ、基本的には住民の方に

ですね、対策をしていただくというところが基本の制度だろうとは認識をいたしております。

済みません、自治体の数まではまだ把握はいたしておりませんが、そういう制度を持っている

自治体については、あるということは認識いたしております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ２番神武綾議員。 

○２番（神武 綾議員） 実際に鳥取県の倉吉市、それから琴浦町については、土砂災害特別警戒

区域住宅建てかえ等事業ということで、住宅の建てかえにかかる費用の借入金に対しての利子

にですね、補助金を出したりとか、それから長野県の岡谷市については住宅の移転のときの除

去費用の助成、それからあと一緒ですね。建設助成金としての借り入れの利子に対しての補助

というような制度もあります。ですので、こういうことも少し検討していただいてですね、レ

ッドゾーンにかかる住民の方が全てそれを申し込まれるとは思いませんけれども、一つの安心

になる材料として検討いただければと思います。 
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 ２項目め、お願いします。 

○議長（橋本 健議員） ２件目に入ります。回答お願いします。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中島俊二） 次に、２件目の五条保育所の保育士採用についてお答えいたしま

す。 

 まず、１項目めの平成27年度、200人定員で移転開園に向けての採用計画についてでござい

ますけれども、定員いっぱいの200人の児童が入所した場合におけます国の保育士配置基準に

基づきますと26人以上の保育士が必要になると試算しております。 

 また、保育所は平日は午前７時から午後７時まで、土曜日も午前７時から午後６時まで開所

しておりますので、ローテーション勤務の保育士の配置も必要ですので、平成27年４月の移設

開園に向け、遺漏のないように準備を進めております。 

 次に、２項目めの雇用形態についてでございますけれども、現段階で正規職員、非正規職員

の雇用形態は決定いたしておりません。所管部といたしましての案を作成するとともに、入所

児童数の状況等を見ながら検討しております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ２番神武綾議員。 

○２番（神武 綾議員） 採用についてですけれども、先ほど壇上でも申しましたが、平成27年度

開園に向けて１年前にですね、採用して、やはり保育の継承を、それから先生方の連携をとる

ためにも平成26年４月１日採用を願っているところですけれども、これは４月１日でできなか

った理由はありますでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 先ほど健康福祉部長が答弁しましたように、現在、新保育所の職員配置

計画について、今国の保育士配置基準、あるいは現在の職員配置や今後の児童数を見込みまし

てですね、検討している段階でございます。そういうことで、新年度採用については決定をい

たしてないということでございまして、十分な保育体制がですね、確保できるように検討して

まいるのは当然だと思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ２番神武綾議員。 

○２番（神武 綾議員） 実際に、子どもが200人という倍の人数になるということはわかってい

るわけですね。保育士さんも１人、２人増やすぐらいでは足りないということがわかっている

わけですから、これから考えるというお答えですけれども、検討中だというお答えでしたけれ

ども、４月１日時点で１人でも２人でも採用できたのではないかと思いますけれども、現在の

時点では今採用の予定がないということですが、年度途中の採用は考えておられますか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 先ほど申し上げましたように、この保育内容について事業計画が決定
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し、適正な万全の態勢で臨めるように検討をしていくというところでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ２番神武綾議員。 

○２番（神武 綾議員） 保育士さんはですね、公務労働の中でも専門性の能力が必要とされる職

種ですので、経験を積み重ねて業務に当たっておられます。ですので、その積み重ねを途絶え

ることなく、次の世代にですね、伝えていくべきものだと思いますので、平成27年度４月１日

開園に配置ということではなく、早く採用していただきたいと思います。 

 続いて、雇用形態についてですけれども、正規職員と非正規の人数はまだ未定だということ

でしたけれども、この人数にかかわることで全国福祉保育士労働組合の2013年の春闘要求アン

ケートというのがありまして、その保育士さんの仕事上でですね、77.6％の人がストレスを感

じているそうです。その原因としてですね、利用者の変化の対応、それから職場の人間関係、

そして続いて人が減っているというふうになっています。非正規の職員が増えている中、職員

会議等での保育の理念や狙いなどの共有もままならず、業務の引き継ぎができない実態が浮き

上がっています。公立保育園自体の運営費が一般財源化されて、保育の多様化、それから長時

間化の中で、非正規の職員が配置されてきました。保育所の運営費が現場の実態と大きくかけ

離れていることから、非正規が年々増加傾向にあります。太宰府市でも例外ではないと思いま

す。日本労働研究雑誌の中では、保育園における雇用環境と保育者のストレス反応で、非正規

雇用を増やすことによって増大する保育ニーズに対処しようとして保育の質が低下し、保育者

のストレス反応を危機的レベルに向かわせている可能性もあると警鐘を鳴らしています。 

 今の太宰府市の保育士さんの労働環境も同じようなところがあるのではないかと思います。

ですので、正規と非正規のそのバランスをですね、そこのところを保育士の現場のですね、方

にも話をきちんと聞いて、できるだけ早い採用をお願いしたいと思います。 

 次、３件目、お願いします。 

○議長（橋本 健議員） ３件目に入っていいですか。３件目の回答をお願いします。 

 教育部理事。 

○教育部理事（堀田 徹） 次に、３件目の中学生におけるスマートフォンの影響について、市

長、教育長ということでございますが、私からご回答を申し上げます。 

 現在、太宰府市の小・中学校におきましては、スマートフォンなどの携帯電話の学校への持

ち込みは原則禁止としております。 

 しかし、児童・生徒の多くは学校外の生活におきましてスマートフォンやインターネットを

利用しており、中には不適切な書き込みなどによって友人関係でトラブルを起こし、不登校に

陥るなどの事例も発生しております。こうした情報通信機器は、児童・生徒の日常生活に浸透

しておりまして、市教育委員会といたしましても非常に危惧しているところでございます。 

 また、これらは保護者の判断によって与えられておりまして、教師の対応も難しいことか

ら、各学校では福岡県の保護者とともに学ぶ児童・生徒の規範意識育成事業というのがござい
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まして、その一環として児童・生徒はもとより保護者も対象といたしましたネットによる誹謗

中傷、いじめ防止教室等を開催しているところでございます。 

 今後ともこうした教室を通じまして、インターネットや携帯電話等による被害の深刻さや危

険性について具体的に子どもたちに理解をさせ、児童・生徒の社会規範を遵守する判断力や行

動力の育成を図ってまいりたいというふうに思っております。 

○議長（橋本 健議員） ２番神武綾議員。 

○２番（神武 綾議員） 今回、この問題を取り上げるに当たってのきっかけなのですけれども、

先日、中学校のクラス懇談会に出席した際に、担任の先生からですね、スマートフォンのこと

でお話がありました。学校の生徒の中でですね、友達を傷つけるような内容の写真をネット上

に発信して、それが保護者からですね、自分の子どもの写真が流れているということで学校に

相談がありまして、警察にお願いして発信元を調査して、そして先生方がその後対応されたと

いうことでした。先生方がやはりこのことに真剣に取り組まれて、発信元の子どもから話を聞

いて、そしてその写真を受け取ったであろう子どもの保護者に連絡をとってお話をしてです

ね、親子一緒にその画面を見て、削除をするようにとお願いをして回ったということでした。

これをするのにですね、先生方が３週間かかったというふうにおっしゃっていました。 

 スマートフォンでのトラブルというのは、もう今、マスコミでも取り上げられますし、教育

現場でも恐らく大変な時間を費やして対策されていると思うのですけれども、実際に保護者の

ほうにこういう事件があったというふうに先生がお話しされたというのは、本当にもう困って

あるというか、大変なことがやっぱり学校の中で起こっているのじゃないかというふうに感じ

ました。親はスマートフォンを与えるときに携帯の延長だと思って、少しゲームができるぐら

いの感覚で与えたりとかですね、そういう親もいらっしゃいますし、そのスマートフォン自体

の機能がよくわからなくて与えているという現状があると思います。 

 学校側も子どもたちに講演会を行ったりとか、あとＰＴＡで講演を行ったりとか、また行政

のほうでは家庭教育学級でそういう講師を呼んで話を聞く機会をつくったりとかしていますけ

れども、今もう市を挙げてですね、保護者、それから子どもたちに発信する時期に来ているの

ではないかと思います。実際に学校現場のトラブル、私はこれ１件聞いただけですけれども、

校長会などでそういう報告など、お話は上がっていませんでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀田 徹） 今、神武議員さんからお話いただきました事件につきましては、報告

書が上がってきております。教育委員会のほうにですね。内容等については、承知をしており

ます。 

 また、市の校長会等の中でも、これまでこうした情報モラルにかかわる教育をしっかり徹底

していかなければならないという話はしてきておるところでございますし、先ほどご説明をい

たしました規範意識育成事業、この中でこの情報モラル、あるいは誹謗中傷によるいじめにつ

ながるような、そういった事件等について、具体的に犯罪に巻き込まれました事例でございま
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すとか、実際にいじめにつながった事例でございますとか、そういったものを具体的に子ども

たちや保護者に説明をしていただきながら、じゃあ実際どんなことを具体的にしてはいけない

のかと。特に、スマートフォン等になりますと機能等も複雑でございますので、そういったこ

とも含めて、保護者も来ていただいておりますので、本当に怖い面について具体的にお話をい

ただきまして、子どもが実際に操作する上での具体的に何をしてはいけないか、保護者として

注意をしていただくことといったようなことについてもお話をしていただきながらですね、子

どもたち、そして保護者に周知を図っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ２番神武綾議員。 

○２番（神武 綾議員） 実際に起こった事例を保護者に発信するというのは、やっぱり危機感と

いうか、もう本当にどきっとしますので、そういうことはできるだけですね、流していただき

たいなと思います。 

 今、私の周りでも子どもにスマートフォンを持たせたことで困ってある親御さんがたくさん

いらっしゃるのですけれども、今もなかなかもう手から離せない、使う時間を決めても、その

時間を守れないという子がいたりとか、それから朝起きてですね、勉強すると言って、５時ぐ

らいに起きてくるのだけれども、実際部屋のぞいてみたらスマートフォンしていたというよう

な現状とかがやっぱりあるので、そういうところも含めてですね、やっぱりスマートフォンの

何か怖さというものを大人も知らないといけないなというふうに思っています。 

 そのクラス懇談会のときに先生が配られた資料があるのですけれども、それが週刊誌の特集

でですね、親が知らないスマホ依存の危険過ぎるわなという題名だったのです。その中に、こ

のスマートフォンの中のアプリのことが書いてあったんですけれども、お小遣いサイトという

無料のサイトがあって、そこでゲームをダウンロードすると普通にゲームをしていてもどんど

んポイントが加算されていって、お友達を紹介するとまたポイントが加算ということで、どん

どんどんどんポイントを加算することによって、いろんな買い物ができたりとかということが

できるので、もうやめられなくなるという。実際にずっとしてないと損した気分になるので、

もう学校に行っていても気になる、寝ていても気になるというようなことで、そういうふうな

現状が、今中高生の中に起こっているというような内容がありました。 

 今、最初にお話ししましたＬＩＮＥですけれども、ＬＩＮＥを使っている方がこの議場にど

のくらいいらっしゃるかわかりませんけれども、グループトークというのがあって、仲間うち

でメッセージ交換をするのですけれども、お聞きになったことあると思いますけれども、ＬＩ

ＮＥ外しというのが怖くて抜けられずに長時間つき合って徹夜して、そして不調を訴えるとい

うような子どもたちも増えてきているそうです。中学校の保健室の養護教諭のお話では、吐き

気や頭痛、肩凝り、そして24時間つながっとかないといけないということで気が休まらずに寝

つきが悪くなる、そして急に涙が出て悲しくなるといった精神的な不調の子が目立ってきてい

るそうです。さらに、そのグループトークのグループの中で空気が読めなかったことで自分が
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悪いと自分を責めたり、それからやめるとか、嫌だとかということが言えなかったことで、自

分を責めて鬱病になるような子どもたちもいるということです。 

 理事は今まで校長先生をされていたということで、実際にそういう子どもたちに出会ったり

とかということはありましたでしょうか、ありますか。こういう現状をどのように感じておら

れるか、教育長のほうでご回答いただきたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 教育長。 

○教育長（木村甚治） 今、ＬＩＮＥという言葉で論議されていますけれども、これを考えるとき

に、まずハード機器としてですね、ｉＰｈｏｎｅと今までのいわゆるガラパゴス携帯とゲーム

機というのがあります。ハード問題で１つずつまた考え方を見ていかなきゃいけない問題があ

ります。今、ご質問の場合はＬＩＮＥということですので、ｉＰｈｏｎｅの中の一つのダウン

ロードソフトとしてのＬＩＮＥということになっています。ｉＰｈｏｎｅそのものの問題では

なくて、その中にあるアプリの問題ということで捉えれば、今おっしゃったような状況が発生

いたしております。このことは授業中に使うものではなくて、子どもたちが家に帰って家で使

ったりするものですから、この使い方については学校と保護者が、家庭が一緒になって考え

て、問題点を把握して対応していかなければならないと思っております。こういうことについ

ては、特にＰＴＡ、家庭教育学級等を通じて学んでいかなければならないということで、市の

ほうといたしましても先週の土曜日にこの子どもたちとメディアを考えるということで講演会

を行いました。その中で、私も行きましたらアンケート、講師の方が今この中でｉＰｈｏｎｅ

の方、手を挙げて、ガラケーの方、手を挙げてというと、観衆はほとんどお母さんたちでした

けれども、ほとんど、半分以上がガラケーでした。だから、今までの携帯を持ってある方に、

すぐｉＰｈｏｎｅのことを言っても多分理解できないと思います、このタッチの問題とかです

ね。ハードでいえばそのｉＰｈｏｎｅの問題、それとｉＰｈｏｎｅの中にある今テレビでコマ

ーシャルしているパズドラですよね。ゲーム。莫大なコマーシャル費用を払ってテレビでコマ

ーシャルするということは、もうかるということですから、それを誰が払うかという話です。

あの中で子どもが初めてのスマホだと言って、すぐゲームのほうの画面展開をします。果たし

ていいのかということで、私はあれは一つ問題ではないかなと思っていますけれども、そうい

うことが一つ。 

 それと、このＬＩＮＥで言われているように、これとｉＰｈｏｎｅと同じ機能を持ったの

が、もっと小さな小学生がやっている３ＤＳ、ＰＳＰになっているのですね。だから、そうい

う一つ一つの怖さがあって、ハードの問題よりも、これを利用する私たちや家庭の問題が非常

に大きいと今、私は考えております。 

 そういうことから、今おっしゃいましたように同じような情報を家庭と共有して対応をとっ

ていかないと、もう無防備に小学生が３ＤＳでＬＩＮＥと同じ機能でやっていっています。そ

の中に自分の12桁のコードを抜き取られて犯罪にまで走っておりますので、ちょっとそういう

意味で家庭も深刻に捉えて、教育委員会全体で対応していかなければならないなと今思ってお
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りまして、先週もいろんな教頭会とかあったときにもそういうことで、これから対応していき

たいということで話はしておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ２番神武綾議員。 

○２番（神武 綾議員） 私も土曜日の講演会でお話を聞きました。子どもとメディア、ＮＰＯ法

人の方のお話でしたけれども、今教育長のお話にもありました。子どもはよくわかっているけ

れども、大人がわからない、その中身をですね。ですので、大人が子どもに教わることも必要

であるというふうにおっしゃっていました。ですので、先ほどもお話ししました家庭教育学級

での保護者の学習だとか、そういうことも必要なのですけれども、また逆に子どもたちから意

見を聞くという方法もあるのではないかというふうに思いました。 

 先日、ＮＨＫのテレビ、特集を見ていたのですけれども、そこで携帯の依存症になった高校

生のお話があっていまして小学６年生のときに母親を亡くして、父親を助けるために炊事、洗

濯と頑張ってやっていたのだけれども、やっぱり中学校の思春期に入ったときに、もうそれか

ら逃げ出したくなったと。そのときに携帯のゲームにはまってしまってですね、もう学校にも

行けないぐらいの状況になったときに、父親からもういいかげんにしないかという一言でそこ

から外れてですね、振り返ったときに、その携帯の中で使った時間が無駄だったなというふう

に感じたそうなんですね。そのときにはやっぱり周りに友達がいたということで、今その友達

と高校に上がってですね、自分がそのずっと携帯の依存症になったときのことを考えて、こう

いうことに気をつけたらいいということで、また中学生とかですね、大人にも知らせていきた

いということで、自分たちで寸劇をビデオに撮って、それを見せて回ったりとかというような

活動をしています。 

 少し中学生、高校生よりも少しお兄さんの大学生とかですね、青年がそういうところに役割

を持ってかかわっていくことも必要なんじゃないかなというふうに思いますので、このスマー

トフォンを含めた携帯ですね。インターネットについては、もう子どもがここに生まれ落ちた

ときから、子育てから子守を携帯ではしないで、やっぱりスキンシップをというところで、保

健センターもそういうようなお話をお母さん、保護者の方にされているのですけれども、やっ

ぱりそういうこともずっと乳幼児期、それから幼児期、そして学童期とつながっていくような

施策を市全体として、やっぱり前面に掲げてしていただきたいなと思います。 

 済みません、最後に市長にお伺いいたします。 

 今のこの中学生の状況をいろいろお話ししたのですけれども、実際にそういう若者に出会う

こともあると思いますけれども、こういうような状況をどのようにお考えになるか、お聞かせ

ください。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 社会の発展とともにいろんな伝達機能等も変遷があります。私自身もスマー

トフォン持っておりますけれども、そういった使い方、ＬＩＮＥも知っておりますけれども、
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あるのかなというふうな思いです。青少年の健全育成に及ぼす影響というふうなことも、今の

ご指摘のようにあると私も思っておりますので、要は家庭、社会教育の分野、あるいは学校

で、一体となった形での子どもたちへの指導強化というようなこと、あるいは使い方を教える

ということが大事ではないかなというふうに思っております。 

○議長（橋本 健議員） ２番神武綾議員。 

○２番（神武 綾議員） 先ほどもお話ししました。市全体としてですね、保健センターもかかわ

る、そして子育て支援センターもかかわる、そして生涯学習も学校もかかわるというような、

子どもたちの今の環境をきちんと分析して、調査して、子どもを真ん中に発信していくシステ

ムづくり、それから拠点づくりを考えていただきたいと思います。これを要望いたしまして、

私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（橋本 健議員） ２番神武綾議員の一般質問は終わりました。 

 ここで11時30分まで休憩いたします。 

              休憩 午前11時15分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時30分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 17番福廣和美議員の一般質問を許可します。 

              〔17番 福廣和美議員 登壇〕 

○１７番（福廣和美議員） ただいま議長より許可がありましたので、通告どおり空き家条例につ

いてと小・中学校の安全・安心対策の２点について質問をさせていただきます。 

 まず初めに、空き家条例につきましては、今年の６月の定例議会で一般質問をさせていただ

きました。その折は回答をいただいただけでしたので、若干ですが、その続きをさせていただ

きたいと思っております。 

 市民生活部長の回答では、空き家の適正管理に関する対策について、全国の空き家率は

13.1％と過去最高で、今後も増加することが考えられ、本市の高齢化率も23.4％ですが、今後

も高齢化を要因の一つとする空き家の増加が予測され、最後に防災、防犯、環境保全、景観な

ど、さまざまな視点での対策が必要で、今後も関係課で協議を行い、検討してまいりたいとの

見解を示されました。 

 質問からまだ半年しかたっていませんが、現状についてお尋ねします。 

 次に、今後の進め方についてもお尋ねをしたいと思います。 

 ２件目は、小・中学校での安全・安心対策についてお尋ねします。 

 今、塾では使われていると聞きますが、登下校メールサービスがあります。端末機にカード

を当てればリアルタイムで保護者にメールが届くというシステムであります。ちろん市のほう

もご存じでしょうから、考えを示してください。 

 また、通学路における交通量の多い交差点、例えば国分寺前交差点や五条交差点などの安全
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対策について、歩車分離式の信号を考えてみてはと提案をしましたが、その後の考えについて

お答えください。 

 再質問については、議員発言席にて行います。 

○議長（橋本 健議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（古川芳文） それでは、１件目の空き家条例について、私のほうからご回答を申

し上げます。 

 まず、１項目めのこの条例の考え方についてでございますが、６月議会でもご回答申し上げ

ましたとおり、空き家に関する問題につきましては火災や倒壊、不法侵入や犯罪誘発、衛生環

境の問題、景観の悪化など、さまざまな問題が考えられますので、さきに申し上げましたよう

に庁内の関係部署と連携し、協議を行ってきたところでございます。 

 本市におきましては、空き家に関するご相談はまだ少ないことから、現段階においては個々

の状況に応じ、関係課と協議しながら対応していくことを確認をいたしております。 

 また、将来的には人口減少や高齢化等の進展によりまして、管理が不十分な空き家が増加す

ることが予測されますので、その対策が今後求められるということも十分認識いたしておると

ころでございます。これらに対応するためにも条例の制定を視野に入れて検討していく必要が

あると、このように考えております。 

 また次に、２項目めの現状についてご回答を申し上げます。 

 現状では、雑草や樹木伐採の相談は環境課、それ以外の相談は内容によりまして担当課が土

地所有者等に連絡をとり、適正な管理について指導を行っております。 

 平成25年４月から10月末までの相談件数は19件ございまして、全て草刈り及び樹木伐採に関

するものとなっております。また、協働のまち推進課や都市計画課、関係課でございますが、

こちらにも個別に空き家に関する相談は受けていないという状況でございます。 

 なお、草刈りに関しましては、空き地に繁茂した雑草等の除去に関する条例第４条の規定に

基づきまして、所有者等に雑草の除去など、適切な管理を指導しているところでございます。 

 また、福岡県におきましては現在８市４町で空き家等の適正管理に関する条例が施行されて

おります。筑紫地区内におきましては、現時点においては条例が制定されている市町はないと

いう状況でございます。 

 次に、３項目めの今後の進め方についてご回答を申し上げます。 

 ６月議会でもご回答申し上げましたが、今後高齢化やその他の要因とも相まって、空き家の

増加は将来的に本市でも起こり得る問題と捉え、防災、防犯、環境保全、景観など、さまざま

な視点で対策を講じていくべき課題であると考えております。 

 また、平成24年度に関係課による視察や協議を行いましたが、その結果、現状では空き家に

関する相談件数は少ないものの、いずれ問題化するという認識で一致し、必要に応じ協議を行

うことを確認しているところでございます。 

 今後につきましては、国の動向、先進市の事例等を参考にしながら条例化なども含め、空き
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家の適正管理を促す方策を検討してまいりたいと、このように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 17番福廣和美議員。 

○１７番（福廣和美議員） ありがとうございます。 

 今、現状的には太宰府市においては問題は少ないというご回答でございました。 

 全国では、今272の自治体に、この空き家条例を制定している、そういう事実があるわけで

すね。今、部長も答えられましたように将来的にはというか、今現状的にそういう急を要する

問題点が少ないのかもわかりませんが、将来的には問題点が出てくるだろうという認識はある

というお答えでございます。問題が起きてからですね、その対応が現状できなくなってから条

例をつくるという私は姿勢ではなくて、今から予測されるのであればその問題が起きる前に、

よその市町村でも起きているわけですから、別に近隣４市１町で先駆けてつくってもいいわけ

ですから、早くこういうものを、今太宰府市がつくったということを市民によく知ってもら

う。つくってから、知った上で、今から増えないように、問題点がないようにするというのが

僕は大事じゃないかと思うわけですが、その点いかがですか。 

○議長（橋本 健議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（古川芳文） 先ほど申し上げましたとおり今のところ条例制定につきまして具体

的に時期をお示しするということはございませんけれども、関係課の中で必要に応じ、対応し

ていきたいというふうに思っております。 

○議長（橋本 健議員） 17番福廣和美議員。 

○１７番（福廣和美議員） 要するに、今日は幾ら質問してもそれ以上の答えは出ないということ

ですかね。 

 さっき草刈りの件で、空き地に関するところで先回の質問のときにも、大体毎年80件から

90件、その連絡があると言われているわけですね。近隣の人から連絡がないと、その持ち主は

しないわけでしょう。しないからこういう連絡が入って、するというのが毎年あるということ

は、それは問題があるから、市民から連絡がなければそれはどんどんどんどん大きくなるだけ

で、これは適正な管理とは言えませんからね。現状も空き地における管理において80件から

90件、適正管理がされてないという事実がある。今から空き家が増えてくれば、必ずこういう

問題は直面するのは近隣の市民ですよ。そこから不安が出てくる。また、せんでもいいことを

連絡せないかん。連絡されてから、またやるという、そういうことが起きないと条例というの

はつくらないのかということなんです。よくありますよ。問題が起きてからつくるんじゃなく

て、もう問題、わかっているわけですから、どういう問題が起きるかということも全国の例を

見ればわかっているのですから、そう難しい条例じゃないでしょう、これ。決めることは大体

決まっているわけですから、こういうものを条例を制定しましたよと、早く市民に知ってもら

って、体制的には空き家になるということがわかっておれば、そういう適正管理ができないよ

うな状況の方も出てくるわけですから、前もって市に相談をしてもらうというような窓口まで
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つくって万全の態勢で今後いくというような、そういうお考えがないのかなと、こう思うので

すよ。だから、それは今すぐなくともいいかもわかりませんよ。よく思うんですがね、じゃあ

交通事故が起きないと信号をつけないのかというのと一緒ですよ。危ない、危険はわかってい

る。しかし、事故がないからつけません。事故があってからつくったんじゃ、その事故に遭っ

た人はかわいそうなのですから。それと何か皆さんの考えがダブるような気がするわけです

よ。これをつくる上に何か問題点あります。何か難しい問題ありますか。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 今、部長が申し上げておりますように、否定はいたしておりません。条例制

定を視野に入れて検討していくというようなこと。私は幹部会の中で、このことについては条

例制定に向けて検討せよというようなことを指示をしておるところでございます。万全の態勢

で、今、福廣議員がご指摘されましたとおり、実現させていきたいというふうな思いでござい

ます。 

○議長（橋本 健議員） 17番福廣和美議員。 

○１７番（福廣和美議員） 私が言いたいのは、早くやってほしいということです。いや、さっき

の部長の回答では、何かそんなふうに聞こえなかったものですからね。 

 はい、わかりました。では、今の市長の答弁を信じて、早急につくりますということで、こ

の項目については、ほかにも言おうと思ったこと、いっぱいあるのですが、それ以上言うても

市長に対して失礼でしょうから、信じてこの問題は終わります。 

○議長（橋本 健議員） ２件目の回答をお願いします。 

 教育部理事。 

○教育部理事（堀田 徹） 次に２件目、小・中学校の安全・安心対策について回答いたします。 

 まず、１項目めの子どもたちを犯罪、災害、いじめから守るための見守りメールシステムに

ついてでございますが、現在市立小・中学校におきましては、ご質問にありますとおり学習塾

で使われている入退出時間をメールでお知らせいたしますシステムにつきましては、導入をし

ておりません。 

 各学校では、登校時には朝礼の際に出欠をとりまして、未届けの欠席者については必ず保護

者へ連絡を行うなど、安否の確認を行っております。また、下校時には速やかに帰宅するよう

に下校指導を行っておりまして、特に低学年の子どもたちにつきましては昇降口で見送るなど

対応を行っているところであります。 

 リアルタイムで登下校の状況を保護者へお知らせする必要性は、現状では考えておりませ

ん。 

 しかし、防犯や防災情報を発信する目的で委託会社と契約を結びまして、メール一斉配信シ

ステムでございます学校安心メールを整備しておりまして、不審者情報などの防犯情報を速や

かに送信するよう努めておりますとともに、関係部署におきまして情報を共有し、連携を図る

ことで児童・生徒の登下校時の安全を守ってまいりたいというふうに考えております。 
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 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 次に、２項目めの通学路における大きな交差点の安全対策についてご回

答いたします。 

 今回の一般質問の両交差点の歩車分離式信号の設置について筑紫野署と協議を行っておりま

す。県道福岡・日田線の国分寺前交差点は国分小学校の通学路でもあることから、通学時間帯

では児童及び歩行者が多く通行しています。通学時間帯では横断歩道を児童及び歩行者が渡り

終えた後にしか右折、左折車両が通行できない状況が見受けられます。それと児童が右折、左

折車両のそばを通行している状況でもあります。しかし、昼間はほとんど歩行者の通行がな

く、歩車分離式信号機の設置は難しいと思われます。 

 また、時間帯による歩車分離式信号機の設置についても協議しましたところ、時間帯による

運用が変わり、事故が多くなる可能性があるということから福岡県では採用されていないとの

ことでございます。 

 その他のものとしてですね、福岡県には押しボタン式歩車分離信号機があるとのことです

が、これは通常の横断歩道の信号が全て赤で、歩行者が押しボタンを押したときのみ、横断歩

道の信号が青になるものであります。ただ、押しボタン式歩車分離信号機は、車両用信号のロ

ーテーションを優先することから、歩行者は横断歩道の信号が青になるまでの長時間待たなけ

ればならなくなる場合もあるなど、信号機を利用される方々も含めて事前に十分な調整が必要

とのことであります。 

 五条交差点の歩車分離式信号機の設置につきましては、押しボタン式歩車分離信号機を含

め、この交差点は渋滞傾向があることから、さらなる交通渋滞を引き起こすおそれがあるの

で、設置は難しいものと思われます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 17番福廣和美議員。 

○１７番（福廣和美議員） 見守り安心メールにつきましては、今の体制が不十分とか、そういう

意味合いで言っているわけじゃありませんので、今は今でしっかりとですね、されているとい

うふうに私も理解はいたしております。 

 今回、質問させていただいている中で、いわゆる今理事も言われましたとおり端末機にです

ね、カードを当てて、それで学校に来ているというのがわかる。下校時には、それをかざすこ

とによって、今学校から家に向かっているというのがわかるという、当初はそれだけのメール

のやりとりというふうに聞いておりますが、今いわゆる何かがあったときに、それによって今

うちの子どもは学校にいるのだろうか、もう出ているのだろうか、そういうのもわかる。いわ

ゆる災害に遭ったとき、そういうときに非常に居場所がわかるということも、そういうものに

も使われる。 

 ですから、犯罪対策、災害対策、それからもう一つはこういうこともできる。いわゆるいじ
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め対策の一つで、その端末機にボタンか何かを用意としけば、カードをかざしてそのボタンを

押せば、今こういうことで自分は悩みを持っているということを発信することができる。それ

は学校に知らせるのじゃなくて、別の組織というか、市でも構いませんけれども、そういうと

ころに発信をすることができる。そのことによって、その子どもにいろんな手だてを、話を聞

くこともできるというようなシステムになっているそうでございます。私はやっぱり大事なこ

とだろうと思いますね。子どもはやっぱり誰に相談したらいいのかというのが、学校の先生に

相談していいものかどうか、親に相談するだけでいいのだろうかとか、親にも相談できない

と、そういうところからいろんなことが広がってくるという、今までのいろんな事件を見ます

と、そういう傾向にあることから、そういうものを利用してですね、いわゆるそういうシステ

ムを利用して、自分のことを発信することができるということにも使われるそうでございます

ので、私は今後についてですね、今後こういうことはやっぱり検討すべきじゃないかと、こう

思っているわけですね。 

 今回の質問は全部そうですけれども、安心・安全、やっぱり安心ということは、いろんな手

だてを先にしてあげるということが安心につながるだろうというふうに、将来不安を抱えるよ

うな問題を早目に取り除いてあげるという、そういうことが大事だろうというふうに思っての

質問でございますので、今後について、今言ったようなことですけれども、ここで全部を説明

する時間がございませんので、そのことがもし必要であればしますけれども、まずこの安心メ

ールですかね。先ほど言われたように今塾ではほとんど使われていると聞きました。それは多

分塾から帰る時間帯を教えるとか、今塾を出ましたということを親に知らせるのだろうという

ふうに思いますけれども、このことを今後研究するつもりがあるかどうか、そのことだけお願

いしたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀田 徹） まず、福廣議員さん、それから昨日の長谷川議員さんを初め、子ども

たちの安全・安心の担保ということでご心配をしていただきまして、そのことに対しまして厚

くお礼を申し上げます。本当ありがとうございます。 

 今、福廣議員さんも申し上げられましたように、私もちょっと勉強いたしましてですね、こ

の見守りメールの機能については大きく４つ機能があるかというふうに認識しております。１

つは、今お話しのありましたとおり登下校時の確認メールでございます。子どもたちにＩＣカ

ードを持たせまして、それを端末機にかざせばいつ登校して、いつ下校したかということをメ

ール発信できるという機能でございます。 

 それから２つ目は、これは今やっております安全メールの中にもありますが、学校からの連

絡等について一斉配信ができると、それから３つ目はウエブ上での保護者とのやりとりという

ことも可能になると。それから４つ目は、ＧＰＳ機能等も使いながらの所在確認ですね。今ど

こに子どもたちがおるのかと、緊急時、災害時も含めまして、そういった機能を持っている

と。それから、先ほど福廣議員さんがおっしゃったようないじめに関する子どもたちの情報発
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信、その辺についてはちょっと私も情報不足でございましたが、そういった機能もあるという

ことでご紹介いただいたとおりでございます。 

 今、４つ大きく機能についてはお話しいたしましたが、このうちの登下校のこと、それから

一斉配信、この辺につきましては現在の仕組みでも対応できておるというふうに考えておりま

す。 

 残りの２つの機能につきましては、確かにこの仕組みのすぐれたところでございまして、あ

わせて先ほど福廣議員さんもおっしゃられました子どもたちのいじめの発信等にも活用ができ

るといったような機能を持つのであればですね、この仕組みについては十分役に立つといいま

すかね、有効な機能であると、仕組みであるというふうには理解をしております。 

 他市町の動き等もあると思いますが、またこれから先、こういう仕組みについてもさらに研

究を進めまして、検討は進めていくだけの価値はあるものだろうというふうに認識をしておる

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 17番福廣和美議員。 

○１７番（福廣和美議員） その点については、もう子どもたちのことでございますので、よろし

くお願いをしたいというふうに思います。 

 次は、歩車分離の信号についてはですね、別に歩車分離を必ずやりなさいということを主張

しているわけではなくて、やはり登下校のときは子どもたちの安全が僕は優先をされるべきだ

ろうというふうに思うのですよ。ちょっと車の渋滞が増えるから、そんなら子どもの安全・安

心はいいのかと。そういうことではなくて、子どもたちがやっぱり安心・安全に学校に行け

て、学校から帰ることができる、そういうことをすることがですね、私は最優先されるべきで

はなかろうかと。それはわかりますよ、警察が言う渋滞が起きるとかね、本当にそうなのかと

思うんですよ。今、子でもたちが横断歩道を渡るときにね、多分あそこから左折される車と思

いますが、早う渡れと子どもたちに言う。いろいろやっぱり子どもに罵声を浴びせるそうです

よ、車から。それならば歩行者がいなければ左折する車はどんどん行くわけですから、それの

ほうが僕は早いと思う、多少渋滞になっても信号が変わったときにはける量は増えると思って

いるのですね。 

 そういう観点から、この前から言っていたわけですが、先回、田議員に対する回答の中に

もそういう言葉があったものですから、ああやっぱり私は、安心・安全のほうが優先だろう

と、こう思うんですけれどもね。少々遅れてきた子どもが走って渡ろうとしたときなんかは、

やっぱり随分危ないですよ。車も朝はいらいらしていますからね、特に。帰りはまだまだ正常

でしょうけれども、朝は通勤ラッシュのときはどこに行ってもやっぱり運転手はいらいらして

いますよ、早く行こうと思う人はね。そういう状況にならないようにしたらどうかと。今、部

長が答えられたように時間帯ね、事故が起きるかもわからんと、かえってね。福岡県は警察が

言う、それもわからんではないです。わからんではないですけれども、今回多賀城市に視察に



－131－ 

行ったときに、そういう信号があったわけですよ。朝の時間帯だけ歩車分離、駅の近所でした

けれども、多分通学路にもなっていると思うのですが、こういうシステムがあれば、特に朝、

そういうところを指導してあげれば、僕は事故はそうないと思いますけれどもね。それは考え

方の相違になるかもわからないけれども、それを推し進めないというのは、その可能性がある

から、誰も立たんでわからんかったら、やっぱり危ないかもわかりません。しかし、そういう

こと、だからもう回答はわかりましたから、もう部長はいいですよ。 

○議長（橋本 健議員） どうしますか。 

 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 私もですね、福廣議員さんから６月に質問がございまして、あちこち現

場へ行きましてですね、春日とか大野城とかですね、下大利とか行きまして、見た感じがやっ

ぱり昼間の歩行者の通行がなくてですね、車はじっと待っていると、そこが通学路になってい

るかどうかはちょっとはっきりしませんでしたけれども、待っている状況で、耳にしたところ

ちょっと苦情もあっているかなということを９月議会のときにちょっとお話しさせていただき

ました。 

 今回、筑紫野警察署とも打ち合わせをさせていただく中で、時間帯による信号は、今言いま

したような状況でですね、福岡県は設置してない。ただ、押しボタン式というのがですね、私

も現場、大野城東中学校のほうに設置されておりましてですね、ボタンを押すと４カ所とも全

部横断歩道を渡れるような状況になるんですよ。これがなかなかいいかなという思いで見てき

ておりますので、こういうのは今後検討に値するのじゃないかというふうに思っておりますの

で、その辺も含めて警察とはですね、協議を進めてまいりたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 17番福廣和美議員。 

○１７番（福廣和美議員） 子どもの安心・安全のためにお願いしたいと思います。 

 このことについて教育部長にも聞こうと思ったわけ、いやいやいや、それは子どもの安心・

安全のためですから、ぜひ部長のほうからも隣の部長に言ってくださいよ。いやいや、部長に

言うて、市長に言うてもらっていいのですから、よろしくお願いします、その点。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） 連携してまいります。 

○議長（橋本 健議員） 17番福廣和美議員。 

○１７番（福廣和美議員） いろいろ我々は言いますからね。事故がないというのが、やっぱり子

どもが犠牲にならないというのが僕一番だとやっぱり思うのですね。そういう観点から、今回

質問させていただきました。皆さんの回答もよくわかりますので、今後また我々も研究しなが

らいかにしたら住みやすい太宰府をつくることができるか、そういうことも考えながら質問し

たいと思いますが、今回はこれで一般質問を終わります。 
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○議長（橋本 健議員） 17番福廣和美議員の一般質問は終わりました。 

 ここで13時まで休憩をいたします。 

              休憩 午後０時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時00分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ３番上疆議員の一般質問を許可します。 

              〔３番 上疆議員 登壇〕 

○３番（上  疆議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告していま

す３件について質問をいたします。 

 最初に、１件目の太宰府天満宮の湯の谷駐車場のトイレ改修及び竈門神社の駐車場及び渋滞

対策などについてでありますが、まず１点目の湯の谷駐車場のトイレ改修についてですが、こ

の駐車場は太宰府市長寿クラブ連合会の行事としての運動会を初め、幼稚園の運動会なども開

催されており、高齢者や子どもたちが多く利用されています。そこで、特に高齢者の皆様から

トイレが和式であり大変使いづらいので、洋式に改修されるよう強い要望の声がありますが、

市としてどのように考えておられるのか、伺います。 

 次に２点目に、竈門神社の駐車場及び渋滞対策についてですが、ご承知のとおり平成25年

11月17日に官報告示により宝満山が国史跡として指定され、太宰府としては８番目の国史跡の

指定となり、その対象は竈門神社地と山裾の民有地や公衆用道路などとなっております。 

 そのようなことから11月23日祭日に、太宰府天満宮と竈門神社にて新穀感謝祭の祭事が行わ

れ、竈門神社においては来年の1350年祭に向かっての大改修が95％ぐらい進んでおられ、また

紅葉の時期でもあり、多くの参拝者で、竈門神社も駐車場を増設されていますが、当日は大渋

滞となっておりました。今後、土日や祝日はずっとこのような状態が続くのではないかと思わ

れますが、市としてどのように考えておられるのか、伺います。 

 次に、２件目の松川運動公園についてでありますが、この松川運動公園について３点につい

て伺います。 

 まず、１点目の10月22日オープン以来、11月末までに利用団体及び利用者数は体育館で３

件、96名及びグラウンドで３件、100名と利用が少ないようでありますが、教育委員会として

どのように考えておられるのか、伺います。 

 次に、２点目の体育館には卓球台が少なくとも20台以上及びバドミントンやバレーボール、

バウンドテニスなどの支柱、ネットが、また少年用のミニバスケットボールの用具が必要と思

いますが、どのように考えておられるのか、伺います。 

 次に、３点目のグラウンドにはサッカーゴールが必要と思いますが、どのように考えておら

れるのか、伺います。 

 次に、３件目のコミュニティバスまほろば号についてでありますが、このコミュニティバス
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まほろば号の高雄回り線や都府楼回り線等について伺います。 

 高雄回り線や都府楼回り線については、毎月１週間だけ乗務員が乗降客調査をされておられ

るようですが、この調査の中身を10月で見ますと、往復で高雄回り線１便当たり5.3人、都府

楼回り線１便当たり2.7人ほどの乗降客しか利用されていません。年間を通しても通常このよ

うな状況であると思います。 

 そこで、費用対効果から考えますと既に始まっております連歌屋線のように地域サポートカ

ーまほろば号に変更すれば、かなり節減ができると思いますが、どのように考えておられるの

か、伺います。 

 なお、回答は件名ごとにお願いいたします。 

 以下、再質問は議員発言席にて行いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（橋本 健議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中島俊二） １件目の太宰府天満宮の湯の谷駐車場のトイレ改修及び竈門神社の

駐車場及び渋滞対策等について、市長からということですが、それぞれ部長から回答させてい

ただきます。 

 まず、１項目めの湯の谷駐車場のトイレ改修等についてですが、ご質問の太宰府天満宮湯の

谷駐車場につきましては、毎年秋に太宰府市長寿クラブ連合会が天満宮のご厚意で場所を貸し

ていただいて、スポーツを通じて相互の親睦を深め、健康を推進して老後の充実を図る目的で

スポーツ大会が盛大に開催されております。しかしながら、この長寿クラブは、この大会のみ

の使用でほかには利用されておりません。定期的に利用してあるのは地元の区でゲートボール

をされているほか、幼稚園の運動会やサッカー教室で使用されていると聞いております。した

がいまして、高齢者の方が多く利用されている状況はありませんし、トイレ改修の要望も伺っ

ておりません。 

 もしトイレの改修のご要望があるのであれば、このトイレは天満宮の所有物でありますの

で、利用者から改修要望を天満宮に依頼されるものと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 次に、２項目めの竈門神社の駐車場及び渋滞対策についてご回答を申し

上げます。 

 近年、登山ブームによる宝満山の登山客の増加に加えて、観光関連雑誌等にパワースポット

としてたびたび竈門神社が紹介されるようになるなど、宝満山や竈門神社方面に多くの観光客

が訪れられるようになってまいりました。そして、沿道には食事どころが立ち並ぶなど、内山

地区は新たなにぎわいを見せております。こうした中、宝満山が本年10月には国の史跡の指定

されたことが大きく報道され、宝満山登山への関心がさらに高まっております。 

 また、竈門神社が1,350年大祭を迎えるに当たり、斬新なデザインの社務所に改築されたこ

とが観光関連の全国的な雑誌にも掲載され、注目を集めております。そして、紅葉のシーズン
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には新たな企画としてライトアップを実施され、もみじ祭りにはこれまでの最高の参拝客数を

記録したと聞いております。竈門神社におかれましては、多くの観光客が訪れることが予想さ

れていたことから、参拝客用の駐車場の増設、宝満山の登山客用の駐車場の設置や警備員の配

置など、早くからその対策を講じられておられます。 

 本市といたしましても渋滞対策の取り組みとして、公共交通機関の利用促進を図るため、コ

ミュニティバスまほろば号を紅葉ライトアップの期間中の土曜、日曜、祝日に西鉄太宰府駅か

ら内山までの間、追走便や臨時便を走らせるなどの対策を講じております。 

 このように桜や紅葉のシーズンなどはもとより、多くの観光客に訪れていただき、内山地区

がにぎわいを見せる一方、今までにない交通混雑が予想されるもみじ祭りなどのイベント開催

時には、今後におきましても竈門神社に臨時駐車場の設置等をお願いするとともに、公共交通

機関利用促進を図るため、コミュニティバスまほろば号の追走便などを検討する予定といたし

ております。 

○議長（橋本 健議員） ３番上疆議員。 

○３番（上  疆議員） まず、１点目ですけれども、天満宮が所有しているのはわかっているこ

とで聞いているのですが、天満宮さんが貸していることは間違いないですよね。それを借りて

いるのですよね。太宰府市長寿連合会というのがですね。問題はですね、その方々が、やはり

もう和式ではご承知のように高齢者の方は座ること、立つことができないということから、洋

式トイレにしていただきたいというようなことです。 

 それにあわせてですね、長寿会はたしか年１回ですが、先ほど言いましたように幼稚園の関

係、子どものサッカー含めてですね、市のほうがこういう大きな駐車場、駐車場というか、公

共用地があれば当然天満宮さんのを使わなくてもいいのですが、ないからこそ天満宮さんにお

願いをし、利用させていただいているわけですが、そのことについて天満宮さんそのものもそ

ういう駐車場に順次トイレ改修もしていきたいという考えは持っておるのですよ。ただ、あそ

この駐車場はたまたまというのではないですが、本当にあそこは正月期以外は、ほとんどあい

ていないのが現状だと思います。あいていないというか、使っていない現状ですね、駐車場と

して。 

 だから、そういうことにこの長寿連合や子ども会や幼稚園の皆さんが使っているわけで、そ

のことについて市は、ああそうねという感じじゃいけないんじゃないでしょうか。市として、

これは福祉という問題じゃありませんよ。公共用地がないから、この天満宮さんの用地を借ら

なきゃできないのですよ。運動会も含めて、サッカーも、それから幼稚園の運動会もですね。

これもやはり市がやっぱり考えていくべきじゃないかなということで私は質問しているわけで

すから、それはそれで一つですね、恐らくこれをバリアフリーという、何ですか、太宰府はバ

リアフリーマップをつくられまして、策定されましたよね。そして、公共、民間施設のバリア

フリー情報を提供されておりますが、その中でやっぱり駐車場には洋式トイレの設置が少ない

と思いますが、これは皆さんもわかっていると思いますが、駐車場には洋式トイレが少ないの
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ですよ。 

 そういうことから、天満宮さんにですね、私もお話に行きました。順次改修する予定をして

おりますけれども、何しろ数が多いのでね、これからは観光客は高齢者を初め、外国人がます

ます増えてくるのですよ。そういう中で、当然、それこそおもてなしですよ。当然のおもてな

しとして、駐車場等には洋式トイレ設置を計画的に市がですね、設置されるべきと思うわけで

すけれども、そのことについてはもう一度お答えください。これは福祉じゃなくて、福祉の問

題じゃないと思うのやけれどもね、駐車場の問題やから。まあいい、福祉部長で。 

○議長（橋本 健議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中島俊二） 今回のご質問をいただいてですね、実際長寿クラブが利用されてあ

りますので、その事務局のほうにですね、お問い合わせをしました。お答えいただいたのがで

すね、そういう声は長寿クラブとしては上がってないということが一つ、それと今現在貸して

いただいている現状もありますし、自分たちが運動会等で使われるときに土足で入りますの

で、非常に汚すのではなかろうかということで心配をしていると、土足で入るものですから、

トイレにですね。ですから、そういった意味でも現状のままで使用させていただくだけでもあ

りがたいという言葉を聞いております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ３番上疆議員。 

○３番（上  疆議員） 福祉の太寿連の考え方からすれば、やっぱり借りているという引け目が

あるというようなことから、そういう遠慮がちな話だろうと思いますが、私は直接その運動会

に参加もしていますが、そのときに言われているのですよ、皆さんが。太寿連役員さんならそ

ういうことは言わないと思いますよ、だから、あれなんですよ。これ太寿連の問題じゃないの

ですよ、私が言っているのは。 

 そういうこれからの駐車場におけるトイレにつきましては、やはりもう洋式トイレにしない

と、本当に太宰府としての観光、すばらしい観光施設と言われながら、本当に笑われるのじゃ

ないかなと。大体、食事でも行ってもあれですが、トイレがきれいかったら食事はおいしく感

じるという情報があるのですよ。そういう分ではですね、トイレが汚かったら本当に太宰府の

環境が悪いというふうに逆に皆さんは帰られるときに言われると思いますよ。だから、そうい

う分で、長寿連のことを言っているのじゃなく例を挙げただけであって、あくまでこれは駐車

場のトイレについて市として洋式トイレにしていくのか、していかないのか、その辺を聞きた

いなと思っているところなんですが、そんな関係でもう福祉のほうに行ってしまうので、違う

ほうで行ってきたいと思いますが、歴史と文化の環境整備事業基金というのがありますよね。

これは計画的に、そういう委員会があって計画的に設置を、いろいろ計画立てていっておられ

ると思いますけれども、その中にこういう公衆用トイレ、駐車場用のトイレですね。それにつ

いては、やっぱり和式ではもう本当に笑われます。だから、今は洋式じゃないと使えないので

すよ、高齢者はまず、今は小学校でも洋式トイレになっていますでしょう。子どもも使えない
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のですよね、洋式じゃないと。そういうふうなこともあるものですから、太宰府全体の駐車場

について、ぜひこういう文化環境税、あるのですから、そのためにそういう税金を払っている

方がおられるのですから、今大きな駐車場そのものにトイレもないところもありますよ。だか

ら、そういう分にはトイレつけてあげることも必要なんだと、そういうことも含めて、市とし

てどう考えるのか、お答えください。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 市内に存在するトイレのお話でしたので、民間の食事どころのお話もさ

れましたので、どこが所管するのかなと、お答えするのかなと今感じましたけれども、上議員

が先ほどから私のほうをじっと見ておられますので、私のほうに回答を求められているのだろ

うと思いまして、ご質問に的確にお答えできるかどうかはわかりませんけれども、まず和式ト

イレのうんぬんについてはですね、日本独特の衛生器具のありようですね。西洋的な文化が入

りまして、私が子どものころ旅行をしたときに国際ホテルとか国際旅館とかというところに泊

まると、洋式便器についてはですね、洋式便器の使い方が絵に描いてありました。ふたをあけ

て小便するとかですね。そういう新たな文化が何十年か前に入ってきました。そして、利用し

てみるとやっぱり楽ですね。でも、私は正直言いまして30歳ぐらいまで、洋式は使えませんで

した。子どものころから使っている和式便器を愛用しておりましたけれども、いろいろな肉体

的に病気にもなりまして、洋式トイレを使って洋式便所の利用のしやすさということも理解し

たところです。 

 私の話はさておきまして、市内のトイレにつきましては先ほど上議員が指摘されましたよう

におもてなしの、トイレがきれいか汚いかで私たちも食事どころを選んだり、あるいは登山を

するときにも、趣味なのですけれども、登山口がトイレが整備されていると、その山にはまた

訪れたいというような気持ちにもなります。そういうこともありまして、そこの施設施設がで

すね、おもてなしの心でどういうふうな整備をしていくかということが重要であろうと思いま

す。 

 公共施設のトイレ、あるいは駐車場、あるいは公園のトイレにつきましては、先日後藤議員

でしたかね。答弁の中でお答えしましたように、それぞれの施設を管理するところが利用され

る方の利便性を考えながら整備、あるいは管理をしてきているところだと思っております。 

 それで、もうご存じのようにほとんどの施設については、それこそ都府楼跡の横の西側のト

イレ、これがきれいに整備をしました。しかし、文化財の関係で水洗化ができない状況が続い

ておりまして、いわゆるくみ取り便所でしたけれども、それを衛生的な面もあっていろんな条

件をクリアしながら水洗化されているところだと思いますし、政庁跡、都府楼跡の中のトイレ

も既に改修してきて、そういう努力はしているところはご理解いただきたいと思います。 

 それと、歴文税のお話もされていましたけれども、その歴文税のことについてもご回答申し

上げるべきなんですかね。 

 それでは、歴文税につきまして、歴文税、短くていいですか。じゃあ、短いバージョンで。
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歴史と文化の環境税は、市の財源としての活用になりますので、市の事業として太宰府天満宮

のトイレの改修を行う、または助成をするということになりますと、その公共性について十分

な検証も必要になってくると思っておりますので、ここでその結論というのは先ほど言われま

したように運営審議会等もございますので、発言については差し控えをさせていただきたいと

思います。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ３番上疆議員。 

○３番（上  疆議員） じゃあ、市長にお聞きしますが、駐車場等には洋式トイレ設置は必要と

思いますか、市長、どのようにお思いでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 今、公共施設等々の内部論議もさせているのですけれども、和式も必要だと

いう人も市民の中にはおるということ、これもあります。これは職員の中からも出てきており

ます。しかしながら、多くは高齢者、年とともに脚力が落ちるというふうなこと等もありまし

て、和式トイレの欠点でもあろうというふうに思います。いろんな多様化、生活習慣があるわ

けですから、一つは和式も必要だというような意見もあります。 

 太宰府市の公共施設等々のトイレ等についても、あるいは小・中学校等についても、このト

イレ改修を急いでおりますのは、そうした時代の生活様式と流れとともにトイレの様相も変わ

ってくると、あるいは子どもの体の大きさ、体力、体型にもよると、いろんな要素がございま

す。そういった中で今トイレを、公園トイレ等々についても、あるいは外部から来られた外国

の方、あるいは来客、来訪者が違和感、あるいはそういったトイレで嫌な思いをされないよう

に、太宰府市としては歴代、今までもトイレ改修に努めてきておりますし、そのことが評価を

されて、今ミシュランの二つ星というようなこと等についても、多くは以前のトイレと違う形

が出てきておると、そういった評価も一つになっておるのではないかというように思います。 

 このトイレについては、今後においても小・中学校、公共的な施設も含めて、市民の状況等

を意見を聞きながらやっていきたいと、絶対的にこの洋式だけというようなことに限定するの

もいかがかなというふうに思っておるところです。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ３番上疆議員。 

○３番（上  疆議員） １点目はそれで、市長がそのようなことで、私も当然全部が全部洋式ト

イレにするということは完全には難しさはあるだろうと思います、それは確かにあります。た

だ、これはもう将来的には洋式トイレではないと恐らく子どももできなくなっていくので、中

間層は絶対しきらない、和式が必要という方がおられるんだと思いますが、高齢者と子どもと

外国人ですね。この方は洋式トイレがないと絶対これは太宰府にはもう行けないな、トイレが

ないなら、洋式トイレがないなら行かんばいということになるのじゃないかなと思いますの

で、そういうことは最後には一言言わせていただきますが、１点目はそれでいいのですが、終
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わります。 

 ２点目のことですが、わかって言われているのでしょうけれども、11月23日のことはわかっ

てあるのよね。確かに、追走便か臨時便か、私もわかりませんでしたが、そのときはもう駐車

場がいっぱいでした。個人の車もいっぱい、結局バスが動かないのですよ。それじゃあ、人は

乗らないですよね。恐らく宝満に行っている方は健脚やからね、天満宮から歩いている方もお

られたようですけれども、やはりそういう部分では駐車場がないともうどうしようもないとい

う、恐らく正月時期の天満宮周辺の状況と一緒ですよ。 

 だから、そういう分で恐らく天満宮さんからも声がかかってくるというか、相談があるだろ

うと思いますが、もう確かに大きな駐車場をつくっているのですよ、今。１つ、２つあったで

しょうが。今３つ目つくって、大きく、舗装していませんけれどもね。恐らく50台ぐらいが入

る、駐車場が入っています。３つ目はあるのですが、それじゃやっぱり足らんとですよ。天満

宮さんとしても自分ところだけではそれはできないというのが、基本的に考えておられます

よ。それで、やっぱり市と一緒になって駐車場も考えてもらわないと困るなという宮司さんの

お話もありましたが、そういうこともありまして私は言っているので、もう少しこの辺を、そ

れともう一つ、環境税はこれには使えないというのが私はわからないのですが、環境税って駐

車場に、とめてもらった方から100円もらいよるですよね。その方々が駐車するためにトイレ

がやっぱりないですよ。天満宮に入っていかないとなかったですね。筑紫台高校の下、筑紫台

高校と言わない、あの高校の下、太宰府小学校の下といったらいいんですかね。あそこの駐車

場とゆめ畑の前の駐車場ね。あそこは駐車場はトイレはありますが、洋式トイレはないですよ

ね。そういう部分を含めてやっぱり考えていかなきゃならないのではないかと思いますので、

歴文で絶対使えないというとこら辺がちょっとわからないのですが、その辺も含めて、じゃう

もう一回。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） まず、駐車場のお答えの前に歴文税の回答を先にさせていただきます。 

 先ほど私が発言したのは、歴文税の活用につきましては公共性などについての十分な検証も

必要であると考えておりますので、この場で使う使えないという発言は差し控えさせてくださ

いということでご回答を申し上げたところでございます。 

 それと、駐車場につきましては、この歴文税を有効な財源として活用させてもらうために、

ご存じだと思いますけれども、市内の要所要所にですね、正月の三が日を中心に臨時トイレ等

も設置をしているところでございます。例えば太宰府中学校とかですね、大宰府政庁跡、内

山、それから太宰府天満宮の第２駐車場とか、松川ダムとかですね、その辺にも臨時のトイレ

を設置いたしますとともに、例えばコンビニとかですね、そこのインターからこちらのほうに

まで来る間の、もう消防署とかも、そういうトイレの使用が申し出があった場合には利用をす

るようにということでお願いもいたしておるところでありまして、本市を訪れていただく、観

光においでいただく来訪者の方々にはできる限りのおもてなしをですね、するために歴史と文
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化の環境税も審議会の協議の中で事業を展開させてもらっているということについてはご理解

をいただきたいと思います。 

 施設の整備につきましては、その施設の整備について改修をどのように財源を確保していき

ながら、先ほど申しましたように利用者の方々に一番衛生的に利便のあるようにつくるのかと

いうことも、当然検証しながらですね、整備をされていくものと思っております。 

 それから、竈門神社については先ほどもお話をしましたように、このように宝満登山、ある

いは竈門神社が、いわゆる観光資源としてスポットを浴びて、多くの方に訪れていただいてい

ます。にぎわいは増えています。本当にありがたいことだと思っております。それをいかに地

域に、そこに住んである方々と訪れる方々が共存共栄をしていくかという施策が、当然私ども

のほうに必要だろうということで、まずは駐車場というお話がありました。ただ、先ほど上議

員もおっしゃいましたようにライトアップの時期とかですね、そういう時期に集中したり、あ

るいは竈門神社の紅葉シーズンと宝満登山が一体となるような時期に集中するということがあ

りますし、課題としては宝満山登山で自家用車でおいでになると登山されますので、朝早くお

いでになって夕方までそこにとまったまんまということで、どのくらいの台数を確保したらで

すね、どのくらいの効率的な運用ができるのかというのを天満宮さんのほうでもいろいろ悩ま

しい問題ということで、先ほどおっしゃいましたように納骨堂がありますけれども、豆塚山の

ところに100台規模の駐車場を新たに確保するということで準備をされております。あとはそ

の下のほうの三条から曲がった茶室があるところの駐車場とかですね、あるいは梅林アスレチ

ック公園を三が日とかに臨時駐車場としても開放をいたしておりますけれども、そういうふう

な取り組みも必要だろうと思いますけれども、登山客が利用される駐車場と竈門神社を観光の

ために１時間、２時間訪れられるための駐車場というように整理をしながら、効率よく、交通

の混雑が発生しないように取り組んでいくのかというのが一つと、もう一つは公共交通機関を

大いに利用していただく、まほろば号を利用していただくという取り組みも重ねてやっていく

という考え方について、今後検討が必要だろうということで、先ほど答弁をさせていただいて

おります。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長、回答はできるだけ簡潔にお願いします。 

 ３番上疆議員。 

○３番（上  疆議員） 予定、ちょっと遅れるようになりますが、60分使わさせてもらいます

ね。 

 それで、１件目ですけれども、これは先ほどお話があったようなことで、いろいろ検討はさ

れていかれると思いますけれども、一つだけ紹介をしますが、こんなトイレは必要ないと思う

のですが、長崎の西海橋のお土産屋さんがあるのをご存じですかね。あそこは１億円でトイレ

をつくってあるのですよね。それは皆さん喜びますね。びっくりしますよね。それはそこまで

つくる必要はないと思いますが、１件目のまとめとしましてですね、１件目の駐車場のトイレ
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の改修、洋式ですよね。それから、２点目の竈門神社の駐車場及び渋滞対策につきましてはで

すね、市のほうも考えておるようですけれども、やはり天満宮さんと十分協議をしていただき

まして、検討いただきたいなと思います。そして、観光都市太宰府として来訪者の皆さんが来

てよかったなというように評価され、先ほど市長が言われましたミシュランの二つ星が三つ

星、四つ星になるようにですね、努力をしていただきたいなと思いますので、１件目は終わり

ます。 

○議長（橋本 健議員） ２件目の回答をお願いします。 

 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） 次に、２件目の松川運動公園について教育長からということでございま

すけれども、私のほうから回答をさせていただきます。 

 １項目めの利用団体及び利用者数についてでございます。 

 現在、ＰＲも足りないのかなと思います。現在、近隣行政区の自治会でございますとか、フ

ットサルや太鼓などの団体へＰＲも行っております。今後ともさらなる利用促進のために広く

ＰＲを図ってまいりたいと考えております。 

 この松川運動公園は、用地を取得してからできるだけ早く市民の皆様に開放できるように必

要最小限の設備でオープンしたところもございました。今後、ニーズ等を把握しながら順次備

品等を整備してまいりたいというふうに考えております。こうすることによって利用者の拡大

も図ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

 次に、２項目めの体育館の設備についてご回答いたします。 

 体育館備品といたしましては、バレーボール、バスケットボール、バドミントン、フットサ

ル関係等を用意しております。ご指摘がありましたような卓球台やバウンドテニス、少年用の

ミニバスケットボールのゴールにつきましても団体からの要望等も参考に検討しながら、順次

整備をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

 次に、３項目めのグラウンドにサッカーゴールについてご回答をいたします。 

 屋外スポーツ施設につきましては、市内各所ございますけれども、大まかなすみ分けも必要

と考えまして、松川運動公園のグラウンドにつきましては主にソフトボールや野球を中心とし

た多目的グラウンドとして計画をしております。サッカーにつきましては梅林アスレチックス

ポーツ公園を利用していただければというふうに考えておりますけれども、今後の利用状況を

見ながらサッカーゴールにつきましては検討をさせていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ３番上疆議員。 

○３番（上  疆議員） まず、１点目ですが、やはり利用の少ないという原因はですね、今市の

公共施設を予約システムがありますよね。それには松川運動公園はまだ載っていませんよね、

現在登録されていない。それから、そういう分では市民は情報が見えないわけですよね。ま

た、現状は生涯学習課のスポーツ振興係の窓口や松川運動公園の管理室によって受け付けてお
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られるようですけれども、やはりそういう方々が本当に一部の方がわかって、あき情報を確認

して予約をしているというのが現状だと思うのですよ。だから、そういう分では予約システム

があるのですから、まず１点目についてはその予約システムについてですね、早くできるのか

できないのかを回答ください。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） 今現在、おっしゃるように予約システムでは個別に予約はできませんけ

れども、個別に受け付けはしております。そういうこともございまして、利用者が少ないとい

うのは当然だと思いますので、広くもっともっと周知をしＰＲをしてまいりたいと思います。 

 申しわけございません。松川運動公園の予約システムについては４月から展開をしてまいり

たいと思っております。 

○議長（橋本 健議員） ３番上疆議員。 

○３番（上  疆議員） それは４月に予約システムにですね、早目にできたら試運転でもいいで

すが、載せてもらうことが大事だと思うし、できたらですね、そのシステムが４月ならば、そ

れまでに広報で１回ぐらいは松川運動公園、こういうのができるのですよというようなことを

もっとこう、それのみでお知らせを、システムはちょっと間に合いませんので、この間はこう

いうことで受け付けしますということを言っていただかないと、知っている人は知っているの

ですよ。全然知らない人は全然わからないのですから、広報でお知らせしていただきたいと思

いますが、いいでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） 広報も含めましてＰＲを図ってまいりたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） ３番上疆議員。 

○３番（上  疆議員） ２点目と３点目、一緒になると思いますが、先ほど部長が言われました

ように恐らく多くの市民の皆さんに、一般に早く開放し、市民に利用いただくために体育館も

改修されたと思っております。 

 そういうことですけれども、何か事務局に行ったときにあの体育館は遮光カーテンがなかっ

たですかね。私もわからなかったですが、遮光カーテンがないから、やはりいろいろ用具を入

れてもね、やっぱり競技ができにくいと思うのですよ。だから、そういう分では、あれを体育

館として使うであれば、その遮光カーテンについてどのように考えているのか、お聞かせくだ

さい。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） 確かにあそこの体育館は国士舘が使っていらっしゃった関係上、柔・剣

道が主だということで遮光カーテンはつけておられない特殊な体育館ではございます。そうい

ったところで、必要最小限度の改修を行ってまいりまして、今現在できる種目を中心に用具は

そろえております。ただ、カーテンがないから全くできないということではないと思いますの

で、カーテンにつきましては今後検討させていただきますけれども、カーテンがなくてもでき
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るものについては順次そろえてまいりたいというふうにも考えております。 

○議長（橋本 健議員） ３番上疆議員。 

○３番（上  疆議員） ゲームによって、やっぱり20台で卓球の試合をするとすれば、やはり遮

光がないと、カーテンをつけないとまばゆかったりいろいろ光線のぐあいでできないことがあ

ろうと思いますので、遮光カーテンがないからだめよということであれば、ちょっと体育館を

利用する側から見ればね、何ねということになりますよね。当然、買ったときからわかってい

るので、遮光カーテンというのはつけなければ、体育館そのものは本当に使えない場合が多い

と思います。やっぱり西日が入ったりすると、光線がどっちからどっちかわかりませんが、そ

ういった部分で使えないということのようなことがあってはいけないと思うのですよ。だか

ら、これもですね、予算はありませんから、新年度予算ででも予算を計上していただいて、遮

光カーテン、かなり値段も張っていると思うので、それは十分わかりますから、早目に遮光カ

ーテンを張っていただいて、それに対応できるような形でやっていただければと思います。 

 それはそれでお願いをしておきたいと思いますが、一つだけ聞きたいのですが、ここの体育

館の使用料がよくわからないのですが、太宰府市体育センターの使用料は一般の市内者で１時

間、体育室で520円、照明が全面で210円、半面で100円ですよね。卓球場は１台500円となって

おりますが、この松川運動公園はまだ使用料条例には載っていないし、どのような形で使用料

を取るのかなと思いますが、その辺についてお答えください。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） 今手元に松川公園の使用料は持ってきておりませんけれども規定をいた

しております。松川運動公園につきましても使用料。 

○議長（橋本 健議員） ３番上疆議員。 

○３番（上  疆議員） 私がそのチェックミスかもしれませんが、今度の使用料条例の関係でや

っているでしょうが、消費税の関係、上がっていましたかね、松川運動公園。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） 他の体育館と基本的に同じような考え方で、これは条例じゃございませ

んで規則でございますけれども、整理をいたしておるところでございます。 

○議長（橋本 健議員） ３番上疆議員。 

○３番（上  疆議員） 条例ではないといけないと思うんだけれども、それはそれでいいです。

基本的に使用料規定の中に入っていると言っているのですよね。それを確認していただいて、

消費税はどうなるのかなという心配がありますが、その辺は私もチェックいたしますけれど

も、そちらのほうでも、執行部のほうでも確認をしてください。そうでないと条例、こういう

の取れませんからね、条例つくっておかなければ、そういうことでお願いしたいと思います。 

 それから、３番目のサッカーの問題ですが、これは私、一番最初あそこを見に行ったときに

ね、子どもたちが、青少年でしょうけれども、青少年がサッカーで利用されておったのです

よ。買う前ですよ。だから、そういう方々が、監督がおるのか、指導者がおるのか知りません
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けれども、そういう方が利用しておったからね、あるのじゃないかなと思いまして、恐らく使

い方というか、申し込み方の仕方がわからないので申し込んでいないのか、いやもう今先ほど

言われた梅林公園に行ってしているということでしたけれども、その中でやっておられるなら

いいのですが、恐らくこの国士舘で使っておった方々はここで使いたいと思っていると思うん

ですよ、子どもたちですよ。サッカーそのものは冬季時期が非常に、使うとすれば、子どもた

ちは冬季時期が多いと思いますので、野球とのかち合いはないと思いますので、できたらそう

いうサッカーチームがおって、今広報に載せてもらえば、これが申し込みがある可能性もある

ので、そういうときにはやっぱりサッカーゴールをつくってやらないと試合も何もできません

からね、そのことも含めて検討方をお願いしたいと思いますが、いいでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） 先ほど規則と申し上げましたけれども、９月議会で多分使用料条例で出

しておったというふうにちょっと記憶はしております。いずれにしましてももうオープンして

おりますから、料金は定めておるはずでございます。 

 それと、サッカーにつきましても梅林アスレチック公園がきれいなサッカー、ラグビーがで

きるようなグラウンドについて整備しておりますし、聞き及ぶところによりますと、先ほど出

ました天満宮の駐車場用地ですかね。あそこら辺でも練習してある方がいらっしゃるというこ

とも聞いております。あそこで希望されるのかどうか、広報とかいたしまして、要望とかニー

ズを聞きながら検討してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（橋本 健議員） ３番上疆議員。 

○３番（上  疆議員） ３点、もう大体聞いていただきましたけれども、問題はやはりこの国士

舘跡地を4億5,310万円で購入されましたが、これはやっぱり市民の財産でありまして、今後は

市民の宝になるような施設にすべきと考えておりますので、今後ともよろしく市民の皆さんに

使いやすい公園というか、そういう運動公園になっていただきたいなと思っていますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 次に、３件目についてお願いいたします。 

○議長（橋本 健議員） ３件目に入ります。 

 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 次に、３件目のコミュニティバスまほろば号についてご回答いたしま

す。 

 運行車両の変更につきましては、試算しますと地域サポートカーでは経費面での節減効果が

薄いと判断いたしているところではあります。 

○議長（橋本 健議員） ３番上疆議員。 

○３番（上  疆議員） 通常のまほろば号と地域サポートカーにしても変わらないということで

すか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 



－144－ 

○総務部長（三笠哲生） 節減効果が薄いと判断をいたしております。 

○議長（橋本 健議員） ３番上疆議員。 

○３番（上  疆議員） じゃあ、ちょっとお聞きしますが、さきに伝えておりましたけれども、

連歌屋線の地域サポートカーまほろば号で年間経費は幾らぐらいでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 湯の谷地域線では、平成24年度の決算で運賃収入を除いたところが

329万550円、連歌屋地域線が201万400円となっております。 

○議長（橋本 健議員） ３番上疆議員。 

○３番（上  疆議員） 今言う、対象は私は湯の谷は言っていませんが、地域サポートカーまほ

ろば号のほうで考えてもらいたいと思っていますが、このことについて今言うように連歌屋線

が安いというのは、これは年間分がないからということですか。大体、300万円ぐらいでしょ

う。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 平成24年度決算の数字でございます。運賃収入の差もございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ３番上疆議員。 

○３番（上  疆議員） 今言われました地域サポートカーのまほろば号でいきますと湯の谷で

300万円ちょっとね。連歌屋は途中ですから210万円ということですが、こういう金額であれば

ですよ、大きなあのまほろば号、通常のまほろばは乗車定員最大44名、座席数18席、地域サポ

ートカーでいきますと乗車定員９名ですよね、助手席を含んでですよ。そういう中で、先ほど

登壇で申しましたけれども、高雄線で１便当たり往復でですよ、5.3人。片道やったら2.8人し

かおらんとですよ。都府楼線でも１便当たり2.7人、往復でですよ。半分やったら1.35人です

よね。1.35人しか乗らないのですよ。これであればですよ、地域サポートカーで十分やれるじ

ゃないですか、乗車の関係はですね。 

 それで、そしてもう一つはですね、大きなまほろばが通ってですよ、実際は５、６人しか乗

らないですね、これは。載る人も乗りにくいんですよ、ああいう大きい車にぽんとしかおりま

せんから、乗っている人が。小さい車で回ってやったほうが十分使う方がいっぱい増えてくる

と思いますよ。そういう分で私が言っているのですが、それも含めて効果があると思うのです

が、その通常のまほろば号１台とサポートカーの１台と、どうしてその値段が変わらないので

すかね。安くならないという話でしょう、サポートカーでは。その辺の差はどこら辺でそうい

う話になるのですかね。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 試算の内訳を報告いたします。高雄回り線、都府楼回り線についてはで

すね、昨日の田議員の答弁でもいたしましたように、まほろば号の事業費については総事業

費でしか負担をしておりませんので、路線ごとには正確にはわかりませんが、走行距離で㎞換
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算当たりにしまして試算しますと、高雄回り線に特定しますと現在６便ありますから600万円

ぐらいではないかと試算をいたしております。現在、タクシー会社のほうでただいまおっしゃ

っているところを運行しておりますが、これも距離だけで換算しますと車両も含めますと

1,000万円ほどになります。車両を見なくても770万円ほどになるという試算をしております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ３番上疆議員。 

○３番（上  疆議員） 通常のまほろば号でいきますと約600万円、１台600万円と言よんでしょ

う。距離の問題で確かに連歌屋は近いからね、距離が短いということで300万円ぐらいだろう

ということなのでしょうけれども、それにしても同じ金額だとしてもですよ、地域サポートカ

ーまほろば号にしたほうが、今後ともまほろばを恐らくまだまだ使う人が出てくると思うので

すよ。例えば先ほどの竈門神社線をどんどん出さないかんようになると思う。そのためにはや

っぱりお金が要るんで、恐らく今の追加便とかは別途払いでしょう。そういう分が要らなくな

るので、１台浮けばそっちに回せる、まほろばにも回せるじゃないですか。そういった分で含

めてですね、全体的に見たときに、サポートカーまほろば号のほうが小回りがきいて非常に使

いやすいし、利用者も乗りやすいと思いますよ。あんな大きな車の中に、44人も乗れる車に３

人しか乗らないのですよ。それは乗りにくいですよ。それをやっぱり10人ぐらいの乗る車にし

てですよ、乗りやすいようにしたほうが、やっぱり使い勝手が非常にいいと私は思うのです

が、もう一度回答をお願いいたします。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 現在走っている地域サポートカーのほうが経費が節減できるという上議

員のお考えのところについて、少し説明をさせていただきたいと思います。私どもの考え方で

すね。 

 基本的には、小型だから経費が安いということには全体の経費の中で見るとなりません。運

転手さんの賃金は一緒です。会社によって違うかもわかりませんけれどもですね。それと、燃

費がいいんじゃないかというのがあるかもわかりませんが、まほろば号の現存車両、大体ディ

ーゼル車ですけれども、３から５ぐらい行きます。地域サポートカーはあれだけのボディー

です。３走るか走らんかというところもあります。ガソリンです。経費の面で何を節減でき

るか、効果がするかということになると、なかなか難しいところがあります。でも、先ほどか

ら経費の節減の面で試算をしてみますと金額では、無理やり㎞数に直したところの試算ではあ

りますけれども、600万円がまほろば号の現行車両、高雄回り線がですね。それで高雄回り線

を今のタクシー会社の車両で回すと777万円ほどに、㎞数だけで割るとですよ、なるのではな

いかという試算をしているということです。あと、5.6人の平均出していますけれども、１便

当たり10人ほど乗ってある便もあるわけですよ、時間帯によってはですね、高雄回り線であっ

ても。そういうことも配慮しなければいけないと思っております。 

 以上です。 
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○議長（橋本 健議員） ３番上疆議員。 

○３番（上  疆議員） 10人乗ってもらうと非常にいいことですけれどもね、ずっと。それは難

しい話で、10人乗ったとしても、それも往復で10人ですよ、５人やない、実質は。そういう方

ですよ。まほろば号は往復で幾らやないでしょう。そういう分があるんですよ。だから、その

辺はもう一度考えてほしいのですが、まずまほろば号は、例えば高雄線に乗っとって、５、６

人しか乗らんよと、市民から見たときに何かいなと、無駄やないと、一般的にそう見るじゃな

いですか。そういう部分も含めて、やっぱり市民の感情も含めて、まほろばはだめと言ってい

るのじゃないですよ。まほろばはもう通す、そのコースをつくったからには何年かは当然ずっ

と使っていかなければ、先日も市長言いましたように行政は継続ですから、そういう部分では

大事なことだと思いますので、それはわかります。だから、やはり市民が見たときに、感情的

な部分もあります。いっつも５、６人しか乗ってない、多くてですよ。だから、そういう部分

で十分サポートカーで９人で回れるんだから、９人乗れるんですから十分だと思うのですよ。

だから、そういう部分ではぜひサポートカーも検討、もう少しですね、恐らく概算の概算です

から、この数字は、600万円とあれですが、再度また聞く場合もありますけれども、もう少し

通常のまほろば号を１台減らしてどうか、そして地域サポートカーを入れて幾ら要るのか、そ

の辺の差額を計算をしていただいて、今後もう一度聞くかもしれませんが、そういうことで調

査研究をしていただいて、できるだけ市民から見た目のぐあいもあるし、乗る人も乗りやすい

のです。大きな車に３、４人で乗るよりは、９人乗りの３人乗ったほうが本人も乗りやすいと

思います。そういうことも含めてですね、やってもらいたいなと思っているところですので、

今後とも調査研究をしていただいて、どちらが、来年度に向かって、経費が節減できるよう

に、幾らかでもできるように、また市民の皆さんがまほろば号を応援してもらえるような環境

づくりも考えてやっていただきたいということを申し上げまして、私の質問は終わります。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ３番上疆議員の一般質問は終わりました。 

 ここで14時10分まで休憩いたします。 

              休憩 午後１時54分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後２時10分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 16番村山弘行議員の一般質問を許可します。 

              〔16番 村山弘行議員 登壇〕 

○１６番（村山弘行議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告に従い

質問を行います。 

 まず、長浦台１号公園付近の変則５差路に信号機の設置についてでございます。 

 この件につきましては、既に長年、地元長浦台の要請でもあり、歴代の区長さんや自治会長
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さんも筑紫野警察署のほうに幾度となく足を運ばれ、要請を行ってこられたことは執行部にお

かれましてもご承知のことだと思います。 

 現地では、これまで大事故こそ起きておりませんが、小さな人身事故は幾度も起きておりま

す。特に、平田方面から長浦台団地を通過をしまして、５差路方面、５差路へスピードを落と

さずに、そのまま民家に車が突っ込むという事故がございました。既に、３件ほど発生をして

おりますし、私の家のブロックにも正面衝突があって、事故が起きていることもあっておりま

す。 

 過日、実はこの変則５差路に隣接をする組長会議が行われましたが、その会議は横断歩道の

変更が警察のほうから要請があったということですが、結論から申し上げますと、現状のまま

がよいということでありました。 

 会議が終わりまして、その際にも現地にぜひとも信号機の設置をお願いしたいということ

で、隣接する組長さんから自治会長さんに強い要望が行われたところでございます。 

 大事故が起きる前に、ぜひ信号機の設置を関係機関に働きかけていただきたいというふうに

思います。地元では、点滅信号でもいいという声もありますので、ぜひとも関係機関に働きの

上、お願いをしておきたいと思いますが、ご見解をお伺いいたします。 

 次に、佐野東地区まちづくりについてお伺いをいたします。 

 この事案につきましては、本年３月５日に発足をいたしました佐野東地区まちづくり構想検

討委員会において議論が行われておりますが、３月５日に発足して以来、第１回目は市長から

の辞令交付、あるいはご挨拶、２回目が市内の全域の視察が行われ、３回目にして初めて委員

よりこのまちづくり構想委員会に対するご意見が出されたというふうにお伺いをしておりま

す。 

 先日、12月３日の議会における特別委員会の中で、執行部より今後の構想委員会の日程は第

４回目を来年２月、第５回目を来年、平成26年５月ごろ、第６回目を８月ごろ、そして第７回

目が来年の10月ごろということの日程の説明があったところです。 

 この進行でいきますと、全体的な佐野東地区まちづくりの鳥瞰図的なものは、一体いつごろ

になるのか、さらに最終案が構想委員会より出され、それをもって地元の地権者や関係者に説

明するのは大体いつごろになるのかをお伺いをしたいと思います。 

 昨日も田議員が質問をされました現在基本設計が明らかになりました総合体育館の建設予

定地は、いわゆる佐野東地区まちづくりのエリア内であります。このことは、昨年12月の市長

の答弁でも明確でありますし、その際、このエリアの中で文化スポーツゾーンと位置づけられ

ております。先ほど申し上げましたように第７回が来年の10月ということであれば、それから

地元説明や協議となれば、このまちづくりについて、一体いつごろの着工になるのか、市の考

え方でありますと、民間手法ということでありますから、組合設立準備会、そして組合設立と

なればまさに気が遠くなるような先の話になります。他方、総合体育館は昨年12月に地質調

査、あるいは測量等の価格が決まり、１年足らずで基本設計が出され、議会にも説明がありま
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した。この佐野東地区まちづくりのいわゆる核になるというのは、私はＪＲ太宰府駅であると

いうふうに思います。体育館が西の玄関口の核ではなく、やはりＪＲ太宰府駅が西の玄関口の

核になるのであろうというふうに思います。 

 何となく総合体育館のみが進み、まちづくり全体が見えないということでは、佐野東まちづ

くりの整合性がないような気がしますので、見解を求めるものであります。 

 以下、再質問につきましては、発言席にて行わせていただきます。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） １件目の長浦台１号公園付近の５差路に信号機の設置についてご回答い

たします。 

 長浦台一丁目の交差点につきましては、主要地方道福岡・筑紫野線、長浦台入り口と県道板

付牛頸・筑紫野線、ひまわり台入り口を結ぶ長浦台のメイン道路、長浦台６号線と青葉台のメ

イン道路からこの交差点に通じる道路、長浦台49号線、さらにこの交差点から団地内に２路線

が分岐していまして、変則５差路の交差点になっております。長浦台６号線と長浦台49号線は

まほろば号と西鉄バスが通る路線ともなっております。この交差点付近は、通勤時間帯に交通

量も多く、児童・生徒の通学路でもあるため、制限速度が30キロにはなってはいますが、交差

点に向けて下り坂となっていることや両側に歩道があることから、通過する車両の速度は制限

速度をオーバーしているものと思われます。また、交差点内での長浦台６号線の道路形状は直

線ではなく、西校前交差点から左カーブを有する変速交差点で、見通しが悪い状況になってお

ります。 

 この交差点の信号機の設置要望につきましては、今まで再三地元から要望が上がり、毎年筑

紫野警察署に信号機の新設要望を行ってまいりました。本年度も筑紫野警察署と協議を行いま

したが、信号機を設置する場合、この変則５差路の歩道内ということになりますが、この道路

のカーブした形状では、信号機は見えづらく、設置は難しいとのことでございます。 

 信号機を設置するためには抜本的な交差点改良や道路の形状をより直線にするなどの対策を

講じないと設置ができないとのことでございます。 

 このため、交差点内のカラー舗装化や文字による路面標示などにより交通安全対策を進めて

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 16番村山弘行議員。 

○１６番（村山弘行議員） 今、部長からお話がありましたように非常に道がじわっとこう曲がっ

ていますね。もちろんご案内のとおりであろうと思いますが、実は今申し上げましたように平

田のほうから団地を通って、実は大佐野方面から小学校、中学校の間から道が近年できまし

て、非常に渋滞をしています。かつて、私の近くに木原酒屋さんというのがありました。そこ

にもう既に車が３台突っ込んでおります。今申し上げました私の家にもブロックに正面衝突を

して、そういう事故があっておりますし、かなりスピード出してくるということで、何とかも
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う点滅でもいいから信号機の設置をもう二十数年来の要望であろうかというふうに思います。

私も筑紫野警察署にお伺いしたときには、担当者の方はもう随分長く、どういうシステムにな

っているかわかりませんけれども、長い要望ですから、かなり長浦台の信号機要望については

ランクが上がってきていますよというふうに言われたから若干期待をして帰ったのですけれど

も、今の答弁を聞くと、またがっかりするような感じになるのですが、過日、地元の自治会長

さんとも話して、かなり上に上がっとるようですからもう少し頑張ってみますね。筑紫野のほ

うにもというふうにお話をしていた関係で、何とかならんのかなという気がします。市役所が

建てる分であれば、何とかもっともっと厳しく申し上げるのですけれども、何としても機関が

違いますから、要請、要望ぐらいしかできないのかなと思いますけれども、とまれか何かの、

あそこの５差路のところに、先ほど文字でということでは気づきませんけれども、あそこには

横断歩道がありますね。この移動は、この間の協議の中でそのままに残していこうということ

になったらしいのですけれども、道路上にとまれというのがよくありますね、踏切の手前に、

信号機がなくても。そういうのは、先ほど文字での交通安全のということでありましたけれど

も、そういうことは可能なんでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 議員さんからのお話の件でございますが、今の形状がですね、言いまし

たように西校前からこう左カーブで入っていっておりまして、横断歩道と横断歩道の内距離が

大体20ｍ、横断歩道を入れると30ｍぐらいありますね、距離がですね、交差点の。それ建てた

場合ですね、西校のほうから来た場合、もう信号機が見えない現状なんですよ。それが大きい

一つです。 

 それとですね、私も現場へ行きましたら、今ちょうど横断歩道の渡りきったところに新しい

家が建っておりまして、そこに駐車場ができております、両方ですね。もしも仮に信号機をつ

けたとしたら、ちょうど信号機がその駐車場、個人さんの駐車場の真ん中に建つような形なん

です。それと、歩道用の信号機も建てらないかんですけれども、それもどうしてもそこにひっ

かかるということが大きな点でございます。 

 それと、点滅信号でございますが、これは今はどこでもついておりますけれども、基本的

に、ここは変則５差路になっていますね。４差路の直角の交差点じゃないとなかなかつけにく

いんです。といいますのは、あそこは５差路になっておりますので、点滅したら５差路の方向

がありますよね。それはどの時点で出ていいのかわからないということもございますので、基

本的には４差路の直進型の交差点に長い袖を出してそういう信号機、点滅の信号機をつけてい

る現状が多いと思います。それでそれもなかなか難しいということでございます。 

 それと、信号機を設置する場合は、どうしても今言いましたように交差点が直角になってお

りましてですね、例えば右折車線が、右折の車両が来た場合に、曲がった場合に、こちらが１

車線しか、例えば右側ですね、右折した先が１車線だったらですね、もうそこはちょっと信号

機はつけられないというようなことが現状ではございます。 
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 あそこの場合は、どうしてもそういう左カーブをしている、信号機が見えない、個人さんの

駐車場はある、そういうところで、ちょっと設置が難しいということで、先ほど言いましたけ

れども、カラー舗装化を考えております。カラー舗装といいますのは、吉松の水城駅・口無線

がございますですね、新しく新設した道路。あそこの中の交差点いっぱいにカラーで色を塗っ

ております。そういうのと、さっき議員さんが言われたとまれ、とまれはですね、青葉台から

来たほうの道路には一旦停止の標識がありまして、ドットがありまして、とまれという文字が

書いてあると思います。それで、私のほうとしては長浦台６号線のほう、メインのほうはドッ

トを設けるか何かして、交差点ありかですね、横断歩道ありとか、そういう徐行とか、そうい

う文字を入れてですね、注意喚起を促したいなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 16番村山弘行議員。 

○１６番（村山弘行議員） 物理的に厳しいかなというのは認識はしておりますけれども、地元か

らとても強い要望がありますものですから、今言われるように新しい家ができまして、横断歩

道のちょうど突き当たりが車庫だったということもあって、横断歩道の移動の協議が出てきた

と思いますが、部長言われるようにカラーで注意を促す、青葉台から来たところはとまれが、

一旦停止と道路にとまれが書いてある。本当につけようと思うたら、日本でどうかわかりませ

んが、海外でよく線を道路に引っ張って、真ん中にこう信号機をぶら下げているというところ

が、私も行ったことがないからテレビで見るんですよね。道路に線を張って真ん中にぶら下げ

るという信号機もあるようです。そこまでせえとまでは言わんにしましても、でしたら事故が

ね、やっぱり何遍か起きているのですよ、大事故まで行ってないけれども、先ほど福廣議員の

話じゃないけれども事故が起きてからというよりも前にということで、横断歩道ありだとかと

いう、とりあえず道路に来て、かなりのスピードを出してこられるのです、平田のほうから来

るのが。だから、そこがでこぼこをつけるというか、道路に、とかカラーするとかとまれをす

るとか、ぜひそういうものを働きかけていただきたいというふうに思いますが、それぐらい

は、それぐらいと言うたら失礼ですが、そういうものは可能というふうに思いますが、それは

どうでしょう。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 誤解のないようにお願いしたいのですけれどもですね、私の建設部のほ

うとしてはですね、なるべく安全に通行していただきたいということをですね、必死に警察の

ほうには要望をしております。ただ、そういう形状があるということだけはご理解いただきた

いと思いますので、我々も安全に通行していただきたい、通学路の安全を守りたいとは思って

おります。その方向で精いっぱいのことはしていきたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 16番村山弘行議員。 
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○１６番（村山弘行議員） 現地は私も部長も当然理解しておりますので、私もたまり、たまりと

いいますかね、横断歩道のたまりの場所がないというのも場所的にやむを得んなという気がし

ますけれども、であれば今申し上げましたように道路での、路面での、そういう安全運転の喚

起を促すようなそういう配慮をしていただくように関係機関のほうにも積極的に働きかけて、

子どもの交通事故、ただ子どもだけで、うちの団地も随分高齢化が進んでいまして、おじいち

ゃん、おばあちゃんの交通安全も含めて、ぜひとも関係機関に働きかけをしていただくよう

に、これはお願いをして、１項については終わりたいと思います。 

 次をお願いいたします。 

○議長（橋本 健議員） ２点目に入ります。回答をお願いします。 

 市長。 

○市長（井上保廣） ２件目の佐野東地区のまちづくりについてご回答申し上げます。 

 仮称ＪＲ太宰府駅設置を含む佐野東地区のまちづくりにつきましては、第五次の総合計画に

おきまして、整備を検討すべき地域と位置づけておりまして、民間手法を基本とした周辺のま

ちづくりを含めまして進めるものと考えております。 

 このために平成21年３月の施政方針のもとに、地元の協力を得て、佐野東地区のまちづくり

懇話会を設置をいたしました。３年にわたる協議を行ってまいりましたけれども、まちづくり

に向けて具体的な動きまでには至らなかった経過がございます。 

 これを受けまして、現在市といたしましてＪＲ新駅を含めた佐野東地区まちづくり構想をま

とめていきますために、附属機関でございます佐野東地区まちづくり構想検討委員会を設置を

いたしまして、その中で審議をしていただいておるわけでございます。基本的には、策定後に

地元に対しましても本構想につきましてお示しをしたいと、このように考えております。 

 また、駅の基本設計につきましては、まちづくりの具現化に向けた機運の盛り上がりにあわ

せた段階で、次の段階と考えておりまして、まずは佐野東地区まちづくり構想がよりよいもの

になるように傾注していきたいというふうに思っております。 

 詳細につきましては担当部長のほうから回答をさせます。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 佐野東地区まちづくり構想につきましては、これまで３回開催いたしま

した構想検討委員会でいただきました交通や土地利用などに関するご意見はもとより、構想策

定に向けて必要な現況調査などをあわせて企画立案いたしまして、平成25年９月に委託契約を

行い、構想策定に着手いたしました。 

 今後、現況調査なども行い、構想検討委員会においてご意見をいただきながら土地利用や交

通体系を初め、景観も含めまして検討を行い、策定を進めてまいります。 

 次回の構想検討委員会開催につきましては、平成26年２月開催を予定しておりまして、現在

次回の開催に向けて準備を進めております。 

 今回のまちづくり構想につきましては、主に農地である現況から、都市的土地利用への転換
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が前提にあります。そこで、次回の構想検討委員会においては、まず土地利用転換の基本とな

る土地利用イメージについてご議論をいただくこととしております。これまでの構想検討委員

会における土地利用に関するご意見として高層化と景観、開発と農業との調和など、捉え方に

よりましては対極にあるような課題もございますので、土地利用イメージにつきまして田園

案、中層案、高層案、３案を提示し、ご意見をいただきたいと考えております。 

 その後の委員会におきましては、交通体系を初め、順次審議項目を明確にし、委員会での意

見を受けつつ、平成26年中の構想取りまとめに向けて進めてまいります。 

 地元地権者や関係者に構想を示すことにつきましては、構想策定完了後、地元委員とも調整

しながら進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 16番村山弘行議員。 

○１６番（村山弘行議員） 私が申し上げましたのは、今の部長もお話、ご回答の中でありました

ように高層と低層だとか、営農をしながらとかというご意見が出てきて、第４回目の２月の中

で議論が具体的に始まっていくというふうに思いますが、先ほど申し上げましたこれでいくと

大体３カ月に１回程度で開催をされているような気がします。第４回は交通量調査等などが今

もう既に終わっているかと思いますが、交通量調査などがあったので、やむを得ないにしまし

ても、２月まではやむを得ないのかなという感じがしました。３カ月に１回というのは、少し

スローペースではないかなという感じがします。構想委員会はまちづくりの考え方、今回答が

ありましたようにね。まちづくりの構想からいうたら、回答じゃ営農をしながらというまちづ

くり全体の構想が出てくるわけでありますから、それはそれで構わないと思う。ただ、私が申

し上げたいのは、構想委員会の中にある体育館、これはもう市役所が今看護学校跡地周辺でも

うここで基本構想が出ておりますし、ここでいこうということは変わらないと思う、多分ね。

それは昨年の12月議会の中で、いわゆる区画整理という言葉を使わせていただきますが、区画

整理のエリア内で体育館はスポーツ・文化ゾーンとして位置づけますよと。ここは多分体育館

の場所が変わるということは現状ではないと。 

 それから、昨日の部長の答弁でも駅についても変わらない、田議員の質問に対しても、つ

まりはもう既に待避線があるわけですからね、あの駅がどっか下り側に行ったり上り側に行っ

たりということは通常あり得ないと思いますし、また昨日の回答でも構想委員会の委員の方の

ＪＲ出身、ＪＲから１人入ってもらっております、に確認をしたところ、ＪＲでも今の予定さ

れている場所が動くということはないということでありますので、そういう意味でいきます

と、もう駅の場所は確定をしておる、体育館の場所もほぼ確定をしておる。だから、体育館の

基本構想もできて今進んでいきよる。であるならば、駅の場所も決まっとるならば、駅はどう

して手つけられんのですかと。それは体育館の予定地は県有地だから、それは払い下げの、地

権者の方は何百人もおられないですね。駅を建てようというならば、場所に限っていえば、あ

と例えばどれぐらいの駅の規模を建てるのか、すぐ着工しなさいと私が言っているのじゃない
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ですね。駅の場所は決まって、地権者もわかるわけですから、駅の構想をＪＲなりと打ち合わ

せをして、これぐらいの駅でいこうとするなら、これぐらいの敷地が必要であると、駅と駅前

広場、であるならば地権者の方に少なくとも測量などぐらいはさせてもらえないのかと、それ

は昨日の回答でもありましたように体育館が一つの起爆剤になって、地元の機運が高まるので

はないかという回答がありました。それはそうでしょうけれども、もっとダイナミックに機運

が高まるという意味では、駅というものが見え始めると随分違うなという気がするのです。 

 それは建設というよりも、むしろ地権者の方々に駅をここに建てることについてはもう既に

決まっておりますから、着工がいつになるかよくわからないけれども、駅の構想などから考え

ておたくの土地とおたくの土地をこういう部分で測量だけでもさせてもらえないかと、これは

話ができるのでないかと、私は比較したらいかんけれども、体育館はどんどんいきよる。駅は

何もないということは、これが測量が始まると地域の方たちがいよいよ区画整理の動きが出始

めたなということが大きな起爆剤、あるいは機運の高まりにもなってくるのではないかという

ような気がしますので、何とかそういうふうなことはできないのか、お伺いしたいと思います

が。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） このまちづくりにつきましてはですね、昭和63年11月のＪＲ九州とのＪ

Ｒ太宰府駅の設置に関する覚書からですね、25年がたっております。平成21年、平成22年、平

成23年にですね、市長の施政方針で、本市のまちづくりにおいて仮称ＪＲ太宰府駅が必要であ

るが、駅単体ではなく、面整備を基本であること、面整備については組合などの民間施工が望

ましいが、組合の施工においても市は側面から支援、協力していくこと、今後についてはまち

づくり懇話会を設けていくことが述べられております。 

 議会においてもですね、平成20年のその当時、ＪＲ太宰府駅（仮称）、太宰府駅設置及び周

辺整備問題調査特別委員会でもですね、駅設置はまちづくりの中で行うことがより効果的であ

り、民間施工が望ましいという中間報告がなされていると聞いております。 

 この方針のもと、平成22年７月に市長、副市長みずから地元に出向き、向佐野地区の佐野東

地区まちづくり懇話会設立の要請を行い、了承を得て、その後、平成23年11月、平成24年２月

の２回、懇話会が開催されております。この懇話会の設置の取り組みは、この地区の将来のビ

ジョンを語っていただくとともに、具体的なまちづくりへの働き、動き、機運の高まりを期待

したものでありました。平成23年10月には、議会特別委員会と懇話会との意見交換会が開催さ

れ、駅及びまちづくりにつきましてさまざまな意見が出たと聞いております。 

 平成24年４月に向佐野水利組合総会が開催されましたが、意見は出尽くした、もう来られて

も話すことはできないと、ただ懇話会の窓口はあけているという趣旨の報告があっておりま

す。まちづくりに向けて機運が高まるには至らず、具体的に組合が立ち上がるとか、組合の準

備会の動きが始まると、そういう動きには至らなかったと、これが３年余りにわたる懇話会の

取り組みでございましたが、地元からも市として構想を示していただきたい。議会の特別委員
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会からも青写真を示して積極的にアプローチしてはという意見もいただきました。そのような

ことから、懇話会をリセットする、また仕切り直しをしていただきたいという意味におきまし

て、平成25年３月に佐野東まちづくり構想検討委員会を立ち上げまして、青写真を作成し、地

元に本構想を示していきたいと、ただいま構想の策定を進めているものであります。 

 これが構想検討委員会の発足理由でありまして、構想案を作成することにより、地元のこれ

からこれなら機運が高まるような案を提示することが、この委員会の第一の目的であると考え

ております。 

 基本的には、まず構想策定を計画どおり行い、構想策定後の地元に対して本構想を示してま

いりたいと考えております。この構想策定の件はですね、地元の役員の方も委員をしてありま

したので、関係者には周知してありますが、その中での駅の基本設計や測量など、具体的な動

きにつきましては測量を先ということで地元と協議した場合には、地元には駅に対してさまざ

まな意見があり、先ほども述べましたがさまざまな意見もあり、道路はどうするのかとか、ま

ちづくりはどうするのか、どうする計画なのかと問われるものと思われます。そのためにも新

駅とまちづくりは一体のものでありますので、基本的には駅を含めた構想案をまとめ、地元に

お示ししたいと考えていますが、これにつきましても地元委員や役員さん、地元委員もこの検

討委員会に入られておりますので、相談しながら進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 16番村山弘行議員。 

○１６番（村山弘行議員） よくわかっているのですよ、ずっとかかわっておりますから。市長の

施政方針の中で駅単体でなくてまちづくりの中で駅はつくっていこうということは、もう施政

方針でも出されておりますから、十二分に承知をしております。 

 私が今申し上げているそのことは、２月に、どういう部分かまだわかりませんけれどもね、

２案か３案程度、部長の話というのは提案が計画したところから出されるでしょう。それがど

れぐらいのものかわかりませんけれども、それらを踏まえなければならないというのは言うま

でもないと思う。踏まえて、ただそれが案が固まるまでにはもう少し構想検討委員会の中でも

議論があると思うのですね。１案がいい、２案がいい、あるいは１案のいいところと２案のい

いところとかというのが議論があって、もう予定でいきますと平成26年度末までにということ

でありますからね。先ほど申しましたように最終的な案が出るのが、その平成27年でしたか、

ぐらいになるかもしれませんけれども、それから地元説明ということではね、それはもうちょ

っと先になり過ぎるので、例えば１案、２案、３案が出たときには、例えばもちろんいわゆる

懇話会、生きているわけですからね、懇話会から出ておられるお二人がおられますね。この人

たちを通じてでも構わないと思います。やっぱりそこは市のほうから出向いて、例えば、１

案、２案、３案が今出ていますと。具体的には構想委員会で議論をしていますが、地権者の方

たちにもこういうものがあるということで、今構想委員会でどういうものがいいかを練っても

らっているけれども、地元の皆さん方にも前広にこういう案が今出ていますということを提起
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をしていくということで、いうならそのまだ先ほど言うたように地元の人はもう言う分はない

と言われるわけですね。もう自分たちの言うことは出してもらって、それを議論するのを待っ

ているという形ですから、それを出してもらって、例えば責任者の方から地権者寄ってもらう

か、水利組合の皆さん寄ってもらって、そこで市も出向いて、１案、２案、３案はこういうも

のが出ていますと。市がこれで行きますと、これで行きますというのは決めません。構想委員

会の中で決まりましょうけれども、こういう案がありますよ、これはこういう構想です、これ

はこういう構想ですというものを地元に説明すれば、ああいよいよだなという機運が高まって

くるのではないかというようなことを並行的にやっていかないと、構想委員会は議論する。そ

して、第７回が終わって、これができ上がりました。さあそれから地権者寄ってください。地

権者はもらって、それから１年ぐらいでも議論をすれば、もう平成28年度、平成29年度になっ

て、同じエリア内で駅の場所も決まって、駅の位置も決まっている、体育館の場所は決まって

とる、体育館はもう建設が進みよる、駅は何もないということでは、まちづくり全体の中でい

く面整備とあわせて駅をつくっていくということにしましても、なかなか進まないのではない

かというふうな気がしますので、それは２月の案が出てからになろうと思いますけれども、そ

ういう並行して地元ととの説明などというものは考えられないか、お伺いします。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 先ほど長々と過去の歴史を、私も４月に部長になりまして、今までの流

れというのがですね、ちょっと整理しとかないかんだろうということで、ちょっと自分なり

に、私がですね、自分なりに整理せないかんだろうということで、ちょっと言わせていただい

ておりますが、もう３年も４年もですね、課長も含めて懇話会に入っていって、その中でいろ

いろ懇話会の中で地元の皆さんからいろいろな意見を聞いてきております。それで、なぜ今ま

でかたくなといいますか、最終案ができてからというのはですね、やっぱりこの案をつくっ

て、地元の機運を盛り上げたいと、この最高といいますか、そういう案を出したいと、途中出

しとって、やっぱりこれはこうじゃなくて、市としてはこんなふうな案がいいんじゃないかと

いうのを出したいという思いもございました。 

 また、議員が言われるように途中途中でそういう提案をするのもですね、一案かとは思いま

すので、そこら辺も含めてですね、今懇話会の中にも二人委員さんがおられます。そういう方

たちとまず相談をしながらですね、どんなふうな進め方がいいのか、いろいろ協議させていた

だいて進めていきたいと。もう先に地元の関係者にぱっと行くのじゃなくてですね、そういう

ところでまず懇話会の今委員二人が入ってありますし、自治会長も入ってありますので、そう

いうところの委員さんも含めてですね、そういう案が出てきた中で、２月の段階でもこういう

案が出てきたけれども、どういう進め方をしましょうかとか、そういう協議をしながら、どう

いう示し方がいいのかというあたりもですね、協議してやっていきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 
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○議長（橋本 健議員） 16番村山弘行議員。 

○１６番（村山弘行議員） 地元の方たちから、懇話会からお二人と自治会長さんが出ておられま

すね。それ以外の方には、逐一検討委員会があったら地元から出ておられる方は、それなりに

報告をされているみたいなのです、関係者には、二人と自治会長。ただね、その人たちから報

告を聞くというのも大事だろうけれども、やっぱり直接市がね、出ていくというのは非常にや

っぱり熱が伝わる、気持ちの熱伝導が早いような気がするのですよ。だから、それはその２月

で出されてすぐ行けとかね、というんじゃなくて、それは議論が必要なら必要で構いません。

１カ月なら１カ月間、庁内で議論をしたり懇話会で議論が詰めるように、例えば先ほど申し上

げましたように第４回が２月ですから、第５回は大体、先ほどで言いますと５月ごろであれ

ば、例えば５月には３案が一定議論がされるでしょうから、そのぐらいに、例えば地元の方た

ちにちょっとこう今状況の説明、つまり全部が終わってからでないと地元には説明できないと

いうことでなくして、方向は今こういうことで行っていますよという報告ぐらいはして、並行

的にね、懇話会は懇話会で議論していますと、こういう議論が今あっていますと、まちづくり

について、駅についてもこういう話ができていますというようなものを地元と並行して、懇話

会と並行して、それは当然懇話会が先に行くでしょう。この間の議論ではこういうことが議論

がされましたけれども、こういう状況ですというふうに進めていくことによってね、私はどこ

が狙いかといったらやっぱり機運を盛り上げていくということが必要だろうというふうに思っ

ていますので、２月に懇話会が、第４回があったから、さあすぐ行けという意味じゃないです

よ、私が言っているのは。ある程度、議論は当然必要でしょう。そういうものを踏まえながら

も、地元の人たちに対する、まちづくりに対する市の思いだとか、そういうものを伝えていく

必要があろうと思うのです。これはよろしいでしょう。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） そういうところも含めてですね、まずちょっと我々は委員さんと、二人

の委員さんとか、懇話会の中の委員さんあたりと相談しながらですね、まずこの場でというこ

とはなかなかこう申し上げにくいのですけれども、まず相談させていただきたいというふうに

思っております。 

 それでまた、特別委員会とかですね、そういう中では報告させていただきますので、そうい

う回答で申しわけないのですけれども、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 16番村山弘行議員。 

○１６番（村山弘行議員） そういうことですねということにしておきます。 

 市長にちょっと提案ですけれどもね、実は構想検討委員会はそれぞれの専門家の方、それか

ら長く太宰府の歴史にかかわっておられる方々で、構想、工程をつくっておられますね。そこ

で、今部長からお話がありましたように議論がされていくでしょうし、今までもされておりま

す。最終的にはどういうものが出てくるかは別ですけれども、２月に一定程度の素案みたいな



－157－ 

ものかもしれませんけれども、委託されている会社から案が、今部長のお話を聞くと２案か３

案ぐらい出てくるだろうと。それは、こんなことは失礼かもしれんけれども、やはりこういう

ものですよという図案が最終的に出るかもしれないけれども、出てくると思うのですね。それ

は案として出てくるのは出てきましょうが、このまちづくりというのは、これを事業化してい

かなきゃいけないと思うのですね。それは当初から言われるように民間手法でやっていこうと

いうことですから、これはもう地元の人たち、よしじゃあやろうというふうになっていかない

かんという意味では、構想委員会は構想を出しましょうけれども、これやっぱり現実に事業化

する、そういうためにこの構想委員会の中に、名称にこだわりませんけれども、ワーキンググ

ループだとか、あるいは分科会みたいなものを、要するに事業化するためのそういうものが私

はもはや、もうやがて１年近くなるので、そろそろそういう分科会、ワーキンググループみた

いなものが分科会の中に必要になってきたのではないかと、事業化を具体的にするために、そ

れは当然地元の人たちのご意見も踏まえなきゃいかんと思うけれども、そういうものをそろそ

ろというか、もう一年近くなりますので、この構想検討委員会の中に分科会的なものを設ける

必要があろうと、私は思いますけれども、市長はどういうお考えか、まずお伺いしたい思いま

す。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（井上保廣） ものごとを進めていきますためには、やはり今村山議員もおっしゃっていま

すように終了後、それから次の作業を行う、その次に次の作業を行うというふうな形だけで

は、これは影響がある地権者の皆様方、地元の皆様方は関心が誰よりも深いと、またそういっ

た関心度を持ってあるというふうに思っておりますから、時折の今言われました中間地点の中

で、そういった構想の一つがほぼ完了する途中の中においてもお示しをし、そして意見を聞く

というふうなことも一つの方法だろうというふうに思っております。 

 要は、今言われましたワーキンググループでありますとか、そういったことにつきましても

その懇話会のありよう、それから地元の機運のありよう等によって、地元の皆さん方がここで

こういった状況になれば、みんなで協力してまちづくりのためにやっていこうというふうな機

運ができ、さらには今ここでそういった今ご指摘のようなワーキンググループをつくり、そし

て事業に結びつけていこうというふうな機運が高まってくれば、そういったことも一つの考え

方としてあると。また、そのことが事業を円滑化する上においても、線で円滑に継続してい

く、あるいは発展させていく、展開させていく上においても必要であるのかなと、率直に今そ

う感じております。 

○議長（橋本 健議員） 16番村山弘行議員。 

○１６番（村山弘行議員） 最も、私どもがああせろこうせろということではなくて、基本的には

懇話会の中で、まちづくり構想委員会の中で議論がされていくべきだろうというふうに思って

おりますし、申し上げたいのはただ絵に描いた餅じゃなくて、これを文字どおり事業化して、

立派な町をつくっていくために地元の人たちの機運をいかにして盛り上げ、私は駅の測量も全
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て地元の人たちがよし、いよいよやなと、じゃあ我々も一回寄ってみようかというような機運

を高める一石にという思いで、実は測量ぐらいされないかということを申し上げているわけで

ありまして、いかにして地元の方々をこのまちづくりに協力してもらうか、そのために早く構

想図みたいなものを出して議論に着手するというふうなことが重要だろうというふうに思いま

す。いずれにしても、まちづくりについては一朝一夕にはできないと思いますが、できんとは

思うけれども、じっとしとったらもう絵に描いた餅で終わってしまうと、決してそのことがな

いようにするためには、やっぱり地元、それから市の思い、あるいは働きかけなどなどが、私

はこれまで随分言ってまいりましたけれども、夜討ち朝駆けぐらいの熱意を持って、このまち

づくりについてかかわってもらいたいというふうに思います。 

 昨年12月の議会の中で前広に前広に経過を説明をしていくということで、特別委員会などで

も随分議論を前広にしていただいております。どうしてもまちづくりの核になる駅が全く見え

ないものですから、何とかこれが見えるような動きということをしてもらいたいという思い

で、今日一般質問をさせてもらいました。今後、具体的なことについては特別委員会の中、あ

るいは正副委員長との打ち合わせなどなどを進めていきたいというふうに思いますが、構想委

員会の中でもそのようなことができれば、ご意見が出れば、ワーキンググループというか、名

称にこだわるわけじゃありませんけれども、そういうものについても前向きに対処していただ

きたいということをお願いして、私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございま

した。 

○議長（橋本 健議員） 16番村山弘行議員の一般質問は終わりました。 

 次に、12番門田直樹議員の一番質問を許可します。 

              〔12番 門田直樹議員 登壇〕 

○１２番（門田直樹議員） ただいま議長の許可をいただきましたので、通告の内容につき質問を

いたします。 

 2014年４月９日に、ウィンドウズＸＰ及びマイクロソフトオフィス2003の製品サポートが終

了します。サポートが終了すると更新プログラム問題発生時の対応などが受けられず、セキュ

リティーの脆弱性が大きくなるため、これを機に悪意を持った攻撃者たちが広範囲な攻撃を開

始すると想定されています。オペレーティングシステムの更新には、多額の費用がかかると思

われます。ＩＴ推進プランによるとグループウエアの導入に伴い、職員に１人１台のパソコン

を配備したとありますが、まず現在本市の所有ないしは管理運用しているものは何台あるの

か、またサーバーを含み、それらのＯＳ更新にどれぐらいの費用を予定しているのか、お聞か

せください。 

 セキュリティー上の脅威にはＯＳを最新にした上、更新プログラムの適用、マルウエア対策

を初めとする多角的な防御策が必要であり、ウイルス対策ソフトだけで対応することは困難で

す。また、職員のスキルアップはもちろん、管理部門を整備することが重要です。 

 以前にもお聞きしましたが、本市におけるＩＴ関連の責任者はどなたなのか、再度お伺いし
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ます。 

 また、関連して、本市のＩＴ環境全般について伺いたいと思いますが、まず太宰府市高度情

報化推進計画の進捗状況について、概略で結構ですのでお聞かせください。 

 以上、４点につきお伺いしますが、日進月歩のＩＴ分野に関しまして、私も余り知識があり

ません。ご回答はぜひわかりやすく簡潔にお願いします。 

 以上、再質問は発言席にて行います。 

○議長（橋本 健議員） 回答をお願いします。 

 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 最初に、ウィンドウズＸＰ対応についてご回答をいたします。 

 太宰府市では、問題の重要性を十分に認識し、ご指摘のような事態を避けるため、国からの

指針に基づき、アップグレード等の対策を順次進めております。 

 現在、市で保有している867台の端末のうち、ウィンドウズＸＰを搭載しているものは全体

の90％弱となっております。このウィンドウズＸＰ搭載端末につきまして、そのうち30％程度

を占めますノート型の端末につきましては、ウィンドウズビスタビジネスからダウングレード

して使用しておりましたので、順次アップグレードをし、ウィンドウズビスタに戻します。こ

れについては情報・公文書館推進課職員が手作業で行っておりますので、実質的な費用は発生

をいたしておりません。 

 また、60％弱はシンクライアント端末を使用しております。ウィンドウズ７には平成26年３

月に一括してアップグレードをいたします。 

 シンクライアント端末については、アップグレードする際にも、端末１台ごとに作業をする

のではなく、サーバー上でウィンドウズ７の環境を各端末に配布することで効率化を行うこと

ができます。これは仮想化された分野で行いますので、技術的に行うという意味です。 

 このほか３％程度は買いかえを予定しており、残る約７％につきましては、使用しているソ

フトウエア等が新しいＯＳに対応できるかなどの調査を現在行っておりまして、平成26年４月

９日までには新しいＯＳの移行が困難な場合につきましては、ネットワークからの切断、ある

いはＵＳＢメモリーを使用しないなどの暫定的な措置によりまして、万全のセキュリティー対

策を講じてまいりたいと考えております。 

 次に、マイクロソフトオフィス2003の製品サポートの終了についてでございますけれども、

現在マイクロソフトアクセス2003を財務会計システム、あるいは契約管理システムで一部使用

している関係がありまして、今年度中にシステムの入れかえを行います。ほとんどがマイクロ

ソフトオフィス2003については使用していないのが現状ですけれども、残った分については製

品サポート終了前にアップグレードしますので、残存しないということになります。 

 続きまして、本市の情報化戦略を立案、実行する責任者、いわゆるＣＩＯでございますけれ

ども、副市長が務めております。この責任者である副市長を補佐するために、専門的な知識、

あるいは技術に関しましてはコンピューターの利用が必要不可欠な行政事務の環境におきまし
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て、職員が職務を遂行する中でスキルが向上し、今後の事務事業展開に必要な情報の収集、分

析、あるいは提言、組織として適切な判断を下す体制をとっているところでございます。 

 また、データ保護、運営、情報管理等につきましては、各所属長等を責任者として日々の業

務を遂行いたしておるところでございます。 

 最後に、太宰府市高度情報化推進計画の進捗状況でございますけれども、直近では平成15年

３月に計画期間を３カ年として平成17年度までということで期間設定をし、策定いたしており

ました。計画策定当時は、それまでの大型専用機による限定的な事務処理にかわり、ダウンサ

イジングかつ高性能化した小型コンピューターが行政事務全般に普及浸透し始めまして、１人

１台パソコンの配備を進めていた状況にあり、文書管理システムなど、個々のシステム構築に

より行政の情報化を図る環境整備が緒についた段階でありました。 

 しかし、目覚ましい技術革新により、急速にネットワーク化が進み、行政と市民が双方向に

情報を発信するようになるなど、環境が一変いたしました。当時の計画で用いておりましたＩ

Ｔという情報化技術というような言葉にかわりまして、昨今ではＩＣＴ、情報のコミュニケー

ション化を図る技術というような言葉が用いられるなど、情報の世界は目まぐるしい変化を遂

げています。 

 こうした環境の変化を受け、平成17年度計画満了以後は、推進計画そのものの更新、個別の

計画策定はいたしておりませんけれども、第五次総合計画においても位置づけをしております

が、情報の共有化と活用の施策を掲げ、市民生活の向上及び市政運営の改善を推進いたしてお

るところでございます。 

 市の情報についてのＩＴ環境全般の考え方といたしましては、情報推進部門の一元的管理を

行い、仮想化技術やクラウドの利用を行うことでセキュリティー対策はもちろんのこと、利便

性の向上とコストの抑制に努めておるところでございます。 

 ＩＴ関係予算につきましては、ハード、そしてソフトの整備充実、情報処理量の増大及び人

口の伸びにもかかわらず、ここ10年余りほぼ横ばいの状態を続けているところでございます。 

 現在、仮想化技術を生かして無駄のないサーバー構築を行うとともに、１台の端末を基幹系

事務と内部情報系事務に兼用し、有効活用できる形態をとっております。 

 また、先ほど述べましたシンクライアント化で情報をサーバーで一元管理することにより、

個々の端末から情報が漏えいするリスクを物理的に解消いたしております。さらに、庁内ネッ

トワークにファイルサーバーを配置して、職員間の情報共有を図るとともに、プリンター専用

機を撤去しまして、複写、印刷、ファクスなどの機能を兼備した複合機に集約いたしました。

プリンターサーバーで複合機を制御することにより、認証カードをかざすまでは印刷物が出力

されないというような、また印刷のログを管理する、具体的には誰がどこの端末を使って何枚

の印刷物を印刷したかというようなことがわかるようなものまでログを管理しながらセキュリ

ティー面、あるいはコスト面でも大いに向上しているものと思っております。 

 今後におきましては、クラウド技術を活用して、サーバー等の機器を保有せず、その時々の
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情報処理量に応じた使用料を支払うことで、過剰な費用を圧縮して、さらなる経費節減に努め

ます。また、庁舎から離れた堅牢なデータセンターに情報を格納することで、自然災害等のリ

スクを回避し、安全性の確保を図ってまいるというような構想で今進めているところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 12番門田直樹議員。 

○１２番（門田直樹議員） まず、登壇でお聞きしたところから、まずお聞きしたいのは、バージ

ョンアップする分ですね。そして、見直して廃棄する分とか切り離す分とかあるということで

すが、費用は大体どれぐらいかかるのか、そこを聞きたい、わかるならば聞きたいのですが。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） ノートパソコンにつきましては、もともとウィンドウズビスタでござい

ましたので、それをダウンしてウィンドウズＸＰに戻しますので、先ほど言いましたように作

業は職員が行いますので、費用は発生しません。 

 それから、シンクライアントの中で行いますが、仮想空間の中で動かしますアプリケーショ

ンソフトをウィンドウズＸＰで動かしていますけれども、それをウィンドウズ７にかえます。

サーバーの中にはもともとウィンドウズ７の機能がありましたので、費用的にはその直接のグ

レードアップというよりも関連するサーバーの容量追加とかということで約500万円程度を予

定いたしておるところでございます。 

 オフィスにつきましてはですね、そのほとんどが2007あるいは2010にかわっております。残

りのところについても配置しながら買いかえていく予定の中で対応していく予定でございま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 12番門田直樹議員。 

○１２番（門田直樹議員） 当初予定した質問の順を変えていきたいと思っているのですが、部

長、ウィンドウズというか、いわゆるＳＱＬサーバーですかね。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 基幹系と内部系がございますけれども、サーバーにつきましては現在

は、専門用語がありましてちょっと待ってください。ヴイエムウエア社のヴイエムウエアビュ

ーを使っておりまして、これが仮想空間のサーバーとして動いております。それから、その他

のクライアントサーバーにつきましてはウィンドウズサーバーを使っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 12番門田直樹議員。 

○１２番（門田直樹議員） じゃあちょっと先にプラットホームについて概略ちょっと聞きたいで

すが、まず７にかえる部分が、もう一度確認ですが、アップグレードするのが何台あるのか、

ちょっとさっきのパーセント確認すればいいのでしょうけれども、それからこのノートの
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30％、ビスタからアップグレードしたということで、落とせば、多分ビスタもあと２、３年、

２年かそこらだったと思いますが、その間ちょっと長くはなりますね。 

 そこで、アップグレードする分に関して、まず皆パソコン自体は何ビットか、64ビットなの

か。それから、いわゆるマルチコアですね、ＣＰＵの割合というか、その対応があるのか、お

聞かせください。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） ノートパソコンについてはですね、いろんな業務を行う上でアプリケー

ションソフトを使うために使っている分、あるいは単独で動かしますシステムで動かしている

ノートパソコンというのがあるのですけれども、基本的に職員が使っておるのはシンクライア

ント端末で、いわゆるインターフェースをキーボード、あるいはディスプレーを使っているだ

けで、そこに機能はありません。仮想サーバーの中で使うときに切りかえるということで、も

ともとがウィンドウズ７の機能がありまして、今アプリケーションソフトがＸＰでしか動かな

い分がありますのでＸＰを使っているということで、そういう考え方というか、台数はそうい

うことで、シンクライアント端末につきましては約470ぐらいはそういうものになっておりま

す、シンクライアントにですね。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 12番門田直樹議員。 

○１２番（門田直樹議員） つまりメインフレームがあってということで、そうですね。最初、部

長のほうからご説明ありましたけれども、昔はいわゆるホストとクライアントというだけの話

やったのが、パーソナルとしての機能が非常に向上したということだったのが、またいや若干

昔に戻ったような感じかなと理解しているのですけれども、そのような中でですね、オフィス

に関しても2003が今度終わるのでバージョンアップするというふうに今ちょっと、最初ご説明

あったと思いますが、まずＭＳオフィスでいったらホームエディションとプロフェッショナル

エディションがありますね。大体、職員の１人１台近くのパソコンがあると思うのですが、大

体どっちが入っているのでしょうかね、ホームとプロフェッショナルと、ＭＳオフィスです。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 先ほど答弁させていただきましたようにプロフェッショナルが入ってい

ます。これは財務会計で使っておりますシステムがオフィスでないと動かない分があります、

ネットワークの関係で。ということで使っています。それはなぜかというたらアクセスの機能

が必要だということで、プロフェッショナルを使う必要があるということです。アクセスを使

っている職員と使っていない職員が、権利を与えている職員がおるんですけれども、基本的に

財務会計は全職員が使います。陰でアクセスとか使ってあるので、プロフェッショナルがいる

ということです。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 12番門田直樹議員。 
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○１２番（門田直樹議員） わかりました。 

 通常、ワード、エクセル等は使うにしても、アクセスとかパブリッシャーとかですね、あと

何があったかな、幾つかあるのですが、余り使いませんよね。それが必要と。しかし、先ほど

クラウドも使うということでしたね。クラウドでそれは対応できるのじゃないかなと、どうで

しょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 現在シンクライアントを使ってサーバーを本庁の中に、これはシステム

インテグレーターから提供されたサーバーを使っておりますけれども、今後、福岡電子自治体

という関係で、これは20団体やったですかね、大野城市とか関係する団体で、そういうセンタ

ーをつくってクラウド技術を活用したシステムに移行していこうということを今構想を練って

準備を進めているところです。今後、クラウド化をしていきたいという構想を持っているとい

うことです。 

○議長（橋本 健議員） 12番門田直樹議員。 

○１２番（門田直樹議員） そしたら、まずライセンス契約をされてあると思いますが、どうなん

ですかね。イメージ的には今までやったら台数分がその費用にかかわってくるのですが、シン

クライアントシステムでいくと、極端に言えば１台でいいのか、ライセンスは、どんなふうに

なるのですかね。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 先ほど答弁しましたように、このＩＴ技術は日進月歩でですね、平成

17年、門田議員と私でどのような質問をやりとり、やりとりじゃない、意見交換といいますか

ね。質問したときと大幅に変わっております。私もそういう発想で、昨年12月に来て、システ

ム担当と話をしたのですが、どうしても話がかみ合わないのですね。何だろうかなと思った

ら、いわゆるサーバーがあってネットワークでつないで、ＰＣでお互いに情報をやりとって制

御するよってことじゃなくて、もうシンクライアントというのはもうサーバーの中にですね、

仮想空間があるわけです。そこに個人のパソコンと同じような領域を持たせているわけです。

職員が扱っているのはですね、ただ通信回線がつながっていて、ビデオがあってキーボードが

あって、そこですれば入ると。それは職員はわかっていますけれども、こういうＩＤカードを

持っているんですね。どこの端末からも入れます、自分のＩＤで入れば。そういう状況でです

ね、今お尋ねのアプリケーションソフトについては、そういうシンクライアントのパッケージ

で提供されるときにライセンスも同時に入っていますということです。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 12番門田直樹議員。 

○１２番（門田直樹議員） まず、太宰府市高度情報化推進計画ですね、ここにありますが、平成

15年ということでもう10年以上前のですが、その後はないということで、これ自体、非常に立

派な計画といいますか、先進的なものがいろいろありまして、この後がどうもないようですの
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で、これをもとにちょっと質問の土台を考えたのですけれども、まずちょっとここから私の私

論といいますか、考えでいきますと、まず一般論としてですね、日本は安全な国、比較的と言

われていますけれども、コンピューターの世界というか、インターネットの世界は国籍は関係

ないのですよね。いわゆるこのサイバー空間というのは第５の戦場と、陸、海、空、宇宙の次

に来る戦いの場と、現にはもうここでは戦争が起きていると言われています。これ関しまして

は、子どもでも大企業を攻撃できるんですね、地球の裏側からでも。若干の知識とツールがあ

ればできると思います。非常に、そしてまた犯人の特定とか、これは防御側が圧倒的に不利な

のですよね。まず、ここのところのご認識があるということで、あるいは最近では国家レベル

で、いわゆるサイバーテロと言われるようなものもよく聞きます。 

 そういった中で、おおよそのセキュリティーパッチということは、もう皆さん、部長はもち

ろん特にお詳しいと思いますが、いわゆるワームとかウイルスとか、あるいはアドウエアと

か、とにかくたくさんありますけれども、いわゆるひっくるめてマルウエアというんですね。

マリスソフトウエアの略ですけれども、そのマルウエアに対して、つまり悪意のあるプログラ

ムですね、に対してブロックしたり撃退したりするいろんな仕組みのことですね。その中の一

番基本になるのが、いわゆるこのメーカー、ＯＳの発売元というか、製造元から来るこのパッ

チプログラムですね。いわゆるセキュリティーホールに対する次々とイタチごっこみたいにそ

のパッチを送ってくると、これが基本ですね。それがあって初めて、そのほかのいろんな防御

が生きてくるんですよね。この情報をもとに、いろんなアンチウイルスの会社なんかがそれに

対するまた更新プログラムをつくったりするというこういう流れということが前提。 

 これがじゃあ、なかったらどうなのかというと、結局感染するわけですよね。あるいは攻撃

を受ける。そうしますと、データの破壊、改ざんということがある。あるいは一番いかんのが

流出ですね。こういったものがあると。特に、こういう自治体の場合、個人情報等が流出する

と大変なことになるわけでありまして、これに関してはやっぱり厳重な管理が要るということ

ですが、またアプリはもちろんですけれども、既存アプリのアップデートですね、いわゆる周

辺機器ですね。あるいは今入っているソフトウエアに対しても、もういわゆるメーカーのサポ

ートはないというと、これもまた今度は個々のアプリケーションが攻撃の対象にもなるという

ことで大変だと。 

 もう一つちょっとつけ加えます。じゃあ何で、先ほど切り離したらいいということもありま

すけれども、完全に切り離せば空気感染はしませんから大丈夫だと理屈ではなりますけれど

も、あるいはメモリースティック等をそういうふうなモバイルを絶対に、絶対につけないとい

うことになれば、それでもいいのかなと思うけれども、そこでせっかくつくったのをほかでや

っぱりコピーして使うと。コンピューター、ＩＴですね、インフォメーションテクノロジーの

一番いいのはコピーできるというのが一番いいところですね。コピーして、必要なところだけ

かえるというのが一番便利なところですね。そこで一生懸命時間と労力でつくってやったの

を、そこだけにするというのは少しもったいないし、考えづらいような気がする。そうすると



－165－ 

まず、ＸＰはなくなったわけじゃないですから、もうサポート終わりますけれども、ビスタも

まだしばらくはある。今ある７とか８とかですね、そういったものに対するメーカーのサポー

トはあります。そこで、新しい欠陥、いわゆるセキュリティーホールというものが見つかる

と、それに対応したプログラムをします。つまりそこで発表するわけですね。そうすると、悪

意を持った側は何をするかというと、それを解析します。それを解析して、あっここがセキュ

リティーだなと。するとＸＰもどれも基本的には大して変わらん、同じような構造をしている

わけですね。そうすると、ここでウィンドウズの７で発表されたやつは、それは間違いなくこ

っちにもあるのですよね。ですから、もう脆弱性がどんどん高まっていくということで、少な

くとも公的なところで使うのはかなり厳しいのではないかと思いますが、そこでまだ先ほど非

常に本市の場合、シンクライアントシステムで集中したデータ管理を行っていると、法律の件

も聞きたいのですけれども、これはまた別の日にします。 

 ファイルサーバーですね、ファイルサーバーのリスク管理について少しお伺いしたいのです

けれども、レイドってわかりますか、ハードディスクの分散管理とかはやっていますか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 質問の間にどんどん資料を進めていって、お答えする資料が今ちょっと

どこに行ったかわからなくりました。済みません。 

 サーバーの中にちょっと説明しようとしても何十台と分かれてあります。それぞれ分散管理

をしています。そういうものを全部仮想空間で集めるのがさっき言いましたヴイエムウエアの

システムでやっています。その中でＸＰとかというウィンドウズの中で動かすということをし

ておりますので、データ化については万全の態勢をとっております。現在のシステムは一つの

何かこうシステムで動くんじゃなくてですね、いろんなものが分散システム、個別システムが

ずっとあって、それが張りつけられて、もうそれを総合管理する、本当にコンピューターの中

は今の自然世界と同じようなイメージの中に捉えられています。市役所の機能が全部そこに入

っているようなイメージになっていますので、そういう先ほど言いましたようにサーバーとＬ

ＡＮでパソコンをつなぐというような発想ではないということだけはご理解いただきたいと思

います。 

 ちょっと細かいことは私にも説明し切らないところがありますけれどもですね。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 12番門田直樹議員。 

○１２番（門田直樹議員） あと10分ぐらいで終わりたいと思いますが、わかりました。お話聞く

と大体そういうふうな管理をされていると思うので、若干それで危険性が分散された思います

が、あとちょっと３点ほどまとめて聞きますけれども、バックアップに関してはどういうふう

な、先ほどちょっとデータセンターを利用しているかのようにもちょっと聞こえたのですが、

どういう媒体でどういう管理をされてあるか、バックアップですね。 

 それから、人的なものに関して、ＩＤパスワード、この前、新聞で何かストーカーに対する
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問い合わせに誰が答えたのかわからないけれども、個人情報を提供したと。それがつけっ放し

になっとったのを誰かが使ったのかもしれないけれども、わからんと。要するに、最初の認証

はＩＤパスワードしますよ。だけれども、じゃあその人のそのＩＤパスワード、その人が使っ

たかどうかわからないわけですよね。その辺はざっとで構いませんが、ただメールの、いわゆ

るサーバー等に関する管理というのは厳重じゃないといけないと思いますが、人体認証、生体

認証とかはやってあるか、この３点、お願いします。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） サーバーのバックアップにつきましては、全サーバー領域のバックアッ

プを常に行っております。そのタイミングについては業務終了でやったりとか、いろんなタイ

ミングがありますけれども、やっております。 

 それから、個人認証につきましてはキーボードでＩＤ入力するだけじゃなくて、今現在ＩＣ

チップが埋め込まれた個人ＩＤカードを持たせております。それを認証機のところに置かない

とログインできないようになっています。 

 それと、こう終了しますよね。そして、ちょっと打ってみたいなと、プリントアウトしま

す。先ほど言いましたようにプリンターもそれにつながっておりますので、その自分のＩＤカ

ードを外さなくちゃいけないですね。だから、自動的にログオフしてしまいます、パソコンの

ほうは。だから、自席を離れたときには、ほかの者はもう自分のＩＤしか入れない。フリンタ

ーのところに行って置いてプリントアウトする。そうしたらまた、ＩＤカードを持ってくる。

そして、机につくと。どうにかならんとかと私は言っていますが、それがセキュリティー上の

ものですから、手間がかかりますけれどもしてくださいということ。 

 それと、サーバールームについては指紋認証で、限られた職員だけが入室できるように人体

認証もいたしております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 12番門田直樹議員。 

○１２番（門田直樹議員） 今、コピー機の話が出ましたが、複合機が大体入っていると思うんで

すよね。これもまた最近の新聞報道ですが、どこかの国立大学だったと思いますが、複合機、

あの中にボックスつくるんですね、仮想ボックスを。そこでデータため込んで、いろいろ扱い

がやりやすいのですが、逆にそれＩＰアドレスがわかっとけば、きちんとしたファイアウオー

ルをかけてなかったら見れるのですよね。筒抜けの状態だったと。生徒の成績とか個人データ

が筒抜け、出たかどうかはちょっと記憶にないですが、そういうことはないですよね、ちょっ

と一応確認のため。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 仮想空間の中に個人のデスクトップを置くようになっています、それか

ら。複合機については、例えばプリントアウトするときはプリンターに入ってＩＣカードで自

動認証されまして、その仮想空間の個人のデスクトップに入っていくようになっています。ほ
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かの人は入れません。それで、スキャナーするときもそこの個人のデスクトップに入っていき

ます。ということで、その仮想の中ではもう個人の世界の中で動いているということになって

います。 

○議長（橋本 健議員） 12番門田直樹議員。 

○１２番（門田直樹議員） わかりました。いわゆるそういうようなボックスじゃなくて、ワーク

で入って出力したら消えるというふうな内容だと、多分思いますが、もう一つですね、重要な

ところで、パソコン、今回も要らなくなった分は処分されると思うのですけれども、これは大

体、いわゆるパソコンリサイクル法がありますので、これはメーカーが引き取らないかんわけ

でよね。無償で引き取るのですが、これに関して、だからうちはリースだと思うのですが、業

者が引き取るんですか。その際のデータの消去はどんなふうになっているのか、聞かせてくだ

さい。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） リース上、返還する場合についてはハードディスクのハード消去をする

ようにしておりますので、そういうことでございます。 

○議長（橋本 健議員） 12番門田直樹議員。 

○１２番（門田直樹議員） データなり物理的なり、多分されるとは思いますので、確認しまし

た。 

 あと５分、そういうことで、太宰府市高度情報化推進計画という10年前ですが、これ立派な

ものだと思うのです。このとおりいっとくと非常にＩＴでは先進的な自治体になるんじゃない

かと思うのですが、残念ながら３年の計画後はないということで、ぜひまた新しいものをつく

っていただきたいのですが、いいまほろばというものを目指すと、ＩＴの活用で行政サービス

の高度化、洗練された未来都市、文化の香り高い歴史のまちが合わさっていいまほろばという

ことで、非常に何かいいな、すばらしいなと思うのですが、その中で、たくさんあるのです

が、時間がありますね。 

 ７つほどですね、情報提供システムの整備がうたわれてあります。防災、学習、福祉、観

光、公共施設、映像、クリアリング等々ありますが、この中でちょっと２点だけ確認したいの

ですよ。 

 というのは福祉ですね、総合福祉行政システムで、目的はもうちょっと飛ばしますね。機能

だけざっと早口で言いますが、福祉、保健、介護、健康などに関する情報をデータベース化し

ます。次に、福祉関係の相談、講習、指導情報を提供するとともに、健診などの申請ができま

す。次に３番目が、健康情報など個人の福祉情報をＩＣカードなどを利用して、常時携帯する

ことができます。それから４番目が、オンラインによる見守り、緊急通報サービスを提供しま

す。それから５番目が、食事指導、禁煙指導、運動指導、ストレス指導等の健康増進プログラ

ムを提供しますとあるので、すばらしいことですが、この５つに関しての進捗はどんなふうで

すかね、聞かせてください。 
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○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 当時のハード的な環境の中で、いわゆる総合型というのがよく言われま

した。一つのところで全ての業務ができるのですよ、この業務をしたいということで、例えば

電算業者に汎用コンピューター使ってやってくださいと。それが、一つ一つじゃなくて、一緒

にやれればいいなということで、総合型という言葉がよく使われたのですが、先ほどから申し

ていますように分散型ができまして、個別システムをずっと構築をしてきました。例えば災害

時の要援護者支援システムについては、先ほどこの間ずっとご報告しているところです。ある

いは障がい者の自立支援サービス関係事業者情報のデータベース化とか、バリアフリーマップ

情報のデータベース化とか、あるいは音声コードの導入研修の実施とか、あるいはハローワー

クの求人情報のオンライン情報、そういう個別システムを構築をしておりまして、これを総合

型といいますか、今現在でいえば、例えばポータル化とか、そういうことを目指したいなとは

思っておるのですけれども、個別システムについては大体全部統合しようと思えば今のところ

できます。ネットワークでつないでですね、見れる人に情報の権限を与えればできるというこ

とでありますけれども、セキュリティーの問題とかいろいろありますので、そういうふうに個

別システムとして、そこにうたっておりますシステムについては順次構築をしていっていると

いうのが状況でございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 12番門田直樹議員。 

○１２番（門田直樹議員） 現実、ほとんどこれできてないと思うのですが、ただ方向としてはす

ばらしいと。また、今言われた総合的な部分でできつつあるのもあるのかなと思います。要ら

んと思うのもありますが。 

 もう一点、クリアリングシステムというものも載っとりますが、具体的には議会の検索です

ね、会議録の検索とか、つまりは情報開示ですね、に関するそのクリアリングですが、一点問

題があると思うのですよ。まず、例えば議会の会議録、本会議、委員会の会議録に関して、大

体95％ぐらいはいいのですが、一部、イメージででき上がったＰＤＦがある。ほかの行政情報

もそうですね。ですから、やっぱりテキスト検索ができないとクリアリングとは言えないと思

いますが、どうでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） わかりやすく言えば、例えばよその市議会の議事録がテキストがとれて

コピーしたりというのを使えるということがおっしゃっているのだと思いますけれども、セキ

ュリティー、どこまでかけるかの、ＰＤＦにですね。どこまでかけるかのお話だと思います

が、現状では一番映像データとしておくのが一番安全なのかなという判断をいたしておりま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 12番門田直樹議員。 
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○１２番（門田直樹議員） それはまた来年度、おられないですかね、もう、残念。 

 じゃあ、ちょっともう約束の時間も近づいてきましたので、結局ですね、何が言いたいかと

いうと、嫌でもやらなければいかん更新というか、越えなければいけない峠があるのですけれ

ども、これは逆に言いますとチャンスなんですよね。いろんなＩＴ資源を見直して、本当に要

るのか要らないのか、いっぱい使っているのか使ってないのか、そしてその中で例えばフリー

ソフトウエア、シェアソフトを含む、そういうふうな取捨をして、そしてさらにいいものにし

ていくための長期的にはコスト削減につながることだって考えられるわけですね、そのための

試練と思って頑張っていただきたい。 

 最後に、市長、先ほどＣＩＯは副市長で、これ同じことを昔で言うたら市長が助役のときに

ですね、わしがって言われたのですけれども、これどうも私の説明が悪かったのか、ＣＩＯが

ＣＥＯみたいな、経営の最高責任者じゃないのですよ。あくまでも情報の責任者で、これもし

かも言い方がですね、統括責任者とかですね、そういう重たいものじゃないのですよ。ただ、

それはともかくとして、やはり管理部門の整理ですね。今度、機構の改革もされるようです

が、あるいは総合計画の中にもＩＴ関連はありますけれども、ちょこっとしかないのですよ

ね。しかし、過去にはこんなに大きな量の立派なものがあったのですから、今後そういうふう

な管理部門は必要だと思うのですが、お考えをちょっとお聞かせください。 

○議長（橋本 健議員） 副市長。 

○副市長（平島鉄信） ＣＩＯの私でございますけれども、今部長から説明がありましたとおりう

ちの優秀な職員が非常に育ってきております。新規採用職員もＩＴ企業に就職した者も今採用

もしております。しかし、本当に日進月歩でありまして、私もシンクライアントって何やとい

うような話をしたことがあるのですが、同じコンピューターやけれども普通のノートパソコン

はそれ自体がなんもかんも機能しているだけれども、これは箱だけよと言われて、じゃあタイ

ピストと一緒かという話もしたこともあるのですけれども、それだけ本当に職員もいろいろ考

えて、セキュリティーも一つでいい、サーバー一つで管理できるようにする。やはり情報が漏

れますのは、300人、400人おる職員がミスをしてＵＳＢで感染させたりということが、やはり

人的にする場合が多うございます。そういうことをもうなくそうということで、日々努力をし

て、よくやっているなと。私もＣＩＯでございますので、新しいシステムを入れるときは私が

納得できるような形で、中身はわかりませんが、納得できるような形で話を聞いて、そして決

裁をして進めているというような状況です。私自身からああせえこうせえというても、なかな

かそれは難しゅうございますので、そうでございます。 

 しかし、これは非常に高度な技術でございまして、先日、私もネットで見ていましたら、千

葉市の市長さんが31歳で若くてですね、日本で一番若い市長さんだというふうに言われていま

すが、今２期目で、35歳です。ＩＴの仕事をしてあった方です。この方がこのＩＣＯの補佐官

を雇ってやっていかないけないというようなことで、専門である市長さんがそういうふうに考

えるということでございますので、やはりこのＩＣＯの責任というものは非常に大きいんだな
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と思うし…… 

（「ＣＩＯですね」と呼ぶ者あり） 

○副市長（平島鉄信） ＣＩＯか、ＣＩＯの、済みません、ＣＩＯやったかな。変わってしまいま

したね、ＣＩＯの補佐官を設置するというようなことがありました。この方も言われるのは、

常時雇っても、もうそのシステムがかわると、ノウハウがなくなるともう使い物にならないと

いうことで、５年間の期限つきの職員を雇うんだと、そういうようなことで、専門家を雇って

もまた５年も10年も持てるものじゃないというような考え方であります。そういうことで、職

員も今後ともそういう入れかわり、あるいは勉強していきながら、今後情報推進についてどう

進めていくかということをやはり市全体として考えていかなきゃいけないと。 

 物の本によりますと、あと20年もすると全世界の50億人は、このスマートフォンですか、こ

れを持って、みんなが情報を取り合いして、事務所に集まらなくても仕事できるのじゃないか

と、あるいは情報はそれだけでいけるのじゃないかと、今からこの世界はどうなるかわからな

いよねというような提言の本も読んだことがありますけれども、それだけやはり大きく今から

変動するんじゃないかと思っています。そこまで行きませんが、最善の努力をして、市民のた

めにいかにサービスに供するかということを考えながら進めていきたいと、そういうふうに考

えております。 

○議長（橋本 健議員） 12番門田直樹議員。 

○１２番（門田直樹議員） ありがとうございます。 

 私が提言しようと思うとったのは、もう副市長が言われたように補佐官ですね。補佐官とい

うのか、つまり技術的な助言ができる補佐をぜひ置いてほしいと、課を問わずにおいてほしい

けれども、ただやっぱり兼任じゃ結構厳しいと思います。かなりのあれで。ところが、防災専

門官とかですね、専門の方に来ていただいて、責任がある立場でいろいろやっていただいてい

ますね。あんなのなんかは非常にいい例だと思います。 

 先ほど副市長がまた言われましたが、若い職員が非常に優秀な方がおられると聞いておりま

す。ぜひそういう職員、若い人の意見をいっぱい聞いてですね、そしてここにあるいいまほろ

ば、ＩＴの活用、行政サービスの高度化、そして洗練された未来都市を目指して、頑張ってく

ださい。 

 終わります。 

○議長（橋本 健議員） 12番門田直樹議員の一般質問は終わりました。 

 以上で本日の議事日程は全て終了しました。 

 次の本会議は、12月17日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午後３時37分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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１ 議 事 日 程（５日目） 

   〔平成25年太宰府市議会第４回（12月）定例会〕 

                                    平成25年12月17日 

                                    午 前 1 0時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 議案第79号 太宰府市いきいき情報センターの指定管理者の指定について（総務文教

常任委員会） 

 日程第２ 議案第80号 太宰府歴史スポーツ公園の指定管理者の指定について（総務文教常任委

員会） 

 日程第３ 議案第81号 太宰府市立大佐野スポーツ公園の指定管理者の指定について（総務文教

常任委員会） 

 日程第４ 議案第82号 太宰府市体育センターの指定管理者の指定について（総務文教常任委員

会） 

 日程第５ 議案第83号 太宰府市民図書館の指定管理者の指定について（総務文教常任委員会） 

 日程第６ 議案第84号 太宰府市立共同利用施設の指定管理者の指定について（総務文教常任委

員会） 

 日程第７ 議案第85号 大宰府展示館の指定管理者の指定について（総務文教常任委員会） 

 日程第８ 議案第86号 太宰府市文化ふれあい館の指定管理者の指定について（総務文教常任委

員会） 

 日程第９ 議案第87号 太宰府市女性センタールミナスの指定管理者の指定について（環境厚生

常任委員会） 

 日程第10 議案第88号 太宰府市立老人福祉センターの指定管理者の指定について（環境厚生常

任委員会） 

 日程第11 議案第89号 太宰府市公文書館条例の制定について（総務文教常任委員会） 

 日程第12 議案第90号 太宰府市情報公開条例の一部を改正する条例について（総務文教常任委

員会） 

 日程第13 議案第91号 太宰府市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について（総務文教

常任委員会） 

 日程第14 議案第92号 太宰府市いきいき情報センター条例の一部を改正する条例について（総

務文教常任委員会） 

 日程第15 議案第93号 太宰府市公園条例の一部を改正する条例について（総務文教常任委員

会） 

 日程第16 議案第94号 太宰府市立小学校及び中学校施設使用料条例の一部を改正する条例につ

いて（総務文教常任委員会） 

 日程第17 議案第95号 太宰府市立運動公園条例の一部を改正する条例について（総務文教常任
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委員会） 

 日程第18 議案第96号 太宰府市体育センター条例の一部を改正する条例について（総務文教常

任委員会） 

 日程第19 議案第97号 太宰府市立太宰府史跡水辺公園条例の一部を改正する条例について（総

務文教常任委員会） 

 日程第20 議案第98号 太宰府市中央公民館使用料条例の一部を改正する条例について（総務文

教常任委員会） 

 日程第21 議案第99号 太宰府市文化ふれあい館条例の一部を改正する条例について（総務文教

常任委員会） 

 日程第22 議案第100号 太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例について（分

割付託） 

 日程第23 議案第101号 太宰府市地域活性化複合施設太宰府館条例の一部を改正する条例につい

て（建設経済常任委員会） 

 日程第24 議案第102号 太宰府市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について（建設経済

常任委員会） 

 日程第25 議案第103号 太宰府市自動車駐車場条例の一部を改正する条例について（建設経済常

任委員会） 

 日程第26 議案第104号 太宰府市水道事業給水条例の一部を改正する条例について（建設経済常

任委員会） 

 日程第27 議案第105号 太宰府市下水道条例の一部を改正する条例について（建設経済常任委員

会） 

 日程第28 議案第106号 筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計条例の制定について（環境

厚生常任委員会） 

 日程第29 議案第107号 太宰府市手数料条例の一部を改正する条例について（環境厚生常任委員

会） 

 日程第30 議案第108号 太宰府市女性センタールミナス条例の一部を改正する条例について（環

境厚生常任委員会） 

 日程第31 議案第109号 太宰府市人権センター施設使用条例の一部を改正する条例について（環

境厚生常任委員会） 

 日程第32 議案第110号 太宰府市畜犬の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

て（環境厚生常任委員会） 

 日程第33 議案第111号 太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につ

いて（環境厚生常任委員会） 

 日程第34 議案第112号 平成25年度太宰府市一般会計補正予算（第４号）について（分割付託） 

 日程第35 議案第113号 平成25年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につ
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いて（環境厚生常任委員会） 

 日程第36 議案第114号 平成25年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について

（環境厚生常任委員会） 

 日程第37 議案第115号 平成25年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について（建設経

済常任委員会） 

 日程第38 議案第116号 平成25年度太宰府市下水道事業会計補正予算（第１号）について（建設

経済常任委員会） 

 日程第39 議案第117号 太宰府市事務分掌条例の全部を改正する条例について（総務文教常任委

員会） 

 日程第40 議案第118号 太宰府市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定につい

て（総務文教常任委員会） 

 日程第41 意見書第９号 消費税の軽減税率制度の導入を求める意見書（総務文教常任委員会） 

 日程第42 意見書第10号 企業減税等から確実な賃金引上げを求める意見書（総務文教常任委員

会） 

 日程第43 意見書第11号 特定秘密保護法の制定に反対する意見書（総務文教常任委員会） 

 日程第44       議員の派遣について 

 日程第45       閉会中の継続調査申し出について 

２ 出席議員は次のとおりである（１８名）        

  １番  陶 山 良 尚 議員         ２番  神 武   綾 議員 

  ３番  上     疆 議員         ４番  芦 刈   茂 議員 

  ５番  小 畠 真由美 議員         ６番  長谷川 公 成 議員 

  ７番  藤 井 雅 之 議員         ８番   田 久美子 議員 

  ９番  後 藤  晴 議員         10番  不 老 光 幸 議員 

  11番  渡  美 穂 議員         12番  門 田 直 樹 議員 

  13番  小 栁 道 枝 議員         14番  大 田 勝 義 議員 

  15番  佐 伯   修 議員         16番  村 山 弘 行 議員 

  17番  福 廣 和 美 議員         18番  橋 本   健 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１８名） 

  市    長  井 上 保 廣        副  市  長  平 島 鉄 信 

  教  育  長  木 村 甚 治        総 務 部 長  三 笠 哲 生 

  市民生活部長  古 川 芳 文        健康福祉部長  中 島 俊 二 

  建 設 部 長  辻   友 治                松 本 芳 生 

  教 育 部 長  今 泉 憲 治        教育部理事  堀 田   徹 

会計管理者併
上下水道部長 
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  総 務 課 長  友 田   浩        経営企画課長  濱 本 泰 裕 

  市 民 課 長  宮 原 広富美        福 祉 課 長  阿 部 宏 亮 

  都市計画課長  今 村 巧 児        上下水道課長  石 田 宏 二 

  教 務 課 長        井 上   均        監査委員事務局長  関   啓 子 

５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  坂 口   進        議 事 課 長        櫻 井 三 郎 

  書    記  白 石 康 子        書    記  松 尾 克 己 

  書    記  力 丸 克 弥 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 皆さん、おはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第４回定例会

を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しているとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１から日程８まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第１、議案第79号「太宰府市いきいき情報センターの指定管理者の指定について」から

日程第８、議案第86号「太宰府市文化ふれあい館の指定管理者の指定について」までを一括議

題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とし、付託しておりました

総務文教常任委員会の報告を求めます。 

 総務文教常任委員長 門田直樹議員。 

              〔12番 門田直樹議員 登壇〕 

○１２番（門田直樹議員） おはようございます。 

 総務文教常任委員会に審査付託された議案第79号から議案第86号までについて、その主な審

査内容と結果を一括して報告いたします。 

 まず、議案第79号「太宰府市いきいき情報センターの指定管理者の指定について」、本案は

同センターの指定期間が平成26年３月末をもって満了することから、太宰府市公の施設に係る

指定管理者の指定手続等に関する条例第５条の規定により、公募によらない候補者として公益

財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団を選定し、現在に引き続き指定管理者として指定する

ものであり、指定期間は平成26年４月１日から３年間とする旨、説明を受けました。 

 次に、議案第80号「太宰府歴史スポーツ公園の指定管理者の指定について」から議案第82号

「太宰府市体育センターの指定管理者の指定について」までを一括して報告いたします。 

 歴史スポーツ公園、大佐野スポーツ公園についてはシンコースポーツ株式会社、体育センタ

ーについては株式会社エルベックが指定管理者として平成23年４月１日から各施設の管理運営

を行っていますが、指定期間が平成26年３月末をもって満了することから、太宰府市公の施設

に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条の規定により、公募によらない候補者とし

て、３施設ともに公益財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団に変更し、指定管理者として指

定するものであり、指定期間は平成26年４月１日から３カ年とする旨、説明を受けました。 
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 また、指定管理者の選定に当たり、公募とせず公益財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団

に戻したことについては、民間事業者の参入を促進するよりは、市の出資法人である公益財団

を指定管理者としたほうが幅広い年代の市民に対し健康、スポーツの促進をテーマにした事業

を市が主体的に展開していく場合に民間よりも市との連携強化が可能であると判断したためで

あるとの説明を受けました。 

 次に、議案第83号「太宰府市民図書館の指定管理者の指定について」、本案は市民図書館の

指定期間が平成26年３月末をもって満了することから、太宰府市公の施設に係る指定管理者の

指定手続等に関する条例第５条の規定により、公募によらない候補者として公益財団法人太宰

府市文化スポーツ振興財団を選定し、現在に引き続き指定管理者として指定するものであり、

指定期間は平成26年４月１日から３カ年とする旨、説明を受けました。 

 次に、議案第84号「太宰府市立共同利用施設の指定管理者の指定について」、市内９カ所の

共同利用施設については各地元自治会を指定管理者として管理運営を行っていますが、平成

26年３月末をもって指定期間が満了することから、太宰府市公の施設に係る指定管理者の指定

手続等に関する条例第５条の規定により、公募によらない候補者として各地元自治会を選定

し、現在に引き続き指定管理者として指定するものであり、指定期間は平成26年４月１日から

５カ年間とする旨、説明を受けました。 

 次に、議案第85号「大宰府展示館の指定管理者の指定について」及び議案第86号「太宰府市

文化ふれあい館の指定管理者の指定について」、本案は大宰府展示館及び文化ふれあい館の指

定期間がそれぞれ平成26年３月末をもって満了することから、太宰府市公の施設に係る指定管

理者の指定手続等に関する条例第５条の規定により、公募によらない候補者として、大宰府展

示館については財団法人古都大宰府保存協会を、文化ふれあい館については公益財団法人太宰

府市文化スポーツ振興財団をそれぞれ選定し、現在に引き続き指定管理者として指定するもの

であり、指定期間は両施設ともに平成26年４月１日から３カ年とする旨、説明を受けました。 

 関連質疑を終え、討論はなく、これらについて採決した結果、議案第79号から議案第86号ま

でについては、全て委員全員一致で可決すべきものと決定しました。 

 また、陳情第３号「体育複合施設建設事業の凍結・中止を求める陳情」につきましては、多

くの署名を添えて陳情されており、総務文教常任委員会におきましては一定の議論が必要では

ないかと考え、委員会の冒頭、追加日程として意見交換を行いました。 

 意見交換では、各委員から陳情に対し賛成反対それぞれの意見がありましたが、付託案件で

はありませんので、討論、採決もなく、それぞれの意見表明のみで終了しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 議案第79号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（橋本 健議員） 次に、議案第80号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第81号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第82号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第83号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第84号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第85号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第86号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第79号「太宰府市いきいき情報センターの指定管理者の指定について」討論を行いま

す。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第79号に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第79号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時08分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第80号「太宰府歴史スポーツ公園の指定管理者の指定につい

て」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 



－178－ 

 議案第80号に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第80号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時08分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第81号「太宰府市立大佐野スポーツ公園の指定管理者の指定

について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第81号に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第81号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時08分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第82号「太宰府市体育センターの指定管理者の指定につい

て」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第82号に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第82号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時09分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第83号「太宰府市民図書館の指定管理者の指定について」討

論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 
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 採決を行います。 

 議案第83号に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第83号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時10分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第84号「太宰府市立共同利用施設の指定管理者の指定につい

て」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第84号に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第84号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時11分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第85号「大宰府展示館の指定管理者の指定について」討論を

行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第85号に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第85号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時11分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第86号「太宰府市文化ふれあい館の指定管理者の指定につい

て」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第86号に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第86号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時12分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第９と日程第１０を一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第９、議案第87号「太宰府市女性センタールミナスの指定管理者の指定について」及び

日程第10、議案第88号「太宰府市立老人福祉センターの指定管理者の指定について」を一括議

題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とし、付託しておりました

環境厚生常任委員会の報告を求めます。 

 環境厚生常任委員長 小栁道枝議員。 

              〔13番 小栁道枝議員 登壇〕 

○１３番（小栁道枝議員） おはようございます。 

 環境厚生常任委員会に審査付託されました議案第87号及び議案第88号について、その審査の

内容と結果をご報告申し上げます。 

 まず、議案第87号「太宰府市女性センタールミナスの指定管理者の指定について」、その審

査の内容と結果をご報告申し上げます。 

 本議案は、平成26年３月31日をもって現在の指定期間が満了となりますので、太宰府市公の

施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、公益財団法人太宰府市文化スポー

ツ振興財団を引き続き平成26年度から３年間にわたり指定管理者の候補者に選定するものであ

ります。 

 質疑、討論はなく、採決の結果、議案第87号は委員全員一致で可決すべきものと決定いたし

ました。 

 次に、議案第88号「太宰府市立老人福祉センターの指定管理者の指定について」、その審査

の内容と結果をご報告申し上げます。 

 本議案は、平成26年３月31日をもって現在の指定期間が満了となりますので、太宰府市公の

施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、社会福祉法人太宰府市社会福祉協

議会を引き続き平成26年度から３年間にわたり指定管理者の候補者に選定するものでありま
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す。 

 質疑、討論はなく、採決の結果、議案第88号は委員全員一致で可決すべきものと決定いたし

ました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 議案第87号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第88号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第87号「太宰府市女性センタールミナスの指定管理者の指定について」討論を行いま

す。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第87号に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第87号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時16分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第88号「太宰府市立老人福祉センターの指定管理者の指定に

ついて」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第88号に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 
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 よって、議案第88号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時16分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１１と日程第１２を一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第11、議案第89号「太宰府市公文書館条例の制定について」及び日程第12、議案第90号

「太宰府市情報公開条例の一部を改正する条例について」を一括議題にしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とし、付託しておりました

総務文教常任委員会の報告を求めます。 

 総務文教常任委員長 門田直樹議員。 

              〔12番 門田直樹議員 登壇〕 

○１２番（門田直樹議員） 総務文教常任委員会に審査付託された議案第89号「太宰府市公文書館

条例の制定について」及び議案第90号「太宰府市情報公開条例の一部を改正する条例につい

て」、その審査の内容と結果を報告いたします。 

 まず、議案第89号の「太宰府市公文書館条例の制定について」、これは公文書館法第５条及

び地方自治法第244条の２の規定に基づき、平成26年４月１日付で公文書館を設置するために

条例を制定するもので、条項の内容は館の設置目的や名称、業務内容、館が収集、保存等を行

う文書の定義などを規定するものとの説明を受けました。 

 委員からは、館長職につく者について及び館の営業日について質疑があり、執行部からは、

館長職は市の職員で対応する予定であり、公文書館の休館日については後に規則で定めること

になるが、市役所と同様に土、日曜日になる予定であるとの回答がありました。 

 質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第89号は委員全員一致で原案のとおり可決すべ

きものと決定しました。 

 次に、議案第90号「太宰府市情報公開条例の一部を改正する条例について」、本案は公文書

館設置に伴い同館に移管した情報は情報公開条例の対象である情報として取り扱わず、別に管

理することとし、また今後、電磁的記録の写しを求める公開請求が予想されることから、市が

保有している電磁的記録も情報公開の対象とするため、条例の一部を改正するものとの説明を

受けました。 

 委員から、質疑、討論はなく、採決の結果、議案第90号は委員全員一致で原案のとおり可決

すべきものと決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 
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 議案第89号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第90号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第89号「太宰府市公文書館条例の制定について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第89号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決にす

ることに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時20分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第90号「太宰府市情報公開条例の一部を改正する条例につい

て」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第90号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第90号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時21分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１３から日程２１まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第13、議案第91号「太宰府市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について」から

日程第21、議案第99号「太宰府市文化ふれあい館条例の一部を改正する条例について」までを
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一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とし、付託しておりました

総務文教常任委員会の報告を求めます。 

 総務文教常任委員長 門田直樹議員。 

              〔12番 門田直樹議員 登壇〕 

○１２番（門田直樹議員） 総務文教常任委員会に審査付託された議案第91号「太宰府市行政財産

使用料条例の一部を改正する条例について」から議案第99号「太宰府市文化ふれあい館条例の

一部を改正する条例について」までについて、その審査の内容と結果を報告いたします。 

 議案第91号から議案第99号までについては、関連があるため、一括議題とし、審議を行いま

した。これら案件は、平成26年４月１日から消費税率が現行の５％から８％に改正されること

に伴い、市の行政財産、文化・体育施設及び小・中学校施設の各使用料の料金改正を行う必要

が生じ、条例の一部改正を行うものとの説明を受けました。 

 委員からは、条例改正施行前の段階で平成26年４月以降利用分の施設予約をした場合、その

使用料の消費税はどうなるのかについて質疑があり、執行部からは、申し込まれて使用料を支

払われた時点での消費税率になるとの回答を受けました。 

 その他関連質疑等を終え、討論では、消費税の持つ逆進性が今後公共施設を利用するに当た

り、負担増という形で市民に直接影響が出るということを懸念すると、議案第91号を容認する

ことはできない、あわせて議案第92号から議案第99号までについても同様の理由で反対を表明

するとして１件の反対討論が一括でなされました。 

 討論を終え、これらについて採決した結果、議案第91号から議案第99号は、全て委員多数の

賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 議案第91号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第92号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第93号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第94号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第95号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（橋本 健議員） 次に、議案第96号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第97号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第98号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第99号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第91号「太宰府市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について」討論を行いま

す。 

 通告があっていますので、これを許可します。 

 ７番藤井雅之議員。 

○７番（藤井雅之議員） 先ほどの委員長報告でもありましたが、私はこの議案が付託をされまし

た総務文教委員会でも反対討論をさせていただいておりますが、今回の来年４月から実施され

る予定の消費税増税に伴いまして、各種行政サービス、文化施設の利用からさまざまな部分に

まで消費税の８％への引き上げに基づいた予算内容の議案が提案されております。さきの９月

議会でも私は消費税増税の判断の中止を求める意見書に賛成もいたしましたが、負担増という

形で公共施設の使用が市民の皆様に及ぼす影響というのははかり知れないものがあると考えま

す。 

 よって、提案されております議案第91号については反対を表明いたします。 

 また、今議会には残りの２つの建設経済常任委員会、環境厚生委員会にも同様の理由で多く

の議案が提案をされておりますが、同様の理由でありますのでその関連する議案につきまして

は議案第105号を除きましては同様に同会派の２番神武綾議員とともに反対することを表明い

たしまして、議案第91号への反対討論といたします。 

○議長（橋本 健議員） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第91号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（多数起立） 

○議長（橋本 健議員） 多数起立です。 
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 よって、議案第91号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対２名 午前10時27分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第92号「太宰府市いきいき情報センター条例の一部を改正す

る条例について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第92号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（多数起立） 

○議長（橋本 健議員） 多数起立です。 

 よって、議案第92号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対２名 午前10時27分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第93号「太宰府市公園条例の一部を改正する条例について」

討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第93号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（多数起立） 

○議長（橋本 健議員） 多数起立です。 

 よって、議案第93号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対２名 午前10時28分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第94号「太宰府市立小学校及び中学校施設使用料条例の一部

を改正する条例について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第94号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（多数起立） 
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○議長（橋本 健議員） 多数起立です。 

 よって、議案第94号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対２名 午前10時29分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第95号「太宰府市立運動公園条例の一部を改正する条例につ

いて」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第95号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（多数起立） 

○議長（橋本 健議員） 多数起立です。 

 よって、議案第95号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対２名 午前10時29分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第96号「太宰府市体育センター条例の一部を改正する条例に

ついて」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第96号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（多数起立） 

○議長（橋本 健議員） 多数起立です。 

 よって、議案第96号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対２名 午前10時30分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第97号「太宰府市立太宰府史跡水辺公園条例の一部を改正す

る条例について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第97号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 
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（多数起立） 

○議長（橋本 健議員） 多数起立です。 

 よって、議案第97号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対２名 午前10時30分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第98号「太宰府市中央公民館使用料条例の一部を改正する条

例について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第98号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（多数起立） 

○議長（橋本 健議員） 多数起立です。 

 よって、議案第98号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対２名 午前10時31分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第99号「太宰府市文化ふれあい館条例の一部を改正する条例

について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第99号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（多数起立） 

○議長（橋本 健議員） 多数起立です。 

 よって、議案第99号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対２名 午前10時32分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２２ 議案第１００号 太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例につ 

                いて 

○議長（橋本 健議員） 日程第22、議案第100号「太宰府市附属機関設置に関する条例の一部を

改正する条例について」を議題とします。 

 本案は総務文教常任委員会と環境厚生常任委員会に分割付託しておりましたので、各常任委

員長の報告を求めます。 
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 まず、総務文教常任委員長 門田直樹議員。 

              〔12番 門田直樹議員 登壇〕 

○１２番（門田直樹議員） 総務文教常任委員会に審査付託された議案第100号「太宰府市附属機

関設置に関する条例の一部を改正する条例について」の当委員会所管分について、その審査内

容と結果を報告いたします。 

 本案は、平成26年４月１日付で太宰府市公文書館を設置することに伴い、公文書館構想の調

査研究の段階を終えることから、附属機関の名称を太宰府市公文書館委員会に改正し、所掌事

務もあわせて改正するものであるとの説明を受けました。 

 質疑、討論もなく、採決の結果、議案第100号の当委員会所管分については、委員全員一致

で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで総務文教常任委員長に対する質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 次に、環境厚生常任委員長 小栁道枝議員。 

              〔13番 小栁道枝議員 登壇〕 

○１３番（小栁道枝議員） 次に、議案第100号の環境厚生常任委員会所管分について、審査の内

容と結果をご報告申し上げます。 

 平成24年８月に公布されました子ども・子育て支援法に基づきまして、子育て支援団体、保

育所、幼稚園、学童保育所の保護者など関係団体の代表者や識見者で組織する太宰府市子ど

も・子育て会議を設置し、子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進、必要

な事項及び当該施策の実施状況を調査、審議するため、条例の一部を改正するものとの説明を

受けました。 

 さしたる質疑はなく、討論はなく、採決の結果、議案第100号は委員全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで環境厚生常任委員長に対する質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 
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 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 ただいまの各常任委員長の報告は原案可決です。本案を各委員長の報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第100号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時36分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２３から日程２７まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第23、議案第101号「太宰府市地域活性化複合施設太宰府館条例の一部を改正する条例

について」から日程第27、議案第105号「太宰府市下水道条例の一部を改正する条例につい

て」までを一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とし、付託しておりました

建設経済常任委員会の報告を求めます。 

 建設経済常任委員長 後藤晴議員。 

              〔９番 後藤晴議員 登壇〕 

○９番（後藤晴議員） 建設経済常任委員会に審査付託されました議案第101号「太宰府市地域

活性化複合施設太宰府館条例の一部を改正する条例について」から議案第105号「太宰府市下

水道条例の一部を改正する条例について」までの審査内容と結果を一括して報告いたします。 

 まず、議案第101号「太宰府市地域活性化複合施設太宰府館条例の一部を改正する条例につ

いて」報告いたします。 

 本案は、平成26年４月１日から消費税率が５％から８％に改正されることに伴い改正するも

のとの説明を受けました。 

 委員からは、太宰府館の利用状況等について質疑があり、執行部からは、民間の利用率は全

体の約10％、ギャラリー等の稼働率は約30％であり、今後も利用促進を図っていくとの回答が

ありました。 

 討論はなく、採決の結果、議案第101号は委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 次に、議案第102号「太宰府市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について」報告い
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たします。 

 本案も、議案第101号と同様、平成26年４月１日から消費税率が５％から８％に改正される

ことに伴い改正するものです。 

 委員からは、どのような占用物件があるのか等の質疑があり、執行部からは、九州電力やＮ

ＴＴの電柱、有線放送や通信会社のケーブル等があるとの回答がありました。 

 討論はなく、採決の結果、議案第102号は委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 次に、議案第103号「太宰府市自動車駐車場条例の一部を改正する条例について」報告いた

します。 

 本案も、議案第101号と同様、平成26年４月１日から消費税率が５％から８％に改正される

ことに伴い改正するものです。 

 委員からの質疑、討論はなく、採決の結果、議案第103号は委員全員一致で原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第104号「太宰府市水道事業給水条例の一部を改正する条例について」報告いた

します。 

 本案は、平成26年４月１日から消費税率が５％から８％に改正されることに伴い、給水申し

込みの際に負担いただく個人負担金及び団体負担金並びに水道の使用料金を改正するもので、

負担金については平成28年３月31日までの減額措置の延長に伴い、減額後の金額を特例措置と

して定め、料金については国税庁が示している経過措置を踏まえ、５月使用分、７月の請求分

から適用するものとの説明がありました。 

 委員からは、さしたる質疑、討論はなく、採決の結果、議案第104号は委員全員一致で原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第105号「太宰府市下水道条例の一部を改正する条例について」報告いたしま

す。 

 本案は、平成26年４月１日から消費税率が５％から８％に改正されることに伴い改正するも

のと、下水道使用料の額について水道料金等審議会の答申を尊重した内容で引き下げを行うも

ので、使用料の平均改定率は約７％減、使用料の算定期間は平成26年度から平成29年度までの

４年間で、水道事業給水条例改正と同様に国税庁が示している経過措置を踏まえ、５月使用

分、７月請求分から適用するものとの説明がありました。 

 委員からは、使用料減額の周知方法についての質疑があり、執行部からは、広報はもとより

個別に通知するとの回答がありました。 

 討論はなく、採決の結果、議案第105号は委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 
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 これから質疑を行います。 

 議案第101号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第102号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第103号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第104号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第105号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第101号「太宰府市地域活性化複合施設太宰府館条例の一部を改正する条例について」

討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第101号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（多数起立） 

○議長（橋本 健議員） 多数起立です。 

 よって、議案第101号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対２名 午前10時43分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第102号「太宰府市道路占用料徴収条例の一部を改正する条

例について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第102号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（多数起立） 
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○議長（橋本 健議員） 多数起立です。 

 よって、議案第102号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対２名 午前10時44分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第103号「太宰府市自動車駐車場条例の一部を改正する条例

について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第103号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（多数起立） 

○議長（橋本 健議員） 多数起立です。 

 よって、議案第103号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対２名 午前10時44分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第104号「太宰府市水道事業給水条例の一部を改正する条例

について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第104号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（多数起立） 

○議長（橋本 健議員） 多数起立です。 

 よって、議案第104号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対２名 午前10時45分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第105号「太宰府市下水道条例の一部を改正する条例につい

て」討論を行います。 

 通告があっていますので、これを許可します。 

 ７番藤井雅之議員。 

○７番（藤井雅之議員） 議案第105号につきましては賛成の立場で討論をさせていただきます。 

 この提案のされている中身を見ますと、２つの理由があると考えます。まず、下水道料金使

用の引き下げによる改定と、そして消費税の８％への引き上げに伴う課税の見直しという２つ

の要素が含まれている議案でございますが、これは執行部の範疇に入るかと思いますが、こう
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いった２つの要素を一緒に提案するという議案の提案のあり方というのは正直一議員としては

判断にも悩みましたけれども、今回提案されております下水道料金の引き下げについては会派

としても求めてきた内容でもありますし、それが実施をされるということに鑑みまして、この

提案されております議案第105号につきましては、２番神武綾議員とともに賛成することを申

し上げて、討論といたします。 

○議長（橋本 健議員） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第105号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第105号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時47分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２８と日程第２９を一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第28、議案第106号「筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計条例の制定につい

て」及び日程第29、議案第107号「太宰府市手数料条例の一部を改正する条例について」を一

括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とし、付託しておりました

環境厚生常任委員会の報告を求めます。 

 環境厚生常任委員長 小栁道枝議員。 

              〔13番 小栁道枝議員 登壇〕 

○１３番（小栁道枝議員） 環境厚生常任委員会に審査付託されました議案第106号及び議案第

107号について、その審査の内容と結果を一括してご報告申し上げます。 

 まず、議案第106号「筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計条例の制定について」審

査の内容と結果をご報告いたします。 

 障がい福祉サービスの種類や量、サービスの必要性などを明らかにするため、障がい者の状

態の区分を決定するための審査会を筑紫地区４市１町で共同設置いたしております。この審査

会の庶務の担当については２年間を１期としまして持ち回りすることになっており、平成26年

４月１日から太宰府市が当番市となりますことから、本条例を制定の上、特別会計を設置し、

事務処理に当たるものとの説明を受けました。 
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 さしたる質疑はなく、討論はなく、採決の結果、議案第106号は委員全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第107号「太宰府市手数料条例の一部を改正する条例について」審査の内容と結

果をご報告いたします。 

 平成18年度の介護保険法の改正により、地域密着型施設の指定申請及び更新申請の審査事務

を市において行うこととなりました。その際の手数料は民間活力による事務所の参入を促すた

め、審査手数料を無料としていましたが、現在は安定した状況になっており、県内の近隣の状

況からも判断して平成26年度から新規申請３万円、更新申請２万円の手数料を徴収することに

したため、条例改正を行うものであります。 

 さしたる質疑はなく、討論はなく、採決の結果、議案第107号は委員全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で議案第106号及び議案第107号についての報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 議案第106号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第107号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第106号「筑紫地区障害支援区分等審査会事業特別会計条例の制定について」討論を行

います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第106号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第106号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時52分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第107号「太宰府市手数料条例の一部を改正する条例につい

て」討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第107号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第107号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時52分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３０から日程第３３まで一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第30、議案第108号「太宰府市女性センタールミナス条例の一部を改正する条例につい

て」から日程第33、議案第111号「太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正

する条例について」までを一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とし、付託しておりました

環境厚生常任委員会の報告を求めます。 

 環境厚生常任委員長 小栁道枝議員。 

              〔13番 小栁道枝議員 登壇〕 

○１３番（小栁道枝議員） 環境厚生常任委員会に審査付託されました議案第108号から議案第

111号について、その審査の内容と結果を一括して報告いたします。 

 議案第108号「太宰府市女性センタールミナス条例の一部を改正する条例について」及び議

案第109号「太宰府市人権センター施設使用条例の一部を改正する条例について」は関連がご

ざいますので、一括して審査を行いました。 

 今回の改正は、平成26年４月１日から消費税率が５％から８％に改正されることに伴いまし

て、施設の使用料、冷暖房料などの料金の改正が生じましたので、条例の一部を改正するとの

説明を受けました。 

 議案第108号、議案第109号とも質疑はなく、討論につきましては、議案第108号について、

消費税増税の反対の立場であり、市民の趣味やサークル活動の場である施設使用料、それから

市民の日常の生活に増税がかかってくるということから反対するとの反対討論が１件なされま

した。 

 議案第109号につきましても、同じ理由により反対の討論が１件ありました。 

 議案第108号は委員多数の賛成により原案のとおり可決すべきものと決定し、議案第109号も
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委員多数の賛成により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 続きまして、議案第110号「太宰府市畜犬の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について」及び議案第111号「太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正す

る条例について」、関連がございますので、一括審査を行いました。 

 今回の改正は、平成26年４月１日から消費税率が５％から８％に改正されることに伴いまし

て、抑留手数料などに係る消費税率の規定、一般廃棄物収集手数料などに係る消費税率の規定

を改正するものであります。 

 また、議案第111号につきましては、事業系の一般廃棄物及びし尿の収集の手数料の削除を

改正するとの説明を受け、その理由につきましては、本市では事業系の一般廃棄物及びし尿の

収集は市の直営または委託ではなく、事業者が収集業者との契約により収集業者へ手数料を支

払っており、市が直接行っている事業ではなく、市の条例に規定することができないため、削

除をするとのことでした。 

 議案第110号、議案第111号とも、さしたる質疑はなく、討論につきましては、議案第110号

について、消費税増税の反対の立場であり、市民の日常生活に増税がかかってくるということ

から反対するとの反対討論が１件なされました。 

 議案第111号につきましても、同じ理由により反対の討論が１件ありました。 

 議案第110号は委員多数の賛成により原案のとおり可決すべきものと決定し、議案第111号も

委員多数の賛成により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で議案第108号から議案第111号についての報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 議案第108号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第109号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第110号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第111号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第108号の「太宰府市女性センタールミナス条例の一部を改正する条例について」討論

を行います。 

 討論はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第108号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（多数起立） 

○議長（橋本 健議員） 多数起立です。 

 よって、議案第108号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対２名 午前10時59分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第109号「太宰府市人権センター施設使用条例の一部を改正

する条例について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第109号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（多数起立） 

○議長（橋本 健議員） 多数起立です。 

 よって、議案第109号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対２名 午前10時59分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第110号「太宰府市畜犬の愛護及び管理に関する条例の一部

を改正する条例について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第110号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（多数起立） 

○議長（橋本 健議員） 多数起立です。 

 よって、議案第110号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対２名 午前11時00分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第111号「太宰府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一

部を改正する条例について」討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第111号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（多数起立） 

○議長（橋本 健議員） 多数起立です。 

 よって、議案第111号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成15名、反対２名 午前11時01分〉 

○議長（橋本 健議員） ここで11時15分まで休憩をいたします。 

              休憩 午前11時01分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時15分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３４ 議案第１１２号 平成２５年度太宰府市一般会計補正予算（第４号）について 

○議長（橋本 健議員） 日程第34、議案第112号「平成25年度太宰府市一般会計補正予算（第４

号）について」を議題とします。 

 本案は各所管委員会に分割付託しておりましたので、各常任委員長の報告を求めます。 

 まず、総務文教常任委員長 門田直樹議員。 

              〔12番 門田直樹議員 登壇〕 

○１２番（門田直樹議員） 各常任委員会に分割付託された、議案第112号「平成25年度太宰府市

一般会計補正予算（第４号）について」の総務文教常任委員会所管分について、その審査内容

と結果を報告いたします。 

 歳出の主なものとしましては、２款１項１目防犯対策関係費、15節工事請負費110万円の増

額補正、これは本年９月に筑紫野警察署より防犯カメラ設置要望を受け、坂本区の青少年相談

センター前３差路に１基３台を設置するものです。設置箇所については、警察署から設置要望

を受けた場所について警察署と協議を行っているとの説明を受けました。 

 次に、10款４項１目中央公民館管理運営費、15節臨時工事700万円の増額補正、これは平成

26年４月１日実施予定の機構改革に伴い、生涯学習係、社会教育係が中央公民館へ移設され、

１階の少年の船事務所跡をその事務室及びミーティングルームとして使用するための工事費、

及び中央公民館消火栓用消防ポンプモーターの取りかえ費用として計上されたものでありま

す。 

 次に、12款１項１目公債償還元金１億円の増額補正、これは減債基金の積立状況や今後の市
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債借入状況などを勘案し、現在の市債の一部繰上償還を行うものです。その財源として、歳入

の18款減債基金繰入金が同額計上されております。 

 歳入の主なものとしましては、17款１項の寄附金の増額補正について、まず一般寄附6万

5,000円は本年10月に大宰府政庁跡で開催されたふれあい健康ウォークにおいて九州情報大学

相撲部の皆さんがちゃんこ料理を販売した売上金を市政全般に使ってほしいとして、またコミ

ュニティバス関係指定寄附１万円については本年10月に協働のまち推進課窓口に匿名希望の女

性の方が自分にとって非常に大切な交通手段であるので運行費の足しにしてほしいとして、そ

れぞれ市に寄附を受けたものであります。 

 次に、18款１項１目財政調整資金繰入金1億1,011万6,000円の増額補正、これは今回の12月

補正財源調整として財政調整資金を充当するものです。平成25年度末の財政調整資金残高とし

ては23億7,393万5,547円となる予定であるとの説明を受けました。 

 第３表債務負担行為補正では、松川公共施設庁舎分の供用開始に伴い管理運営委託に関する

ものが５件、指定管理料に伴うものが４件など計上されております。 

 その他審査では、款項目ごとに執行部に対して説明を求め、計上の根拠等について質疑、確

認を行いました。 

 質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第112号の当委員会所管分については委員全員

一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで総務文教常任委員長に対する質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 次に、建設経済常任委員長 後藤晴議員。 

              〔９番 後藤晴議員 登壇〕 

○９番（後藤晴議員） 続きまして、議案第112号の建設経済常任委員会所管分について、その

主な審査内容と結果を報告いたします。 

 なお、当委員会所管分は、歳入、歳出、その他補正がともに関連しているものがあるため、

同時に説明を受けながら審査を行っております。 

 当委員会所管分の主なものとしましては、７款１項４目観光費の観光宣伝関係費として、

109万2,000円が補正計上されております。 

 これは、まち歩きによる観光促進事業として太宰府の歴史遺産や観光名所めぐりを初め、新

たな地域資源の掘り起こしを行うなど、体験型の魅力あるまち歩き事業を促進し、観光客の誘

致や観光交流人口の増進を図り、地域の活性化及び雇用の拡大を図ることを目的としており、
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多様な体験型のまち歩きコースの造成やまち歩きガイドマップの作成、ホームページ等による

情報発信等を行うものとの補足説明を受けました。 

 同時に、本事業は補助率10分の10である緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金の対象と

なるため、歳出と同額の109万2,000円を歳入予算として計上するとともに、平成25年、平成

26年度の２カ年にわたる事業であるため、債務負担行為補正予算として観光宣伝関係委託料

347万3,000円を計上しており、全体の事業費は456万5,000円であるとの説明を受けました。 

 委員からは、委託先についての質疑があり、執行部から、委託先はＮＰＯ法人歩かんね太宰

府を予定しているとの回答がありました。 

 次に、８款２項４目交通安全対策費の交通安全施設整備費として215万円が補正計上されて

おります。 

 これは、福岡県公安委員会から太宰府市において初めて指定されるゾーン30に対応するため

の工事で、指定区域は県道板付牛頸筑紫野線、市道大佐野・向佐野線及び市道原口・宮ノ本線

に囲まれた区域とされており、平成26年４月からの区域内制限時速30キロの規制に対応するた

めの路面標示工事を行うもので、215万円を増額補正するものとの説明がありました。 

 委員からは、ゾーン30路面標示とはどういうものか、公安委員会へ何件申請したのか等の質

疑があり、執行部から、路面標示についてはゾーン30の区域に入る道路の入り口付近の路面に

緑色でゾーン30という標示を行うもので、あわせて公安委員会がゾーン30の標識を設置するも

のである。また、太宰府市からの申請件数は１件であるが、今後要望があれば申請していきた

いとの回答がありました。 

 その他の審査につきましても、款項目ごとに執行部に対して説明を求め、計上の根拠などに

ついて質疑を行いました。 

 所管分の審査を終え、討論はなく、採決の結果、議案第112号「平成25年度太宰府市一般会

計補正予算（第４号）について」の当委員会所管分については、委員全員一致で原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで建設経済常任委員長に対する質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 次に、環境厚生常任委員長 小栁道枝議員。 

              〔13番 小栁道枝議員 登壇〕 

○１３番（小栁道枝議員） 次に、議案第112号の環境厚生常任委員会所管分について、審査の内

容とその結果をご報告いたします。 
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 当委員会所管分の主なものといたしましては、３款１項１目社会福祉総務費の60万円の増額

補正、これは去る10月10日に市民の方から匿名により60万円の寄附金が送金されまして、これ

を17款１項４目民生費寄附金として受け入れた後、地域福祉基金積立金として繰り出すもので

ございます。この寄附金の使途につきましては、健康福祉部を中心として現在検討いたしてい

るところでございます。 

 次に、３款１項４目障がい者自立支援費の介護・訓練等給付関係費9,900万円の増額補正、

これはサービスの利用者数が当初の見込み数よりも増加しており、上半期の９月までの予算執

行率も60％に達していることから、予算に不足が生じることが見込まれるため、9,900万円の

増額補正を行うものです。 

 財源については、国、県合わせて事業費の４分の３の負担があり、国庫負担金、障がい者自

立支援給付費負担金4,950万円、県負担金、障がい者自立支援給付費負担金2,475万円が歳入に

計上され、充当されるものです。 

 次に、３款２項１目児童福祉総務費807万1,000円の増額補正、これは議案第100号の説明で

もありました子ども・子育て会議の開催によります委員の報酬6万6,000円、旅費2万5,000円、

及び事務を円滑に実施するために必要な電子システムの導入に関する費用、子ども・子育て支

援システム等委託料798万円を増額補正するものです。 

 財源については、福岡県からの補助金が地域子育て活動支援費補助金として子ども・子育て

支援システム等委託料と同額の798万円計上され、充当されるものです。 

 また、第２表繰越明許費補正についてもあわせて説明を受けました。 

 委員から、今年度中に会議を開く予定があるのかとの質疑があり、執行部からは、第１回目

の会議を３月に開催予定としているとの回答がありました。 

 次に、第３表債務負担行為補正につきましては、先ほど議案第87号及び議案第88号にて報告

いたしました女性センタールミナスと老人福祉センターの指定管理につきまして、平成26年度

から平成28年度の３年間分の指定管理料がそれぞれ計上されております。 

 その他の審査につきましても、款項目ごとに執行部に対して説明を求め、計上の根拠などに

ついて質疑を行いました。 

 質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第112号の環境厚生常任委員会所管分は委員全

員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で議案第112号の当委員会所管分の報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで環境厚生常任委員長に対する質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 
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 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 ただいまの各常任委員長の報告は原案可決です。本案を各委員長の報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第112号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前11時30分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３５と日程第３６を一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第35、議案第113号「平成25年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）について」及び日程第36、議案第114号「平成25年度太宰府市介護保険事業特別会計補正

予算（第２号）について」を一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とし、付託しておりました

環境厚生常任委員会の報告を求めます。 

 環境厚生常任委員長 小栁道枝議員。 

              〔13番 小栁道枝議員 登壇〕 

○１３番（小栁道枝議員） 環境厚生常任委員会に審査付託されました議案第113号及び議案第

114号について、その審査の内容と結果を一括して報告いたします。 

 まず、議案第113号「平成25年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて」ご報告いたします。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ1億3,874万4,000円の増額補正をするものです。 

 歳出の主なものといたしましては、４月、７月の人事異動等により職員給与費に生じた不足

分の増額補正、平成24年度に見込み額による概算交付を受けておりました国、県からの負担

金、補助金等の平成25年度の実績報告により生じました精算返還金によるものでございます。 

 歳入につきましては、前期高齢者交付金と一般会計繰入金が計上されております。 

 説明を終え、質疑、討論もなく、採決の結果、議案第113号は委員全員一致で原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第114号「平成25年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て」、その審査の内容と結果をご報告いたします。 
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 今回の補正は、太宰府市紙おむつ給付サービス事業が当初の見込みより多くの利用があり、

今後給付費の不足が見込まれることから、180万円の増額補正を行うものです。 

 その財源として、介護保険料、国庫支出金、県補助金、一般会計繰入金と合計180万円、歳

出と同額が歳入に計上されております。 

 委員から、事業の内容、また利用者数についての質疑があり、執行部より、事業の内容につ

いては在宅で紙おむつが必要な方に所得段階に応じて第１段階から第３段階の非課税世帯につ

いては月額6,000円、第４段階の方については月額3,000円、第５段階以上は非該当という説明

でした。利用者数については９月末現在で登録者が325名で、入院等で休止されている方もい

るので、実際には月平均で250名程度の利用がなされているとの回答を受けました。 

 質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第114号は委員全員一致で原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。 

 以上で議案第113号及び議案第114号についての報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 議案第113号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第114号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これより討論、採決を行います。 

 議案第113号「平成25年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につい

て」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第113号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第113号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前11時35分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第114号「平成25年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予

算（第２号）について」討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第114号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第114号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前11時36分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３７と日程第３８を一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第37、議案第115号「平成25年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について」

及び日程第38、議案第116号「平成25年度太宰府市下水道事業会計補正予算（第１号）につい

て」を一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とし、付託しておりました

建設経済常任委員会の報告を求めます。 

 建設経済常任委員長 後藤晴議員。 

              〔９番 後藤晴議員 登壇〕 

○９番（後藤晴議員） 建設経済常任委員会に審査付託されました議案第115号「平成25年度太

宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について」及び議案第116号「平成25年度太宰府市下

水道事業会計補正予算（第１号）について」、審査内容と結果を一括して報告いたします。 

 まず、水道事業会計についてです。 

 今回の補正は、来年度に予定している水道メーター取りかえの時期を考慮し、前倒しでメー

ター器を購入するため、棚卸資産購入限度額を改めるものとの説明がありました。 

 委員からの質疑、討論はなく、採決の結果、議案第115号については、委員全員一致で原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、下水道事業会計についてです。 

 収益的支出におきましては、使用料改定及び事務所移転に伴う通知文を送付するため、窓あ

き封筒の購入費用として印刷製本費20万8,000円及びその郵便料として通信運搬費225万円の増

額補正により合計245万8,000円が増額となっております。 

 債務負担行為につきましては、平成26年７月請求分からの新料金体系に対応するため、来年

の１月から下水道使用料システムの改修作業に着手するためのものとの説明がありました。 
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 委員からの質疑、討論はなく、採決の結果、議案第116号については、委員全員一致で原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 議案第115号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第116号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これより討論、採決を行います。 

 議案第115号「平成25年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について」討論を行い

ます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第115号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第115号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前11時40分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第116号「平成25年度太宰府市下水道事業会計補正予算（第

１号）について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第116号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第116号は原案のとおり可決されました。 
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              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前11時40分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３９と日程第４０を一括上程 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 日程第39、議案第117号「太宰府市事務分掌条例の全部を改正する条例について」及び日程

第40、議案第118号「太宰府市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定につい

て」を一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とし、付託しておりました

総務文教常任委員会の報告を求めます。 

 総務文教常任委員長 門田直樹議員。 

              〔12番 門田直樹議員 登壇〕 

○１２番（門田直樹議員） 総務文教常任委員会に審査付託された議案第117号「太宰府市事務分

掌条例の全部を改正する条例について」及び議案第118号「太宰府市教育に関する事務の職務

権限の特例に関する条例の制定について」、その審査の内容と結果を報告いたします。 

 まず、議案第117号「太宰府市事務分掌条例の全部を改正する条例について」、本案は平成

26年４月１日に実施予定の機構改革に伴い、今回は部の構成や枠組みが大きく変更となるた

め、全部を改正する条例として提案されたものであります。 

 主な改正内容としましては、部の構成を新たに、総務部、地域健康部、市民福祉部、建設経

済部とし、市民と一体となって元気で生き生きとした地域づくりを行い、地域活動とスポー

ツ、健康、文化、環境を有機的に機能させ、市民の総合的な健康増進を図るための部として地

域健康部を、また市民サービスをより充実、向上させることを目的として市民福祉部を新たに

編成し、それに伴い各部の事務分掌の一部を移管するものなどであるとの説明を受けました。 

 委員からは、機構改革に伴う費用は総額どれくらいかかるか。地域健康部と市民福祉部の名

称及び所管事務のくくり方に疑問がある。機構改革により、高齢者、子育て、福祉の分野で密

接な関係にある事務事業が地域健康部と市民福祉部に分かれてしまうことになる、これから連

携が非常に難しくなると思われるが、組織と運用面でどのように連携していくのか、定期的な

連絡会議などのようなものは考えているかなどについて質疑があり、執行部からは、機構改革

に伴う費用で一番大きなものは電算システムの改修費、それに伴う配線工事費、案内板の設置

等が考えられ、条例可決後に早急に費用算定を行う予定である。市民福祉部は法定受託事務や

保険制度を担うところをまとめた部、また地域健康部は市民の健康づくり、国保医療の削減を

目的として地域と一体となって取り組み、施策の推進を担うところをまとめた部としてそれぞ

れ位置づけ、明確に分けることによって市民にわかりやすい組織にしていきたいと考えている

のでご理解をお願いしたい。全ての業務において庁内の連携は必要である、現状の組織の中で

も連携は行っており、今までと同様に密な連携を図っていくなど、回答を受けました。 
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 また、市民からどこに行けばいいのかわからないというような苦情を受けないよう機構改革

の上に立った体制整備をぜひお願いする。本条例が議会に通れば部の名称は決定してしまうと

思うが、地域健康部や市民福祉部という名称が何をする部署かどうかがわかりにくく、混乱の

もとになるような気がするので、部の名称をもう少し執行部内で検討してほしいとの要望事項

がありました。 

 その他、関連する質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第117号は委員全員一致で原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第118号「太宰府市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定につ

いて」、本案は今回の事務分掌条例の改正に伴い、地域健康部の所管となる、学校における体

育に関することを除くスポーツに関すること、文化財保護に関することを除く文化に関するこ

とを教育委員会の職務権限から地方公共団体の長に移し、長が管理執行を行うことにするた

め、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき条例を制定するものでありま

す。 

 さしたる質疑はなく、討論もなく、採決の結果、議案第118号は委員全員一致で原案のとお

り可決すべきものと決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 議案第117号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第118号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第117号「太宰府市事務分掌条例の全部を改正する条例について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 ３番上疆議員。 

○３番（上  疆議員） この議案第117号の議案につきまして、この事務分掌条例につきまして

は賛成いたしますが、若干先ほど委員長のほうからも報告がありましたけれども、私ども議員

が聞きまして非常にわかりにくい課名、係名というんですかね。そういった部分が若干わかり

にくい部分がいっぱいあります。そういう分ではですね、４月１日に向けての組織機構変更で

ありますので、十分検討していただきましてですね、私どもがわかるというよりも、まず市民

の皆さんにわかりやすい名称を考えていただくようですね、十分検討していただきまして、よ

ろしくお願いしたいなと思っているところですので、そういう分で私の討論といたしますの
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で、よろしくお願いいたします。 

○議長（橋本 健議員） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第117号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第117号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前11時48分〉 

○議長（橋本 健議員） 次に、議案第118号「太宰府市教育に関する事務の職務権限の特例に関

する条例の制定について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第118号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、議案第118号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前11時48分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４１ 意見書第９号 消費税の軽減税率制度の導入を求める意見書 

○議長（橋本 健議員） 日程第41、意見書第９号「消費税の軽減税率制度の導入を求める意見

書」を議題とします。 

 本案は総務文教常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 総務文教常任委員長 門田直樹議員。 

              〔12番 門田直樹議員 登壇〕 

○１２番（門田直樹議員） 総務文教委員会に審査付託された意見書第９号「消費税の軽減税率制

度の導入を求める意見書」について、その審査内容と結果を報告いたします。 

 委員からの質疑、意見はなく、討論では、消費税率10％引き上げが前提である内容の意見書

であるため反対を表明するとする同内容の反対討論が３件ありました。 

 また、これらの反対討論に対し、意見書の賛成者である委員からは、これは反対討論で言わ
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れたような10％に消費税率を引き上げるための意見書ではない、８％に上がるときには間に合

わないが、10％への引き上げ時に軽減税率制度導入を求めるものである、消費税の逆進性を縮

めることについても反対されていると捉えるしかなく、残念なご意見であるとの意見が述べら

れました。 

 討論を終え、採決の結果、意見書第９号は委員の少数賛成により否決すべきものと決定しま

した。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論を行います。 

 通告があっていますので、これを許可します。 

 16番村山弘行議員。 

○１６番（村山弘行議員） 意見書第９号について反対の立場で討論を申し上げます。 

 そもそも消費税率というものは、いわゆる憲法第25条に基づく健康で文化的な最低限度の生

活者には税を課さないという最低生活非課税の理念に反するものであります。したがいまし

て、俗に言われております逆進性が非常に高いというふうに言われているものが消費税であり

ます。安倍総理をして10％の消費税の導入の時期については2015年10月ごろに判断をするとい

うふうに言われております。今回の消費税の減税制度導入の意見書は10％への導入を既定路線

とするというようなものであるというふうに理解し、この意見書については提出するべきでは

ないということを討論申し上げまして、反対意見といたします。 

○議長（橋本 健議員） 次に、12番門田直樹議員。 

○１２番（門田直樹議員） 総務文教常任委員会における意見書第９号並びに意見書第11号の審査

につきましては委員長としての立場から意見を差し控え、また採決には加わっておりませんの

で、本会議で討論いたします。 

 まず、意見書第９号「消費税の軽減税率制度の導入を求める意見書」についてですが、委員

会での主な反対理由は10％への移行を前提としているからというものでした。消費税増税につ

いては2014年４月からの８％、2013年10月１日の閣議でこれは決定し、2015年10月予定の10％

への引き上げは経済状況などを勘案して判断する予定とのことです。この意見書を見る限り、

文言等を検討しましたが、８％や10％にこだわっている内容とは思いません。正確な時期はと

もかく増税は決定しており、生活必需品に軽減税率制度の導入を図ることは必要と考えますの

で、意見書第９号につきましては原案に賛成であります。 
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○議長（橋本 健議員） 次に、２番神武綾議員。 

○２番（神武 綾議員） 意見書第９号につきまして反対の立場で討論に参加いたします。 

 私たち日本共産党は来年４月から導入される消費税の３％引き上げについて８兆円を超える

史上最大の大増税であることから撤回を求めております。消費税は所得の低い人に重くのしか

かる最悪の不公平税制だと考えており、低所得者対策というのであれば消費税増税を中止する

べきです。軽減税率の導入に関しましては反対はいたしませんが、消費税導入時の低所得者対

策としての昨年の３党合意の中に盛り込まれたものです。税は一定の所得や担税力に応じて負

担すること、生活費には課税しないことが原則だと考えます。 

 よって、同会派の藤井雅之議員とともに反対の立場を表明いたします。 

○議長（橋本 健議員） ほかに討論はありませんか。 

 17番福廣和美議員。 

○１７番（福廣和美議員） 私は本意見書に賛成の立場で討論をします。 

 委員会でも申し上げましたとおり、今の社会情勢、社会保障制度を維持し、強化していくた

めに消費税がアップになるわけでありますから、そのことによって多くの国民がまたいい影響

があるというふうに考えております。そこで、消費税を上げればいいというものではありませ

んが、しかしながらやはり逆進性が強いというのは同じ考えであります。しかし、この社会保

障制度を維持していくために必要不可欠ということもありますので、我々はこの８％導入時に

は間に合わなかったけれども、10％になるときには最低この軽減税率をですね、導入すべきで

あるという考えのもとにこの意見書を提出いたしております。ぜひ議員の皆様にはそのことを

ご理解をいただいて、この本意見書案に賛成いただくよう要望して、賛成討論にかえさせてい

ただきます。 

○議長（橋本 健議員） ほかに討論はありませんか。 

 ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） この意見書につきましては反対の立場で申し上げます。 

 平成26年４月１日から消費税率が５％から８％に引き上げられましたけれども、しかし軽減

税率制度はあくまでも予定でございます。この意見書にも書いておられますとおり、法律では

さらに平成27年10月には10％引き上げられる予定となっておりますので、増税を前提に年内に

結論を得るということにつきまして軽減税率に向けた適用の検討、また議論を年内には難しい

と考えますので、また課題も山積みでありますので、この制度の見通し、また検討も含めて慎

重に判断したいと思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 
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 意見書第９号に対する委員長の報告は否決です。 

 よって、原案について採決いたします。 

 意見書第９号を原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 

（多数起立） 

○議長（橋本 健議員） 多数起立です。 

 よって、意見書第９号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成10名、反対７名 午前11時57分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４２ 意見書第１０号 企業減税等から確実な賃金引上げを求める意見書 

○議長（橋本 健議員） 日程第42、意見書第10号「企業減税等から確実な賃金引上げを求める意

見書」を議題とします。 

 本案は総務文教常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 総務文教常任委員長 門田直樹議員。 

              〔12番 門田直樹議員 登壇〕 

○１２番（門田直樹議員） 総務文教常任委員会に審査付託された意見書第10号「企業減税等から

確実な賃金引上げを求める意見書」について、その審査内容と結果を報告いたします。 

 意見書の賛成者である委員からは、企業が優遇された分については社会に、社員に還元すべ

きであり、ぜひ賛同をお願いするとの補足説明を受けました。 

 委員から、質疑、意見、討論はなく、採決の結果、意見書第10号は委員全員一致で原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 意見書第10号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 
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○議長（橋本 健議員） 全員起立です。 

 よって、意見書第10号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前11時59分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４３ 意見書第１１号 特定秘密保護法の制定に反対する意見書 

○議長（橋本 健議員） 日程第43、意見書第11号「特定秘密保護法の制定に反対する意見書」を

議題とします。 

 本案は総務文教常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 総務文教常任委員長 門田直樹議員。 

              〔12番 門田直樹議員 登壇〕 

○１２番（門田直樹議員） 総務文教常任委員会に審査付託されました意見書第11号「特定秘密保

護法の制定に反対する意見書」について、その審査の内容と結果を報告いたします。 

 協議の中で、委員より、本市議会の本会議最終日12月17日までには国会で何らかの対応が決

まると思われるので、審議はそれからでも遅くないのではないかとして継続審査を求める動議

が提出されたため、本意見書を継続審査とする動議を議題として採決を行いましたが、賛成少

数により継続審査とする動議は否決されました。 

 協議に戻り、次の討論では、十分なる反対討論は最終日に行うとする反対討論が１件なされ

ました。 

 討論を終え、採決の結果、意見書第11号については委員多数の賛成をもって原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論を行います。 

 通告があっていますので、これを許可します。 

 12番門田直樹議員。 

○１２番（門田直樹議員） 意見書第11号に反対の立場から討論します。 

 ちょっと原稿が間に合いませんでしたので、少し考えながら話をさせていただきたいんです

が、まず先ほどの報告の中でも期日の問題がありました。その点を含み２点あるんですが、そ

もそも個人、企業、自治体はもとより、そういう秘密というものはあるというのは、これはも

う議論の余地がないところだと思います。ましてや国、国同士でそういった情報を慎重に取り
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扱うというのは信義則の大前提になることだと思います。しかしながら、今討論に関しまして

この法律法案そのものに対して議論するつもりはありません。まず、この意見書ですね。意見

書が提出されたのは12月３日で、先ほどのその委員の意見を紹介した中にもありましたが、も

う成立してしまったと、しかしこの文言はその制定しないように強く求めるとかということ自

体がですね、もう既にこの意見書自体意味がないと。通常であれば、通例こういう場合は引き

下げというか、取り下げですね、をするのが普通ではないかと思いますが、あえて法案はもう

成立したのにいまだに出されることが非常にまず理解に苦しむ。 

 また、もう一点ですね。これは大きいところですが、ここの文言の前段、中段はそれぞれの

人間一人一人見解があるのでこの辺は触れませんが、しきりにいわゆる市民の理解を得ていな

いという文言がありますが、市民、国民のことを言っているんだろうと思うけれども、これは

国会で衆参両院で可決されているわけです。おおむねで言えば国会議員の３分の２の賛同を得

ている。きちんとした議論、どこまできちんとか、それは議論があるかもしれないが、手続は

きちんとされて可決されて成立したものに対して市議会の名前でそれに対して反対するような

意見を出すということは議会みずからが議会制民主主義を否定することになるのではないか。

そもそもこの意見書を出すこと自体、非常に疑問を感じております。 

 以上のような理由でこの意見書第11号、原案には反対です。 

○議長（橋本 健議員） ほかに討論はありませんか。 

 ５番小畠真由美議員。 

○５番（小畠真由美議員） 私も反対の立場から討論をいたします。 

 先日、特定秘密保護法が成立、公布をされました。この法律の目的は、国民の命を守ること

です。とりわけ海外に住んでいらっしゃる日本人を保護するためには大変重要な法律です。今

年１月にアルジェリアで起きたテロでは日本人の方がとうとい命を落とされました。このよう

な国際的犯罪行為から日本人を守るためには外国当局と情報を共有し、力を合わせて対処して

いかなければなりません。しかしながら、アメリカを初めイギリス、フランス、ドイツなど友

好国から見れば日本は安全保障外交の根幹である情報に法律がないため、情報提供、共有への

信頼関係が薄いことが喫緊の課題でございました。近年のＩＴ技術の進歩によりサイバー犯罪

や攻撃も増えています。このようなＩＴ環境の中で安全を構築するには、諸外国と情報共有を

図り、協力して不測の事態に対処していくためにも大事な法律です。 

 一方で、大事な観点として国民の知る権利があります。当初の政府案を修正を重ね、取材の

自由の明記や指定できる内容を４分野23項目に法律別表にて限定、また第三者機関の創設で何

重にもチェック、監視等々、指定期間を30年たった指定情報は国立公文書館に移管をすると国

民に原則開示等、知る権利とのバランスにおいての修正をこれまで図ってまいりました。今国

会で成立した日本版ＮＳＣを十分に機能させるためにも不可欠な法律であることから、反対の

表明をさせていただきます。 

○議長（橋本 健議員） ほかに討論はありませんか。 
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 １番陶山良尚議員。 

○１番（陶山良尚議員） 私はこの意見書に対して反対の立場で討論をさせていただきます。 

 先ほど門田議員も述べられましたように既に国会のほうで制定された法案につきまして意見

書を出されるということはおかしなことであると思っておりますし、またその内容につきまし

て一言申し上げさせていただきます。 

 現在、我が国の安全保障環境は非常に厳しく、中国の軍備拡大や北朝鮮の核ミサイル開発な

ど、近隣諸国の動きに対しても相当な警戒を払わなければなりません。国の安全性が担保され

てこそ、私たち国民の生活が何不自由なく営むことができるのであり、いかに国民を他国から

の侵略、テロ行為などから国民を安全に守っていくかということが国の重要な役割であり、最

大の課題でもあります。各国とも情報戦が激化している国際社会において、機密事項など情報

の取り扱いがより一層重要となってきており、先進国では既に確立されている日本版ＮＳＣと

ともに、この法律の制定により、ようやく我が国も同盟国や友好国と防衛、軍事面において対

等な関係で情報収集、情報交換など行うことができるようになることで、より一層国家、国民

の安全がより確かなものとなることが想定されております。いずれにせよ日本版ＮＳＣが機能

を発揮するには、特定秘密保護法の制定が必要不可欠であり、将来に向けて我が国の安全保

障、すなわち国家、国民の安全を守っていく上では一刻も早くこの法律を制定することは重要

であったと認識いたしております。 

 以上のことから、この意見書に対しては反対の立場で採決させていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ほかに討論はありませんか。 

 ４番芦刈茂議員。 

○４番（芦刈 茂議員） 意見書に賛成する立場で討論させていただきます。 

 12月４日、筑紫地区６市町村議員有志18名で、１つ、特定秘密保護法案に反対する、１つ、

参議院本会議での強行採決に反対するという共同声明を発表しました。残念ながら法案は翌日

可決され、公布されました。この特定秘密保護法案は国民にとって知る権利を制限するもので

あり、戦後の民主主義を変えようとする、私は危険なものだと考えます。石破自民党幹事長の

国会を取り囲む人たちの声は騒音でテロリズムだという考えの中にその本質を私は見ます。安

倍総理は日本を一体どのような方向に持っていこうとしているのでしょうか。自民党の国会多

数による強行はそれこそ民主主義に対するテロリズムではないでしょうか。世界の流れは情報

公開です。明治維新以来150年近くになりますが、東学党の乱の鎮圧を目的に日本は朝鮮半島

に軍隊を派兵し、日清戦争、日露戦争、そして太平洋戦争と、歴史的流れは進みました。勝海

舟はただ一人、日本は朝鮮、中国と一体となって欧米に対抗しなければならないということを

勝海舟は言いました。残念ながら、歴史的にはその流れをとめることはできませんでした。戦

前のいろんな歴史を見ると、心の中ではそう思っておりながら、何となく言えなかったような

雰囲気をつくっていくという雰囲気が今後出てくるんではないかと非常に考えております。可
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決、公布されておりますが、この法案の廃案の戦い、あるいはこの法案を変える政府の実現を

求める長い戦いを続けていく必要があるのではないかと考えております。意見書に賛成する立

場で討論をしました。 

○議長（橋本 健議員） ほかに討論はありませんか。 

 ２番神武綾議員。 

○２番（神武 綾議員） 意見書に賛成の立場で参加いたします。 

 この特定秘密保護法には特定秘密の漏えいに対しての内容が盛り込まれておりますが、漏え

い等に関して過失や未遂はもとより、共謀、教唆、扇動行為も処罰の対象とするなど、公務員

はもとより行政に関連して仕事を行う研究者や民間業者、これらの情報にアクセスしようとす

るマスコミや一般市民まで処罰の対象とするものであり、憲法で保障されている国民の知る権

利や取材、報道の自由を侵害するばかりでなく、表現の自由や一般市民のさまざまな運動にま

で大きな影響が及ぶことが危惧されております。撤回を求める立場から、この意見書について

は賛成の立場をとらせていただきます。 

○議長（橋本 健議員） ほかに討論はありませんか。 

 17番福廣和美議員。 

○１７番（福廣和美議員） 私は反対の立場で討論いたします。 

 あくまでもこの特定秘密法はテロやスパイ行為に対するものであって、一般生活に対する秘

密をつくるようなものでは決してない、そう理解をいたしております。報道の自由、当然守ら

れておる。そういったところに全く左右されるような特定秘密保護法案ではないというふうに

理解をいたしております。今、マスコミ等で言われているような知る権利、報道の自由がなく

なる、そういうことは一切この特定秘密保護法では心配ないと我々はそう理解をいたしており

ますので、この意見書に対しましては反対の立場で討論をさせていただきました。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ほかに討論はありませんか。 

 ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） 反対の立場で討論をさせていただきます。 

 メディアやマスコミ業界において反対意見、慎重意見が多数あると言われておりますけれど

も、また公務員の方たちがこの法案におびえてしまいまして、マスコミ各社が取材できなくな

るのではといった不安もあっているようですが、国を動かす私たちが国の問題を知らないのは

問題でございますけれども、軍事情報とか外交関係の情報は大変重要であります。その情報が

漏れてしまえば日本がよくない状況になってくると思います。今回の法案は日本で今起きてい

る数々の問題等が外国人のスパイによって漏れることは事実であります。スパイが存在してい

ることも事実であります。現在、日本でスパイを取り締まる法律がございませんので、そのた

めにもこの法律は必要だと思います。 

 以上です。 
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○議長（橋本 健議員） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 意見書第11号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（少数起立） 

○議長（橋本 健議員） 少数起立です。 

 よって、意見書第11号は否決されました。 

              〈否決 賛成６名、反対11名 午後０時14分〉 

○議長（橋本 健議員） お諮りします。 

 時間が大分超過しておりますが、あと案件が２件ございますが、引き続き続けていきたいと

思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） じゃあ、続行します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４４ 議員の派遣について 

○議長（橋本 健議員） 日程第44、「議員の派遣について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 地方自治法第100条第13項及び太宰府市議会会議規則第164条の規定により別紙のとおり議員

の派遣が生じましたので、これを承認し、変更があったときには議長に一任することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４５ 閉会中の継続調査申し出について 

○議長（橋本 健議員） 日程第45、「閉会中の継続調査申し出について」を議題とします。 

 別紙のとおり議会運営委員会、各常任委員会、各特別委員会から太宰府市議会会議規則第

110条の規定により継続調査についての申し出があっております。 

 お諮りします。 

 それぞれの申し出のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認されました。 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 以上で本定例会に付議されました案件の審議は全て終了しました。 

 お諮りします。 

 本定例会において議決されました案件について、各条項、字句、その他の整理を要するもの

につきましては、会議規則第42条の規定によって、その整理を議長に委任願いたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり決定しました。 

 これをもちまして平成25年太宰府市議会第４回定例会を閉会したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（橋本 健議員） 異議なしと認めます。 

 よって、平成25年太宰府市議会第４回定例会を閉会します。 

              閉会 午後０時16分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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   上記会議次第は事務局長の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するため 

  ここに署名します。 

 

                   平成26年２月18日 

 

 

              太宰府市議会議長  橋 本   健 

 

 

              会議録署名議員   田 久美子 

 

 

              会議録署名議員  後 藤  晴 
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